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○議事日程（第１号） 

第 １ 会議録署名議員の指名について 

第 ２ 会期の決定について ３月１日～１６日 １６日間 

第 ３ 行政報告   町 長 向 山 富 夫 君 

第 ４ 報告第 １号 監査・例月現金出納検査結果報告について 

代表監査委員 米 田 末 範 君 

第 ５ 報告第 ２号 委員会所管事務調査報告について 

第 ６ 議案第１０号 平成２７年度上富良野町一般会計補正予算（第８号） 

第 ７ 議案第１１号 平成２７年度上富良野町国民健康保険特別会計補正予算（第５号） 

第 ８ 議案第１２号 平成２７年度上富良野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

第 ９ 議案第１３号 平成２７年度上富良野町介護保険特別会計補正予算（第４号） 

第１０ 議案第１４号 平成２７年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計補正予算（第５号） 

第１１ 議案第１５号 平成２７年度上富良野町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 
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第１４ 議案第１８号 平成２７年度上富良野町病院事業会計補正予算（第４号） 

第１５ 議案第２８号 東１線排水路整備工事（Ｈ２７国債）請負契約の締結について 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席議員（１４名） 

      １番  中 澤 良 隆 君      ２番  岡 本 康 裕 君 

      ３番  佐 川 典 子 君      ４番  長谷川 徳 行 君 

      ５番  今 村 辰 義 君      ６番  金 子 益 三 君 

      ７番  北 條 隆 男 君      ８番  竹 山 正 一 君 

      ９番  荒 生 博 一 君     １０番  髙 松 克 年 君 

     １１番  米 沢 義 英 君     １２番  中 瀬   実 君 

     １３番  村 上 和 子 君     １４番  西 村 昭 教 君 
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 教育委員会委員長         菅 野 博 和 君     農業委員会会長  青 地   修 君 

 会 計 管 理 者         藤 田 敏 明 君     総 務 課 長         石 田 昭 彦 君 

 産業振興課長         辻     剛 君     保健福祉課長         北 川 和 宏 君 

 健康づくり担当課長         杉 原 直 美 君     町民生活課長         鈴 木 真 弓 君 
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 教育振興課長         野 﨑 孝 信 君     ラベンダーハイツ所長         大 石 輝 男 君 

 町立病院事務長  山 川   護 君 

─────────────────────────────────────────────── 

○議会事務局出席職員 

 局 長         林   敬 永 君     次 長         佐 藤 雅 喜 君          

 主 事         新 井 沙 季 君 
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午後 １時００分 開会  

（出席議員 １４名） 

────────────────── 

◎開 会 宣 告 ・ 開 議 宣 告             

○議長（西村昭教君） 御出席、まことに御苦労に

存じます。 

 ただいまの出席議員は１４名でございます。 

 これより、平成２８年第１回上富良野町議会定例

会を開会いたします。 

 本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

────────────────── 

◎諸 般 の 報 告             

○議長（西村昭教君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（林 敬永君） 御報告申し上げます。 

 本定例会は、２月２６日に告示され、同日、議案

等の配付をいたしました。 

 また、本定例会までの議会の運営につきまして

は、２月１２日及び２月２４日、議会運営委員会を

開催し、会期及び日程等の審議をいたしました。 

 本定例会まで受理いたしました陳情及び要望の件

数は５件であり、その内容につきましては、さきに

配付のとおりでございます。 

 監査委員から、監査・例月現金出納検査結果報告

書の提出がございました。 

 本定例会に提出の議案は、町長より提出の案件２

９件、議会側からの報告案件２件、発議案２件であ

ります。 

 議案第２８号東１線排水路整備工事（Ｈ２７国

債）請負契約の締結につきましては、本日配付のと

おりでございます。 

 町長より行政報告の申し出があり、その概要につ

きましては本日配付のとおりであります。 

 閉会中の主な公務につきましては、議長報告とい

たしまして、本日配付の議会の動向のとおりであり

ます。 

 町長から平成２８年度の町政執行方針、教育長か

ら教育行政執行方針について、発言の申し出がござ

いました。 

 最後に、本定例会の説明委員につきましては、別

紙名簿として配付のとおりでございます。 

 以上であります。 

○議長（西村昭教君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（西村昭教君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名についてを行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、 

     １番 中 澤 良 隆 君 

     ２番 岡 本 康 裕 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第２ 会期の決定について 

○議長（西村昭教君） 日程第２ 会期の決定につ

いてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から３月１６日までの１

６日間といたしたいと思います。これに御異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から３月１６日までの１６日

間と決しました。 

────────────────── 

◎日程第３ 行政報告 

○議長（西村昭教君） 日程第３ 行政報告を行い

ます。 

 町長から、本定例会までの主要な事項についての

行政報告の申し出がありますので、発言を許しま

す。 

 町長、向山富夫君。 

○町長（向山富夫君） 御苦労さまです。 

 議員各位におかれましては、公私ともに何かと御

多用のところ、第１回定例町議会に御出席をいただ

き、まことにありがとうございます。 

 この機会に、昨年１２月定例町議会以降における

町政執行の概要について報告させていただきます。 

 初めに、十勝岳噴火総合防災訓練についてであり

ますが、２月１５日から１６日の２日間、上川総合

振興局地域災害対策連絡協議会及び十勝岳火山防災

会議協議会の共同開催により実施いたしました。 

 訓練実施に当たっては、旭川地方気象台、陸上自

衛隊、北海道警察、富良野広域連合消防本部、上富

良野消防署、消防団など、多数の関係機関に御協力

をいただいたところであります。 

 今回の避難訓練では、各住民会、自主防災組織の

自発的な避難訓練を基本とし、町内全域を対象に

８カ所の避難所を開設し、全体では１６１世帯２２

８人、また、新たに８事業所３７人の参加をいただ

いたところであります。 

 防災訓練実施に際し、各関係機関の御協力に対し

まして改めて感謝申し上げるとともに、今後におき

ましても、防災訓練時のみならず、日ごろからの防
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災意識の共有、さらなる安全確保に努めてまいりま

す。 

 次に、自衛隊関係でありますが、まず、１月２７

日から２８日、２月８日から９日にかけて、富良野

地方自衛隊協力会及び同上富良支部による「上富良

野駐屯地現状規模堅持更なる拡充を求める要望」

を、基地対策関係では、２月５日から６日に、上富

良野町基地対策協議会によります「防衛施設周辺整

備対策等に関する要望」を、防衛省及び関係する国

会議員に行ってまいりました。 

 また、２月２４日には、上富良野町自衛隊退職者

雇用協議会主催によります自衛隊定年退官予定者激

励会に出席したところであります。 

 次に、総合戦略の策定についてでありますが、昨

年末からパブリックコメントを実施し、先月１０日

に開催しました創生会議において御承認をいただ

き、同月１２日の総合戦略策定委員会において正式

に決定したところであり、あわせて町民の皆様への

公表、国への報告を行いました。 

 今後は、策定いたしました総合戦略の着実な実践

により、第５次総合計画に掲げる各個別計画の推進

を図ってまいります。 

 次に、幼保連携型認定こども園の認可についてで

ありますが、現在の中央保育所であるわかば中央保

育園とわかば愛育園が２８年４月１日の認可を受け

たところであり、高田幼稚園については、現在、施

設整備の工事中ですが、既に道の審査を終え、工事

完了後に認可を受ける予定となっているところであ

ります。 

 また、新年度の教育・保育給付支給申請は、幼保

連携認定こども園に移行する３施設を含む４施設の

認可定員３６５人に対し、３３０人の支給認定を

行っております。 

 次に、町税等の収納対策についてでありますが、

今年度の取り組み状況については、１月末現在にお

いて、国税徴収法に基づく預金調査、給与調査等の

財産調査を実施し、所得税還付金、普通預金、給与

など合計１２２件の差し押さえを執行し、４６３万

４,９７８円を換価収納したところであります。 

 この間、管理職による滞納プロジェクトを実施

し、臨戸訪問徴収等により町税等３０万２７２円を

徴収するとともに、夜間納税相談窓口を開設し、１

２月期までに現年度分未納者４２６人に対し納税催

告を行うなど、納税の推進を図ってまいりました。 

 次に、平成２７年分所得税の確定申告の受け付け

についてでありますが、２月１６日から３月１５日

までの間、また、消費税及び地方消費税の確定申告

については２月１６日から３月３１日までの期間で

実施しており、申告者の皆様がスムーズに申告でき

るよう、所得税の申告と同時に相談・受け付けの対

応を図っているところであります。 

 次に、津市との交流についてでありますが、１月

１６日津市で開催された新津市誕生１０周年記念式

典に、議長とともに出席したところであります。 

 式典では、多くの出席者のもと、各催しが行われ

るなど盛大な式典が挙行されました。 

 今後とも引き続き、両市町間において交流を深め

てまいりたいと思います。 

 次に、クリーンセンターのダイオキシン類の測定

結果についてでありますが、昨年６月の測定では、

Ａ系が０.０２２ナノグラム、Ｂ系は０.０００２７

ナノグラム、１０月測定では、Ａ系が０.０１６ナ

ノグラム、Ｂ系は０.０００００２７ナノグラムで

あり、町独自で定めております基準値の５ナノグラ

ムを大きく下回る測定結果となっているところであ

ります。 

 今後も引き続き、安全で安定的な施設の管理・運

営に努めてまいります。 

 次に、マイナンバー制度についてでありますが、

通知カードの未着世帯への対応については広報誌、

防災無線を通じ、また、個別に受領案内を実施し、

２月末日現在１６５世帯分を窓口で保管しておりま

す。 

 また、年明けより始まりました個人番号カードの

交付については、２月末日現在において２７５件交

付させていただいたところであります。 

 通知カードの受領及び個人カードの交付に当たり

ましては、引き続き丁寧な対応を心がけ、町民の皆

様に対し、当制度について周知を図ってまいりま

す。 

 次に、プレミアム商品券事業についてであります

が、下半期分も１月末に使用期間が終了し、発行額

９,０００万円に対し、９９.８％に当たる８,９８

４万７,５００円の使用となり、上半期を含めた合

計では、発行総額１億７,４００万円に対し、９９.

９％に当たる１億７,３７５万８,５００円の利用と

なったところです。 

 また、児童手当支給対象世帯に交付した子育て応

援券につきましては、最終発行額４９６万７,００

０円に対しまして、９７.０％に当たる４８１万９,

０００円の利用となりました。 

 なお、プレミアム商品券事業の利用者アンケート

の結果から、この商品券をきっかけに、ふだんより

も多く、または高価な商品の購入等に至ったか、い

わゆる消費喚起効果は、使用金額の３９.１％、約

６,８００円に相当し、町内消費の喚起に一定の効

果があったものと考えております。 

 次に、冬の観光イベントについてでありますが、
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昨年の大みそかから元旦にかけまして、第２９回

「北の大文字」が行われ、大文字のかがり火と華麗

な冬の花火の中、十勝岳の安泰と町民の幸せを参加

者約１,０００人の皆様とともに祈念したところで

あります。 

 また、２月７日、本年で５２回目となる「かみふ

らの雪まつり」を、日の出公園を会場に開催いたし

ました。 

 当日は天候にも恵まれ、約２,０００人の町民の

皆様に御来場をいただきました。 

 会場には、上富良野駐屯地第２戦車連隊制作によ

る大雪像を初め、商工会青年部、役場職員互助会制

作によるミニ雪像も披露され、子どもたちから大人

までが参加できる多様なアトラクションとともに、

楽しい冬の一日を過ごしていただけたものと思って

おります。 

 雪まつり開催に当たりましては、イベントの運営

はもとより、御支援、御協賛をいただきました各機

関、団体事業者の皆様に感謝を申し上げるところで

あります。 

 次に、成人式についてでありますが、１月１０

日、保健福祉総合センターかみんにおいて、町議会

議員を初め来賓各位の御臨席をいただき、新成人９

６名の出席のもと、式典を挙行いたしました。 

 式典では、安政太鼓保存会と東中清流獅子舞保存

会による町の伝統芸能が披露され、出席者の皆様と

ともに新成人の門出を祝福したところであります。 

 次に、現在工事中の上富良野中学校の校舎耐震改

修工事についてでありますが、職員室など管理棟の

工事を終えたことにより、２月１１日から使用開始

となりました。 

 今後は、教室等の内装工事などが完成する６月

に、新たな校舎での利用を予定しているところであ

ります。 

 次に、児童生徒のクラブ活動等の活躍についてで

ありますが、１月１２日から行われた中体連地区大

会のスキー競技において、上富良野中学校の出場選

手がクロスカントリー競技で５名、アルペン競技で

１名が入賞し、全道大会に出場を果たしました。 

 また、上富良野小学校のスクールバンドの児童３

４名が、２月１１日、横浜市で開催された全国小学

校管楽器合奏フェスティバル東日本大会に北海道代

表として出場しております。 

 児童生徒の健闘と活躍をたたえるとともに、さら

なる活躍を期待するところであります。 

 最後に、建設工事の発注状況についてであります

が、１２月定例町議会で報告以降に入札執行した建

設工事は、２月末日現在、件数で３件、事業費総額

で１億１,０９８万８００円、本年度累計では４３

件、事業費総額１７億８,７７７万７,４６０円と

なっております。 

 詳細につきましては、お手元に平成２７年度建設

工事発注状況を配付しておりますので、御高覧をい

ただきたく存じます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 以上をもって、行政報告を

終わります。 

────────────────── 

◎日程第４ 報告第１号 

○議長（西村昭教君） 日程第４ 報告第１号監

査・例月現金出納検査結果報告について、監査委員

から報告を求めます。 

 代表監査委員、米田末範君。 

○代表監査委員（米田末範君） 監査及び例月現金

出納検査の結果について御報告いたします。概要の

み申し上げますので、御了承賜りたいと存じます。 

 初めに、定期監査及び財政援助団体監査の結果に

ついて御報告を申し上げます。 

 １ページをお開きください。 

 地方自治法第１９９条第４項及び第７項の規定に

より、定期監査及び財政援助団体監査を執行しまし

たので、同条第９項の規定により、その結果を報告

いたします。 

 監査の対象及び範囲ですが、教育振興課所管の財

務事務及び上富良野町町民芸術劇場実行委員会の財

務事務を監査の対象として、平成２８年１月２９日

の１日間、平成２７年度に係る執行された財務及び

これらに関する事務の執行状況を監査いたしまし

た。 

 監査の方法ですが、所管財務事務に関しての一部

を選択して試査する部分監査とし、伝票、決議書な

ど関係書類の資料の提出を求め、この中から抽出し

て点検、照合を行うとともに、必要に応じて関係職

員から事務の執行状況及び内容の聴取もいたしまし

た。 

 また、財政援助団体においては、町が交付した負

担金に係る出納等財務事務の執行が適切かつ効率的

に行われているかについて、金銭出納簿、通帳、伝

票、会計決算書等の資料を点検し、必要に応じて関

係職員から内容等の説明を受け、資料聴取も行いま

した。 

 監査の結果を申し上げます。 

 抽出により試査した教育振興課の財務に関する事

務及び財政援助団体の財務に関する事務は、おおむ

ね適正に執行されていると認められました。 

 次に、２ページから１３ページの例月現金出納検

査の結果について御報告申し上げます。 

 地方自治法第２３５条の２第１項の規定により、
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例月現金出納検査を執行いたしましたので、同条第

３項の規定により、その結果を報告いたします。 

 平成２７年度１１月分から１月分について、概要

並びに検査結果を一括して御報告いたします。 

 例月現金出納検査を別紙報告書のとおり執行し、

いずれも各会計の出納の収支状況は別紙資料に示す

とおりであり、現金は適正に保管されていることを

認めました。 

 なお、資料につきましては、御高覧いただいたも

のと存じ、説明を省略させていただきます。 

 また、税の収納状況につきましては、１４ページ

にございますので、参考としていただきたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ただいまの報告に対し、質

疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって監

査・例月現金出納検査結果報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第５ 報告第２号 

○議長（西村昭教君） 日程第５ 報告第２号委員

会所管事務調査について、報告を求めます。 

 初めに、厚生文教常任委員長、佐川典子君。 

○厚生文教常任委員長（佐川典子君） ただいま上

程されました報告第２号の件につきまして、報告さ

せていただきます。 

 厚生文教常任委員会所管事務調査報告書。 

 本委員会の所管事務調査として閉会中の継続調査

に付託された事件（会議規則第７５条の規定）につ

いて申し出した調査を終えたので、同規則第７７条

の規定により報告する。 

 平成２８年２月２２日。 

 上富良野町議会議長、西村昭教様。 

 厚生文教常任委員長、佐川典子。 

 記。 

 調査事件名、先進市町村行政調査について。 

 調査の過程。 

 本委員会は、平成２７年第３回定例会において、

閉会中の継続調査として申し出した「子育て支援に

ついて・福祉介護について」を平成２７年９月から

３回にわたり委員会を開催し、調査の日程、調査先

の選定など協議し、また、事前研修による現状把握

を行った。 

 平成２７年１１月１６日から１９日までの間、三

重県津市・度会町、愛知県豊山町を視察し、調査を

行った。 

 以下、全文は７ページにわたりますことと、既に

御高覧いただいておりますことから、各調査地別の

まとめ分だけを朗読させていただきます。 

 裏面をお開きください。 

 三重県津市の子育て支援についてのまとめです。 

 子育て支援は、市長の意思により「育てる親の意

見を十分に取り入れて対応すること」で、利用料無

料の「げいのうわんぱーく 交流プラザ」が設置さ

れていた。女性の社会進出や核家族化により、共働

き世帯への保育所の充実を図ることで、待機児童ゼ

ロにつなげていた。保育の充実は「未来への投資」

として考え、児童数の調査や増加による見込みなど

精査し対応していた。 

 また、未婚化・晩婚化の進行が少子化の要因の一

つであるとの認識から、かかわるスタッフも未婚者

を募集し事業参加させ、ほかの自治体ではなかなか

難しいと思われる新しい事業への施策を速効力で対

応していた。子どもを生み育てる環境を庁舎内でも

受けとめることが大事であり、行政支援と民間支援

との連携をより深めることにより、大きな動きにな

るとして進めていたことが理解でき、本町も参考に

したいところである。 

 裏面に移ります。 

 次は、和歌山県豊山町の子育て支援についてのま

とめです。 

 豊山町は、宇宙航空研究開発機構など産業関連の

集積と大都市名古屋隣接の町として雇用の場があ

り、町としての活力上昇とともに人口も増加してい

る。若い世代の転入者も多く、合計特殊出生率は

１.７５％で、第３子、第４子を出産する世帯が多

いのが特徴として挙げられる。私立高校学校授業料

無料も、高校生のいる世帯への配慮が伺える。ま

た、子どもの医療費助成事業での財源確保において

「特定防衛周辺整備調整交付金」を「豊山町子ども

医療費助成事業基金」に積み立てて、年額１,５０

０万円の基金を活用していたことが印象に残った。

町の基本計画にある「住民が安心して暮らし安らぎ

が実感できるまちづくり」を目指し、子育てしやす

い環境づくりに努めているという説明を聞き、上富

良野町も子育て支援のさらなる充実に早急に取り組

む努力が求められていると感じた。 

 ６ページをお開きください。 

 最後に、三重県度会町の福祉・介護についてのま

とめです。 

 介護施設の設置状況を見ると、本町より充実して

いるのがわかる。特別養護老人ホームも２カ所（８

０床）あり、地域密着型介護老人福祉施設も１カ所

（７４床）を運営していた。福祉保健課の対応職員

の人数が比較的少人数で、人材不足の課題があるも

のの、対応できているのは介護施設の充実が挙げら

れる。介護予防の充実は、その町の特徴でもある



― 6 ― 

が、地域の２００名を超すボランティア人口の登録

が支援を支えている。 

 第６期介護保険事業計画にある高齢者施策の将来

ビジョンには「誰もが健康で、互いに尊重し合うま

ち」とあり、一人一人の福祉・健康意識を高め、病

気や寝たきりにならない保健・介護予防を目標にし

ていた。町の基本理念の中に「みんなが満足に自分

らしく生ききることができる町」にもあるように、

自分らしく生きることがその人個人の尊厳につなが

り、生ききるに集約されていた。 

 本町の増加していく高齢者の尊厳をいかに家族と

地域で支えていけるのか、また、新しい総合事業

（介護予防、日常生活支援総合事業）の取り組みの

中で、将来の介護人口不足と施設不足の補完にどこ

まで対応できるのか。行政と医療機関、さらには地

域の医師環境の整備とともに、責任を感じながら進

めていくことが引き続き望まれる。 

 以上でございます。お認めいただきますようお願

い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） ただいまの報告に対し、質

疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 質疑がなければ、次に、議

会運営委員会所管事務調査の報告を求めます。 

 議会運営委員長、金子益三君。 

○議会運営委員長（金子益三君） 同じく、ただい

ま上程されました議会運営委員会所管事務調査の報

告について。 

 議会運営委員会所管事務調査報告を本委員会所管

事務調査として、会議規則第７５条の規定により、

閉会中の継続調査として申し出た次の事件について

調査を終えたので、同規則第７７条の規定により報

告をいたします。 

 平成２８年２月２４日。 

 上富良野町議会議長、西村昭教様。 

 議会運営委員長、金子益三。 

 記。 

 調査事件名、先進市町村行政調査について。 

 調査の経過。 

 本委員会は、平成２７年第３回定例会において、

閉会中の継続調査として申し出た先進市町村行政調

査について、平成２７年１０月から５回の委員会を

開催し調査を行い、１月１８日、美幌町議会で議会

中継の取り組み、１月１９日、上士幌町議会におい

て議会中継の取り組み及びタブレット導入の取り組

みについて、それぞれ常任委員会の活動について先

進事例の調査を行った。 

 調査の経過については、美幌町及び上士幌町の議

会中継について、議会中継の目的、議会中継の経

緯、議会中継の内容、アクセス件数及び課題。 

 上士幌町のタブレット導入について、タブレット

導入の目的、導入経緯、内容、課題については御高

覧いただいたものとして割愛させていただき、それ

ぞれの町の議会中継についてとタブレット導入につ

いてのまとめを要約して、朗読をもって報告にかえ

させていただきます。 

 １３ページをお開きください。 

 まとめ。 

 議会中継について。 

 上富良野町においても、平成２７年度に超高速通

信網が農村を含む全てのエリアにおいて導入がされ

て、議会の中継をライブで配信する環境が整った。

インターネットを活用した議会中継をすることによ

り、開かれた議会に向けた議会改革の一つが可能と

なる。 

 今回視察をした美幌町は、超低コストでランニン

グコストもかけずに職員による発想と努力で、一

方、上士幌町議会は、機材の更新時に伴い、ある程

度の機材を導入することにより職員の仕事量を軽減

させて、見る側にわかりやすい配信をしている。い

ずれの議会も生中継とアーカイブによる録画中継を

町のホームページに掲載し、リアルタイムの緊張感

とアーカイブによる利便性を図り、利用者が見やす

い環境をつくっていた。 

 我が町も情報化時代に乗り遅れることなく、開か

れた議会や正しい情報発信のためにも、早急に議場

中継を行うことが求められる。初期投資やランニン

グコストに関して、町の財政状況を見ながらも、よ

りよい方法でわかりやすく、臨場感を持った議会情

報を配信できるように取り組むことを強く感じる。 

 一方で、インターネットによる議会中継発信を行

うにはさまざまな課題もある。導入に当たり、どの

くらいのコストをかけることができるか、町民に議

会中継に対し理解が得られるか、町民のインター

ネット普及率はどの程度か、中継作業を行う職員の

人数は今の人数で賄えるのか、こうした課題を解決

してから議会中継を始めることが必要である。 

 ライブ中継、録画中継ともに原則発言の訂正や編

集は行わないとのことであるため、発言の内容や言

葉遣いについても発言者は気をつけなければいけな

い。 

 議会活性化の一つとして、インターネット中継に

より住民に積極的に情報を提供し共有していくこと

は、我が町の議会においても大きな課題だと思う

が、まだまだ議会活性化の取り組みが多々あること

から、活性化策の具体的取り組みを議員同士で十分

協議し、実施順位を定め着実に前に進めていくべき

である。 



― 7 ― 

 次に、タブレット導入についてのまとめでござい

ます。 

 今回視察研修した上士幌町では、ペーパーレス化

の取り組みの一つとして、タブレットパソコンの導

入が図られていた。タブレットパソコンの利活用は

大きな可能性を含んでおり、議員へのメールでの一

斉配信や瞬時にデジタル化で情報のやりとりが可能

となる。議会報告会などにおいても、視覚的に住民

へ報告をすることが容易になる。小委員会などは

ネット会議を開き、町内に不在時や参集が難しいと

きなどでもリアルタイムで会議を行うことが可能に

なる。 

 インターネットにつながっている環境のもとでの

使用になるので、守秘義務を要する重要な情報をど

こまで持ち出すことができるのか、ウイルスや情報

の管理について規定を設けることが必要である。タ

ブレットパソコンを議会で全ての議員に配布するこ

ともさることながら、まずはこのようなＩＴ機器を

議会や委員会で活用して、定例会等で議場への持ち

込みなども許可し、データやデジタル化などを図る

ことも今後は必要である。これからの議会は、日進

月歩で加速的に進化していく情報機材を上手に利活

用しながら、環境保全や経費削減、情報のスピード

化の観点からも、必要なものは時代に合わせて導入

していくことも大切である。 

 以上、報告といたします。 

○議長（西村昭教君） ただいまの報告に対し、質

疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 質疑がなければ、これを

もって委員会所管事務調査について報告を終わりま

す。 

────────────────── 

◎日程第６ 議案第１０号 

○議長（西村昭教君） 日程第６ 議案第１０号平

成２７年度上富良野町一般会計補正予算（第８号）

を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（石田昭彦君） ただいま上程いただき

ました議案第１０号平成２７年度上富良野町一般会

計補正予算（第８号）につきまして、提案の要旨を

御説明申し上げます。 

 １点目は、道路管理用重機整備事業及び東１線排

水路整備事業について、繰越明許費の追加をお願い

するものであります。 

 ２点目は、議会広報紙印刷製本費を含む７件につ

いて、債務負担行為の追加をお願いするとともに、

東１線排水路整備事業（Ｈ２７国債）分について、

債務負担行為の限度額の変更をお願いするものであ

ります。 

 ３点目は、上富良野中学校整備事業に係る補助金

の確定に伴い、歳入歳出において所要の補正を行う

ものであります。 

 ４点目は、東中幹線地区道営かんがい排水事業及

び前段申し上げた上富良野中学校耐震改修事業を含

む９件について、事業費の確定に伴い地方債の限度

額の変更をお願いするものであります。 

 ５点目は、保育所入所の異動及び給付費公定価格

改定に伴い、歳入においては入所者及び国、道の負

担金、歳出においては運営委託費について所要額を

補正するものであります。 

 ６点目は、去る１２月定例町議会で御議決いただ

いた平成２７年度一般会計補正予算（第６号）以降

の寄附採納に当たり、使途目的に沿って一部を歳出

予算化するとともに、各基金利子の確定額とあわせ

てそれぞれ積み立ての補正を行うものであります。 

 ７点目は、各事業費の確定及び実績見込みにより

ます所要額の補正をお願いするものであります。 

 以上、申し上げた内容を主な要素として、財源調

整を図った上で、財源余剰と見込まれる部分につき

ましては、予備費に留保することで補正予算を調整

したところであります。 

 以下、議案の説明につきましては議決項目の部分

のみを説明し、予算の事項別明細書につきましては

省略させていただきますので、御了承を賜ります。 

 議案第１０号平成２７年度上富良野町一般会計補

正予算（第８号）。 

 平成２７年度上富良野町の一般会計の補正予算

（第８号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ５,４２０万７,０００円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ７９億５,８４６万２,０

００円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 繰越明許費の補正。 

 第２条、繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明

許費補正」による。 

 債務負担行為の補正。 

 第３条、債務負担行為の追加及び変更は、「第３

表 債務負担行為補正」による。 

 地方債の補正。 

 第４条、地方債の変更は、「第４表 地方債補

正」による。 

 １ページをお開きください。 
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 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

み申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 １款町税３１７万４,０００円、１２款分担金及

び負担金３１万８,０００円、１３款使用料及び手

数料１６５万４,０００円、１４款国庫支出金１億

１,６０９万９,０００円、１５款道支出金８２５万

２,０００円の減、１６款財産収入１７２万２,００

０円、１７款寄附金６５万円、１８款繰入金２９９

万円、２０款諸収入７６６万２,０００円の減、２

１款町債１億６,４９０万円の減。 

 歳入合計は、５,４２０万７,０００円の減であり

ます。 

 ２、歳出。 

 １款議会費８９万３,０００円の減、２款総務費

１,７７１万６,０００円の減、３款民生費５３６万

２,０００円の減、４款衛生費９８５万２,０００円

の減、５款労働費９万円の減、６款農林業費２,８

７０万円の減、７款商工費３７万円、８款土木費

２,１１４万７,０００円の減、９款教育費３８８万

２,０００円の減、１０款公債費１９８万５,０００

円の減、１１款給与費７５６万１,０００円、１２

款予備費２,７４８万９,０００円。 

 歳出の合計は、５,４２０万７,０００円の減であ

ります。 

 ４ページをお開きください。 

 第２表、繰越明許費補正について申し上げます。 

 道路管理用重機整備事業については、除雪用ダン

プ購入に当たり昨年６月に入札執行し、契約したと

ころでありますが、納品までに２０カ月程度を要す

ることから、また、東１線排水路整備事業について

は、本年度より事業が開始されたところであり、平

成２７年度単債事業分として用地確定測量等終了後

の用地買収及び支障物件の補償等に一定の時間を要

することから、それぞれ追加設定するものでありま

す。 

 第３表、債務負担行為補正について申し上げま

す。 

 上富良野町議会広報誌印刷製本費、上富良野町議

会会議録反訳業務、上富良野町広報誌印刷製本費、

スクールバス運行業務、予約型乗合タクシー運行業

務、町道維持管理業務、教育委員会高速プリンター

機器更新の７件について追加するものであります。 

 また、東１線排水路整備事業（平成２７年度）分

については、事業費が確定したことから限度額を変

更するものであります。 

 ５ページをごらんください。 

 第４表、地方債補正について申し上げます。 

 東中幹線地区道営かんがい排水事業、東中中央地

区、東中南地区、東中西地区、東中第一地区、東中

東部地区の道営経営体育成基盤整備事業、北１７号

道路道営農地整備事業、町営住宅整備事業、上富良

野中学校耐震改修事業の９件について、事業費の確

定に伴い、それぞれ変更するものであります。 

 以上、議案第１０号平成２７年度上富良野町一般

会計補正予算（第８号）の説明といたします。御審

議いただき、御議決くださいますようお願い申し上

げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 ございませんか。 

 １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） １０ページの民生費負担

金で、児童福祉費負担金の点についてお伺いいたし

ます。 

 児童の確定に基づいた入所者の負担金かなという

ふうに思いますが、どの階層の入所負担金がふえて

いるのか、わかればまずお伺いしておきたいと思い

ます。近年、子どもの数が少なくなるという状況も

見受けられますが、前年度から見て、各保育所の人

員というのはどういうふうに変わっているのか、わ

かればお伺いいたします。 

 次にお伺いしたいのは、２８ページの防災対策費

の中で、減額１４０万円という形で、備品購入費で

すね、防災資機材料。執行残という形になっており

ますが、もう既に購入されているもの、新たに購入

されたものの執行残があるかというふうに思います

が、現在、防災機材庫にはどのような防災備品が在

庫としてあるのか、わかればその点をお伺いしてお

きたいというふうに思います。 

 次にお伺いしたいのは、５５ページの農業振興費

の６次産業化ネットワークづくりという形で、事業

計画が思ったように進まないというような話であっ

たかというふうに思いますが、それぞれの事業者、

相手が、補助金等の兼ね合いもありますから、なか

なか思うようにいかないという部分があるのかなと

いうふうに思います。しかし、こういう事業という

のは、比較的一定部分、計画をきちんと練りながら

事業補助につなげるというものも必要な部分である

というふうに思います。そういったものも含めて無

理がなかったのかどうかも含めて、今後、この事業

内容等はどうだったのかということも含めて、お伺

いしておきたいというふうに思います。 

 次に、６４ページ、商工振興の新規開業等支援事

業補助という形で、この上富良野町で新規の事業を

開店、あるいは出店するということは、地域の活性
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化にもつながるという形の補助政策を展開してまい

りました。今回も１０９万７,０００円という形に

なっておりますので、どういう事業者がこの補助を

受けるのか、その補助内容等々、従業員数等もわか

ればお伺いしておきたいというふうに思います。 

 次に、８２ページの給与費の件についてお伺いい

たします。 

 協議会でもお伺いいたしましたが、道のほうで早

期に派遣職員に対する給与費の負担分が提示されな

かったという方の話で今回補正が組まれたという形

になっているかというふうに思います。しかし、地

方自治体ではそんなに財政も裕福なわけではありま

せんし、当然当初から、一定部分やはり早目に道の

ほうから提示してもらって、やはり当初予算に間に

合うような予算の組み方をすべきだというふうに思

いますので、今後、こういうことがまた起こるよう

であれば、やはり困るというふうに思いますので、

この点、今後道に対する要望、あるいは補正予算の

あり方等について、考え方等についてお伺いしてお

きたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川和宏君） １１番米沢議員の

教育保育料負担金にかかわる御質問にお答えしたい

と思います。 

 異動のどの階層がふえたかということについて

は、ちょっと詳細については押さえておりません

が、２７年度の一番多い階層といたしましては、２

号認定におきましては３階層から６階層の部分に多

くおりまして、また、３号認定につきましては５階

層、６階層の方が多くいらっしゃるということでの

状況になっております。 

 また、ここ近年の動向等の御質問ではありますけ

れども、２７年度においては、子ども・子育て支援

事業計画の中において、今押さえている人数としま

しては、２７年度では３６５人が保育料の見込みと

して立てているところでありまして、今後におきま

しては、数人ずつ、３１年度までの計画になってお

りますが、１０人前後ずつ減っていって、最終的に

は３２６人ぐらいの利用見込みになるかなというこ

とで計画を立てているところでございます。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） １１番米沢議員の、防

災資機材庫のほうの整備状況、それから給与費の関

係の御質問に私のほうからお答えします。 

 防災資機材庫において、防災の備蓄品について、

５年間の計画で今年度から１,０００万円を予算計

上させていただいて、それぞれ必要なものを導入し

ていく、整備をしていくという計画で準備をしてご

ざいます。 

 今年度におきましては、予備の食糧につきまして

は５年間を計画的に個数を整備して、６年目以降

は、食糧でありますので、一定程度の保存期間が定

まっておりますので計画的に準備をし、６年目から

は訓練等のときに活用できるような、そのようなこ

とで、計画的に食糧については準備をしているとこ

ろであります。 

 あと、その他の消耗品等においては、毛布、それ

からおむつ、ミルク等の整備を計画的に図っており

ます。 

 １,０００万円の予算をつけていただいて、その

後、それぞれ消耗品等入札等を執行して、当初の見

込みよりはお安い値段で購入するようなこともでき

ておりますので、毛布等については、さらに追加の

発注を今年度したところであります。 

 予定しました計画については、今年度予定したも

のはおおむね導入の運びとなっているという状況に

あります。 

 それから、道派遣の職員の給与費の負担でありま

すけれども、全員協議会のときにも御説明しました

ように、北海道のほうから２月１日に文書をもって

通知がありました。私どもも、なるべく早いときに

予算計上をしたいなという思いがありましたので、

北海道のほうにはお声をかけさせていただいており

ましたけれども、２月１日付の文書で、１月分まで

の給与費の実支給額をもとに試算したものでありま

すというようなことで、おおむねの金額と、あと、

北海道においては、給与改定分についてはまだ決定

していないので、それらの部分は含んでおりません

ので、見込みの額ですという通知をいただきました

ので、今回の補正対応とさせていただいたところで

あります。 

 議員御発言のように、概数を当初に計上すること

も一定程度方策としては理解のできることでありま

すので、今後の場合においてはそういうことも検討

しながら予算の対応を図ってまいりたいというふう

に考えております。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） 米沢議員の３点目、

４点目につきまして、私のほうからお答えをさせて

いただきます。 

 まず、３点目の６次ネットの関係でございますけ

れども、これにつきましては予算措置に無理がな

かったという御質問かというふうに思いますが、昨

年の段階で、これは補助者が北海道になりますが、

北海道との調整の中では極めて採択される可能性が
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高いということと、あとは道の、年度が明けて事業

の内示を待ってから補正ということになりますと、

計画の中ではかなりスケジュールがタイトになると

いうことで、内示をいただければすぐに事業に取り

かかれるという配慮から、当初予算から組ませてい

ただいたのですけれども、残念ながら、前回の協議

会でも説明させていただきましたが、なかなか、ほ

かの連携事業者とのスケジュールが合わなかったと

いうことで、結局、取り下げということになりまし

た。 

 今後におきましても、そのあたりについては十分

精査をしながら予算計上に努めたいというふうに考

えております。 

 次に、４点目の新規開業等支援事業補助について

でございますけれども、平成２７年度におきまして

は、認定が４件で、そのうちの３件について実際に

補助金を交付、これから交付するものもあるのです

けれども、３件見込んでいるところでございます。 

 その対象事業の内容といたしましては、どぶろく

と、あと、御自身でつくられた野菜を粉末加工し

て、それを販売するという事業と、あとは温泉でご

ざいます。バーデンかみふらのの後に入ってきたも

のについて、一応新規開業ということで事業採択を

したところでございまして、あと、従業員の関係に

つきましては、そちらの温泉の関係のところで一応

２名の雇用というようなことで、そちらのほうの事

業も対象にしているところでございます。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 １番中澤良隆君。 

○１番（中澤良隆君） ３７ページの介護保険特別

会計繰出金について伺います。 

 平成２７年度から第６期の介護保険事業計画が始

まりましたが、７６５万４,０００円ほど減額補正

ということであります。この理由について、要する

に給付対象者が減ったのか、それによって給付額が

減ったのか、それについては健康づくりが進んだの

か、そういうようなことで、どうなのか、その理由

をお伺いしたいと思います。 

 それから、４９ページの合併浄化槽の整備であり

ますが、これも減額補正で８２３万円になっていま

すが、当初の半分以下が減額ということで、これは

事業見積もりが甘かったのか、それとも対象者が余

りいなかったのか、そこら辺の理由を。また、今後

の見通し、計画についてお聞かせをいただければと

思います。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川和宏君） １番中澤議員の介

護保険にかかわります御質問にお答えしたいと思い

ます。 

 支給人員の給付額が減ったということのとおりで

ありますが、給付額、それから地域支援事業費の減

額が今回の補正の内容となっておりますが、その要

因といたしましては、第６期計画の２７年度計画に

おいては、介護認定の人数が四百八十何人か七十何

人、ちょっと数字ははっきりしませんが、だったの

が、二、三十人ことしは低い人数で認定が推移して

いるところであります。そのことによりまして、給

付費のほうにも連動して少なくなったということで

の減額補正であります。この人数の減少というか、

少ない部分につきましては、若年期からの介護予防

の実施であるとか、特定健診の実施等によりまし

て、介護率が少なくなってきているということでの

人数の減少ということであります。 

 先ほどの数字でありますが、当初の予算では、２

７年度の計画では４７５人で、１月末現在でありま

すが、今現在４３１人の認定ということで、４４人

ほど少なくなっているということであります。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） １番中澤議員の合

併浄化槽の整備費にかかわる御質問にお答えさせて

いただきます。 

 合併浄化槽につきましては、今年度予算では１５

基を予算計上させていただきましたが、実績見込み

では７基になる見通しとなってございます。この予

算に対し約５割を切る実績となっていることは、十

分住民のほうにも広報等を通じて浄化槽の設置につ

いて今普及を図っているところでございますが、昨

年度、２６年度を下回る実績となっていることか

ら、今回減額となってございます。 

 今後の見通しにつきましては、今、町が進めてい

く地域創生の観点でも、これから定住移住者を加え

ることから、道とも協議の上、この１５基について

は、次年度についても循環型社会形成促進交付金に

基づきこの事業を行うことから、１５基で当初予算

を組むことを検討し、今後とも進めてまいりたいと

考えております。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第１０号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい
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ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第７ 議案第１１号 

○議長（西村昭教君） 日程第７ 議案第１１号平

成２７年度上富良野町国民健康保険特別会計補正予

算（第５号）を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） ただいま上程いた

だきました議案第１１号平成２７年度上富良野町国

民健康保険特別会計補正予算（第５号）につきまし

て、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 歳入につきましては、１点目、保険税について、

一般被保険者の保険税が現年度分及び滞納繰越分を

含め増収が見込まれること、２点目、国庫支出金及

び道支出金について、一般被保険者の療養給付費の

支出減に伴い、療養給付費等負担金及び交付金、財

政調整交付金、高額医療費共同事業について減額が

見込まれること、３点目は、出産育児一時金支給対

象者数の増及び保健事業として実施したインフルエ

ンザ予防接種、肺炎球菌ワクチン接種者数の確定に

よるもの、これらを主な要因といたしまして所要の

補正を行うものであります。 

 次に、歳出につきましては、１点目、保険給付費

について、一般被保険者の療養給付費が前年度より

下回ることが見込まれること、２点目、共同事業拠

出金について、高額医療費共同事業並びに保険財政

共同安定化事業拠出金の確定に伴い減額が見込まれ

ること、３点目は、出産育児一時金支給対象者数の

増による一時金の増額及び保健事業として実施した

インフルエンザ予防接種、肺炎球菌ワクチン接種数

の確定によるもの、これらを主な要因といたしまし

て所要の補正を行うものであります。 

 それでは、以下、議案の説明につきましては議決

項目の部分のみを説明し、予算の事項別明細書につ

きましては省略させていただきますので御了承願い

ます。 

 議案第１１号平成２７年度上富良野町国民健康保

険特別会計補正予算（第５号）。 

 平成２７年度上富良野町の国民健康保険特別会計

の補正予算（第５号）は、次に定めるところによ

る。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ１,２４６万３,０００円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１５億７,４６２万６,０

００円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

みを申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 １款国民健康保険税４９１万３,０００円、２款

国庫支出金１,３６９万４,０００円の減、５款道支

出金５３４万１,０００円の減、６款共同事業交付

金２１９万１,０００円の減、８款繰入金３８５万

円。 

 歳入の合計は、１,２４６万３,０００円の減であ

ります。 

 ２、歳出。 

 ２款保険給付費９３８万８,０００円の減、６款

共同事業拠出金５０６万５,０００円の減、１０款

諸支出金１９９万円。 

 歳出の合計は、１,２４６万３,０００円の減であ

ります。 

 以上で、議案第１１号平成２７年度上富良野町国

民健康保険特別会計補正予算（第５号）の説明とい

たします。御審議いただきまして、議決くださいま

すようお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、これをもって質

疑を終了いたします。 

 討論を省略し、これより議案第１１号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第８ 議案第１２号 

○議長（西村昭教君） 日程第８ 議案第１２号平

成２７年度上富良野町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第３号）を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） ただいま上程いた

だきました議案第１２号平成２７年度上富良野町後

期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）につきま
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して、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 歳入につきましては、平成２７年度後期高齢者医

療保険料及び広域連合事務費繰入金について確定し

たことから、減額補正を行うものであります。 

 次に、歳出につきましては、広域連合納付金につ

いて、保険料及び事務費負担金の確定により減額補

正を行うものであります。 

 それでは、以下、議案の説明につきましては議決

項目の部分のみを説明し、予算の事項別明細書につ

きましては省略させていただきますので、御了承願

います。 

 議案第１２号平成２７年度上富良野町後期高齢者

医療特別会計補正予算（第３号）。 

 平成２７年度上富良野町の後期高齢者医療特別会

計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ２１１万４,０００円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１億３,３５４万２,０００

円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

みを申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 １款後期高齢者医療保険料２０８万２,０００円

の減、３款繰入金３万２,０００円の減。 

 歳入の合計は、２１１万４,０００円の減であり

ます。 

 ２、歳出。 

 ２款広域連合納付金２１１万４,０００円の減。 

 歳出の合計は、２１１万４,０００円の減であり

ます。 

 以上で、議案第１２号平成２７年度上富良野町後

期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）の説明と

いたします。御審議いただきまして、御議決くださ

いますようお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第１２号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第９ 議案第１３号 

○議長（西村昭教君） 日程第９ 議案第１３号平

成２７年度上富良野町介護保険特別会計補正予算

（第４号）を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（北川和宏君） ただいま上程いた

だきました議案第１３号平成２７年度上富良野町介

護保険特別会計補正予算（第４号）につきまして、

提案の要旨を御説明申し上げます。 

 １点目は、介護保険料の賦課実績に基づき歳入補

正をするものであります。 

 ２点目は、介護給付費及び地域支援事業費の実績

見込みに基づき、歳入歳出において、それぞれ所要

額を補正するものであります。 

 ３点目は、前年度の精算分並びに利子分を含めて

介護保険事業基金への積み立て額を増額補正するも

のであります。 

 なお、収支残高につきましては、本会計の安定対

応に資するため、予備費に計上するものでありま

す。 

 それでは、以下、議案の説明につきましては議決

項目の部分のみを説明し、予算の事項別明細書につ

きましては省略させていただきますので、御了承願

います。 

 議案第１３号平成２７年度上富良野町介護保険特

別会計補正予算（第４号）。 

 平成２７年度上富良野町の介護保険特別会計の補

正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ４,２１７万３,０００円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ８億６,３９９万円とす

る。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

みを申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 １款介護保険料２８０万８,０００円、２款分担
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金及び負担金３０万６,０００円の減、３款国庫支

出金１,９０１万７,０００円の減、４款道支出金８

９３万２,０００円の減、５款支払基金交付金９０

８万３,０００円の減、６款財産収入１万１,０００

円、７款繰入金７６５万４,０００円の減。 

 歳入合計は、４,２１７万３,０００円の減であり

ます。 

 ２、歳出。 

 ２款保険給付費６,０７２万８,０００円の減、３

款地域支援事業費１８０万６,０００円の減、５款

基金積立金１,００７万９,０００円、７款予備費

１,０２８万２,０００円。 

 歳出合計は、４,２１７万３,０００円でありま

す。 

 以上で、議案第１３号平成２７年度上富良野町介

護保険特別会計補正予算（第４号）の説明といたし

ます。御審議いただきまして、議決くださいますよ

うお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第１３号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１０ 議案第１４号 

○議長（西村昭教君） 日程第１０ 議案第１４号

平成２７年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別

会計補正予算（第５号）を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 ラベンダーハイツ所長。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） ただいま

上程いただきました議案第１４号平成２７年度上富

良野町ラベンダーハイツ事業特別会計補正予算（第

５号）につきまして、提案の要旨を御説明申し上げ

ます。 

 歳入におきましては、１点目は、デイサービスセ

ンター送迎用の軽自動車購入費確定に伴う施設整備

基金繰入金の減額補正でございます。２点目は、寄

附採納による補正でございます。 

 歳出におきましては、１点目は、寄附採納４件に

よる２８万円を総務費の一般管理費に充当し、一般

財源からその他財源の組みかえをするものでありま

す。２点目は、デイサービスセンター送迎用の軽自

動車購入費確定に伴う備品購入費１８万５,０００

円の減額補正であります。３点目は、施設整備基金

繰入金の減額、財源組みかえ、備品購入費の減額補

正により生じました一般財源３３万５,０００円を

予備費に計上いたしまして、ラベンダーハイツ事業

における利用者のサービス利用状況等に対処し、今

後の施設運営に支障が生じないよう不測の事態に備

えようとするものでございます。 

 以下、議案を朗読し、説明とさせていただきま

す。 

 議案第１４号平成２７年度上富良野町ラベンダー

ハイツ事業特別会計補正予算（第５号）。 

 平成２７年度上富良野町のラベンダーハイツ事業

特別会計の補正予算（第５号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１５万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ２億９,５０７万１,０００円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

み申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ４款繰入金１５万円。 

 歳入補正額の合計は、同額の１５万円でございま

す。 

 ２、歳出。 

 ２款サービス事業費１８万５,０００円の減、５

款予備費３３万５,０００円。 

 歳出補正額の合計は、１５万円でございます。 

 これをもちまして、議案第１４号平成２７年度上

富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計補正予算

（第５号）の説明といたします。御審議いただきま

して、議決くださいますようよろしくお願い申し上

げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第１４号を採決いた

します。 
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 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１１ 議案第１５号 

○議長（西村昭教君） 日程第１１ 議案第１５号

平成２７年度上富良野町簡易水道事業特別会計補正

予算（第３号）を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ただいま上程いた

だきました議案第１５号平成２７年度上富良野町簡

易水道事業特別会計補正予算（第３号）につきまし

て、補正の要旨を御説明いたします。 

 まず、歳入におきましては、１点目は補償工事確

定によります雑入の減額と、２点目は事業費確定に

よります起債借入額の減額であります。 

 次に、歳出におきましては、１点目は一般管理費

の需用費及び役務費の精査によります減額と、２点

目は工事請負費の事業費確定によります減額と量水

器購入精査によります備品購入費の減額となり、歳

入歳出それぞれ同額を減額補正するものでありま

す。 

 以下、議案を朗読し、説明にかえさせていただき

ます。 

 なお、事業別明細につきましては、さきに御高覧

いただいていることから、説明を割愛させていただ

きます。 

 議案第１５号平成２７年度上富良野町簡易水道事

業特別会計補正予算（第３号）。 

 平成２７年度上富良野町の簡易水道事業特別会計

の補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ２８４万６,０００円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ８,０６３万３,０００円と

する。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 地方債の補正。 

 第２条、地方債の変更は、「第２表 地方債補

正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 以下、款ごとの補正額のみ申し上げます。 

 １、歳入。 

 ２款繰入金８０万２,０００円の減、４款諸収入

１９４万４,０００円の減、５款町債１０万円の

減。 

 歳入合計２８４万６,０００円の減となっており

ます。 

 ２、歳出。 

 １款衛生費２８４万６,０００円の減。 

 歳出合計２８４万６,０００円の減とするもので

す。 

 第２表、地方債。 

 起債の目的、簡易水道事業、限度額を８９０万円

とするものであります。 

 以上、議決項目についてのみ御説明申し上げまし

た。御審議いただきまして、議決賜りますようお願

い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第１５号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１２ 議案第１６号 

○議長（西村昭教君） 日程第１２ 議案第１６号

平成２７年度上富良野町公共下水道事業特別会計補

正予算（第４号）を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ただいま上程いた

だきました議案第１６号平成２７年度上富良野町公

共下水道事業特別会計補正予算（第４号）につきま

して、補正の要旨を御説明いたします。 

 歳入におきましては、１点目は下水道受益者負担

金賦課確定によります減額と、２点目は現年度使用

料の増及び過年度使用料及び手数料収入の減額と、

３点目は事業費精査によります一般会計繰入金の減

額と、４点目は消費税確定申告によります還付金の

増額と、５点目は事業費確定によります下水道事業

債の減額であります。 

 次に、歳出におきましては、１点目は一般管理費

の精査によります減額と、２点目は浄化センター管
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理費の精査によります減額と、３点目は建設事業費

の精査によります減額と、４点目は公債費の精査に

よります減額となり、歳入歳出それぞれ同額を減額

補正するものであります。 

 以下、議案を朗読し、説明にかえさせていただき

ます。 

 なお、事項別明細につきましては、さきに御高覧

いただいていることから、説明を割愛させていただ

きます。 

 議案第１６号平成２７年度上富良野町公共下水道

事業特別会計補正予算（第４号）。 

 平成２７年度上富良野町の公共下水道事業特別会

計の補正予算（第４号）は、次に定めるところによ

る。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ５６２万７,０００円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ３億７,１０４万３,０００

円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 地方債の補正。 

 第２条、地方債の変更は、「第２表 地方債補

正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 以下、款ごとの補正額のみを申し上げます。 

 １、歳入。 

 １款分担金及び負担金１６万９,０００円の減、

２款使用料及び手数料６７万８,０００円の増、４

款繰入金４８７万４,０００円の減、６款諸収入３

万８,０００円の増、７款町債１３０万円の減。 

 歳入合計５６２万７,０００円の減となっており

ます。 

 ２、歳出。 

 １款下水道事業費４６６万４,０００円の減、２

款公債費９６万３,０００円の減。 

 歳出合計５６２万７,０００円の減となるもので

あります。 

 第２表、地方債補正。 

 起債の目的、公共下水道事業（一般分）、補正後

の額、３２０万円となっております。 

 以上、議決項目について御説明申し上げました。

御審議いただきまして、議決賜りますようお願い申

し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第１６号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１３ 議案第１７号 

○議長（西村昭教君） 日程第１３ 議案第１７号

平成２７年度上富良野町水道事業会計補正予算（第

２号）を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ただいま上程いた

だきました議案第１７号平成２７年度上富良野町水

道事業会計補正予算（第２号）の補正の要旨につい

て御説明申し上げます。 

 収益的収支におきましては、１点目は、原水及び

浄水費におきまして、水道施設管理委託及び水質検

査料の精査及び確定に伴います減額と、２点目は、

排水及び給水費におきまして、水道管管網図等の修

正委託業務の精査及び確定に伴います減額と、３点

目は総係費精査及び確定に伴います減額と、４点目

は企業債利子確定に伴います減額と、５点目は消費

税精査に伴います増額と、６点目は、それぞれ減額

に伴います予備費の増額となっております。 

 次に、資本的収支におきまして、配水管移設補償

確定に伴います工事負担金の増額と、資本的支出に

おきまして、１点目は、検満工事確定に伴います減

額と、２点目は、配水管布設替工事確定に伴います

減額補正となっております。 

 以下、議案の朗読をもって説明にかえさせていた

だきます。 

 議案第１７号平成２７年度上富良野町水道事業会

計補正予算（第２号）。 

 総則。 

 第１条、平成２７年度上富良野町の水道事業会計

の補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。 

 収益的収入及び支出。 

 第２条、予算第３条に定めた収益的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正する。 

 以下、補正額のみ申し上げます。 

 支出。 

 第１款水道事業費用、第１項営業費用３３５万
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９,０００円の減となり、第２項営業外費用１０５

万４,０００円の増、第４項予備費２３０万５,００

０円の増となっております。 

 資本的収入及び支出。 

 第３条、予算第４条本文括弧書中「資本的収入額

が資本的支出額に対し不足する額７,７８０万４,０

００円は過年度分損益勘定留保資金４,０８０万７,

０００円、当年度分損益勘定留保資金３,６９９万

７,０００円」を「資本的収入額が資本的支出額に

対し不足する額７,５００万９,０００円は過年度分

損益勘定留保資金２,６３３万６,０００円、当年度

分損益勘定留保資金４,８６７万３,０００円」に改

め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正

する。 

 以下、補正額のみ申し上げます。 

 収入。 

 第１款資本的収入、２万９,０００円。 

 支出。 

 第１款資本的支出、２７６万６,０００円の減と

なるものです。 

 次ページ以降につきましては、さきに御高覧いた

だいていることから、御説明を割愛させていただき

ます。 

 以上で補正予算の説明といたします。御審議いた

だきまして、議決賜りますようお願い申し上げま

す。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第１７号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１４ 議案第１８号 

○議長（西村昭教君） 日程第１４ 議案第１８号

平成２７年度上富良野町病院事業会計補正予算（第

４号）を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町立病院事務長。 

○町立病院事務長（山川 護君） ただいま上程い

ただきました議案第１８号平成２７年度上富良野町

病院事業会計補正予算（第４号）につきまして、初

めに提案の要旨を御説明申し上げます。 

 今回の補正予算につきましては、町立病院へ２名

の方から合わせまして１０万円の御寄附を賜りまし

たので、寄附者の御趣旨に沿いまして、備品の購入

費用として予算措置するものであります。 

 以下、議案を朗読し、説明とさせていただきま

す。 

 議案第１８号平成２７年度上富良野町病院事業会

計補正予算（第４号）。 

 総則。 

 第１条、平成２７年度上富良野町病院事業会計の

補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 資本的収入及び支出。 

 第２条、平成２７年度上富良野町病院事業会計予

算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次

のとおり補正する。 

 以下、補正予定額のみ申し上げます。 

 収入。 

 第１款資本的収入、補正予定額１０万円、第１項

出資金１０万円。 

 支出。 

 第１款資本的支出１０万円、第２項建設改良費１

０万円。 

 以上で、議案第１８号平成２７年度上富良野町病

院事業会計補正予算（第４号）の説明といたしま

す。御審議いただき、議決賜りますよう、よろしく

お願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第１８号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１５ 議案第２８号 

○議長（西村昭教君） 日程第１５ 議案第２８号

東１線排水路整備工事（Ｈ２７国債）請負契約の締

結についてを議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐藤 清君） ただいま上程いた

だきました議案第２８号東１線排水路整備工事（Ｈ
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２７国債）請負契約締結の件につきまして、提案理

由の御説明を申し上げます。 

 本工事は、防衛省の補助により、上富良野駐屯地

拡張に伴います洪水被害の防止を目的とした排水路

整備でありまして、総工断面１.４メーター掛ける

１.２メーター及び１.４メーター掛ける１.１メー

ターの２種類の断面の大型Ｕ型トラフを４８５メー

トル施工するものであります。 

 入札に当たりましては、町内業者を含む７社を指

名いたしまして、去る２月２６日に入札を行った結

果、高橋建設株式会社が９,７３０万円で落札し、

消費税を加算いたしまして、本議案の１億５０８万

４,０００円となっております。 

 参考までに、２番札は大北土建工業株式会社の

９,７８０万円でありました。 

 以下、議案を朗読し、提案理由の説明にかえさせ

ていただきます。 

 議案第２８号東１線排水路整備工事（Ｈ２７国

債）請負契約の締結について。 

 東１線排水路整備工事（Ｈ２７国債）の請負契約

を次により締結するため、議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規

定により、議会の議決を求める。 

 記。 

 １、契約の目的、東１線排水路整備工事（Ｈ２７

国債）。 

 ２、契約の方法、指名競争入札による。 

 ３、契約の金額、１億５０８万４,０００円。 

 ４、契約の相手方、空知郡上富良野町錦町１丁目

１番２０号、高橋建設株式会社代表取締役、北川昭

雄。 

 ５、工期、契約の日から平成２９年２月２４日。 

 以上、説明を終わります。御審議賜りまして、議

決くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 何点か質問させていただ

きます。 

 契約の支払い方法はどのようになっているのかと

いうことと、節目、節目に記録簿等の点検等が当然

出されるべきかというふうに思いますが、その点検

等はどういうふうになるのかお伺いいたします。 

 あと、当然、工事の、いわゆる現場責任者等の記

録簿、あるいは必要な書類の点検もなされた上で審

査もされているというふうに思いますが、近年いろ

いろな課題があって、しっかりと請負できる業者で

あるということは私も信じておりますが、その点を

確認しておきます。 

 直接関係があるかと思いますが、自衛隊の駐屯地

規模拡大とおっしゃいましたけれども、新たに拡大

されるのか、今ある地形で水量が飲めないからなの

か、その点どういうふうになっているのか、まずこ

の点をお伺いしておきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（佐藤 清君） １１番米澤議員の

御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１点目の支払い方法でございますが、前払

い金につきましては１０分の４以内の支払いでござ

います。請求があれば１４日以内に支払うような形

になっております。 

 また、工事期間中でありますが、出来高部分払い

というものがありますので、これにつきましては、

請求があれば１０分の９の部分で支払うことはでき

ます。 

 また、最終的には残ったお金を支払いますので、

それにつきましては検定後、請求を受けた４０日以

内に支払うような形となっております。 

 次に、２点目の記録簿につきましてでございます

が、旬報というものがございまして、工事の業者が

予定表をつくりまして、それをまず監督員と工程の

ほうの部分を協議しまして、また、毎日それぞれ、

どういう状況、現場ができているのかという成果を

そこに書き込むような形になっています。それと、

現場代理人と監督員との打ち合わせメモは全部そこ

に載るような形になっております。それで、最後に

月ごと、一週間ごとですか、ちょっと忘れましたけ

れども、確認の判こを押して、双方確認しているよ

うな状態でございます。 

 次に、現場記録簿というものは、今の部分で対応

するような形となっております。 

 それとあと、４点目の改めて拡大するのかという

部分でありますが、自衛隊の駐屯地自体は拡張はし

ません。今ある中で、大雨が降った場合には相当な

量が流れ込んできますので、洪水という部分も過去

にありましたことから、断面を大きくするような設

計となっているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第２８号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎散 会 宣 告             

○議長（西村昭教君） 以上で、本日の日程は全部

終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 あすの予定について、事務局長から報告いたさせ

ます。 

 事務局長。 

○事務局長（林 敬永君） あす、３月２日は、本

定例会の２日目で、開会は午前９時でございます。

定刻までに御出席賜りますようお願い申し上げま

す。 

 以上であります。 

午後 ２時４２分 散会 
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○議事日程（第２号） 

第 １ 会議録署名議員の指名について 

第 ２ 執行方針 

  〔町 政 執 行 方 針        〕 町 長 向 山 富 夫 君 
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第 ４ 議案第 ２号 平成２８年度上富良野町国民健康保険特別会計予算 

第 ５ 議案第 ３号 平成２８年度上富良野町後期高齢者医療特別会計予算 

第 ６ 議案第 ４号 平成２８年度上富良野町介護保険特別会計予算 

第 ７ 議案第 ５号 平成２８年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計予算 

第 ８ 議案第 ６号 平成２８年度上富良野町簡易水道事業特別会計予算 

第 ９ 議案第 ７号 平成２８年度上富良野町公共下水道事業特別会計予算 

第１０ 議案第 ８号 平成２８年度上富良野町水道事業会計予算 

第１１ 議案第 ９号 平成２８年度上富良野町病院事業会計予算 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席議員（１４名） 

      １番  中 澤 良 隆 君      ２番  岡 本 康 裕 君 
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─────────────────────────────────────────────── 
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午前 ９時００分 開議  

（出席議員 １４名） 

────────────────── 

◎開 議 宣 告             

○議長（西村昭教君） きのうに引き続き、御出席

まことに御苦労に存じます。 

 ただいまの出席議員は１４名でございます。 

 これより、平成２８年第１回上富良野町議会定例

会２日目を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

────────────────── 

◎諸 般 の 報 告             

○議長（西村昭教君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（林 敬永君） 御報告申し上げます。 

 一般質問について、２月２２日に締め切り、６名

から通告がございました。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（西村昭教君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、 

     ３番 佐 川 典 子 君 

     ４番 長谷川 徳 行 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第 ２ 執行方針から 

日程第１１ 議案第９号まで 

○議長（西村昭教君） 日程第２ 町政執行方針及

び教育行政執行方針並びに日程第３ 議案第１号平

成２８年度上富良野町一般会計予算、日程第４ 議

案第２号平成２８年度上富良野町国民健康保険特別

会計予算、日程第５ 議案第３号平成２８年度上富

良野町後期高齢者医療特別会計予算、日程第６ 議

案第４号平成２８年度上富良野町介護保険特別会計

予算、日程第７ 議案第５号平成２８年度上富良野

町ラベンダーハイツ事業特別会計予算、日程第８ 

議案第６号平成２８年度上富良野町簡易水道事業特

別会計予算、日程第９ 議案第７号平成２８年度上

富良野町公共下水道事業特別会計予算、日程第１０ 

議案第８号平成２８年度上富良野町水道事業会計予

算、日程第１１ 議案第９号平成２８年度上富良野

町病院事業会計予算の件を、関連がございますので

一括して議題といたします。 

 まず、町長より、町政執行方針について説明を求

めます。 

 町長、向山富夫君。 

○町長（向山富夫君） おはようございます。 

 平成２８年第１回定例町議会の開会に当たりまし

て、町政執行の基本方針について、その概要を申し

上げます。 

 我が国の経済状況は、「大胆な金融政策」、「機

動的な財政政策」、「民間投資を喚起する成長戦

略」を柱とする経済財政政策の推進により、雇用・

所得環境が改善し、緩やかな回復基調にあると言わ

れておりますが、いまだ個人消費の回復も見られ

ず、加えて地域間でのばらつきや設備投資等の動き

も弱く、特に地方においては経済環境の厳しさが続

いている状況にあります。 

 そのような状況の中、国においては新三本の矢の

第１の矢として「希望を生み出す強い経済」、第２

の矢として「夢をつむぐ子育て支援」、第３の矢と

して「安心につながる社会保障」の実現に向け、昨

年１１月２６日に「一億総活躍社会の実現に向けて

緊急に実施すべき対策」を取りまとめたところであ

ります。 

 また、環太平洋パートナーシップ協定（ＴＰＰ）

においては、昨年１０月５日に大筋合意に達したこ

とから、我が国産業の海外展開・事業拡大や生産性

向上、農林水産業の競争力強化などのため、「総合

的なＴＰＰ関連政策大綱」が１１月２５日に決定さ

れたところであります。 

 このような状況のもと、国の本年度予算について

は、強い経済を実現するとともに、少子高齢化とい

う構造的な問題について正面から取り組むことによ

り、将来への不安を解消し、誰もが生きがいを持っ

て充実した生活を送ることができる「一億総活躍社

会」の実現に向けた取り組みや、ＴＰＰを真に我が

国の経済再生、地方創生に直結するものとするため

の取り組みといった喫緊の重要課題への対応、平成

２８年度から始まる「経済・財政再生計画」の取り

組みを着実に進めるため、総額９６兆８,０００億

円の予算案を決定し、現在国会において審議が行わ

れているところであります。 

 その中で、地方財政計画の一般財源については、

昨年度と同程度の６１兆７,０００億円とされたと

ころですが、内訳では景気回復等による地方税の伸

びがあるものの、一方で社会保障関係費の自然増が

見込まれることなどにより、地方交付税・地方交付

金等については０.３％程度の減となっていること

から、人口の少ない多くの地方公共団体において
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は、大企業等がなく地方税収の増が見込めず、財源

の多くを地方交付税に依存している実態から、財源

確保は依然厳しいものと受けとめているところであ

ります。 

 さて、当町においても、地方税収入の伸び等が見

込めない中で、歳入一般財源の中で大きな比率を占

める地方交付税においては、先ほど申し上げた要因

などから一定程度の減額が避けられない状況にあり

ます。 

 一方、歳出においては、これまでの大型公共施設

の償還が一部完了することにより公債費の償還が一

時的に減少しますが、平成２９年度以降は、学校耐

震改修事業や公営住宅建設事業等の新たな償還が始

まることによる公債費の増、自立した地域を維持し

ていくための地域・産業振興や急速な少子高齢化へ

の対応、懸案事項となっている大雨等自然災害に対

する恒久的防災対策を初め、老朽化が進む公共イン

フラの長寿命化等々、さまざまな課題に対応するた

め継続的な財政需要が想定され、今後も財政運営に

は中長期的な見通しのもと、自治体経営の安定を

図っていかなければならないところであります。 

 このような状況のもとで、本年度予算につきまし

ては、私が目指しております「町民の皆さんが安心

して住み続けられるまちづくり」を念頭に、これま

での課題への対応を初め、それぞれの事業実施に対

し緊急性や優先性などを十分考慮するとともに、今

後見込まれる財政需要に対する財源確保の状況を見

きわめながら予算編成を行ったところであります。 

 それでは、各分野の主要施策について、総合計画

に示した五つの暮らしづくりに沿いまして、その主

なものについて申し上げます。 

 最初に、一つ目の「人や地域とつながりのある暮

らしづくり」についてであります。 

 まず、「地域ぐるみで支え合う健康・福祉コミュ

ニティの実現」については、町民共有の願いである

健康で生き生きとした暮らしの実現に向けて、３年

目を迎えた「健康づくり推進のまち」宣言の趣旨に

沿って、「第２次健康かみふらの２１計画」の着実

な推進とあわせて、町民の健康づくり活動をより積

極的に支援してまいります。 

 また、高齢であることや障害があること、あるい

は経済的な要因などにより支援が必要とされる方々

が、地域の中で心豊かに安心して自立した日常生活

を送ることができるよう、社会福祉協議会を初め、

福祉関係機関や関係事業者の皆様との協力体制をよ

り密にし、町民皆様の生活実態を的確に把握し、真

に必要なサービス、支援は何かを見きわめ、安心な

暮らしが実現できる福祉サービスの提供を推進して

まいります。あわせて、地域福祉の推進役である民

生委員・児童委員の方々とも連携して、地域全体で

支え合う地域福祉の向上に努めてまいります。 

 次に、「信頼と絆で結ばれる産業の実現」につい

てですが、農業関係については、国においてＴＰＰ

交渉の大筋合意が図られたことにより、国のＴＰＰ

関連対策や北海道の施策と連携し、既存政策の充実

や新たな施策に対しても的確に対応を図ってまいり

ます。 

 また、農業が町の基幹産業として今後も持続でき

るよう、第７次農業振興計画に基づき、具体事業や

推進体制を示した「上富良野農業・農村実践プラ

ン」の着実な実行に向け、農業団体と連携を図り推

進してまいります。 

 消費者の農畜産物に対する安全・安心への関心は

非常に高く、本町においても、まずは一番身近な消

費者である町民の皆様に地元農畜産物への信頼や安

心感を高めていくことが重要であり、健康づくりや

食育、各種イベントなど、さまざまな機会を通じて

地域農業や地元生産物への理解を深めていただくこ

とに努め、生産者みずからが取り組む消費者などと

の交流・販売活動についても支援を行ってまいりま

す。 

 また、生産者みずからによる直売や原料の加工な

ど、高付加価値化への取り組みも活発化してきてお

り、それらの取り組みが広がり安定した経営につな

がるよう、仕組みづくりや制度活用などの情報提供

を図り、６次産業化の創出に努めてまいります。 

 また、これらの取り組みが町内他業種との連携へ

広がるよう支援を行ってまいります。 

 次に、「人・モノ・地域を結ぶ社会基盤の充実」

についてですが、予約型乗合タクシー事業について

は、交通弱者の足を確保する公共交通手段として、

利用者のニーズを捉え、利便性の向上に努めてまい

ります。 

 道道吹上上富良野線については、本年度より北海

道による街路整備事業として調査測量等が開始され

るところであります。当該路線は、本町にとって地

域住民の重要な生活道路であることはもとより、日

の出公園及び十勝岳温泉への誘導幹線道路であり、

改修工事の早期着手、完了に向け、引き続き要望を

行ってまいります。 

 次に、「町民主体で成り立つコミュニティづく

り」についてですが、「情報共有」、「自助・共

助・公助」、「参画と協働」をまちづくりの基本原

則とした自治基本条例に基づき、町民のニーズや課

題を的確に把握し、地域みずからが積極的な活動が

できるような支援体制づくりを進めてまいります。 

 特に、災害時等における地域住民による自主的な

活動は極めて重要であることから、自主防災組織の
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活動を継続して支援をしてまいります。 

 次に、二つ目の「穏やかに安心して過ごせる暮ら

し」づくりについてであります。 

 まず、「安心の暮らしを支える福祉医療環境づく

り」についてですが、どのようなリスクを抱えた場

合であっても、住みなれた地域で安心して暮らすた

めに、実態に即した必要な支援が行われるよう、既

存サービスについても不断の見直しを図りながら事

業の充実を図ってまいります。 

 高齢者福祉については、福祉・保健・医療サービ

スを総合的に提供し、地域福祉の確立と在宅福祉を

推進するよう引き続き努めてまいります。 

 また、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯の

増加とともに、認知症高齢者数も増加していること

から、そういった方々が安全・安心な生活を送るこ

とができるよう、関係機関・地域住民が一体となっ

て見守り支え合うネットワークの充実に努めてまい

ります。 

 障がい者福祉につきましては、第２期障害者計

画、第４期障害福祉計画に示した「ともに生き、支

え合う社会づくり」の視点に立って、障がい者一人

一人の置かれている環境に対応した事業の充実に努

めてまいります。 

 また、療育手帳や精神保健福祉手帳の交付者が増

加傾向にあるとともに、今後も認知症高齢者の増加

が予想されることから、これらの方々の権利擁護事

業の充実を図るとともに、成年後見制度などについ

て各種機会を通じて啓発に努め、制度の活用につな

げてまいります。 

 また、町内外の障がい者福祉事業所などと連携し

ながら、地域社会における共生の実現に向けて、日

常生活並びに社会生活を営むことができるよう引き

続き各種事業の充実に努めるとともに、障害者優先

調達推進法に基づいて町の調達方針を策定し、障が

い者就労施設等からの優先的、積極的な調達に取り

組んでまいります。 

 ラベンダーハイツについては、昨年度、介護報酬

の減額改定による影響や利用者の減少により厳しい

経営状況となっておりますが、地域の高齢者福祉・

在宅福祉施設の拠点として、その重要性をしっかり

認識し、利用者やその家族に信頼される施設として

役割を果たしてまいります。 

 そのためにも、さらなるサービスの向上に務め、

利用者の増を図り、経営の安定を図ってまいりま

す。 

 介護保険事業については、引き続き「第６期介護

保険事業計画」に基づき、団塊の世代が後期高齢を

迎える２０２５年の超高齢社会を見据え、「いつま

でも住み慣れた地域で支え合い、自分らしく安心し

て暮らせる地域社会の実現」の基本理念のもと、町

民の皆様や事業者などと連携・協働して、高齢者の

生活を地域全体で支える「地域包括ケアシステム」

の構築を図り、来年度から開始される新しい総合事

業へ着実に移行できるよう取り組んでまいります。 

 国民健康保険事業については、脆弱な財政基盤と

いう国保制度の構造的な問題を抱える中で、少子高

齢化に伴い医療費負担が増加し、厳しい財政状況に

ありますが、特定健診及び保健指導に力点を置いた

生活習慣病予防を継続し、医療費増嵩の抑制を図り

ながら、安定した事業運営が図られるよう努めてま

いります。 

 病院事業については、地域に密着した医療機関と

して、慢性期医療から救急医療、介護サービスを担

うとともに、診療体制につきましては旭川医科大学

から肝臓・血液腫瘍などの専門医を、また、富良野

協会病院とは、病病連携により泌尿器科・循環器内

科の専門医の派遣を受け、安全で良質な医療の提供

に努めるとともに、医師を初めとする医療・介護ス

タッフの人材確保に努めてまいります。 

 また、本年度も医療機器の計画的な整備更新を行

い、診療体制の充実を図ってまいります。 

 次に、「のびのび子育てを支える成長環境づく

り」についてですが、安心して子どもを産み育てる

ことができる地域を目指し、包括的な妊娠・出産・

子育て期の切れ目のない支援の充実に取り組んでま

いります。 

 子ども・子育て支援新制度が昨年４月からスター

トし、新制度のもと、本年４月から３施設が幼保連

携認定こども園に移行することから、事業者との連

携により円滑な移行を図り、施設の適正な運営、子

どもの教育・保育の充実に努めてまいります。 

 なお、教育・保育給付に係る利用者負担について

は、引き続き適正な応能負担と低所得階層の負担軽

減を図ってまいります。 

 次に、「本気・やる気が実を結ぶ産業づくり」に

ついてですが、地域農業の実情に配慮しつつ、「経

営所得安定対策制度」を初め「中山間地域等直接支

払制度」や「多面的機能支払交付金事業」の有効活

用とともに、「第７次農業振興計画」に即して多様

な営農類型を支援し、農業所得の向上・農業経営の

安定化に努めてまいります。 

 また、農地の有効利用や合理的な生産活動につな

がるよう、農地中間管理機構事業の活用や農用地利

用改善組合への活動支援等を行い、人・農地プラン

に位置づけられた「中心的担い手」への集約化を進

めてまいります。一方、農地を健全に保全する観点

から、降雨などによる農地被害を抑制するための減

災対策も継続して取り組んでまいります。 
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 農業農村基盤整備については、農業の生産性向上

を図るため、６地区において基盤整備事業を継続し

て実施するとともに、東中５地区につきましては、

基盤整備事業と並行して換地事業も行ってまいりま

す。さらに、農産物の円滑な運搬と品質の保持な

ど、産業道路としての利便性と安全性の向上を目的

に、北１７号道路整備に着工してまいります。 

 基盤整備事業については、一地区の事業期間が９

年と長期に及ぶため、事業効果の早期発現の観点か

ら、必要な予算の確保と早期の完了に向け、促進期

成会の皆様とともに関係機関への要望活動を引き続

き行ってまいります。 

 畜産環境整備については、自給飼料による飼育を

目指した酪農業の確立を図ることを目的に、草地の

造成・改良を主とした飼料生産基盤整備と畜舎や農

業用施設とを一体的に整備する畜産担い手総合整備

事業「新ふらの地区」が今年度で最終年となること

から、後継となる新規事業の採択へ向けた取り組み

を関係機関と連携しながら進めるとともに、昨年２

月に設立した「ふらの沿線地域畜産クラスター協議

会」を通じ、各種制度活用による施設・機械整備や

営農支援組織の設立検討など、酪農経営の安定化を

進めてまいります。 

 エゾシカなどの有害鳥獣による農業被害対策につ

いては、引き続き猟友会の皆様の御協力と国の支援

制度も活用しながら駆除対策の充実を図ってまいり

ます。また、猟銃免許取得費用の助成など駆除の担

い手養成対策も継続して行うとともに、電牧柵設置

などの被害軽減対策を講じてまいります。 

 商工業の振興については、消費税増税や消費マイ

ンドの低下などによる消費低迷に加え、購買力の町

外流出など、町内小規模事業者には依然として厳し

い経営状況にあることから、商工会や観光協会と連

携した経営改善普及事業を通じ、商店街の活性化に

つながる新たな事業展開が図られるよう個店や商店

街活性化事業に対して支援を行ってまいります。 

 特に、本年度を初年度とする「商業振興計画」に

基づき、消費者ニーズを的確に捉え、時代に対応し

た商業モデルを築き、にぎわい復活を目指し、事業

改善のために個店が行う各種取り組みや店舗改装等

の商業基盤整備の強化などに対し、商工会と連携し

て支援を行ってまいります。 

 観光振興については、当町の恵まれた自然景観や

食資源を生かした戦略的な取り組みをあらゆる機会

を通して実施するとともに、各種イベントの実施、

支援を行ってまいります。 

 また、富良野・美瑛広域観光推進協議会を通じた

広域観光圏事業も有効に活用し、幅広い観光振興も

あわせて図ってまいります。 

 観光は、地域経済への波及が大きく期待できると

ころであり、観光事業者はもとより各分野との産業

連携を図り、地域全体の取り組みとなるよう、観光

振興計画に位置づけられた行動計画の実践に努め、

魅力あふれる観光地域づくりを目指してまいりま

す。 

 企業立地の促進や既存立地企業の事業拡大につい

ては、地元雇用機会の拡大や地域経済の発展につな

がることから、引き続き企業振興措置条例に基づく

助成措置を講じるとともに、既存企業本社などへの

事業の拡大要望や新規企業誘致に向けた情報発信や

ＰＲ活動など、積極的な対応を図ってまいります。 

 特に、上富良野町の自然環境や景観は道内他地域

と比べても優位性があると思われ、これらを最大限

生かして町のＰＲを積極的に行い、さらに企業との

信頼関係を築いていくことが極めて重要と考えてお

ります。 

 また、新たに事業を起こそうとする事業者への支

援制度につきましては、特産品開発への支援を拡充

するとともに制度の活用を一層促進し、空き店舗の

利活用や商店街の活性化につながるよう支援を行っ

てまいります。 

 雇用の創出・確保については、新規開業支援制度

や企業振興優遇措置による雇用環境の整備を図り、

新卒者や若者などの求職者が町内で就労機会を得る

ことができるよう、雇用創出につながるよう取り組

んでまいります。 

 また、ハローワークの求人情報においても、上富

良野町で平均７０件前後の求人募集がされておりま

すが、なかなか就労に結びつかない実態も見受けら

れますので、雇用のミスマッチが解消されるよう、

町独自の対応として、ハローワークを利用されてい

ない事業者も含め、商工会、観光協会の会員情報な

どを活用し、求人情報の提供を充実してまいりま

す。 

 次に、「身近な生活の安全を支える社会基盤の充

実と環境保全」についてですが、生活の基盤となる

生活道路の安全な利用は、日常の暮らしにおいて欠

くことはできないものであり、これら生活道路にお

ける機能維持のため、凍上等により傷みが激しい道

路を優先に、年次的、計画的に簡易舗装、歩道補

修、側溝補修、新設等を実施してまいります。 

 本年度については、改良舗装１路線を含む全１２

路線の整備、修繕を行ってまいります。 

 また、除排雪を含めた生活道路の維持管理につい

ては、民間事業者への委託体制に移行して５年次目

を迎えますが、これまでに確認された課題につい

て、町と受託事業者間の状況確認や業務情報への的

確な対応と改善に努め、生活環境の向上につながる
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よう取り組んでまいります。 

 橋梁修繕につきましては、橋梁長寿命化修繕計画

に基づく橋梁修繕事業として、本年度は３橋の修繕

の実施を予定しておりますが、新たに道路法の改正

に伴う全橋梁の近接目視点検が必要となったことか

ら、本年度は、修繕と合わせ４０橋の近接目視点検

も実施してまいります。 

 環境問題については、引き続き地域・産業特性に

応じたエネルギーの分散型利用モデルの構築に向

け、産官学連携を活用し調査・研究に取り組み、本

町における再生可能エネルギー等の賦存量、利用可

能量の推定を行うとともに、具体的な環境政策の構

築が図られるよう検討してまいります。 

 また、平成２６年度より実施しております住宅リ

フォーム等助成については、今後も省エネ化、バリ

アフリー化の住宅改修の増加が想定されるため、町

民が自己所有住宅において行うこれらのリフォーム

工事と太陽光発電設備導入に対する助成を引き続き

実施してまいります。 

 次に、「生活の不安を取り除く地域社会づくり」

についてですが、防災対策については、町民の皆さ

んの安全を確保する上からも最優先で取り組むべき

課題であり、近年発生するさまざまな災害を想定

し、策定された地域防災計画に基づき適切に対応を

図ってまいります。特に、十勝岳については、活動

火山対策特別措置法の改正を踏まえ、十勝岳火山防

災協議会の改編など諸対応を進め、さらに内容の充

実を図ってまいります。 

 洪水ハザードマップについては、北海道による浸

水想定図の作成後、速やかに作成するよう取り進め

てまいります。 

 降雨災害につきましては、近年、異常気象による

と思われる集中豪雨被害の発生を繰り返しておりま

すが、これら災害発生時における道路・河川・排水

路の被災箇所の早期復旧を図るとともに、道路側溝

内における土砂だめ設置により復旧作業の効率化に

努めてまいります。 

 減災対策については、農地からの土砂流出防止対

策を図るため、農業者みずからが行う農地保全など

の活動を支援し、継続的に推進してまいります。 

 障害防止対策事業につきましては、引き続き東１

線排水路整備事業による排水路老朽化対策を実施す

るほか、演習場内ベベルイ川においては、本年度よ

り支線排水路の整備事業を実施してまいります。 

 十勝岳泥流対策砂防事業等の砂防施設や河川及び

排水路整備などについては、国・北海道・関係地域

と協調しながら、災害に強い基盤整備や適切な維持

管理を推進してまいります。 

 また、新規事業として、日の出地区２路線の排水

路整備を図るため、道営「上富良野地区農村地域防

災減災事業」に着手してまいります。本事業につい

ては、平成２８年度より調査設計等を行い、平成３

０年度に工事着手、事業完了が平成３４年度と、７

年間に及ぶ事業計画となっておりますが、本事業は

減災に大きな効果が期待できることから、早期の事

業完了が図られるよう関係機関へ働きかけを行って

まいります。 

 災害時における支援が必要と思われる方々に対す

る対策については、避難行動要支援者名簿に基づく

個別支援計画を、地区住民会、自主防災組織の協力

をいただきながら作成し、住民の安心につながる制

度として機能するよう取り組んでまいります。 

 また、防災備蓄についても計画的に整備を進め、

災害に強いまちづくりを進めてまいります。 

 交通安全、防犯、さらに消費生活の安全などに関

する対策については、何よりも一人一人の意識を高

めることが重要であり、家庭や関係機関との連携強

化を図りながら、町民みんなが見守る、見守られる

環境づくりを進め、事件、事故のない、安全で安心

して生活できるまちづくりを推進してまいります。 

 また、昨年６月７日には、交通死亡事故ゼロ２,

０００日を達成することができ、今後も悲惨な交通

死亡事故根絶に向けて、交通安全に対する町民のさ

らなる意識向上が図られるよう啓蒙・啓発活動を推

進してまいります。 

 次に、三つ目の「快適で楽しく潤いある暮らしづ

くり」についてであります。 

 まず、「意欲と活力ある暮らしを導く心づくり・

身体づくり」についてですが、町民の皆様一人一人

が、それぞれの年代に応じて、みずからの健康はみ

ずからが考え、健康に生きる生活習慣を日常的に身

につけることができるよう支援するとともに、引き

続き各種健康診査と保健指導の充実に努めてまいり

ます。 

 特に、がん検診については、早期発見、早期治療

が何より重要であり、確実な受診率の向上を図り、

引き続き生活習慣上から関連する発症予防の学習強

化と上富良野町がん検診推進事業を推進し、がん対

策の充実を目指してまいります。 

 社会保障の安定、健康格差の縮小を目標に策定し

た「上富良野町保健事業実施計画」、いわゆるデー

タヘルス計画で明らかになった慢性腎臓病対策は、

虚血性心疾患、脳血管疾患全ての疾患に関連するこ

とから、昨年、町独自に追加実施しておりました特

定健康診査検査項目に加え、新しい早期診断

マーカー（アルブミン尿検査・血清クレアチニン）

を被扶養者の方へも拡大実施したところであり、引

き続き充実した健診体制を検討し、確実に目標を達
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成できるよう取り組んでまいります。 

 高齢者の健康推進に向けては、後期高齢者健康診

査の心電図検査と低栄養検査、いわゆる貧血検査を

実施し、重症化予防、介護予防に努めてまいりま

す。 

 これらの諸事業に加え、かみふっ子健診の実施や

さまざまな事業を通じ町民の健康意識の向上を図

り、健康で豊かな生活を送ることを目指した「健康

づくり推進のまち」宣言にふさわしい取り組みを

行ってまいります。 

 次に、「地域の魅力を満喫する産業環境づくり」

についてですが、既に町内飲食店などにおいて、

「かみふらのポーク」などの特産品を活用したメ

ニューづくりなど、「食」による地域ブランドづく

りが活発に行われております。 

 農業者による６次産業化への取り組みも活発化し

てきており、昨年度認定された「どぶろく特区」に

よる新たな事業や既に事業化されているものの中か

らさまざまな商品も生まれ、町内外の消費者からも

高い評価を得て、販売実績も着実に伸びてきている

ところであります。 

 これらが地域ブランドとして定着するよう引き続

き支援を行うとともに、新たな商品開発をしようと

する事業者に対し、設備投資やノウハウの習得など

ハード、ソフト両面での助成措置を講じてまいりま

す。 

 本年で１０年目を迎えます、上富良野産原材料１

００％にこだわったプレミアムビール「まるごとか

みふらの」については、原料生産者を初め関係者と

の連携を図り、道内唯一ホップとビール大麦がとも

に生産されている当町の特異性を生かして、知名度

アップ等を図りながら、引き続きホップ農場の見学

や体験とあわせ、プレミアムビール事業を活用した

地元食材の販売拡大へもつながるような有効な誘客

ツールとして事業の充実と定着化に向け支援してま

いります。 

 ラベンダーロードの愛称が定着しつつある道道吹

上上富良野線については、観光振興において重要な

道路でもあり、昨年から町と北海道においてラベン

ダーの植えかえ更新事業を実施しておりますが、本

年度においても継続して北海道へ要望を行い、美観

再生を進めてまいります。 

 町なかの魅力アップとにぎわいづくりについて

は、市街地中心部への誘客による商店街、飲食店へ

の波及や町民同士の触れ合い・交流の場として施設

機能の充実を図りました大型テントが設置３年目に

なりますので、さらに町なかのにぎわい創出、地域

経済への波及につながるよう利用促進やイベントの

誘導などに努めてまいります。 

 また、地域の活力創生を図るため、この町の恵ま

れた自然や豊かな食料生産力、さらに、心豊かなあ

ふれる人材等、限りない潜在力を最大限に発揮し、

夢の実現に向かって力を結集できる新たな複合的機

能を有する拠点づくりが重要と捉え、その構想実現

に向けた準備に着手してまいります。 

 来年は、開基１２０年の意義ある年となることか

ら、その幕開けを飾る北の大文字を重要なイベント

として位置づけ、より多くの町民の皆様に参加して

いただき、心に残るイベントとなるよう内容の充実

を図ってまいります。 

 次に、「憩いと安らぎを提供する快適空間づく

り」についてですが、平成２５年度に全面植えかえ

を終了した日の出公園ラベンダー園については、欠

損株の補植や育成に努め、除草などの管理を確実に

行い、「ラベンダーのまちかみふらの」を名実とも

にアピールできるよう魅力再生を図ってまいりま

す。 

 また、展望台への巡回道路の整備を行い、来園者

の利便性向上と車両通行の円滑化が図られるよう整

備するとともに、展望台トイレの老朽化に伴い、障

害のある人や高齢者に優しい公園づくりとして、バ

リアフリー化なども含め快適なトイレとなるよう改

修工事を実施し、誘客につながるよう対応を図って

まいります。 

 次に、「楽しく便利な地域生活の実現」について

ですが、町内全域において高速ブロードバンド環境

のネットワーク網が整備されたことから、観光や防

災などさまざまな分野での利活用を検討してまいり

ます。 

 また、マイナンバー制度の開始により、住民サー

ビスの向上とあわせて、情報セキュリティー対策の

強化に努めてまいります。 

 次に、四つ目の「地域の宝を守り・育み・活用で

きる暮らしづくり」についてであります。 

 まず、「担い手が輝き、地域の強みを生かす産業

づくり」についてですが、町の基幹産業である農畜

産業、商工業の後継者確保と育成は大きな課題であ

り、後継者や担い手に対する奨励・給付金制度を継

続して行ってまいります。 

 また、活力ある地域づくりの中核的役割を担う

リーダー育成のために３カ年実施してきました人材

育成アカデミー事業については、本年度から農業、

商工業、観光などの各産業団体で構成する運営協議

会を組織し、各産業独自の専門的な分野も学べるよ

うな研修事業も加え、地域力の向上につながる担い

手育成に積極的に取り組んでまいります。 

 次に、「風土に調和した社会基盤・活動基盤づく

り」についてですが、町営住宅の整備については、
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「町営住宅等長寿命化計画」及び「住生活基本計

画」に基づき、地域コミュニティーも考慮し、計画

的な整備、維持修繕を行ってまいります。 

 なお、本年度は、泉町南団地３号棟建設の実施設

計、既存住宅の解体工事を行ってまいります。 

 次に、「まちの記憶が受け継がれ、新たな知恵が

芽吹くまちづくり」についてですが、十勝岳ジオ

パーク構想については、美瑛町と設立した推進協議

会を中心に、十勝岳の活動によりつくり出された大

地の遺産の保全に努めるとともに、火山とともに暮

らしてきた人々の歴史や知恵を知り、本事業を通じ

産業、観光、教育等広く地域振興に生かしていくこ

とを念頭に、関係者の意見を集約しながら認定申請

に向けた取り組みを主体に進めてまいります。 

 同時に、十勝岳ジオパーク構想の地域へのＰＲ活

動も重要であり、これらも含め、さらに充実が図ら

れるよう取り組んでまいります。 

 定住・移住対策については、町内の関係する団体

で設立した「上富良野町定住移住促進連絡協議会」

との連携、協力をさらに推し進め、「上富良野町ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げた将来展望

人口を見据え、着実な成果につながるよう検討を加

えながら取り組んでまいります。 

 また、人口減少が避けられない中で、地域の活力

を生かしたまちづくりを進めていくため、国の地域

おこし協力隊制度を活用し、町が求める知識、経験

等を有する人材として、ジオパーク専門員と観光推

進委員の募集・採用を行ってまいります。 

 次に、五つ目の暮らし「誇りと責任・役割を分か

ちあえる暮らしづくり」についてであります。 

 まず、「創意と工夫で実現する自立した地域社会

づくり」については、自治基本条例及び協働のまち

づくり基本指針に基づき、「協働のまちづくり」を

さらに推進するため、職員及び町民対象の研修会を

開催し、地域の課題に取り組む意識の向上を図ると

ともに、まちづくり活動助成制度の活用を推進し、

「協働のまちづくり」が着実に進められるよう努め

てまいります。 

 また、先駆的な地域活動が生まれるよう、地域み

ずからの創意による活動を後押しできるように、自

治活動支援について柔軟に対応してまいります。 

 行財政改革につきましては、町政運営実践プラン

に基づく「プラン２８」に沿って、その着実な実践

に努めてまいります。 

 行政組織のあり方についても、組織力が最大限に

発揮されるよう、職員個々の資質向上に向けた取り

組みとあわせて、行政機能が効率的、効果的に機能

するとともに、質の高い行政運営を目指し、さらに

職員教育や組織機構の検証等を行い、行政組織の充

実、改善に取り組んでまいります。 

 また、人事評価制度については、組織全体の士気

高揚が図られ、組織力の向上につながるような制度

の構築に向けて、管理職を対象としてスタートして

まいります。 

 町税は、町財政の根幹をなすものであり、適正な

課税と納期内納税の推進に努め、滞納者に対して

は、その実態に応じた適切な収納対策を進めてまい

ります。 

 また、町の債権について、納期内納付を励行する

とともに、債権管理の適正化を進めるため、債権管

理条例の制定について検討してまいります。 

 ふるさと納税制度については、寄附者の思いに

沿ったまちづくりに活用していくよう、制度の本質

に沿った取り組みを継続してまいります。 

 また、制度の本質を踏まえながら、さらに地域振

興に結びつくような仕組みとしての活用方策につい

ては、多角的に検討してまいります。 

 自衛隊関係につきましては、国の中期防衛力整備

計画に基づき、上富良野駐屯地の部隊改編が予定さ

れているところでありますが、当町における自衛隊

との共存共栄は、まちづくりの根幹をなすものであ

ることから、関係団体と連携を図りながら互いの信

頼関係をより確かなものとし、引き続き駐屯地の現

状規模堅持とさらなる拡充、あわせて演習場拡張の

要望活動を継続的に進めてまいります。 

 広域行政の推進については、「富良野広域連合」

について、引き続き構成市町村と連携し、相互理解

を深めながら取り組んでまいります。 

 また、富良野市との間で締結しました定住自立圏

形成協定に基づき、圏域全体の発展を目指し、連携

を図りながら定住自立圏構想に基づく事業を推進し

てまいります。 

 第５次総合計画については、８年次目を迎え、計

画期間も残り３年となることから、基本構想、基本

計画の実現に向け、より一層の取り組みを進めると

ともに、次期計画の策定に向けた準備にも着手して

まいります。 

 また、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基

づく四つの基本目標に沿った１９の施策につきまし

ても、第５次総合計画やそれに基づく各個別計画を

有機的に結合し、人口ビジョンと総合戦略の推進に

向け、国や道の動向も注視しながら積極的に取り組

んでまいります。 

 また、業績評価を行うとともに、見直しも含め、

より精度を高めるよう努めてまいります。 

 最後に、五つの暮らしづくりにおける成長、学習

の政策分野については、教育行政執行方針に沿って

進められる教育委員会の取り組みを基本に推進して
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まいりますが、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律の改正に伴い、昨年度より新たに総合教育会

議を設置し、教育行政の基本をなす大綱の策定、そ

のほか教育、学術、文化の振興などの施策に関し、

首長も主体的にかかわる制度となったことから、教

育委員会とともに連携を図りながら、教育行政の推

進に努めてまいります。 

 以上、平成２８年度の町政執行に当たり、所信を

述べさせていただきました。 

 次に、平成２８年度予算案の概要を申し上げま

す。 

 まず、一般会計では、総額７１億２,５００万

円、前年対比５.５％、４億１,２００万円の減と

なっておりますが、地方税収の大幅な伸びも見込め

ず、歳入の多くを地方交付税などの依存財源が占め

る厳しい財政状況の中、公共施設整備基金からの繰

り入れや各事務事業の見直し、政策の優先順位を判

断し、限られた予算の中で最大限の効果を発するこ

とを基本に本年度予算を調製したところでありま

す。 

 申し上げるまでもなく、財政の安定化は行政執行

の基本であり、本年度以降も老朽化した公共施設等

の改修、地域産業の振興や急速な少子高齢化への対

応など、さまざまな課題に対応するため大きな財政

需要が想定されることから、今後とも持続可能な財

政基盤と安定した財政計画の構築に向けて取り組ん

でまいります。 

 次に、特別会計及び公営企業会計についてです

が、制度改正に伴う対応のほか、事業運営に必要な

事項についても、一般会計同様に効率的な対応方針

のもとに財政見通しを立て、加えて一般会計からの

繰入金及び補助金などについては、法令の繰り入れ

基準に基づくものや財源構成上妥当なものに限り措

置を行ったところであります。 

 会計ごとに申し上げますと、国民健康保険特別会

計では、総額１５億７,６３２万１,０００円、前年

対比２.２％、３,４５０万９,０００円の増となっ

ております。 

 高齢化の進展により、今後も給付費の増嵩が予想

されることから、保険者として負担すべき現行の給

付水準を維持し、税収等の収入確保に努めるととも

に、精度の高い収支計画を立て、健全かつ安定的な

国保運営を行い、加入者が安心して医療を受けるこ

とのできる体制の維持・確保に努めてまいります。 

 後期高齢者医療特別会計では、総額１億３,４７

４万円、前年対比０.４％、５７万２,０００円の減

となっております。 

 これは、被保険者数は増加しますが、保険料軽減

世帯等の増加に伴う保険料の減収による広域連合納

付金の減少によるものであります。 

 次に、介護保険特別会計では、総額８億５,３５

２万１,０００円、前年対比３.８％、３,３６３万

６,０００円の減となっております。 

 これは、若年期からの特定健診、介護予防等の効

果などにより、要介護者数、認定率ともに昨年度と

比較して減少する見込みから、介護給付費の減少を

見込んでおります。 

 次に、ラベンダーハイツ事業特別会計では、総額

２億８,９３２万７,０００円、前年対比０.９％、

２６３万４,０００円の減となっております。 

 主な要因としましては、特養における臨時介護士

等の賃金の増、燃料費の減、デイサービスの送迎用

軽自動車の更新が完了したことなどによるものであ

ります。 

 次に、簡易水道事業特別会計では、総額１億１,

０１４万３,０００円、前年対比２５.９％、２,２

６６万８,０００円の増となっております。 

 主な要因としては、西部地区簡易水道の静修浄水

場は、建設から２０年が経過していることから、電

気計装設備の更新工事の増加によるもので、引き続

き水道水の安定供給に努めてまいります。 

 次に、公共下水道事業特別会計では、総額４億５

８９万１,０００円、前年対比７.１％、２,６８０

万５,０００円の増となっております。 

 主な要因としては、東町地区汚水管整備工事の実

施及び地方債償還金の増によるものであります。 

 次に、水道事業会計では、総額２億７,８９０万

円、前年対比３.５％、９３６万１,０００円の増と

なっております。 

 収益的収支においては、給水戸数の減少に伴う料

金収入の減、資本的収支では、検満量水器取りかえ

工事箇所の増により、総額では増となっておりま

す。 

 最後に、病院事業会計では、総額９億４,６６８

万９,０００円で、前年対比３.１％、３,０２８万

５,０００円の減となっております。 

 収益的収入及び支出の予算額は９億１,０８３万

５,０００円で、前年対比１.３％、１,１８７万７,

０００円の減となっております。 

 これは、事業収益では、実績見込みなどを踏まえ

て入院収益が減となったことが主な要因でありま

す。一方、事業費用においても、事業収益の減に伴

う費用の減額を踏まえ、収支を見込んだところであ

ります。 

 資本的収入及び支出の予算額は３,５８５万４,０

００円で、前年対比３３.９％、１,８４０万８,０

００円の減となっております。 

 これら特別会計及び公営企業会計予算の合計は４
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５億９,５５３万１,０００円で、さきに申し上げま

した一般会計予算と合わせた町全体の予算では、１

１７億２,０５３万２,０００円、前年対比３.２

％、３億８,５７８万４,０００円減の規模となって

おります。 

 以上、予算の概要を申し上げましたが、経済状況

が好転しない中、総じて厳しい財政運営であります

が、かけがえのない私たちの郷土の発展は全ての町

民の共有の願いであり、これまで幾多の困難を乗り

越え、今日の郷土を築いてくれた先人の労苦に改め

て思いをいたし、次の世代へしっかりとつないでい

けるよう、足腰の強いまちづくりを目指し、協働の

まちづくりを通じて、ともに支え合う心を育み、本

年度も新たな時代を築く確かな１年となるよう最大

限の努力を続けてまいりますので、引き続き町民の

皆様並びに議員各位の御理解と御協力を心からお願

い申し上げ、平成２８年度の町政執行方針とさせて

いただきます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 次に、教育長より教育行政

執行方針について説明を求めます。 

 教育長、服部久和君。 

○教育長（服部久和君） 平成２８年第１回定例町

議会の開会に当たり、上富良野町教育委員会の教育

行政執行にかかわる主要な方針について申し述べ、

町議会を初め町民の皆様の御理解と御支援をお願い

申し上げます。 

 近年、我が国では、少子高齢化の進行や人口減少

社会の到来、ＩＴ技術の急速な拡大、グローバル化

の進展など、教育を取り巻く環境は急激に変化を続

けております。 

 そうした中、「人と人との支え合い」や「ふるさ

とを愛する心」、「子どもたちの自主的な行動」、

「優しく人を思いやる心」などは、教育が目指す原

点であると考えております。 

 そのため、「上富良野町教育振興基本計画」と

「第８次社会教育中期計画」の着実な推進と、「町

教育大綱」の重点施策を積極的に推進し、「明る

く、笑顔」があふれる教育行政に取り組んでまいり

たいと考えております。 

 また、「総合教育会議」を通して、町長と教育委

員会が教育に対する思いを共有し、教育行政の推進

を図ってまいります。 

 学校教育においては、本年度も「夢ひろげ、たく

ましく未来を切り拓く児童生徒の育成」を基本方針

に、「確かな学力と豊かな心やたくましい体の育

成」、「開かれ信頼される学校づくりの推進」、

「人間力を磨く教師の育成」、「教育条件整備の充

実」の目標達成に向けて推進してまいります。 

 特に、いじめは「どこの学校でも起こり得る」と

いう認識のもと、「町いじめ防止基本方針」に基づ

いた防止対策等を講じてまいります。 

 「確かな学力の向上」につきましては、昨年度の

全国学力・学習状況調査が、国語、算数・数学に理

科を加えた教科で実施され、小学校は正答率で全国

平均を下回りましたが、中学校では全国平均より高

い傾向が続いております。 

 各学校においては、全国学力・学習状況調査やさ

まざまな検査等の分析から「確かな学力の育成プラ

ン」に基づき、学習サポートを強化するとともに、

学習規範や学習の方法、発展的な学習の指導を継続

して進めてまいります。 

 そのために、教員の「先進校への研修」や「公開

研究会」、教育委員会の学習サポートなどに継続し

て取り組んでまいります。 

 本年度も全国学力・学習状況調査を北海道と連携

し、全国平均以上を目標に実施してまいります。 

 「豊かな心の育成」につきましては、みずからを

律し責任感や規範意識を持ち、思いやる心など、本

町の子どもたちに定着している「豊かな心」を育む

教育を推進してまいります。 

 そのために、道徳の時間の充実を図るとともに、

保護者等への授業公開に努め、家庭と連携した取り

組みを進めてまいります。 

 また、総合的な学習の時間や特別活動の充実、職

場体験学習など、多様な体験活動を通して、子ども

たちの豊かな人間性や社会性を育む教育に努めてま

いります。 

 「たくましい体づくり」につきましては、「全国

体力・運動能力、運動習慣調査」から小学校、中学

校の男女ともに体力合計点で全国平均を上回る結果

となりました。 

 また、質問紙からも「運動やスポーツが好き」な

子どもたちが全国平均を大きく上回っています。こ

のことは、体育の授業など学校全体での取り組み

や、少年団活動・部活動の充実が体力の向上につな

がっていると考えられます。 

 健康でたくましい体をつくるには、正しい生活習

慣と望ましい食生活を身につけることが重要です。

そのために、保健福祉課の食育推進計画との連携や

栄養教諭による食育と健康な体づくりの指導を学校

や家庭などの協力を得て推進してまいります。 

 アレルギーなどの健康問題などにつきましては、

学校や関係機関と一層連携を図り、その予防に努め

てまいります。 

 児童・生徒の指導等につきましては、全国的にい

じめや不登校、虐待・自殺・体罰・ネットトラブル

などの問題が依然として後を絶たない現状がありま
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す。 

 本町においては、学校・家庭・地域と関係機関の

連携によって、事例は少ない状況にありますが、そ

れぞれの問題は、身近なことであるという強い認識

を学校全体で確認し、教育相談や相談体制の充実を

図ってまいります。 

 今年度、教育委員会では、児童・生徒や保護者か

らのいじめなどの相談に応じられる「ＳＯＳ相談窓

口」（仮称）の設置をしてまいります。 

 また、「いじめ・不登校」などに対しては、学

校・家庭・関係機関との連携やアンケート調査な

ど、さまざまな機会を通して未然防止、早期発見・

早期対応に努めてまいります。 

 引き続き、上富良野中学校には「心の教室相談

員」と「スクールカウンセラー」を配置するととも

に、適宜、学校教育アドバイザーを学校や保護者・

地域との相談に対応させてまいります。 

 へき地・複式教育につきましては、東中小学校１

校ではありますが、特色ある取り組みや行事等への

支援はもとより、「上川へき地・複式教育研究連

盟」への支援も今までどおりに行ってまいります。 

 また、「特認校」として、少人数のよさや地域の

環境を生かした教育活動を進めてまいります。 

 特別支援教育につきましては、障害の重度・重複

化、多様化に伴い、その子どもへの対応や保護者の

ニーズに応じるためにインクルーシブ教育の視点

で、医療や福祉関係と連携を図りながら、特別支援

教育の理解を深め、早期の支援に努めてまいりま

す。 

 本年度も上富良野小学校と上富良野西小学校、上

富良野中学校に「特別支援教育指導助手」を引き続

き配置し、生活・学習活動の支援を行ってまいりま

す。 

 また、「上富良野町特別支援教育連絡協議会」や

「教育支援委員会」において、関係者の連携や研修

を通して指導の充実と、特別支援学校や専門機関の

指導助言を得て、自立や進路・社会参加への支援を

積極的に行ってまいります。 

 学校の危機管理につきましては、近年、大雨・地

震・台風などの自然災害や子どもの安全を脅かすさ

まざまな事件・事故が多発しております。 

 また、十勝岳の噴火に備えた警戒など、子どもた

ちが安心して学校生活が送れるよう避難訓練などを

行い、危機管理体制の強化に努めてまいります。 

 災害などの発生時の対応及び連絡については、関

係機関との共通理解を図り、継続して取り組んでま

いります。 

 また、「通学路安全推進会議」や住民会・町内会

による登下校時の「見守りパトロール」、「青少年

健全育成をすすめる会」、「防災無線・安全マップ

の活用」など、地域総ぐるみで通学の安全確保に努

めてまいります。 

 あわせて、教職員や関係機関による巡視やさまざ

まな情報を共有し、子どもたちにかかわる事故の防

止に最善を尽くしてまいります。 

 教育環境の整備等につきましては、上富良野中学

校管理・普通教室等の耐震化と大規模改修工事の完

成とともに、特別教室等の改築及び改修を行いま

す。 

 また、上富良野中学校のパソコン機器の更新や上

富良野西小学校バックネットの改修、東中小学校の

暖房機更新など学校環境の整備とともに、教材備品

の拡充を図り、学習環境の整備にも継続して取り組

んでまいります。 

 教育費の保護者負担については、経済的理由によ

る就学援助を継続するとともに、保護者の負担軽減

に努めてまいります。 

 学校給食につきましては、本年度も衛生管理と食

材の安全管理に努め、新鮮な地元産の食材を活用

し、顔の見える学校給食の提供に努めてまいりま

す。 

 また、年７回「お弁当持参の日」を各学校で設定

し、食への関心を高めることや感謝の心を育んでま

いります。 

 さらに、栄養教諭などによる食の正しい知識や望

ましい食習慣を身につける指導を学校や関係機関と

連携して食育に取り組んでまいります。 

 国際理解教育につきましては、友好都市でありま

すカナダ・アルバータ州カムローズ市からの英語指

導助手にかわり、昨年８月から公募による英語指導

助手を上富良野中学校に配置し、学校生活において

英語を使う環境を整え、なれ親しむ教育を進めてお

ります。 

 また、こども園・保育園での英語遊びや小学校の

外国語活動、英会話教室などを通してなれ親しませ

ることに努めております。 

 本年度は、英語指導助手を上富良野小学校に配置

し、２名の指導体制で外国語教育の充実とともに国

際理解の推進に努めてまいります。 

 姉妹校交流推進事業につきましては、平成９年７

月の上富良野西小学校と三重県津市の安東小学校の

姉妹校提携調印以来１９年目を迎え、本年度は、安

東小学校から西小学校への訪問が予定されており、

両校の交流をさらに深めてまいります。 

 道立上富良野高等学校の振興につきましては、中

学卒業生の減少や進路希望が多様化するなど、今ま

で以上に生徒の確保が難しく、存続が常に危ぶまれ

る状況であります。 
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 上富良野高等学校では、きめ細やかな学習指導や

進路指導などの教育や、町内事業所の協力を得て

行っている「生きる力」を養うキャリア教育に継続

して取り組んでおります。 

 本年度も引き続き通学交通費や下宿代、就学支援

金の助成を行うとともに、資格取得の検定料補助や

入学準備金などの支援を行ってまいります。 

 さらに、「上富良野高校教育振興会」、「上富良

野高校サポーターズクラブ」、「上富良野高校野球

部を応援する会」や地元関係各位の御協力をいただ

き、地元高校存続に向けて全力を尽くして取り組ん

でまいります。 

 社会教育の推進につきましては、町民一人一人に

生涯にわたって自主的に学ぶ機会を提供し、町社会

教育基本方針に掲げる「豊かな心と健やかな体を育

み、うるおいのある地域づくりをめざす生涯学習」

の推進に向けた取り組みを進めてまいります。 

 そのために、第８次社会教育中期計画に掲げる６

領域８分野１６項目に基づき、国や北海道の施策と

連携し、家庭・学校・地域社会のそれぞれが持つ教

育機能の充実や連携・融合を進めてまいります。 

 また、社会教育の基盤を支える人的資源でありま

す社会教育主事を養成し、職員の資質向上を図って

まいります。 

 家庭と地域の教育力向上につきましては、家庭に

おける子どもたちの人格形成に必要な「基本的生活

習慣」と「調和のとれた心身」を育むことが教育の

原点であります。 

 このことから、「早ね・早おき・朝ごはん」運動

などを通して、食事や睡眠などの大切さの理解と、

「親子の絆」や「健やかな子育て」の向上を目指し

て、多様な学習機会や情報提供に努めてまいりま

す。 

 また、幼児期の本の読み聞かせや芸術鑑賞などの

情操を豊かにする取り組みのほか、学校の余裕教室

などを利用した放課後クラブと放課後スクールを継

続し、活動内容の工夫充実に努めてまいります。 

 青少年の健全育成については、「青少年健全育成

を進める会」や「子ども会育成協議会」、「学校支

援ボランティア」など地域の協力活動を通して、地

域と学校が連携し青少年が健やかに育つ環境づくり

を進めてまいります。 

 また、子どもセンターなど関係機関・団体と連携

を図り、講演会や研修会の学習、交流活動などを進

め、明るく安心して子育てができる家庭環境づくり

を目指してまいります。 

 生涯学習活動の推進につきましては、幼児から青

少年、成人、高齢者まで生涯にわたる各世代の学習

活動の充実と推進を図ってまいります。 

 青少年教育については、子ども会やスポーツ少年

団、青少年団体競技会などの自主的活動を尊重する

中で、スポーツや文化活動の推進を継続していきま

す。 

 また、地域のリーダーづくりのため「なかよしサ

ミット」や「通学合宿」、小・中・高校生を対象と

するジュニアリーダーを育成するとともに、本年度

は３年ごとに実施していますカナダ友好都市カム

ローズ市に中・高生を派遣してまいります。 

 成人については、成人の自主的なサークル活動へ

の支援と女性学級による学習機会の提供に取り組む

ほか、女性連絡協議会の自主的活動への支援を行っ

てまいります。 

 高齢者については、「若く老いよう」を合い言葉

にした「いしずえ大学」に新たに「同窓科」を設

け、健康で明るい生活を築く学びの機会を拡充し、

生きがいづくりと社会貢献の参加の促進を図ってま

いります。 

 今後も、成人者や高齢者の方々が培った知識や技

能を各種の学習活動や体験活動に生かし、伝えてい

くなど積極的にかかわりを持つことを大切にする中

で、学び合い支え合う人づくり・まちづくりを進め

てまいります。 

 スポーツの振興につきましては、人格の形成、体

力の向上や心身の健康増進を保持するとともに、私

たちに多くの夢や大きな感動、楽しみを与え、活力

に満ちた社会を形成する上で欠かすことのできない

大切な役割を果たしております。 

 そのため、それぞれの体力や年齢に応じた多様な

スポーツや体力増進に取り組むことができるよう、

スポーツ推進員並びに各スポーツ団体と協力し、各

種スポーツ大会を開催するほか、体育協会やスポー

ツ少年団など各スポーツ団体との連携を図りなが

ら、指導者の育成支援を行ってまいります。 

 文化芸術の振興につきましては、人々の心に安ら

ぎと潤いをもたらすことを目標に、美術展覧会や音

楽・舞台芸術の公演などを文化団体や愛好者と連携

し、すぐれた芸術・芸能・文化に触れる機会の充実

を図ってまいります。 

 本年度も町民芸術鑑賞事業として､芸術鑑賞会を

実施するとともに、文化活動に参加する機会拡充の

ため、引き続き文化教室を開催し、文化芸術活動を

支援してまいります。 

 また、日ごろより町民の皆様が心の豊かさを求め

て活動を行っている文化芸術活動団体の発表の場と

して総合文化祭を開催し、自主的な発表の機会の支

援と地域文化の継承・発展を目指してまいります。 

 図書館の運営については、各世代からの読書に親

しむ環境づくりが重要であることから、今年度から
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一般書を増やすなどの整備を進めるとともに、子ど

も読書推進計画に基づき、児童書購入による蔵書の

充実や研修会の開催に努めてまいります。 

 また、昨年度から取り組んでいます読書スタンプ

帳の発行や図書館での読み聞かせ会、移動図書活動

を継続し、子どもたちの読書への関心を高めるとと

もに、学校の長期休業中の月曜日に臨時開館を実施

してまいります。 

 さらに、ボランティア団体によるこども園・保育

園・小学校、乳幼児健診での読み聞かせ活動の支援

と各年齢期に応じた推薦図書ガイドブックの配布を

行ってまいります。 

 今後もさまざまな機会を通して皆様の御意見を広

く聞き、「町民に親しまれる図書館」を目指してま

いります。 

 郷土館の運営については、郷土学習に活用が図ら

れるよう郷土館ホームページの収蔵資料によって情

報提供や町内の指定文化財等郷土歴史を探訪する研

修会、総合文化祭に「郷土館特別展」を開催し、多

くの皆様に郷土の歴史などについての知識や造詣を

さらに深めていただけるように努めてまいります。 

 また、町民の歴史学習の機会の充実と観光客への

対応のため、日曜日と祝日の臨時開館と開拓記念館

の開館期間中の祝日の臨時開館を継続してまいりま

す。 

 本年度は、十勝岳大正爆発９０周年に当たること

から、過去の噴火の歴史をまとめた回顧誌発行や三

浦綾子記念文学館などの実行委員会が主となり実施

する小説「泥流地帯」、「氷点」、「塩狩峠」に関

する事業で、本町において実施される取り組みに支

援を行ってまいります。 

 社会教育施設につきましては、町民の社会教育活

動の拠点として、公民館のトイレ改修、日東会館の

屋根塗装など施設の整備を行ってまいります。 

 また、利用者ニーズの多様化に対応するため、各

団体や地域の御意見や御要望を聞く中で、維持管理

の向上と有効利用が図られ、多くの方々に安全で安

心して利用できる環境づくりに努めてまいります。 

 以上、平成２８年度の教育行政の執行に関する主

要な方針について申し上げました。 

 十勝岳の自然豊かな地域素材や人材を生かし、家

庭・学校・地域が一体となった教育活動を大切に

し、「次代を担う豊かな人づくり」の推進に全力で

取り組んでまいります。 

 町民の皆様並びに議員各位の御支援と御協力をお

願い申し上げまして、教育行政執行方針といたしま

す。 

○議長（西村昭教君） 以上で、執行方針の説明を

終わります。 

 暫時休憩といたします。 

 再開は１０時４０分といたします。 

────────────────── 

午前１０時２０分 休憩 

午前１０時４０分 再開 

────────────────── 

○議長（西村昭教君） 休憩前に引き続き、会議を

再開いたします。 

 次に、各会計予算について説明を求めます。 

 初めに、一般会計予算について説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（石田昭彦君） ただいま、町長から平

成２８年度の町政全般の執行における基本的な方針

について、また、教育長からは教育行政の方針につ

いて、それぞれ述べられました。その方針などに沿

いまして編成いたしました平成２８年度の各会計予

算のうち、まず、一般会計予算の議決対象項目の部

分について御説明を申し上げます。 

 それでは、各会計予算書の１ページをお開きくだ

さい。 

 議案第１号平成２８年度上富良野町一般会計予

算。 

 平成２８年度上富良野町の一般会計の予算は、次

に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ７１億２,５００万円と定める。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと

の金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （債務負担行為）。 

 第２条、地方自治法第２１４条の規定により債務

を負担する行為をすることができる事項、期間及び

限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 （地方債）。 

 第３条、地方自治法第２３０条第１項の規定によ

り起こすことができる地方債の起債の目的、限度

額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 

地方債」による。 

 （一時借入金）。 

 第４条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定

による一時借入金の借り入れの最高額は、８億円と

定める。 

 ２ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と予算額の

み申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算。 

 １、歳入。 

 １款町税、９億７,１８４万２,０００円。 

 ２款地方譲与税、１億１,８４０万円。 
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 ３款利子割交付金、１５０万円。 

 ４款配当割交付金、２１０万円。 

 ５款株式等譲渡所得割交付金、３０万円。 

 ６款地方消費税交付金、１億８,６７０万円。 

 ７款国有提供施設等所在市町村助成交付金、５,

５７０万円。 

 ８款自動車取得税交付金、１,４５０万円。 

 ９款地方特例交付金、３４０万円。 

 １０款地方交付税、２８億２,５００万円。 

 １１款交通安全対策特別交付金、１７０万円。 

 １２款分担金及び負担金、３,４９４万円。 

 １３款使用料及び手数料、１億３,９３９万５,０

００円。 

 １４款国庫支出金、９億９,６４３万１,０００

円。 

 １５款道支出金、４億９,５２６万６,０００円。 

 １６款財産収入、１,０６４万９,０００円。 

 １７款寄附金、１,０００円。 

 １８款繰入金、２億７,２５４万円。 

 １９款繰越金、８,０００万円。 

 ２０款諸収入、１億７,６７３万６,０００円。 

 ２１款町債、７億３,７９０万円。 

 歳入合計は、７１億２,５００万円であります。 

 ４ページをお開きください。 

 ２、歳出。 

 １款議会費、５,８８１万３,０００円。 

 ２款総務費、７億１,５９５万９,０００円。 

 ３款民生費、１３億３,２２９万８,０００円。 

 ４款衛生費、７億９,８７９万９,０００円。 

 ５款労働費、６９万３,０００円。 

 ６款農林業費、４億６,１３３万８,０００円。 

 ７款商工費、１億７,０３８万７,０００円。 

 ８款土木費、８億６,４９７万５,０００円。 

 ９款教育費、１０億６,６３６万８,０００円。 

 １０款公債費、７億４,６８９万６,０００円。 

 １１款給与費、８億８,８４７万４,０００円。 

 １２款予備費、２,０００万円。 

 歳出合計は、７１億２,５００万円であります。 

 ６ページをお開きください。 

 第２表は、債務負担行為を設定している１事業に

ついて、その期間及び限度額を記載しております。 

 東１線排水路整備事業、平成２８年度について事

業期間及び債務負担行為を設定し、事業を取り進め

てまいります。 

 第３表は、地方債の限度額を延べ１４件、７億

３,７９０万円と定め、各項目の利率及びその償還

方法等について記載をしております。 

 特に、将来の財政見通しが不透明であることか

ら、できる限り後年度負担の抑制を図るよう、対象

事業につきましては、継続的に取り進めている事業

及び老朽化している施設などにおいて、緊急性ある

いは必要性の高い事業に絞り、地方債を財源の一部

として計画的に整備を図るものであります。 

 加えて、国の地方財政対策で暫定措置されている

臨時財政対策債についても、引き続き所要額を計上

しております。 

 以上で、平成２８年度上富良野町一般会計予算の

議決対象項目の説明といたします。 

○議長（西村昭教君） 次に、国民健康保険特別会

計予算及び後期高齢者医療特別会計予算について説

明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） 議案第２号平成２

８年度上富良野町国民健康保険特別会計予算につき

まして、朗読をもちまして御説明申し上げます。 

 ７ページをごらんください。 

 議案第２号平成２８年度上富良野町国民健康保険

特別会計予算。 

 平成２８年度上富良野町の国民健康保険特別会計

の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ１５億７,６３２万１,０００円と定める。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと

の金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （一時借入金）。 

 第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定

による一時借入金の借り入れの最高額は、３億２,

４００万円と定める。 

 （歳出予算の流用）。 

 第３条、地方自治法第２２０条第２項ただし書き

の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用す

ることができる場合は、次のとおりと定める。 

 １、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足

を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の

各項の間の流用。 

 ８ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と予算金額

のみ申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算。 

 １、歳入。 

 １款国民健康保険税、３億２,４８８万２,０００

円。 

 ２款国庫支出金、２億６,３１７万２,０００円。 

 ３款療養給付費交付金、４,４５３万８,０００

円。 

 ４款前期高齢者交付金、３億９,１６８万３,００

０円。 
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 ５款道支出金、６,８６１万４,０００円。 

 ６款共同事業交付金、３億４,７９２万７,０００

円。 

 ７款財産収入、１,０００円。 

 ８款繰入金、１億３,０１５万９,０００円。 

 ９款繰越金、２,０００円。 

 １０款諸収入、５３４万３,０００円。 

 歳入合計は、１５億７,６３２万１,０００円であ

ります。 

 ９ページをごらんください。 

 ２、歳出。 

 １款総務費、４,３７９万１,０００円。 

 ２款保険給付費、９億１,０９０万円。 

 ３款後期高齢者支援金等、１億４,５６５万４,０

００円。 

 ４款前期高齢者納付金等、７万円。 

 ５款介護納付金、６,０２５万円。 

 ６款共同事業拠出金、３億７,０６６万円。 

 ７款保健事業費、１,９２９万１,０００円。 

 ８款基金積立金、１,０００円。 

 ９款公債費、１,０００円。 

 １０款諸支出金、７０万３,０００円。 

 １１款予備費、２,５００万円。 

 １０ページをお開き願います。 

 歳出合計は、１５億７,６３２万１,０００円であ

ります。 

 以上で、国民健康保険特別会計予算の議決対象項

目の説明といたします。 

 続きまして、議案第３号平成２８年度上富良野町

後期高齢者医療特別会計予算につきまして、朗読を

もちまして御説明申し上げます。 

 １１ページをごらんください。 

 議案第３号平成２８年度上富良野町後期高齢者医

療特別会計予算。 

 平成２８年度上富良野町の後期高齢者医療特別会

計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ１億３,４７４万円と定める。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと

の金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 １２ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と予算の金

額のみ申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算。 

 １、歳入。 

 １款後期高齢者医療保険料、８,８２０万１,００

０円。 

 ２款使用料及び手数料、１,０００円。 

 ３款繰入金、４,６４２万５,０００円。 

 ４款繰越金、１,０００円。 

 ５款諸収入、１１万２,０００円。 

 歳入合計は、１億３,４７４万円であります。 

 ２、歳出。 

 １款総務費、８０万１,０００円。 

 ２款広域連合納付金、１億３,３８２万７,０００

円。 

 ３款諸支出金、１１万１,０００円。 

 ４款予備費、１,０００円。 

 歳出合計は、１億３,４７４万円であります。 

 以上で、後期高齢者医療特別会計予算の議決対象

項目の説明といたします。 

○議長（西村昭教君） 次に、介護保険特別会計予

算について説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（北川和宏君） 続きまして、議案

第４号平成２８年度上富良野町介護保険特別会計予

算につきまして、朗読をもちまして御説明申し上げ

ます。 

 １３ページをごらんください。 

 議案第４号平成２８年度上富良野町介護保険特別

会計予算。 

 平成２８年度上富良野町の介護保険特別会計の予

算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ８億５,３５２万１,０００円と定める。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと

の金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （歳出予算の流用）。 

 第２条、地方自治法第２２０条第２項ただし書き

の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用

することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１）保険給付費の各項に計上した予算額に過不

足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費

の各項の間の流用。 

 １４ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と予算金額

のみを申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算。 

 １、歳入。 

 １款介護保険料、１億６,３９６万円。 

 ２款分担金及び負担金、１８７万１,０００円。 

 ３款国庫支出金、１億９,５３２万５,０００円。 

 ４款道支出金、１億２,０８０万円。 

 ５款支払基金交付金、２億１,９７３万円。 

 ６款財産収入、１,０００円。 

 ７款繰入金、１億４,９１４万２,０００円。 
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 ８款繰越金、１,０００円。 

 ９款諸収入、２６９万１,０００円。 

 歳入合計は、８億５,３５２万１,０００円であり

ます。 

 １５ページをごらんください。 

 ２、歳出。 

 １款総務費、４,６０９万３,０００円。 

 ２款保険給付費、７億７,６３９万９,０００円。 

 ３款地域支援事業費、２,８３９万４,０００円。 

 ４款特別給付費、１０万円。 

 ５款基金積立金、１,０００円。 

 ６款諸支出金、１０万２,０００円。 

 ７款予備費、２４３万２,０００円。 

 歳出合計は、８億５,３５２万１,０００円であり

ます。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 次に、ラベンダーハイツ事

業特別会計予算について説明を求めます。 

 ラベンダーハイツ所長。 

○ラベンダーハイツ所長（大石輝男君） 続きまし

て、議案第５号平成２８年度上富良野町ラベンダー

ハイツ事業特別会計予算につきまして、御説明申し

上げます。 

 １６ページをお開きください。 

 議案第５号平成２８年度上富良野町ラベンダーハ

イツ事業特別会計予算。 

 平成２８年度上富良野町のラベンダーハイツ事業

特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ２億８,９３２万７,０００円と定める。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと

の金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （債務負担行為）。 

 第２条、地方自治法第２１４条の規定により債務

を負担する行為をすることができる事項、期間及び

限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 （一時借入金）。 

 第３条地方自治法第２３５条の３第２項の規定に

よる一時借入金の借り入れの最高額は、１００万円

と定める。 

 １７ページに移ります。 

 第１表、歳入歳出予算。 

 款ごとの名称と予算金額のみを申し上げます。 

 １、歳入。 

 １款サービス収入、２億８,８３４万円。 

 ２款使用料及び手数料、１万４,０００円。 

 ３款寄附金、１,０００円。 

 ４款繰入金、７２万円。 

 ５款繰越金、１,０００円。 

 ６款諸収入、２５万円。 

 ７款財産収入、１,０００円。 

 歳入合計は、２億８,９３２万７,０００円であり

ます。 

 ２、歳出。 

 １款総務費、１億５,８１４万４,０００円。 

 ２款サービス事業費、１億２,１３９万３,０００

円。 

 ３款基金積立金、１,０００円。 

 ４款公債費、９７３万９,０００円。 

 ５款予備費、５万円。 

 歳出合計は、２億８,９３２万７,０００円であり

ます。 

 １８ページをお開きください。 

 第２表につきましては、債務負担行為設定の１事

業、介護業務支援システムにつきまして、期間を平

成２８年度から平成３２年度、限度額を６９７万

５,０００円と定め事業を取り進めてまいります。 

 以上で、ラベンダーハイツ事業特別会計予算の説

明を終わります。 

○議長（西村昭教君） 次に、簡易水道事業特別会

計予算及び公共下水道事業特別会計予算並びに水道

事業会計予算について説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（佐藤 清君） 次に、一括上程い

ただきました簡易水道事業特別会計、公共下水道事

業特別会計及び水道事業会計の平成２８年度予算に

ついて、議決対象項目について、議案の朗読をもっ

て御説明申し上げます。 

 １９ページをお開きください。 

 議案第６号平成２８年度上富良野町簡易水道事業

特別会計予算。 

 平成２８年度上富良野町の簡易水道事業特別会計

の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ１億１,０１４万３,０００円と定める。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと

の金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （地方債）。 

 第２条、地方自治法第２３０条第１項の規定によ

り起こすことのできる地方債の起債の目的、限度

額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 

地方債」による。 

 （一時借入金）。 

 第３条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定

による一時借入金の借り入れの最高額は、５,００

０万円と定める。 
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 ２０ページをお開きください。 

 第１表、歳入歳出予算。 

 以下、款ごとの予算額のみ申し上げます。 

 １、歳入。 

 １款使用料及び手数料、１,５４７万円。 

 ２款繰入金、４,１７２万５,０００円。 

 ３款繰越金、１,０００円。 

 ４款諸収入、２９４万７,０００円。 

 ５款町債、５,０００万円。 

 歳入合計、１億１,０１４万３,０００円。 

 ２、歳出。 

 １款衛生費、６,７６１万１,０００円。 

 ２款公債費、４,２５３万１,０００円。 

 ３款繰出金、１,０００円。 

 歳出合計、１億１,０１４万３,０００円。 

 次に、２１ページをお開きください。 

 第２表、地方債。 

 簡易水道事業に係る起債の限度額を５,０００万

円とするほか、起債の方法、利率、償還の方法につ

いては、表題表記の定めるものであります。 

 次に、２２ページの公共下水道に参ります。 

 議案第７号平成２８年度上富良野町公共下水道事

業特別会計予算。 

 平成２８年度上富良野町の公共下水道事業特別会

計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ４億５８９万１,０００円と定める。 

 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと

の金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （地方債）。 

 第２条、地方自治法第２３０条第１項の規定によ

り起こすことができる地方債の起債の目的、限度

額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 

地方債」による。 

 （一時借入金）。 

 第３条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定

による一時借入金の借り入れの最高額は、１億２,

０００万円と定める。 

 ２３ページに参ります。 

 第１表、歳入歳出予算。 

 以下、款ごとの予算額のみ申し上げます。 

 １、歳入。 

 １款分担金及び負担金、２３万１,０００円。 

 ２款使用料及び手数料、１億２,６３７万１,００

０円。 

 ３款国庫支出金、２,０００万円。 

 ４款繰入金、１億４,６２８万４,０００円。 

 ５款繰越金、１,０００円。 

 ６款諸収入、４,０００円。 

 ７款町債、１億１,３００万円。 

 歳入合計、４億５８９万１,０００円。 

 ２、歳出。 

 １款下水道事業費、１億４,１１３万５,０００

円。 

 ２款公債費、２億６,４２５万５,０００円。 

 ３款繰出金、１,０００円。 

 ４款予備費、５０万円。 

 歳出合計、４億５８９万１,０００円。 

 ２４ページに参ります。 

 第２表、地方債。 

 公共下水道事業、一般分について、限度額２,３

００万円と、公共下水道事業、資本費平準化分につ

いて、９,０００万円を限度額とするほか、起債の

方法、利率、償還の方法については、表題表記のと

おり定めるものであります。 

 次に、２５ページの水道事業に参ります。 

 議案第８号平成２８年度上富良野町水道事業会計

予算。 

 （総則）。 

 第１条、平成２８年度上富良野町の水道事業会計

の予算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量）。 

 第２条、業務の予定量は、次のとおりとする。 

 １、給水戸数、４,０６８戸。 

 ２、年間総給水量、７４万３,４０２立方メート

ル。 

 ３、１日平均給水量、２,０３７立方メートル。 

 （収益的収入及び支出）。 

 第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のと

おりと定める。 

 収入。 

 第１款水道事業収益、１億７,３０２万２,０００

円。 

 第１項営業収益、１億５,２２０万７,０００円。 

 第２項営業外収益、２,０８１万５,０００円。 

 支出。 

 第１款水道事業費用、１億７,３０２万２,０００

円。 

 第１項営業費用、１億２,８５３万４,０００円。 

 第２項営業外費用、１,７６９万１,０００円。 

 第３項特別損失、１,０００円。 

 第４項予備費、２,６７９万６,０００円。 

 （資本的収入及び支出）。 

 第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のと

おりと定める。 

 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

８,５１７万７,０００円は、過年度分損益勘定留保
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資金８７６万３,０００円、当年度分損益勘定留保

資金１,９４１万４,０００円、減債積立金５,７０

０万円で補塡するものとする。 

 収入。 

 第１款資本的収入、２,０７０万１,０００円。 

 第１項企業債、１,８００万円。 

 第２項負担金、２７０万１,０００円。 

 支出。 

 第１款資本的支出、１億５８７万８,０００円。 

 第１項建設改良費、４,８８３万７,０００円。 

 第２項企業債償還金、５,７０４万１,０００円。 

 ２６ページに参ります。 

 （企業債）。 

 第５条、企業債の目的、限度額、起債の方法、利

率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

 配水管布設替事業に係る限度額を１,８００万円

とするほか、起債の方法、利率、償還の方法につい

ては、表記内表記のとおりと定めるものでありま

す。 

 （議会の議決を経なければ流用することのできな

い経費）。 

 第６条、次に掲げる経費については、その経費の

金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議

会の議決を経なければならない。 

 １、職員給与費、２,８６６万５,０００円。 

 （他会計からの補助金）。 

 第７条、水道事業運営のため、一般会計からこの

会計へ補助を受ける金額、４９１万円である。 

 （棚卸資産購入限度額）。 

 第８条、棚卸資産の購入限度額は、１,０８２万

８,０００円と定める。 

 以上、簡易水道事業特別会計、公共下水道事業特

別会計及び水道事業会計の平成２８年度予算の議決

対象項目について御説明申し上げました。 

○議長（西村昭教君） 次に、病院事業会計予算に

ついて説明を求めます。 

 町立病院事務長。 

○町立病院事務長（山川 護君） 次に、議案第９

号平成２８年度上富良野町病院事業会計予算につい

て御説明申し上げます。 

 ２７ページをお開きください。 

 以下、議案を朗読し、説明といたします。 

 議案第９号平成２８年度上富良野町病院事業会計

予算。 

 （総則）。 

 第１条、平成２８年度上富良野町の病院事業会計

の予算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量）。 

 第２条、業務の予定量は、次のとおりとする。 

 １、業務量。 

 イ、病床数、一般病床４４床。 

 ロ、定員数、老人保健施設入所２８名。 

 ハ、患者数、年間４万３００人、１日平均１５１

人。入院患者、一般病床、年間１万３００人、１日

平均２８人。外来患者、年間３万人、１日平均１２

３人。 

 ニ、入所者数、老人保健施設、年間９,７００

人、１日平均２７人。 

 （収益的収入及び支出）。 

 第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のと

おりと定める。 

 収入。 

 第１款病院事業収益、９億１,０８３万５,０００

円。 

 第１項医業収益、６億１,２２５万１,０００円。 

 第２項医業外収益、１億６,２５８万４,０００

円。 

 第３項老人保健施設事業収益、１億３,６００万

円。 

 支出。 

 第１款病院事業費用、９億１,０８３万５,０００

円。 

 第１項医業費用、７億７,２４６万円。 

 第２項医業外費用、２３６万４,０００円。 

 第３項老人保健施設事業費用、１億３,６００万

円。 

 第４項特別損失、１,０００円。 

 第５項予備費、１万円。 

 （資本的収入及び支出）。 

 第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のと

おりと定める。 

 収入。 

 第１款資本的収入、３,５８５万４,０００円。 

 第１項出資金、１,５８５万４,０００円。 

 第２項補助金、２,０００万円。 

 支出。 

 第１款資本的支出、３,５８５万４,０００円。 

 第１項企業債償還金、１,１５５万４,０００円。 

 第２項建設改良費、２,４３０万円。 

 ２８ページに参ります。 

 （一時借入金）。 

 第５条、一時借入金の限度額は、３億円と定め

る。 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用）。 

 第６条、予定支出の各項の経費の金額を流用する

ことのできる場合は、次のとおりと定める。 

 １、医業費用と医業外費用の間。 
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 （議会の議決を経なければ流用することができな

い経費）。 

 第７条、次に掲げる経費については、その経費の

金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議

会の議決を経なければならない。 

 １、職員給与費、６億１,６８０万９,０００円。 

 ２、交際費、３０万円。 

 （他会計からの補助金）。 

 第８条、経営基盤強化などに要する経費に充てる

ため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額

は、１億２,０５８万３,０００円である。 

 （棚卸資産購入限度額）。 

 第９条、棚卸資産の購入限度額は、１億５０６万

３,０００円と定める。 

 以上、平成２８年度上富良町病院事業会計予算に

ついて、議決対象項目について御説明申し上げまし

た。 

○議長（西村昭教君） 以上で、議案の説明を終わ

ります。 

 これより質疑に入りますが、これからの質疑につ

きましては、先ほどの町長及び教育長の執行方針に

限ったものといたします。 

 なお、質疑の回数は、議会運営に関する先例によ

りまして概括的範囲とし、１人１回限りといたしま

す。 

 これより、質疑をお受けいたします。 

 １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） 町長、教育長の執行方針

に対しまして何点か質問させていただきます。 

 まず、７ページのところでございます。 

 子育てを支える成長環境づくりということで、妊

娠、出産、子育て期の切れ目のない支援の充実に取

り組んでまいると、こういうことを執行方針で述べ

られました。 

 確かに、子育ての環境がよくなることは本当にい

いことだと思うのですけれども、その中に、妊娠と

いうところに不妊治療の方の手助けをするというこ

とも大変必要かとは思うのですけれども、そういっ

たところが取り組みがなされていないというか、予

算づけされていないということは非常に残念だと思

うのですけれども、このことにつきましては、町長

はどのようにお考えなのでしょうか。 

 町でできました総合戦略で、特殊出生率が１.８

だったのですけれども１.７に計画をしました。こ

れは実効性をということで１.７にされたかと思う

のですけれども、ここを目指すとすれば、妊娠のと

ころで不妊治療の方の手助けをするということも大

変必要ではないかと、このように思うわけでござい

ます。 

 それと、議会のほうでも、町の総合戦略につきま

して、意見書としまして不妊治療に対する支援策、

これを、出産を希望する世帯に対して高額な不妊治

療費用を行政が支援することで出生率の向上が期待

され、人口増も期待できると、こういうような意見

も出させていただいたわけでございます。 

 私も２回ほど、このことにつきまして一般質問さ

せていただきましたが、町長の御答弁では実態を把

握しまして検討したいと、こういうような御答弁で

ございまして、これにつきましてはどういうふうに

お考えなのか。 

 富良野市では、今年度、１８０万円の不妊治療に

対する支援策として予算づけがされたようでござい

ます。町長の不妊治療支援に対してのお考えを

ちょっとお尋ねしたいと思います。 

 次に、９ページの時代に対応した商業モデルを築

きと、このように述べられました。これにつきまし

て、何かそのエリアとか、市街中心地区を決めて商

業モデルをつくっていかれるのか。どういった、町

長のお考え、もう少し具体的に、どのような構想を

お持ちなのか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

 その次に、１８ページの行革のところでございま

す。職員の個々の資質向上に向けた取り組み、職員

の教育、組織機構の検証を行い、また、改善に取り

組んでいくということでございますが、本当に、ま

さに今、時代は昔と違いまして人口減少時代を迎え

ておりますし、歳入につきましても減少しておりま

す。超高齢化も進んでおりますし、町の基盤の老朽

化、ハード、ソフト面、いろいろな面でも、やっぱ

り、問題もなかなか、複雑多様化する課題が非常に

多ございます。 

 そういったことで、スタッフ制も導入いたしまし

てから１７年目ぐらいになろうかと思うのですけれ

ども、定着しつつあるところもございますけれど

も、少しよどみというか、ひずみも出てきているの

ではないかと。そういうことで、組織機構の改善は

ことしの喫緊の課題だと思うのですけれども、改善

に取り組むと、このように述べられておりますの

で、ぜひ組織機構、そして、職員の方がやる気にな

れば、今、町長が描いていらっしゃる五つの暮ら

し、これも描くことができますし、また、職員の方

にやる気を起こさせるような組織体制づくり、こう

いったものが必要ではないかと。そうしますと、住

民にも火がつきますし、そういったことで、組織機

構というのは、ぜひ改革、ことしは取り組んでいた

だきたいなと、このように思う次第でございます。 

 町長につきましては以上でございます。 

 次に、教育長につきまして、３ページでございま
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す。 

 町では、いじめ防止基本方針、これも制定されま

したし、非常にいじめ対策については大変取り組ん

でいらっしゃるというところでございますけれど

も、ＳＯＳ相談窓口（仮称）、これを設置をして

と、このように述べられましたが、これはどこに、

どういった人材、相談しやすい、相談してくれるの

が大事ですけれども、どういったことを考えてい

らっしゃるか、もう少し具体的にお尋ねしたいと思

います。 

 それと、同じ３ページでございますけれども、東

中小学校でございますけれども、生徒数、将来の見

通し、存続についてはどうなのか。特認校にしまし

たから、特認校のよさというのでしょうか、特認校

になったということも知らない方も大変大勢いらっ

しゃいまして、もう少し特認校としてのよさ、そう

いったものもＰＲを兼ねて、この東中小学校の存続

に向けてどのようにお考えなのか、お尋ねしたいと

思います。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） それでは、町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １３番村上議員の御質問

に、それぞれお答えさせていただきます。 

 まず、最初にありました不妊治療についてのお尋

ねでございますが、これまで町の実態等を見ながら

対応してまいりたいということでお答えさせていた

だいてきております。 

 このたび、この不妊治療の治療費が非常に高いと

いうことでございまして、出生率を向上させようと

いうような、国あるいは北海道の思いもありまし

て、北海道において、この制度が少し、個人負担が

軽減されるというような改善策が今後講じられるこ

とになっておりますので、それとあわせて、本町に

おける、そういった希望をかなえたいというふうに

潜在している方がどういう状況にあるかと。現在の

状況を申し上げますと、上富良野町ではそういった

ことを希望されている方がいないのが実態でござい

ますが、今後そういった相談等が現場に寄せられる

ような状況があるようでしたら、町として支援がで

きるのかどうかということを少し検討させていただ

きたいというふうに思っておりますが、現時点では

北海道のほうで少し手厚い制度に変わってくるとい

うふうに聞いておりますので、そちらのほうにも期

待したいところでございます。 

 それから、次に、２点目にお尋ねのありました商

業振興法に基づきます商業モデルについてでござい

ますが、これについては、どういうようなものを構

築するかということではなくて、消費者の消費ニー

ズが大きく変わってきております。そういった中

で、現在の個店の皆さん方が、旧来型の商業経営が

依然として続いているという実態がございます。そ

ういう中で、新しい消費者ニーズに応じた商売の仕

方と申しましょうか経営の仕方、そういった時代に

マッチした商売の仕方、あるいは商売の形、そう

いったものを皆さんで知恵を出し合ってつくってい

くことを新しい商業モデルというふうに表現させて

いただいたところでございまして、それぞれの個々

の個店の皆さん方の経営改善、そしてそれが消費者

ニーズにしっかりと合うような形のものに改革して

いくということに応援を、そういうものを目指して

いこうということでございますので、御理解をいた

だきたいと存じます。 

 それから、もう１点お尋ねありました、役場の組

織機構や職員に関しますお尋ねでございます。 

 まず１点目、職員の教育に関しましては、これは

不断に取り組むことが求められております。これだ

け国や社会の仕組みが目まぐるしく変わっていく中

で、そういったものにどうやって対処していくかと

いうことを常に情報収集、さらに、それに上富良野

町としてどういうような対応をというような、ある

いは住民ニーズがどうだというようなことで常に自

分を磨いていかないと十分な住民サービスができま

せんので、職員教育については機会を捉えて、資質

が向上できるようにこれからも取り組んでいく予定

でございますし、そういった職員教育に向けたカリ

キュラムも用意しておりますので、意を持って取り

組んでまいりたいと思います。 

 一方、組織のあり方についてですが、これも同様

でございまして、やはり時代の移り変わりととも

に、その時代に合った組織というものをつくってい

かなければなりません。しかし、その一方では、や

はり最小の人数で最大の効果を出すというのも私ど

もの使命として課せられておりますので、そこをど

こでどういうふうにかみ合わせていくかということ

を、時代に乗り遅れないようにまず知っていかなけ

ればならないということは基本でございますので、

議員から御質問にありますような組織機構そのもの

のあり方についても、不断に見直しを続けてまいり

たいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 次に、教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） １３番村上議員の御質問

にお答えをいたします。 

 まず、ＳＯＳ相談窓口の具体的なものについてで

あります。 

 ＳＯＳ相談窓口の設置場所につきましては、教育

委員会内に設置をしたいと考えております。 

 また、相談できる対象者については、上富良野町
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内の小、中学生であります。 

 相談の方法でありますけれども、一つは面談して

の相談、もう一つは電話での相談を考えておりま

す。電話の相談でありますけれども、料金のかから

ないフリーアクセスという方法で電話を設置する予

定であります。 

 相談する時間帯については、８時３０分から１７

時１５分を予定しておりまして、子どもが相談相手

になる者については、学校教育アドバイザーがその

部分を行うというふうに考えております。学校教育

アドバイザーにつきましては、校長退職者を予定し

ているところではございます。 

 あと、いじめだけにかかわらず、今対象とする者

は、全ての悩みについて相談を受けていきたいとい

うふうな部分で考えております。 

 体制的な部分では通常の勤務時間を予定している

わけですけれども、国、道など２４時間体制でやっ

ているところがほかにございますので、それらの情

報提供も、こういうカード形式のもので周知しまし

て、うちでやる部分、２４時間対応する部分を改め

て子どもたちに知らせる形で、この事業を始めてい

きたいなというふうに考えております。 

 ２点目の東中小学校の将来の見通し、どれぐらい

の数の子が入ってくるのかということだと思うので

すけれども、今私が情報を得ている範囲では、ここ

１０年間ぐらいは欠学になる状況にはないというふ

うに考えているところであります。 

 また、特認校としてのＰＲでありますけれども、

十分ではないなというのは感じているところではあ

りますけれども、まず入学の健診を受ける就学時健

診のときに、東中小学校が特認校であるということ

を情報提供させていただいております。 

 また、健康相談だとか、子どもたちの小さいとき

からそういうものが必要だなと思われるようなお子

さんについては、個別に情報提供をさせていただい

ている状況にあるところであります。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 他にございませんか。 

 １番中澤良隆君。 

○１番（中澤良隆君） それでは、町長にお伺いを

いたしたいと思います。 

 まず、平成２８年度は、私は特別な年でなかろう

かなと、そんなふうに考えているところでありま

す。執行方針の中でもありましたように、明治３０

年に開拓のくわがおろされてから、平成２９年度で

１２０年を迎えると。 

 また、さらに、我が町には２度の開拓があったと

言われています。その要因となっている大正１５年

の大噴火から９０年、また、第５次総合計画も残す

ところわずか３年と、総まとめの年度になろうかと

思います。目標人口１万１,９００人に向けて、総

仕上げと次期計画への着手の年にもなろうかと思い

ます。 

 さらに、もう１点、何よりも大きいことは、人口

減少社会に向かっての総合戦略のスタートの年にも

なろうかと思います。 

 もう１点は、町長が理想を描いて上富良野町長に

就任されてから８年と、２期目の総まとめの平成２

８年度ということになろうかと思います。 

 そこで、町長はこの平成２８年度、どのような思

いで、どのようなまちづくりを、どこに最重点を置

いて進めようとしているか、お伺いをいたしたいと

思います。もちろん、執行方針の中で多岐にわたる

方向性を示されていることは承知しておりますが、

また、先日の新聞によりますと、地域産業振興、そ

れから恒久的な生活支援策、健康づくり推進が重点

であるというようなコメントも載っておりました

が、いま一度町長の重点施策について、御自身のお

考えをお聞かせいただければと思います。 

 １点、具体的にお伺いをしたいと思いますが、１

７ページになりますが、新しい事業として十勝岳ジ

オパーク構想が掲げられております。私も、人口減

少社会の中で、地域振興の観点から、交流人口がふ

えるという意味からいっても一定の評価をするとこ

ろであります。町長がお考えになっている十勝岳ジ

オパークの必要性、また、何を売りとしようとして

いるのか、どのようなことを目的に、そして認定後

の取り組み等について、お考えをお伺いしたいと思

います。 

 さらに、先日新聞でちょっと目にしましたが、大

雪山と十勝岳を柱とした世界自然遺産への取り組み

というようなことで報道が載っておりました。そう

すると、我が町が今取り組もうとしているジオパー

ク、それから世界自然遺産との関連はどのようにな

るのか、町長がお知りの点をお聞かせいただければ

と思います。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １番中澤議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、平成２８年が、ある意味、非常に意味のあ

る１年になるのではないかというような御意見でご

ざいますが、私も全く同感でございまして、非常に

４月からの新年度は、平成２９年に開基１２０年を

迎えること、あるいは平成２８年度は大正噴火から

９０年を迎えること、さまざまな意味で節目、大き

な町のターニングポイントになる年かなというふう

に非常に重く受けとめております。とりわけ長期計
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画も総合計画が３０年に終了し、６次計画に向けて

の準備も重なってくるということ、さらに、議員か

らいろいろ、人口減少に対する取り組みの充実等も

述べていただきました。全くおっしゃるとおりだと

いうふうに思っております。 

 そういった中で、私も今回、８回目の執行方針を

述べさせていただくことができました。この間、特

に町民の皆さん方と私は大きく五つの約束をさせて

いただきまして、町政運営に取り組みをさせてきて

いただいたところでございます。個々については申

し述べませんが、やはり町の活力をしっかりと高め

ていきたいと。しかも、それが実感していただける

ような町にしたいということを、まず思いを持って

取り組んできました。 

 さらには、教育あるいは福祉分野の、医療も含め

て充実をしていかなければならないということで、

それぞれが課題となっておりましたことにつきまし

て、この８年間をかけて実を結ばさせていただいて

きたものもあろうかなというふうに考えておりま

す。 

 しかし、まだまだ道半ばなものもたくさんありま

すが、とりわけこの８年間を通じて少子高齢化とい

うものが、いかに地方自治体において大きな負の要

素になっているかということを実感いたしまして、

それらが解消できるような方向に、それは一つの分

野ではなくて、町内の産業から教育、医療、福祉に

わたりまして、全ての分野でしっかりと基盤を固め

ていくことによって、それらを少しでも克服できる

ものだというふうに実感をしているところでござい

ます。 

 議員から御質問ございましたように、改めて申し

上げますが、そういった意味で、この平成２８年か

ら２９年度にかけては、非常にそういう意味で、町

民の皆さん方と真に一体感を醸成して、上富良野町

の次の世代へしっかりとバトンを渡していけるよう

な第一歩とするような取り組みを、意を新たに持っ

ているところでございます。 

 次に、ジオパーク構想についてのお尋ねがござい

ました。先ほどの町の全体像とリンクしていきます

けれども、今までの、どちらかといいますと私の受

けとめてきた印象では、それぞれが、特に産業分

野、あるいは教育も含めまして、各分野がそれぞれ

に独自性を持って事業というものを推進してきてい

たのかなと。しかし、この時代を迎えて、そういっ

たものが一体的にしっかりとつながりを持って取り

組みを進めることが町全体の底上げになると。それ

には、今回取り組みをさせていただきます十勝岳を

中心とするジオにまつわって、それらが有機的に結

びつくことによって相乗効果が生まれてくるであろ

うと。特に、ジオを実現することによって恒久的

に、産業あるいは観光分野、さらに教育分野、そう

いったことを、ジオをテーマとして大きな結びつき

ができるというふうに期待をしているところでござ

いまして、何としても、この十勝岳をもととする大

地をこれからもしっかりと生かして、まちづくりの

基盤になるような、そういう大きな力を持っている

のがジオだと思いますので、積極的に取り組みを進

めてまいりたいというふうに考えております。 

 また、お尋ねにありました大雪山の自然遺産構想

につきましては、具体的に聞き及んでいるものは私

はありません。ただ、今、中澤議員のお尋ねとつな

がるところがあるのかどうかわかりませんが、私ど

もは山ですけれども、旭川市を中心に、石狩川にか

かわりましてジオを目指しているという動きは現実

にございますので、そのあたりと私どものこの構想

とは関連が出てくるのかどうか、これは未知数でご

ざいまして、そういった動きしか私は承知していな

いところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ほかにございませんか。 

 １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 何点か質問させていただ

きます。 

 まず、第１番目の、人、地域をつくるという形の

表現がされております。今、年金あるいは給与等あ

るいは生活する上で、子育てという形の中で、非常

に税負担、あるいは介護負担や子育て負担がかかる

という状況になっています。町を見ますと、商店街

等に至っては商工振興計画にもうたわれております

が、非常に疲弊して、個店の存続そのものが危機に

瀕しているという状況になっているというふうに思

います。そういう意味では、いかに町で個店の収益

力を向上させるか、あるいは人の流れをつくって、

上富良野町の観光産業や農業をどう結びつけた、所

得向上につなげていくかということが非常に重要視

されるというふうに思いますが、この点についてど

のような対策を講じられようとしているのか、執行

方針等についてはるる細かい部分が書かれておりま

すが、まずこの点について伺っておきたいというふ

うに思います。 

 二つ目には、地域をつなぐという形の中で、今、

高齢化社会という形の中で、ひとり世帯、あるいは

夫婦世帯であったとしても、なかなかみずからも支

え切れない、あるいはダブルケアという形の中で、

若い世代も子育てしながら老人世帯を支えなければ

ならない、こういうような状況になってきておりま

す。そうしますと、これから高齢化社会という状況

の中で、地域の支援事業、あるいは地域包括ケアシ
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ステムの構築が進められてきております。そういう

中で新しい総合事業に今後介護が一部移行するとい

うことになれば、地域の持てる力、ボランティア等

の育成も含めた相乗的な体系を構築しなければ、介

護の、いわゆる高齢化社会の中での地域包括ケアシ

ステムそのものも成り立たなくなってきているとい

うふうに思います。そういう意味ではボランティア

等の育成をどのように進められようとしているの

か、現在の組織体制では十分機能していないという

ふうに感じられますので、今後どのように対応され

ようとしているのかお伺いいたします。 

 次に、今、多くの方々が入所できない、あるいは

介護施設においても十分な対応ができないという形

の中で、近隣の町村に入所せざるを得ないという状

況が上富良野町にも見受けられております。町はな

かなか、特別養護老人ホーム等の増床等について

は、介護計画の中にもその位置づけをされないとい

う状況があります。 

 今、多くの人たちはみずから、高齢の中で、やは

り介護できないという状況であれば、必ずどこかの

施設に入所しなければならない、あるいは２４時間

体制の中で在宅というのであれば、それを整えるよ

うな体制づくりをしなければならないにもかかわら

ず、まだそういったものがきちんと構築されていな

いということは、上富良野町で長く住みたい、安心

して住みたいという人たちにとっては非常に不幸な

ことでありますから、この点、行政としてもしっか

り組み立てる必要があるというふうに考えておりま

すが、今後、この点についてどのようにお考えなの

か、お伺いいたします。 

 次に、子育ての問題についてお伺いいたします。 

 今、国においては、新子育てシステムという形の

中で、保育料等の、低所得者等についての無料化、

あるいは段階的な減額措置がとられようとしており

ます。しかし、子どもが１人の場合は、こういう場

合の恩恵にあずからないというような矛盾も一方で

出てきております。また一方で、所得制限があれ

ば、当然、それ以外の方については、その恩恵も

やっぱり受けられないという形になる可能性があり

ます。 

 そこで、やはり町としても、こういうものを抜本

的に解決するためにも、当然、国から来る補助制度

を使いながら、あるいは浮いた財源でこういう人た

ちの保育料の無料化、軽減策を一方でやる必要があ

るというふうに思いますが、この点どのようにお考

えなのかお伺いいたします。 

 また、子育てという点では非常にお金がかかりま

すので、医療費の無料化も中学校まで拡大するなど

具体的な対策が必要だというふうに思いますので、

この点についてお伺いいたします。 

 次に、農業政策の問題についてお伺いいたしま

す。 

 何といっても、農業は後継者が育つという形で今

回新たな担い手対策等の事業も展開されているとい

うことは十分承知でありますが、しかし、今後やは

り上富良野町が農業で生き残るとすれば、一定の産

地化形成等も当然必要になってくるのではないかな

というふうに思います。今回は収益向上作物の補助

制度等もありますが、果たしてこれで十分なのかと

いう疑問も抱かざるを得ないという状況があります

ので、そういったものも含めて、農協と協力しなが

ら、上富良野町の農業の産地化形成や所得倍増につ

ながるような、そういう政策をやっぱり打っていく

必要があるというふうに思いますが、その点、町長

はどのようにお考えなのかお伺いいたします。 

 次に、雇用の創出の問題では、新規事業等を通じ

て雇用の創出を図るということも含めてうたわれて

おります。一方で、大事だと思うのは、新たな、い

わゆるこの上富良野町で、やはり仕事につきたいと

いう方もいらっしゃいます。そうしますと、それに

やっぱり弾みをつけるような政策があってしかるべ

きだというふうに思います。例えばＡという人がＢ

という会社に勤めた。その場合、雇用を促進するた

めの雇用支援金制度を設けるなど具体的な対策の中

で雇用を高める、そして地域に人を呼び寄せるとい

うような抜本的な対策が今必要になってきているの

ではないかなというふうに思いますので、こういう

対策をとる必要があるのではないかというふうに思

います。 

 次に、商工振興の問題では、今、商工振興計画の

中で、先ほども答弁されましたが、時代に合った、

そういったニーズに合った商業、あるいは販売網の

拡大ということが必要だということであります。こ

のアンケートの中にも非常に重要な問題が書かれて

あります。後継者がいないという問題から含めて、

購買力が高まらないから収益力も上がらないという

状況になりますから、やっぱりそういうものを具体

的に下支えすると。やはり、これからまだまだ出て

くるのだろうと思いますが、同様に、やはり上富良

野町の商工振興計画を高めるための具体的な情報も

含めて、時代に似合った販路の拡大やニーズの拡大

ということが大事だと思いますが、改めて確認しま

す。 

 それと、移住定住政策についてお伺いいたしま

す。 

 今、移住定住という形で非常に、お金の問題にな

りますが、やはり２年間限定でおためし住宅に入り

ます。それ以外は、みずから探して、仕事も探し
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て、やはり定住したいという人は上富良野に定住し

なければなりませんが、しかし、そこでやはり就職

支援のあり方だとか、上富良野町に住もうとした

ら、限定的ではあるけれども家賃補助をして、そう

いう人たちを支援する、あるいは連絡協議会等を通

じて、そういう人たちの意向を踏まえた支援策を具

体的に支援していくという具体的な対策がない限り

は、これは非常に成功しないものだと思いますが、

この点お伺いいたします。 

 次に、人事評価の問題では、行政というのはサー

ビス業というわけでもありませんし、それをもって

事業を行ったからＡという人はすばらしいのだとい

うものではないと思うのです、私は。そうすると、

この人事評価制度によって評価されなかった場合、

何を基準として評価しようとしているのか。これは

非常に大切な問題で、評価されなかったら、あなた

は首ですよというわけにもいかないでしょう。人事

降格になるのか給与減額になるかわかりませんが、

そういうものも含めて、私はこういう制度はいかが

なものかなというふうに思いますので、改めてこの

点をお伺いいたします。 

 次に、教育の問題になりますが、９０周年を踏ま

えた記念誌の発行等がなされようとしています。

今、上富良野町、非常に、三浦綾子の記念文学とい

う形の中で、泥流地帯や、ここにも書いてあります

が、非常にゆかりがあるという形であります。今、

上富良野町には読書感想文コンクール等があるかと

いうふうに思いますが、私は三浦綾子を記念して

やっぱり文学賞をつくって、対外からも呼び寄せ

て、町の文化を高めるというような抜本的な対策

を、従来に踏みとどまるのではなくて、そういうこ

とをやりながら、いろいろと地域とのつながりを結

びつけていくというのも非常に大切だというふうに

思いますので、この点。 

 あと、保護者負担の軽減の問題では、確かに就学

援助等がありますが、しかし、多くのお父さん、お

母さん方から聞いても、部活動、またはそれ以外の

費用等がかさむという状況の中で、やはり中学校等

の指定ジャージの無償化など具体的な、就学援助を

やっているからそれで終わりというのではなくて、

そういった対策もしながら、貧困対策も含めた対策

も必要だというふうに思いますが、この点について

お伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 昼食休憩に入ります。 

 答弁のほうは、午後１時から再開したいと思いま

す。 

────────────────── 

午前１１時５４分 休憩 

午後 １時００分 再開 

────────────────── 

○議長（西村昭教君） 午前中に引き続き、会議を

再開したいと思います。 

 午前中の米沢君の質問に対して答弁をいたさせま

す。 

 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の午前中に

いただきました質問につきまして、お答えさせてい

ただきたいと思います。 

 まず、最初にお尋ねいただきました商業振興、あ

るいは観光振興等に関しまして、人の流れが生まれ

るような政策展開をということでございます。 

 おっしゃるとおりでございます。私といたしまし

ても、今回４月から新たにスタートいたします商業

振興計画が、まず大きな一つの力になるものと考え

ておりまして、この振興計画を策定する段階におき

まして、意向調査あるいはアンケート調査等を実施

した中から、非常に課題が抽出されておりますの

で、そういったことに対しましてしっかりと取り組

むことによって、新しい人の流れ、あるいは商業観

光の活性化につながっていくものというふうに考え

ておりますので、そういった取り組みをしっかりと

行ってまいりたいというふうに考えております。 

 次に、高齢化社会に対応いたします、特に地域包

括ケアシステム等についてのお尋ねかなと、あるい

は、それに伴いますボランティア等の活動について

の考え方についてのお尋ねかなというふうに理解し

ておりますが、地域包括ケアシステムに伴います総

合事業が２９年から動き出すわけでございますが、

それらに伴いまして、ボランティア活動というもの

は私どもといたしましても大変重要な役割を担って

いただけるものというふうに位置づけしておりまし

て、そういったことを前提に置きまして、町から社

会福祉協議会職員を派遣するなど、そういったボラ

ンティアセンターの充実等もあわせて、特に総合事

業の中でボランティアの位置づけ、そしてボラン

ティアの皆さん方がそういった取り組みを積極的に

していただけるような仕組みづくりを、これからも

社会福祉協議会と力を合わせて取り組んでまいろう

というふうに考えているところでございます。 

 それから、次に、高齢者介護にかかわります介護

施設等についての考え方もお尋ねいただきました。 

 介護施設等の充実・整備につきましては、現在町

内の施設で療養されている方、あるいは他の市町村

の施設で御利用いただいている方などさまざまでご

ざいますが、その全ての施設サービスを提供できる

ような提供体系が上富良野町の一自治体で全てを賄

えるかということは、これは非常に課題もあるわけ

でございまして、このような、なるべく近いところ
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で介護を受けるということは当然望ましい姿であり

ますが、極力そういった形ができるような配慮をし

ながら、広域的な取り組みも一方では必要だという

ふうに考えております。 

 そういうことで、これからも対応してまいります

が、さらに、２４時間介護ということもこれから大

きな課題になってくるかと思いますが、そういった

ことも含めて、この施設介護とあわせて、とりわけ

介護難民等が絶対起きないような、そういうことに

配慮して介護事業を進めてまいりたいというふうに

考えているところでございます。 

 また、それらの具体的な取り組みにつきまして

は、第６期の高齢者保健福祉計画あるいは介護保険

の事業計画に基づきまして、現在事業を進めさせて

いただいているところでございます。 

 次に、子育て支援につきましてのお尋ねがござい

ました。保育料あるいは医療費等の無償化を含めた

サービス向上を図ってはというようなお尋ねでござ

いますが、そういうような姿が構築できることは、

理想といたしましては理解できるところでございま

すが、しかし、子育てのみならず、自治体といたし

ましては、全ての分野において町民の皆さんが等し

く公平にまちづくりを担っていただくということも

一方では必要でございますので、保育料、医療費等

の負担のあり方につきましては、負担能力のある方

については応分の負担をお願いし、あるいは非常に

困難であるという方に対しては、むしろ手厚くしっ

かりとサポートしていくということに配慮していく

べきだというふうに考えているところでございま

す。 

 それから、農業振興について、産地化を図るとい

う部分について、所得向上につながるのかというよ

うなお尋ねかと思いますが、農業分野については非

常に政策幅が広い分野でございまして、産地形成だ

けが全てを解決してくれるというものでもございま

せんので、既存の作物の作付体系等も含めて、しっ

かりした経営基盤をつくるということが体質強化に

つながってまいりますので、これは広い視野を少し

持って、その中でこの富良野盆地に特化した新たな

特産物等ができればそれにこしたことはありません

ので、そういう意味で産地化も視野に入れて農業振

興を図ってまいりたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

 それから、雇用対策についてもお尋ねがございま

した。 

 若い人たちがこの町で修学を終えて、そしてこの

町でずっと働いていただけるような町にすること

は、これは絶対果たさなければならない私どもに与

えられた重要な課題でございます。 

 現在、そういったまちづくりに向けていろいろ方

策を講じているところでございますが、新規開業事

業、あるいは新たな分野への進出など、さまざま対

策を講じておりますが、一方で雇用のミスマッチも

かなり起きているという実態もお聞きしておりまし

て、執行方針でも申し上げましたけれども、そう

いったミスマッチを解消することによって、また雇

用が改善されるという期待も持てますので、あわせ

て取り組んでまいりたいというふうに考えていると

ころでございます。 

 それから、次に、商業振興におきます後継者対

策、あるいは商品の販路拡大、これらにつきまして

も、先ほどの商業振興計画に伴います説明のお答え

と重複いたしますけれども、そういう商業振興を図

ることの一環として、販路の開拓、あるいは商品の

開発、そういったものは避けて通れないところでご

ざいますので、今回の調査、あるいはアンケート等

によって浮かんでまいりました課題に対応すること

によって、そういったところにも結びついていくも

のだというふうに考えているところでございます。 

 それから、移住定住についてのお尋ねがございま

した。 

 移住定住につきましては、非常に重要な施策であ

ることは申すまでもございません。１人でも多くの

移住者が定住してくれることが望ましいわけでござ

いますが、まず、その根っこにあるのは、私ども協

議会でもいつも共有しておりますが、やはり多くの

全国の皆様方に上富良野というところに対しての魅

力を感じていただける、あるいは定住してみたい、

移住してみたいというような思いを持っていただけ

るようなまちづくりを大いに進めようということで

共有させていただいているところでございまして、

そういった部分で、定住移住の策そのものも含めま

して、魅力あるまちづくりを図っていくことが重要

というふうに考えているところでございます。 

 それから、最後にお尋ねのありました人事評価に

ついてでございますが、人事評価につきましては、

この４月から町も試行的に取り組みをさせていただ

く予定としているところでございます。 

 評価方法についてもさまざまな方法が提起されて

おりまして、どういう方法が上富良野町にフィット

するのかというようなことは、これから研究をして

いくわけでございますが、こういった人事評価の効

果につきましては、私は、こういった人事評価を通

じて、まず自分がどういうような状況にあるのか、

自分を見直す大きな一つのツールにもなるかなとい

うふうに思っております。そして、ひいては組織全

体のスキルが上がることにもつながっていくという

ふうに考えておりますので、これをどのように生か
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していくかということについては、２８年度に入っ

ての試行からいろいろ探ってまいりたいというふう

に考えております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） １１番米沢議員の２点の

御質問にお答えをしたいと思います。 

 まず最初に、三浦綾子さんの関係の御質問であり

ますけれども、基本的に、地域において文化を高め

るということは私も同じ思いであります。町民憲章

の中に、文化を高め豊かな郷土をつくりましょうと

いう１章があります。まさしく教育委員会で目指し

ているものも、このものであります。 

 三浦綾子さんの泥流地帯、続泥流地帯につきまし

ては、地域資源だというふうに考えております。教

育と関連する部分で言えば、今、ふるさと教育、ふ

るさと学習ということが言われております。その中

で、しっかりと地元の一つの資源として、こういう

泥流地帯、続泥流地帯がつくられているということ

をしっかり子どもたちに教育していく必要があるな

というふうに考えております。 

 具体的に、三浦綾子さんの文学賞というのは三浦

綾子文学館で、小説、いわゆる芥川賞だとか、そう

いうレベルの賞であります。地元の町でそれらのこ

とができるかというと、なかなか難しいなというふ

うに考えているところであります。 

 ２点目の学校における保護者負担の軽減について

であります。 

 執行方針の中にも述べさせていただいたとおり、

保護者の負担軽減については引き続きさまざまな検

討を重ねてまいりたいと思いますし、具体的に、２

７年度においても、クラブ活動における練習試合だ

とか試合に行くときのバスの支援を行うなど負担軽

減に努めておりますので、これについても御理解を

いただきたいと思います。 

 以上であります。 

○議長（西村昭教君） ほかに質問は。 

 ６番金子益三君。 

○６番（金子益三君） 何点かお伺いしたいと思い

ます。 

 まず１点目、力強い上富良野町の産業形成という

ことで、観光にしかり全ての土台となっているの

は、十勝岳を中心とした上富良野町の基幹産業、農

業が織りなす景観というものが、やはり上富良野最

大の魅力であると思います。しかし、その最大の魅

力でもある農地、また農業というところが今は非常

に、骨太な農業から若干その先行きが不透明な農業

に変わっていっているのが現状であり、町長も何度

もおっしゃっているように、道の試算の中で、向こ

う１０年で約半数以下に農業戸数が減っていってし

まうという中で、やはり１０年先を見据えて、今か

ら新規の就業者であったり、また現在の担い手で

あったり、そういったところを育てていく方策とい

うのが、やはり今非常に望まれるというふうに考え

ます。そのことによって、町のさまざまな観光イベ

ント、そして地産地消につながっていくものという

ものが全て守られていくというふうに考えておりま

すので、まず１点、力強い農業政策に向けた今後の

取り組みについてということをお伺いしたいと思い

ます。 

 次に、それにかかわることでございますが、現

在、上富良野町においては、上富良野でとれた、い

わゆる地産地消のものが、非常に狭域なところでし

か、地域住民、また沿線の観光客を含めた人たちが

購買する機会というものが限られております。ぜ

ひ、１５ページにもありますように、産業間が連携

を図って、食料生産力、心豊かな人材等を交流でき

る、そういった基地の研究というものをされており

ますが、具体的に、これらについてどのような町長

の施策を２８年度に行うかをまずお伺いしたいと思

います。 

 次に、健康づくり推進の町についてでございます

が、確かに、特定健診、また健康指導については道

内でトップクラスの数字を誇っておりますし、いわ

ゆるデータヘルス計画に基づきまして、ＣＫＤ

等々、それからアルブミン尿検査、専門的な、こう

いう予防についての方策ということは一定の評価を

いたしますが、本来の健康づくりというものであれ

ば、予防医療ももちろん大切であります。それから

適切な治療というものも当然必要となりますが、そ

のベースとなります、そもそもの体力というものを

つけていくに当たって、保健福祉課のみならず、

もっと幅広い、例えば教育委員会、それから町民生

活課、さまざまな課が横断的に連携を図って、平素

の生活、それから運動、そのようなものを包括的

に、町の住民の健康の基礎づくりをするようなもの

が望ましいと考えますが、健康づくり推進の町にふ

さわしい取り組みが行われないのかということでお

伺いをさせていただきます。 

 次に、２８年度の予算執行に当たって、先立つも

のといいましょうか、やはり歳入というものが一番

大きくなってまいります。前段にありましたよう

に、都会においては税収が伸びていると。その一方

で、地方においては地方交付税がそのためによって

減収するという中において、１９ページにも出され

ておりますふるさと納税の活用というのは非常に有

効なものだというふうに我々も考えております。 

 この間、なかなか町長の思いというものが、制度
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のあり方と、それから現状とミスマッチをしながら

いっているということでございましたが、このたび

の執行方針においては、本質はずれないまでも、こ

れが産業的に何か地域振興になり、多角的になると

いうことで検討していくというふうにうたわれてお

りますが、やはりこういったものは、本当に地方の

税収が下がる中、上富良野町においては、上富良野

町を巣立っていったという言い方はちょっと失礼で

すが、上富良野町を愛して全国で働いていらっしゃ

るという方がほかの自治体に比べて非常に多い特性

を持っておりますので、ぜひこの上富良野町で経験

されたすばらしい地域資源というものを、また地方

でも活用、もしくは礼品としてもらえるような仕組

みというものも、非常に、私はあってもいいのかな

というふうにも考えます。 

 現在、やはりその仕組みが、なかなか上富良野町

においてはできない仕組みになっておりますが、や

はりこういうものは、やる気のある団体ですとかや

る気のある組織と一緒になって、町が指導しながら

いち早く取り組むべきと考えてますが、まずその辺

についてお伺いをさせていただきます。 

 続いて、教育長に執行方針で聞きたいのですが、

この間、上富良野町の児童生徒のためのさまざまな

ハード、また心のケアに取り組んでいることに対し

ては非常に評価をいたします。しかし、１点私が非

常に気になるのは、やはり学校というのは教育の場

だというふうに考えております。特に小学校におい

て、全国レベルよりも若干、学力テストにおいて低

いことが数値としてあらわれております。やはり教

育は国家百年の計でありますし、子どもたちにとっ

て、せっかくすばらしい教育環境になっているので

あれば、やはりここはもう少し踏み入れて、学力の

向上というものをかみふらのっ子の児童生徒にしっ

かりと、子どものうちから勉強する癖、そして勉強

の楽しさ、学ぶ喜びというものを植えつける必要が

あると思いますが、その点、どのように行われるか

だけお伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ６番金子議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、農業の振興策についてのお尋ねがございま

した。やはり町の一番重要な基幹産業であります農

業でございますので、これらにつきましては、私は

何度も申し上げておりますが、職業として、ちょっ

と過度に申し上げますが、やっぱり格好いい職業に

なっていくことが、まずあるべき、ましてやこれか

らの若い人たちが継ぐ職業として考えた場合には、

まず経営の安定とあわせて格好いい職業になるべき

だというふうに意識しておりまして、なるべく格好

よさと経営の安定化が両立できるような、そして、

もう一つ私が非常に意識しておりますのは、必ずし

も大規模でなければだめだというものではなくて、

さまざまな経営の類型がありますので、そういった

こともぜひ、我々のほうから背中を押してあげられ

るような環境をつくって、そして多くの方が、新規

就農者も含めまして、農家の後継者のみならず新た

な就農希望者も魅力を持って来ていただけるよう

な、そういう農業の環境を、やはりこのすばらしい

景観ともども生かしながら農業振興を進めてまいり

たいというふうに考えているところでございます。 

 次に、健康づくりについての御質問でございまし

たが、おっしゃるとおりでございまして、予防医療

だとか、あるいはいろいろな、そういった医療的な

分野のサポートだけではなくて、やはり、まず基

礎、体づくりが根っこにあるわけですから、教育委

員会等の事業と連携しながら、特に私非常に誇りを

感じているのですが、毎年、体育協会の集まりなん

かも参加していただきますけれども、これだけウイ

ングが広い、層の厚いスポーツ人口を持っていると

ころはそうないのではないかなというふうに思いま

して、そういうような取り組み、あるいは子どもた

ち、あるいは後継者のスポーツ振興もそうですが、

そういったこと、また、最近は自転車、サイクルス

ポーツなども普及してきておりますので、そういっ

たところも予防だとかということと同じく力を注ぐ

べきだというふうに考えておりますので、トータル

で健康づくりというものを進めてまいりたいと考え

ております。 

 それから……私、一つ飛ばしましたかね。済みま

せん。その前に御質問いただいた地産地消ですね。 

 地産地消については、残念ながら、議員が御心配

のように、せっかくすばらしいものがここでとれて

いながら、なかなか消費者の皆さん方にそれが行き

渡っていないと、あるいは求める機会もなかなかな

いというのも実態でございます。今回の執行方針の

中でも少し触れさせていただきましたけれども、そ

ういったことにも寄与できるような、そして町民が

本当に希望を持って活動できるような、非常に欲張

りですけれども、多機能なそういう施設を整備する

ことによって、今御質問にあったような部分も含め

て、町のにぎわいも取り戻し、そして観光振興、あ

るいは産業振興にもつながるような、そういうもの

があってもいいのではないかなというふうに考えて

おりますので、その中で、また対応させていただき

たいというふうに思います。 

 健康づくりを先にお答えさせていただきまして、

申しわけございません。 

 それから、もう１点、ふるさと納税について御質
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問いただきました。非常に、私も自分の中で葛藤し

ている部分もありますが、議員が御理解いただいて

おりますふるさと納税そのものの本質については、

私はこれは踏み外すべきではないというふうに考え

ているところでございます。やはり、こういった返

礼品を伴わないふるさと納税というものが本来のあ

るべき納税の姿だと。 

 しかし、一方では寄附制度という現状もございま

す。では、その寄附制度をどういうふうにこれから

活用していくかということにつきましては、申し上

げましたように、本質を納税制度、あるいは、同じ

寄附行為でありましても、町内の皆さん方、あるい

は町内にゆかりのある皆さん方に、現在の制度の中

で非常に温かい御厚志を寄せていただいておりま

す。そういった方との整合性もありますし、一方で

は、この制度をしっかりと、本質を踏まえた中で活

用することによって、上富良野の基礎力を強くでき

るような要素がそれから展開できるとしたら、これ

は否定するものでもありませんし、多くの皆さん方

から知恵をいただきながら、制度として設けられる

ものであれば、それは検討してまいる必要があると

考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 次に、教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ６番金子議員の学力向上

についての御質問にお答えをさせていただきます。 

 学力につきましては、議員からお話があったよう

に、特に重要な項目だということで、就任して以来

ずっとここに力を入れて対応している状況でありま

す。残念ながら、小学校においては、その成果が十

分でないというのは御指摘のとおりでありまして、

それに向けて、一方、中学校については、全国平均

を上回るのが３年続いているという状況でありま

す。 

 子どもたちの持っている能力は、中学校へ行って

一気に開花するわけではありません。小学校におい

ても、能力が当然あるからこそ中学校へ行ってその

形が残るのかなということで考えております。た

だ、基本的な部分がしっかり小学校においてなされ

ていると、できているからこそ中学校へ行ってもそ

の力を発揮できるのかなという、一方でそういう見

方もできるのかなと思っております。 

 小学校で全国平均を上回るという部分に対しての

努力は、今、いろいろいな学校といろいろな協議を

しまして、長期休業中に補習的なものを、現実にこ

としの冬休みから開始したり、宿題の絶対量をふや

すとか、あとチャレンジテストを確実に行う等々、

それにまた、先生方には先進地に行って研修をして

もらうということを重ねてまいりました。約束はで

きません。来年はきっとと言うことはできませんけ

れども、そういう努力を続けていくことによって、

きっとこの目的は果たせるというふうに考えており

ますので、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） ほかに質問ございません

か。 

 ５番今村辰義君。 

○５番（今村辰義君） 町長に何点か。 

 １１ページの橋梁の修繕でございますけれども、

新たに道路法の改正に伴って、来年度は４０の橋を

目視点検するということでございます。当面修繕し

なくてもいい、あるいは、修繕しなくてもいいけれ

ども、大丈夫だけれども修繕したほうがいいだろう

と、あるいは直ちに修繕しなければいけないという

ような目視点検だったと記憶しておりますが、そう

いった点検結果に基づいて、今後どのような対策を

講じていかれるのか。あるいは、年に４０ほど目視

点検するのであれば、どれぐらいかかるのか。当

然、優先順位をつけてやっていると思いますけれど

も、そこをお伺いしたい。 

 それと、橋梁の修繕というのは、我が町は自衛隊

と共存共栄を図っているので防衛に関しても関心が

ある町でございますので、橋を直すには、私は防衛

を考えた強度の橋をつくっていくべきだと思ってい

るのですが、その点について、橋についてお伺いし

たいと思います。 

 あと、同僚も聞かれたのですけれども、人事評価

の件について、課長等の評価をやるということでご

ざいますけれども、どのような評価をして、どのよ

うに反映するのかという話になると思うのですよ

ね。私は、各課の長を評価すると、後がないと思う

のです。やはり、各課の部下を評価するべきではな

いかなという観点を持っております。どのような評

価をしていくために管理職である課長等をやるの

か、もう一度お聞きしたいと思います。 

 それと、ふるさと納税も同僚議員が聞かれたので

すけれども、日本というのは古来から、町長も同意

をしているというところのお話でございますけれど

も、見返りの文化というのですか、神社であろうが

お寺であろうが、金一封を出したら張り出しますよ

ね、いろいろ。あれは部屋をつくったら、何年会

の、辰年会がつくったとかとやりますよね。あれは

見返りの文化だそうです。寄附をして、そのままで

は日本人はないらしいです。見返りを求める文化が

日本人だそうです。そういった意味を考えると、納

税に対して見返りというものを考えてもいいのでは

ないかなというふうに思っていますが、もう一度考

えていただきたいなと。 

 以上でございます。 
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○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○議長（西村昭教君） ５番今村議員の御質問にお

答えさせていただきたいます。 

 まず、橋梁点検についての御質問でございます

が、実は２８年度は４０橋、近接目視点検をする予

定でございます。町には橋が１２０橋ございます

が、そのうちまず４０橋ということで、今までは遠

くから見て点検をしていたのですが、国のほうで近

くで見なさいということで方針が示されまして、そ

れに基づいて点検するわけですが、町ではその１２

０橋を、ランクを現在つけております。建設年度だ

とか使用頻度だとか機能だとか、そういったことで

ランクをつけておりまして、その中から目視の点検

の優先度が高いものをまず４０橋ということで、１

年に４０橋ずつ行います。必要のないものもありま

すので、大体２カ年ぐらいで点検は終わるのかなと

いうふうに思っております。 

 その中から、２８年度は３橋、実際改修をいたし

ます。それは国の制度の中で対応してまいりますけ

れども、橋の強度、そういったものについては、今

村議員がお尋ねの意味は私も十分理解できます。し

かしながら、全く１００％町の単独事業でかけるよ

うな橋ですと、町の思いでここは強い橋をつくろ

う、ここは簡易な橋でいいということはできるので

しょうが、ほとんどの橋というものは１００％国な

り道の事業の中でかけさせていただいているところ

でございまして、そういう中には、今、今村議員の

御意見にあったような配慮というものは、恐らく可

能性としてはないというふうに理解しておりまし

て、防衛省のほうで、ここは演習場へ通う、そうい

う必要な道路だということで位置づけられれば別で

すけれども、主要な道路を全てそういったことに対

応できるような配慮というのは非常に困難かという

ふうに考えているところでございます。 

 それから、人事評価についてですが、まず、国と

しましては、私どもに国の指導として伝わってきて

おりますのは、究極的には全職員を人事評価しなさ

いということで、国においてはもう既にスタートし

ております。ただ、なかなか、国のように全国津々

浦々にまで国家公務員が配置されている中での評価

というのは、これはまたあるでしょうけれども、こ

ういう非常に狭い範囲での評価になりますので、ま

ず２８年度から、管理職の皆さんがそれぞれ評価を

するとしたら、どういうふうなものが出てくるかと

いうことをまず少し試行させていただこうというこ

とで今取り組むわけでございまして、その結果が非

常に実態と違うと、あるいは全体のスキルアップに

ならないというようなことでしたらまた見直します

けれども、とりあえず、どういうものが出てくる

か、ちょっと想像できていませんので、少しそう

いったものが見えてから、また皆さん方に情報を出

していきたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。（発言する者あり） 

 済みません、ふるさと納税がございました。議員

から、何か見返りの文化ですか、そういったものが

風土としてあるのだということで伺いました。それ

も一方ではあるのかなというふうに思いますが、金

子議員にも申し上げましたけれども、これが往々に

して寄付額を、私、非常になじまないのは、寄附の

金額を競い合う、あるいはそれが他と比べられると

いうような、そういうようなことが非常に今メディ

アを通じて過度に報道されているような印象を受け

ております。やはりもう少し、本当に上富良野とい

うものに思いを寄せてくれて、その返礼品の多寡で

はないと。要するに、上富良野に寄附をしたという

ことに充実感を感じていただけるというような方

が、協力をいただけるような仕組みがつくれるもの

であれば、これは検討をする価値のあるものだとい

うふうに考えておりますが、なかなか、その辺の折

り合いをどこでつけるか、悩ましいところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） ないようですので、これを

もって質疑を終了いたします。 

────────────────── 

◎予算特別委員会の設置について 

○議長（西村昭教君） お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第１号から議

案第９号までの９件につきましては、なお十分な審

議を要するものと思われますので、この際、議長を

除く１３名の委員をもって構成する予算特別委員会

を設置し、これに付託の上、審査することにいたし

たいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号から議案第９号までの以上９

件につきましては、議長を除く１３名の委員をもっ

て構成する予算特別委員会を設置し、これに付託の

上、審査することに決しました。 

────────────────── 

◎休 会 の 議 決             

○議長（西村昭教君） お諮りいたします。 

 議事の都合により、３月３日から７日までの５日

間を休会といたしたいと思います。これに御異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、３月３日から７日までの５日間を休会と

することに決しました。 

────────────────── 

◎散 会 宣 告             

○議長（西村昭教君） 以上で、本日の日程は全部

終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午後 １時３６分 散会 
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○議事日程（第３号） 

第 １ 会議録署名議員の指名について 

第 ２ 町の一般行政について質問 

─────────────────────────────────────────────── 

○出席議員（１４名） 

      １番  中 澤 良 隆 君      ２番  岡 本 康 裕 君 

      ３番  佐 川 典 子 君      ４番  長谷川 徳 行 君 

      ５番  今 村 辰 義 君      ６番  金 子 益 三 君 

      ７番  北 條 隆 男 君      ８番  竹 山 正 一 君 

      ９番  荒 生 博 一 君     １０番  髙 松 克 年 君 

     １１番  米 沢 義 英 君     １２番  中 瀬   実 君 

     １３番  村 上 和 子 君     １４番  西 村 昭 教 君 

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席議員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

 町 長         向 山 富 夫 君     副 町 長         田 中 利 幸 君 

 教 育 長         服 部 久 和 君     代表監査委員         米 田 末 範 君 

 教育委員会委員長         菅 野 博 和 君     農業委員会会長  青 地   修 君 

 会 計 管 理 者         藤 田 敏 明 君     総 務 課 長         石 田 昭 彦 君 

 産業振興課長         辻     剛 君     保健福祉課長         北 川 和 宏 君 

 健康づくり担当課長         杉 原 直 美 君     町民生活課長         鈴 木 真 弓 君 

 建設水道課長         佐 藤   清 君     農業委員会事務局長         北 越 克 彦 君 

 教育振興課長         野 﨑 孝 信 君     ラベンダーハイツ所長         大 石 輝 男 君 

 町立病院事務長  山 川   護 君 

─────────────────────────────────────────────── 

○議会事務局出席職員 

 局 長         林   敬 永 君     次 長         佐 藤 雅 喜 君          

 主 事         新 井 沙 季 君 
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午前 ９時００分 開議  

（出席議員 １４名） 

────────────────── 

◎開 議 宣 告             

○議長（西村昭教君） 御出席、まことに御苦労に

存じます。 

 ただいまの出席議員は１４名でございます。 

 これより、平成２８年第１回上富良野町議会定例

会３日目を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

────────────────── 

◎諸 般 の 報 告             

○議長（西村昭教君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（林 敬永君） 御報告申し上げます。 

 町の一般行政につきまして、北條隆男議員外５名

の議員から一般質問の通告がありました。 

 ２月２４日に議会運営委員会を開催し、一般質問

の日程を決めてございます。質問の順序につきまし

ては、先例により、通告を受理した順となってお

り、質問の要旨は、本日配付したとおりでございま

す。 

 以上であります。 

○議長（西村昭教君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（西村昭教君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、 

     ５番 今 村 辰 義 君 

     ６番 金 子 益 三 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第２ 町の一般行政について質問 

○議長（西村昭教君） 日程第２ 町の一般行政に

ついて質問を行います。 

 質問の通告がありますので、順次、発言を許しま

す。 

 初めに、７番北條隆男君。 

○７番（北條隆男君） 私は、さきに通告してあり

ます１項目について、町長に質問いたします。 

 公共施設や街路灯照明のＬＥＤ化について、現

在、我が町が所有している施設や街路灯の大半は、

照明器具がＬＥＤ化されていない。東日本大震災以

降言われている節電や、国が推し進めている地球温

暖化対策（ＣＯ２排出削減）などの省エネが叫ば

れ、企業の建物や工場、一般家庭にも多くＬＥＤ化

が普及している。 

 公共施設や街路灯は電力を多く消費するため、地

方自治体が率先してＬＥＤ照明に切りかえなければ

ならないと思います。省エネの面からも、エネル

ギー対策の面からも、一定の効果があると思いま

す。 

 町として、施設や街路灯の全面ＬＥＤ照明に切り

かえる考えはあるのか、町長の考えを伺います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） おはようございます。 

 ７番北條議員の公共施設等の照明機器のＬＥＤ化

に関する御質問にお答えさせていただきます。 

 ＬＥＤ化は、議員御発言のとおり、消費電力を大

幅に削減できることから、直接的には電気料金の削

減が期待でき、さらに地球温暖化対策に寄与するも

のであり、国においても、その推進に力を入れてい

るところであります。 

 町では、町政運営実践プラン２７の中で、公共施

設の省エネ対策の研究と推進を取り組み項目として

おりまして、将来的には、ＬＥＤ化の方向で進めて

いくことが重要であると認識しているところでござ

います。 

 これまでの町の公共施設等のＬＥＤ化への対応状

況についてでありますが、昨年完成いたしました上

富良野小学校と現在改築中の上富良野中学校におき

ましては、共用スペースや外壁灯などについてＬＥ

Ｄ照明を採用しましたが、各教室などの照明は初期

費用が大きくなることから、Ｈｆ蛍光灯を採用した

ところであります。 

 次に、街路灯などについてでありますが、各住民

会で設置、管理をいただいております生活安全灯に

つきましては、平成２３年度から平成２５年度まで

実施いたしました補助事業を活用いただき、９６７

灯のうち８２６灯がＬＥＤ照明に更新されておりま

すが、町が管理しております４５７灯の街路灯につ

きましては、多額の取りかえ費用を要しますことか

ら、既存の水銀灯、ナトリウム灯を使用している状

況にあります。 

 ＬＥＤ照明機器につきましては、技術的に日々進

歩しており、価格も従前に比べると安価になってき

ているところでありますが、まだ切りかえに当たり

ましては、それに伴う初期投資や後年度の維持経費

等において、早期にＬＥＤ化することが優位との判

断には至っていない状況であります。 

 このような中で、常時照明を必要といたします施

設や街路灯のうち、寿命の短い水銀灯などはＬＥＤ
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化していくことが必要と理解しているところであり

ますので、連続灯としての照度確保や他の街路灯と

の配置バランス、また施設関係にありましては、今

後の改修計画時にあわせ、財源確保を含め、研究、

検討してまいりたいと考えておりますので、御理解

を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） 再質問ございますか。 

 ７番北條隆男君。 

○７番（北條隆男君） 将来においてはＬＥＤ化を

進めたいということですが、今の公共施設内の蛍光

灯に関しては、取りかえがまだ全然なされていない

と思いますので、その辺をＬＥＤ化にすれば、２５

年から２６年に対しても電気料が１０％上がってい

るのです。２６年から２７年でも１０％上がってい

ます。ここを何とかしなければ財政が大変になると

思うので、その辺はどういうふうに考えています

か。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ７番北條議員からのＬＥＤ

化についての再質問でございますけれども、現在、

蛍光灯で対応している室内照明灯につきましても、

照明頻度、電気をつけている時間が、極端に言えば

一日のうちほとんどつけているところとか、あるい

は会議室のように短時間の限られた時間だけつけて

いるというような、そういう使用頻度もありますの

で、極力、町としては長い時間を、使用電力はわず

かでございますけれども、避難誘導灯ですか、そう

いったものは消すことができませんので、そういう

ものは早目にかえておりますけれども、そういう投

資と、それに伴います効果、それを十分見きわめま

して、取りかえることの節減効果がしっかりと有利

だというようなものについては、積極的にかえるこ

とにしておりますので、御理解を賜りたいと存じま

す。 

○議長（西村昭教君） ７番北條隆男君。 

○７番（北條隆男君） それと、次に、街灯の水銀

灯が１５１灯、ナトリウム灯が３０５灯あるうちか

ら、水銀灯のほうが消費電力が多いので、これを取

りかえれば、２分の１以下の電力の消費になるとい

うことは、電気料も下がると思います。 

 それと、社教センターとかみんの一部にも水銀灯

を多く利用していると思いますので、そこら辺はど

ういうふうに考えていますか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ７番北條議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、街路灯の中の消費電力が多い水銀灯等の扱

いにつきましては、さきのお答えでも申しあげまし

たけれども、取りかえイニシャルコストと、さらに

それ以降の維持費のトータルコストが、現在の維持

費に比較して、当然電気料も含めて、どちらが優位

かということで、今そうですね、非常に接近してき

ていることは事実でございますが、そういう中で、

水銀灯をＬＥＤ灯にということにつきましては、従

来の発光体だけ取りかえればいいということではな

くて、だめになったときはそっくり取りかえなけれ

ばならないというような状況だそうです。そういう

ことを考えると、寿命は長いのですが、初期投資を

して、そして取りかえていくだけの行政効果が果た

して出るかどうかということが非常に今微妙な段階

でございまして、もう少し優位性がしっかりと確認

できるような状況を迎えましたら、かえていく方向

でおりますので、今しばらく時間をいただきたいと

いうふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ７番北條隆男君。 

○７番（北條隆男君） 今、そういう話なのですけ

れども、これを取りかえないで置いておくと、先々

に対して電気代を多く払うことになると思いますの

で、やるのであれば、１年でも早くやったほうが効

果が出ると思うのですよね。そこら辺は、町長は後

延ばしにする考えですか。そこら辺を教えてくださ

い。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ７番北條議員の御質問にお

答えさせていただきますが、先延ばしにするとか、

ためらうとかというような、そういう視点で押さえ

ているわけではありませんで、要するに、行政効果

が出るかどうかという地点を重点的に考えていると

ころでございまして、現在、国のほうからＬＥＤ化

を進めるような事業の委託を受けている組織等もご

ざいまして、そういったところからもいろいろ情報

提供は受けております。しかしなかなか、申し上げ

ましたように、これは優位だなと、早急に効果が発

揮してくるなという状況には残念ながらない状況で

ございます。 

 それと、つけ加えさせていただきますけれども、

町の中は御案内のように、街路灯についても、水銀

灯と、それからナトリウム灯ですか、非常にちぐは

ぐに配置されている実態があるのですよ。ですか

ら、それを水銀灯だけつまんでかえていくようなこ

とが、果たして街路としていかがなものかなという

こともあるものですから、少しその辺を整理してか

ら改善してまいりたいと考えているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ７番北條隆男君。 

○７番（北條隆男君） 町長の答弁の中にも財源が
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確保とありますが、今現在、財源の中で燃料費が物

すごく削減されているのですよね。それで、燃料費

の削減の中から、施設の中の蛍光灯の照明器具を取

りかえるとか、金額にすると物すごい大きいのです

よね。２６年度と２７年度でも、かなり燃料費が安

くなっているのですよね。２,０００万円近いと思

います。それで、その中の一部を使って、半分でも

３分の１でも使って、街路灯は後になっても、施設

の照明器具の使う頻度が多いので、そこの蛍光灯の

取りかえをＬＥＤ化しようという考えはありません

か。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ７番北條議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、基本的な部分で申し上げますと、ＬＥＤ化

を将来進めていくということに対しては、これは何

ら異を思っているものではございません。ただその

中で、今財源の話もしていただきました。確かに燃

料費等は、現在助かっている状況でございます。そ

こで安くなったことによる経費の軽減分について、

即それをＬＥＤ化だとか、そういった省エネ対策に

向けるということにもなかなかならないのは実態で

ございますが、ただ、街路灯などと比べると、施設

の切りかえは、割と投資額は少なくて切りかえでき

るのかなというふうに考えておりますので、優先順

位で申し上げますと、街路灯よりは室内灯のほうが

早いのかなと思いますので、現在、担当課でさまざ

まな試算を持っておりますので、それらの試算をし

た中で、実現可能なものから対応してまいりたいと

考えておりますので、御理解賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） ７番北條隆男君。 

○７番（北條隆男君） そうであれば、まあ、今年

度はちょっと無理かもしれないけれども、来年度か

らは、そういう面から町長は考えていくという考え

はあると、考えていいのですか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 北條議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 そのように御理解いただいてもいいかと思いま

す。さきのお答えと重複いたしますけれども、特に

施設等については、改善計画、あるいは改善、改修

等は、年次的に幾らかずつでも進みますので、そう

いう中で、当然、照明器具も対象になってきますの

で、そういうところはためらわずＬＥＤ化に向かっ

ていくということにはなると思いますので、御理解

いただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） ７番北條隆男君。 

○７番（北條隆男君） そうであれば、私たちも電

気料の節減には大いに賛成なので、町長がおっしゃ

るとおり、これから順次、年数かけなくてはならな

いと思うのですけれども、３年なり５年なりの目標

を持って、そこら辺を進めてもらいたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 以上をもちまして、７番北

條隆男君の一般質問を終了いたします。 

 次に、３番佐川典子君の発言を許します。 

○３番（佐川典子君） さきに通告のとおり、町長

に対して２項目、教育長に対して２項目の質問をさ

せていただきます。 

 まず１項目めは、町長のトップセールスについ

て。 

 現在は、地方創生の時代で、各自治体からの売り

込み競争が行われる時代に入っています。総理大臣

がトップセールスとして、新幹線を売りに他国へ出

かける時代であり、町長就任時においても、トップ

セールスとして頑張ると話しておりましたが、町の

よいところをどうＰＲし、商品販売などにつなげ、

町の存在を売り込んできたのか。 

 町のナンバーワンセールスマンとして、具体的に

どのような成果があったのか、伺いたいと思いま

す。また、今後のトップセールスとしての展望も伺

いたいと思います。 

 ２項目めは、ふるさと納税の今後についてです。 

 平成２４年３月と平成２６年３月に質問いたしま

したが、現在の町の状況と今後について、町長の考

え方を伺いたいと思います。 

 ふるさと納税税収増の具体的な計画を伺う。 

 町民以外の人々への納税勧誘努力について伺う。 

町民の行政サービスの向上や自主財源の確保など、

まちづくりに対して重要な取り組みと考えておりま

すが、これについても伺いたいと思います。 

 続きまして、教育長に対しての１項目めは、がん

教育の推進についてであります。 

 ２００６年がん対策基本法が制定され、北海道に

おいては２０１２年４月がん対策推進条例が施行さ

れました。国民の２人に１人が罹患し、３人に１人

が死亡している現実を考えると、がん対策は国だけ

ではなく、地方自治体、地域で暮らす人々一人一人

に及んできていると思います。 

 検診率向上も重要でありますけれども、子どもの

ころからの予防のための正しい知識や教育が重要で

あり、罹患したときの自分や周りの家族への対応や

環境の変化など、教育の場で学ばせることが望まれ

ると思います。 

 健康づくり推進の町としての教育の場での命の大

切さを学ばせるがん教育の推進についてどう考えて

いるのか、伺いたいと思います。 
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 ２項目めは、郷土の学習資料についてです。 

 社会科副読本３、４年生向けが２８年度から改訂

されます。新しい社会科副読本の内容はどのように

変わるのか、伺いたいと思います。 

 当時の質問に対し、教育長の答えは、２０１１年

３月１１日における東日本大震災によります自衛隊

の働き、初動の災害支援、上富良野町の駐屯地にお

いても１,０００人を超える人たちが初期の災害支

援に向かっているという事実を記述すると答弁して

いただきました。 

 また、できるだけ新しい数字と写真などを使うと

いうことや、町や地域とのつながりに関しても学ば

せるべきではないかという内容はどのように記述さ

れていくのか、伺いたいと思います。 

 ありのままを学ばせることの重要さも含め、今後

の学習資料の利用についても伺いたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ３番佐川議員の１項目めの

私に対しますトップセールスに関する御質問からお

答えをさせていただきます。 

 私は、これまで行政活動におきまして、さまざま

な機会を通じまして、町内外への情報発信や町のＰ

Ｒ、さらに要望、要請活動などを行ってきたところ

でありますが、それらの活動が具体的にどのような

成果につながったかにつきましては、それぞれに評

価、判断いただくものと受けとめておりますことか

ら、自分なりの思いは持っておりますが、他者の

方々へお話しする事柄ではないのではないかなと考

えておりますことを御理解賜りたいと存じます。 

 また、今後におきましても、これまで同様、積極

的に発信や行動し続けることが、やがて実を結ぶも

のと信じ、引き続き役割を果たしてまいりたいと考

えておりますので、御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、２項目めのふるさと納税に関する３点の御

質問にお答えさせていただきます。 

 まず１項目めの、ふるさと納税の税収増に向けて

の計画についてでありますが、ふるさと納税につき

ましては、あくまでも寄附制度と理解しております

ことから、御寄附を税収減として見積もった歳入計

画を策定するという考え方は持ち合わせておりませ

んが、ふるさと納税についてのＰＲなどは、これま

で同様行ってまいりますので、御理解を賜りたいと

存じます。 

 次に、２点目の町外の方々に対する御寄附の働き

かけについてでありますが、これまでもホームペー

ジを通じた情報発信のほか、ふるさと会や上富良野

のＰＲ大使など、当町とかかわりのある方々へのＰ

Ｒや、機会を通じて上富良野町の紹介をさせていた

だくとともに、あわせてふるさと納税の案内もさせ

ていただいているところであり、引き続きこれらの

対応を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、３点目の自主財源の確保と行政サービスの

向上についてでありますが、このことは、行政を運

営していく上で常在する終わりのない課題でありま

して、経常的な行政サービスの充実には、安定した

財源の確保は極めて重要であると受けとめておりま

す。とりわけ、ふるさと納税を財源とした行政サー

ビスの向上につきましては、寄附者の意向等も尊重

されるべきことであり、恒久的な行政サービスの財

源として位置づけすることは困難であると考えてお

ります。 

 また、多様な仕組みによるふるさと納税制度を活

用して、まちづくりの支援者を求めることは理解で

きるものであり、制度の本質を踏まえながら、関係

者で知恵を出しながら、地域振興に結びつくような

制度づくりができないかにつきましては、今後研究

してまいりたいと考えておりますので、御理解を賜

りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） 次に、教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ３番佐川議員の３項目め

のがん教育の推進に関する御質問にお答えいたしま

す。 

 がん教育の推進についてでありますが、国は、平

成２４年６月にがん対策基本法に基づき、がん対策

推進基本計画を策定し、個別目標として、子どもに

対しては健康と命の大切さについて学び、みずから

の健康を適切に管理し、がんに対する正しい知識と

がん患者に対する正しい認識を持つように教育する

ことを目指し、５年以内に学校での教育のあり方を

含め、健康教育全体の中でがん教育をどのようにす

べきか検討し、検討結果に基づく教育活動の実施を

目標とするとしております。 

 また、平成２７年３月、がん教育のあり方に関す

る検討会から、学校におけるがん教育のあり方につ

いての報告が取りまとめられました。 

 この中で、がん教育の目標は、がん教育の具体的

な内容が報告され、がん教育の実施に当たっては、

がん教育が健康教育の一環として行われることか

ら、学習指導要領を踏まえ、保健体育科を中心に学

校の実情に応じて、教育活動全体を通じて適切に行

うことが大切である。また、家庭や地域社会との連

携を図りながら、生涯にわたって健康な生活を送る

ための基礎が培われるよう配慮するとあり、学校教

育活動全体で推進の留意点が報告されております。 

 国は、この報告内容を踏まえ、平成２７年、２８

年度において、モデル校を中心に今後の課題を検討

し、平成２９年度以降、全国展開することを目指し

ているところであります。 
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 現在、本町におきましては、学習指導要領に基づ

き、小学校５、６年生は体育で、中学校３年生は保

健体育の授業で、がんについての学習を実施してお

ります。 

 今後におきましては、引き続き学習指導要領に基

づいた健康教育を進めるとともに、国の動向を踏ま

え、がん教育にも適切に対応してまいりますので、

御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、４項目めの郷土の学習資料である社会科副

読本の改訂に関する御質問にお答えいたします。 

 現在、改訂作業を進めております小学３、４年生

の社会科副読本につきましては、昨年３月に町内の

各学校の８名の先生に副読本編さん委員を委嘱し、

これまで５回の編さん委員会を開催し、３月末まで

に改訂作業を終え、新年度から使用する予定であり

ます。 

 編さん作業に当たりましては、編さん委員からの

御意見をいただき、これまでの副読本の構成を見直

し、現在使用している教科書の単元に沿った内容に

改めました。 

 この中で、平成２５年６月の一般質問で答弁させ

ていただきました２０１１年３月１１日発生の東日

本大震災における地元自衛隊の災害派遣に関する記

述につきましては、「安全な暮らし」の「自然災害

を防ぐ」の中で、東日本大震災の災害救助、支援を

取り上げ、上富良野駐屯地から約１,０００名の隊

員が長期間（４カ月）にわたり不明者の捜索や被災

された方々の生活支援などの活動を行ったことと、

十勝岳噴火や洪水等の災害時の災害救助活動につい

て記述するとともに、東日本大震災の際の給食支援

や給水支援の様子につきまして、写真などを掲載す

ることとしております。 

 また、掲載される統計資料や写真の全面的な見直

しとともに、工場やスーパー、農家の仕事などもそ

れぞれに新たに取材をし、最新の内容に改め、とこ

ろどころに御当地キャラクター「らべとん」のイラ

ストを配置し、親しみを持たせたところでありま

す。 

 子どもたちが社会科副読本を活用することで、よ

りふるさとを知り、他の教科も含めて、ふるさとを

愛する気持ちを持った子どもたちを育む教育に努め

てまいりますので、御理解を賜りたいと存じます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） 再質問ございますか。 

 ３番佐川典子君。 

○３番（佐川典子君） 最初に、町長のトップセー

ルスについての再質問をさせていただきます。 

 具体的な成果については、それぞれ評価と判断を

いただくものというふうにお答えをいただきまし

た。自分なりの思いは持っているけれども話せない

という、町長の性格というか、奥ゆかしさの表現な

のかなというふうにも思いたいところなのですけれ

ども、具体的にどのような活動をされてきたのかと

いうのを、秘密にしないで、自慢という言葉で置き

かえるのはおかしいですけれども、こういうような

ことをしてきているというようなことをちょっと教

えていただければなというふうに思うのですけれど

も。自分なりの思いでも結構なので、私はこのよう

にしてきたというそういうのを、町民は知る権利が

ありますので、そこら辺を伺いたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ３番佐川議員のトップセー

ルスに関します御質問にお答えさせていただきま

す。 

 なかなか、思いをお伝えすることがいいのかどう

かということは、非常に自分の気持ちの中でも葛藤

があるわけでございますが、自分がこれまで就任さ

せていただいてから、さまざまな上富良野の活性化

を目指して、常にそういう意識を持って行動させて

きていただいたところでございます。 

 そういう本当に、また来たのかと思われるような

頻度でお訪ねするところも何カ所もありましたし、

そういうことが実ったかどうか別にいたしまして

も、町内の民間企業の事業者についても、残念なが

ら撤退するような事態に至った後、全く本当にそう

いった交流、お訪ねしていろいろ会話をして、そこ

とまた関連のある方々との御縁、そういったものが

たまたま功を奏しまして、後を引き継いで創業して

いただくような環境ができたりとか、申し上げれ

ば、そういうようなことにもつながったり、あるい

は上富良野で事業展開をされている大きな企業の

方々に、少しくどいぐらいに、上富良野に熱く目を

向けていただきたいということで懇願したりしまし

て、多少はそういったことが、町民の皆さん方に見

える形であらわれてきているのかなというようなこ

とを心の中で思っている次第でございます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 ３番佐川典子君。 

○３番（佐川典子君） もう少し具体的な内容を伺

いたいのですよね。というのは、２７３号線の大き

なお店も撤退して、何か上富良野町の経済活動が見

切られるというか、そういうような不安を持たれて

いる町民の方も多いと思います。やはり町民が評価

や判断する、評価とか判断は私なりにさせていただ

いたとしても、町民にも評価の判断基準というのが

町民にとっても必要になると思うのですよね。 

 もう少しいろいろな方向、企業だけではなくて、
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例えば防衛省に行っている活動だとか、そういった

ことでも何でもいいですので、評価をさせていただ

く基準みたいなものを言っていただかないと、やは

り今現代は見える化の時代ですので、そういう知る

権利も町民は持っていると思いますので、そこら辺

をちょっと具体的に伺いたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ３番佐川議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 私が行政の長として取り組んでまいりました足跡

等につきまして、それが、その結果もたらされた成

果であるか、あるいはたまたまそういうタイミング

にめぐり合わせたかということは、これは、私が決

める何物も判断する物差しは持っておりませんし、

それぞれ見る方の角度によって当然変わってくるも

のだというふうに思っておりますので、最終的に、

上富良野町が元気を失わないようにまちづくりがさ

れているかという部分については、町民の皆さん方

から御評価いただくものだというふうに考えており

ますので、個々の事案について判断するということ

は非常に困難だと思いますし、基準をというお話も

ございましたけれども、これらについては、基準と

いうものは私はないのではないかなという理解をし

ているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ３番佐川典子君。 

○３番（佐川典子君） 基準が、でも見えないとこ

ろで、町民が判断しろと言われても、なかなかそれ

はちょっと難しいのかなというふうに、私は判断し

ます。 

 インターネット上での発信や、いろいろな発信を

してきたというふうにおっしゃっておりますけれど

も、ほかの自治体のホームページを見ましても、市

長の部屋だとか、町長の部屋だとか、コメントだと

か、そういうのを前面的に打ち出している自治体が

たくさんございます。 

 そういったところで、例えば防衛省に、こういう

陳情・要望も兼ねてまた行く予定だとか、行ってき

ただとか、そういう結果でもいいですし、そういう

動きを、富良野沿線の会議があったとか、そういう

ことでも、終わってから事後報告でもいいので、町

民がわかりやすいような、そういった場所を設定し

ていただくということは、やはり見える化の時代で

すので必要だと思うのですけれども、町長は、これ

に関しては今後どういうようなお考えでいるのか、

伺いたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ３番佐川議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 主要な行動につきましては、都度、行政報告など

で皆さん方に御報告もさせていただいております

が、公式行事として参加したり、あるいは行動した

りすることについては、ごらんいただけるような仕

組みになっているかと思いますが、いろいろ行政推

進の中で、特に要望だとか要請、これらについて

は、例えば大きなくくりの団体だとか、大きなくく

りの組織なんかでの構成メンバーとして行動すると

きは、これはあえて差し支えはないでしょうけれど

も、上富良野町独自の部分で単独で行動するような

場合は、やはり先方もあることですから、全てを明

らかにするということが果たして望ましい姿なのか

かどうかということについては、私は少し違うかな

というふうに考えておりますので、その辺は町民の

皆さん方へお知らせすることが必要であるという部

分についてはお知らせしますし、またそうでない事

案もございますので、そこら辺は時々の状況によっ

て判断をしているところでございますので、ぜひそ

のあたりは御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） ３番佐川典子君。 

○３番（佐川典子君） その人その人の１日の動き

を全部書けというようなことで質問させていただい

ているわけではございませんし、やはり上富良野町

の町長ということで行動されている公務ですので、

その辺に関しては、全部詳細にということではなく

ても、町民は、こういう動きをしているのかなとい

うことをぱっと見て、先ほども言いましたけれど

も、町長の部屋とかという、いろいろな自治体も書

いてありますし、ぜひそれを参考にして、そういう

ことも考えていただけるものかどうかについて、も

う一度伺いたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ３番佐川議員の御質問にお

答えさせていただきますが、議員も、行政をあずか

る立場の私がどのように、行動パターンが幾つもあ

るというようなことは御理解いただいているという

ふうに私も思っておりますが、町民の皆さん方が、

普段町長というのはどういうような活動をしている

のか、どういうような仕事をしているのかというよ

うなことについての公開は、これは進んでさせてい

ただくことは結構でございますし、その手法等につ

いては事務方が工夫してくれると思いますので、お

知らせすることは何もためらうわけではございませ

んので、御理解いただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） ３番佐川典子君。 

○３番（佐川典子君） では、インターネット上の

ホームページの中で、そういうようなことをぜひつ

くっていただきたいなというふうに思います。 

 あともう一つ伺っておきたいのは、今回質問した
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内容がトップセールスということですので、トップ

セールスの標準点といいますか、何を基準にどうい

うような、基準というか、何を主体にこの町を売り

込むべきではないかなというふうに考えているの

か、そこら辺があれば、ぜひ伺いたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ３番佐川議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 思いは、やはり町の活性化、あるいは町の福祉の

向上、あるいは町の教育の向上、行政分野全体にわ

たるというふうに御理解いただきたいというふうに

思います。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 ３番佐川典子君。 

○３番（佐川典子君） 今まで、いろいろな自治体

の首長さんがトップセールスで発言しているのをテ

レビ等でも拝見させていただいております。鹿児島

の元知事さんなんかは、鳥の肉をＰＲしておりまし

たり、ある程度知名度が上がるまでは、ポイントを

つくっていったほうがいいのではないか。キャッチ

フレーズで呼び込み作戦というか、そういうような

ことを考えていらっしゃる市長さんなんかもたくさ

んいらっしゃいます。 

 上富良野は全部いいというふうにおっしゃるの

は、全部わかるのですけれども、それはそれとし

て、売り込むときには、ある程度のポイントを絞ら

れたほうが、外から見た目にもわかりやすいのでは

ないかと。そして、その突破口として、それから知

名度も上がった段階で、第２、第３としていろいろ

な行政全般に関するものを売り込んでいったほう

が、外から見た感覚で申しますと、やはり入ってい

きづらいというのがありますよね。 

 上富良野町の全部がすごいので来てくださいと言

われても、それは誰も理解しないことですので、そ

こら辺のポイントをもう少し絞っていく考えと、先

ほどの窓口をインターネット上でつくるということ

に関しまして、もう一回伺いたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ３番佐川議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 行政のトップとしての行動、町外に対するアプ

ローチの仕方、これらにつきましては、対象とする

ものに、あるいは対象とする事案によって、アプ

ローチの仕方は当然変えていかなければなりません

し、総論的なことを申し上げますと、そういった町

のＰＲに、まず目でお伝えするのが非常に効果的で

あろうということで、おととしＤＶＤをつくらさせ

ていただいたり、そういうようなことで、まず上富

良野を知っていただくというような入り口を整理し

ております。 

 それから、個々の目的、いろいろ先方と対話する

のは、それぞれ目的を持って対話する場面が多いわ

けでございまして、時には、上富良野のロケーショ

ンを含めた立地を大いにＰＲする場面もあります。

あるいは場面によっては、上富良野に住んでおられ

る方々の心、上富良野の風土、そういったものを強

くアピールすることが効果的な場合もあるといった

ぐあいに、さまざまな事案の対象によって変わるも

のでございまして、一律に対応するということはな

かなか効果が出づらいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

 それからもう一つお尋ねありました、インター

ネットを通じてお知らせするというような部分につ

いては、どういう方法がいいのか、ちゅうちょする

ものはまず何もございませんので、どういったふう

にお伝えできるかについては、少し検討させていた

だきたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ３番佐川典子君。 

○３番（佐川典子君） トップセールスについて

は、そこら辺もう少し町民が理解しやすいようなこ

とで進めていただけるというふうにお答えいただき

ましたので、次に、ふるさと納税についての質問に

参りたいと思います。 

 お答えもいただいたのですけれども、まず、通告

書をお渡した後に私が拝見したのは、町広報の第３

回住民会長との懇談会というのが載っていたのです

けれども、ふるさと納税に対しての質問に、「町は

財源確保よりも人々の活動を応援できればと考てお

り、特産品ＰＲの意味も含め、民間などでの返礼品

取り扱いについては、商工会などに話している」と

いうふうに町報に載っていたのですけれども、これ

は、この回答に間違いはないか、まず確認させてい

ただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） そのように発言をさせてい

ただいております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ３番佐川典子君。 

○３番（佐川典子君） それでは、今これを伺った

ので、これは後でまたちょっと。 

 ４年前にもこの質問をさせていただいて、過去に

もいろいろな答弁もいただきました。前は、特典と

して商工会の商品券を送り、町の特産品の中から納

税者に選んでもらうような、そういうようなシステ

ムをふるさと納税については考えてはどうかという

ことと、それから２年後には、上富良野の地元産品

を贈呈して増収につなげてはどうかということで質
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問いたしまして、贈呈することで知名度の向上や観

光などのＰＲにもつながるのではないかということ

を質問させていただきました。この町は自衛隊さん

がたくさんいるということで、第２のふるさととい

う人も多いので、ぜひをここを使って増収に何とか

つなげるような施策をしてはどうかということで質

問させていただいております。 

 今総務省のほうでも、ふるさと納税はすごい人気

が高まって、地方へ財源が移動している状況で、好

評だ、国民に人気があるということで、内容も簡素

化されて、確定申告をしなくても、特にサラリーマ

ンの世帯なんかでは自治体間でやりとりをするので

個人の確定申告はしなくてもいいとか、そういうよ

うな内容に変動してきております。本当に便利とい

うことで、テレビや新聞、そして今雑誌も出ており

ます。 

 こういうような時代の流れを踏まえて、この間、

上士幌にちょっと別な件で視察に行ってきましたけ

れども、上士幌町というのは、道内でトップクラス

でして、１５億円以上のふるさと納税が見込まれる

と、そういう情報をいただきました。子育て支援に

１０年間、それを使わせてもらうということで、無

償でですよ、全部ただですよ。そういうような施策

をしていたり、また老人施設を、みんなが無料で使

えるようなものを建てたり、そういうような動きを

していると。経済活動もすごく活発になって、地元

のお店が、返礼品も今までの工場ではつくれなくな

るような、そういった自治体も今ふえてきている

と。 

 そういう状況を踏まえて、上富良野町で何も返礼

品をしないということに対して、すごく不満を持っ

ている町民が、私の知っている方や、向こうから声

をかけてくれた人もいるのですけれども、上富で何

もしないのだったら、そこが理解できないのであれ

ば、ほかの町に納税することに決めたと、私に言っ

てきた人がいるのですよね。 

 現実にそういう、上富は何もしていかないのかと

いう町民の不安に対して、町長はどういうふうにお

考えなのか、ちょっと伺いたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君）  ３番佐川議員のふるさと

納税についての御質問にお答えさせていただきま

す。 

 いろいろ取り組みをしている自治体の事例も、私

も承知はしております。必ずこの御質問をいただい

たときに、私申し上げておりますけれども、ふるさ

と納税制度そのものについては、本町も取り組みを

させていただいている制度でございます。ただ、佐

川議員の趣旨は、返礼品をというような趣旨かとい

うふうに思います。 

 これらについては、国内においても議論が、いい

制度だと、あるいはこれは本来財源確保のために返

礼品を送ることはなじむものではないという、これ

は賛否両論が現在もある実態でございます。 

 私といたしましては、本来のふるさと納税、返礼

品を伴わないふるさと納税の趣旨というものは、や

はり絶対崩すべきでないというふうに思いますし、

いろいろ民間の方々の調査、あるいはさまざまな調

査等見ましても、純粋に自治体を応援するというよ

り、むしろ返礼品が自分の思いに沿ったものかどう

かということで判断されている方が非常に最近は多

いという傾向も聞いておりまして、そういったもの

を通じて、財源が得られることによって行政サービ

スを向上させていくということも、それはそれぞれ

の自治体の考え方でございますから、それがいい悪

いの論評はいたしませんが、ただ、私といたしまし

ては、全てを否定するわけではありませんが、やは

り町民の皆さん方の中にも本当に温かい御寄附を寄

せていただいている事例もたくさんありますので、

そういったこともしっかりと見きわめて、本来のあ

るべき姿を踏み外さないような中での工夫はされて

もいいかなとは思いますが、何が何でも財源を得る

ために、とにかくよそに負けない仕組みをつくらな

ければならないのだということには、なかなか理解

ができないところでございます。 

○議長（西村昭教君） ３番佐川典子君。 

○３番（佐川典子君） 前回も、話がちょっと途絶

えた部分があります。今も町長おっしゃったのです

けれども、町内で寄附をしていただいている方との

差を生じたくないのだというようなお答えをいただ

いているのですけれども、何回も言っているのです

けれども、上富良野町で寄附している町内からの納

税者は、これはふるさと納税に該当するのですか。

ここが、もともとの根本がちょっとずれてきている

のではないかなと思うのですよね。上富良野町に住

んでいる人で上富良野町にふるさと応援ということ

で寄附しているのは、町立病院の入院患者さんだっ

たり、ラベンダーハイツの入所者さんの家族だった

り、社会福祉協議会にお世話になったということ

で、特に寄附をしている方が多いように見受けられ

ます。 

 ふるさと納税をした方に、２,０００円以上の部

分の控除をしているのですか。そこをちょっと聞き

たいのです。 

○議長（西村昭教君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） ３番佐川議員の御質問

にお答えいたしますが、ふるさと納税制度は、寄付

先を自由に国民が選べる、そういう制度であります
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ので、そこの町の自治体に住んでおられる町民なの

か町外なのかということは関係ありませんで、町民

の方が、現上富良野町民が上富良野町に御寄附をい

ただいた場合も同様に、税の控除が受けられる制度

となっております。 

○議長（西村昭教君） ３番佐川典子君。 

○３番（佐川典子君） 逆にそれでしたら、何の差

別もなく、返礼品に至っても何の問題もないと思い

ますけれども。 

 あと、以前に調べさせていただいたのですけれど

も、町外からの寄附者は、平成２５年は６件で５４

万円でした。２６年は、１３件で１７１万円でし

た。その１７１万円のうちの１００万円の納付者と

いうのは、受注業者でしたよね。２７年度の現在は

１４件でありますけれども、そのうちの１件は２８

０万円の高額の納税者です。３１９万９,０００円

のうち２８０万円を引きますと、１３件で３９万

９,０００円ということになります。 

 これで純粋な納税の形だというふうに、そこを重

視したいというようなこともおっしゃっていました

けれども、町外からの高額の寄附者が、上富良野町

で事業展開する業者だとか、上富良野町からの受注

者を、これからも比重として考えていくのかどう

か、そこを伺いたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君）  ３番佐川議員の御質問に

お答えさせていただきますが、どこでどういう方々

がどういう思いを持って町に思いを寄せていただく

かということは、これはあらかじめ想定する必要も

ございませんし、尊い御意思をお受けするというこ

とでございますので、想定をもって申し上げること

はできません。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 ３番佐川典子君。 

○３番（佐川典子君） ちょっと質問を変えさせて

いただきますけれども、今までも、光ファイバーの

ときもそうでしたけれども、富良野の５市町村の中

で、上富良野町が一番おくれている、何で早くしな

いのか、町民からもたくさん意見をいただいている

ものですから、私も二度も質問させていただいて、

町がその後動いてくれたものですから、現在は本当

に皆さんから喜ばれているという。 

 今、富良野５市町村の中で、中富良野町もことし

４月から返礼品を考えていると。北海道のほうも２

８年度から返礼品に乗り出すと、そういうふうな方

針を打ち立てております。５市町村の中で、私は上

富良野をぜひ負けないというか、最後になるような

町にしたくないという思いが強くて、今までも一般

質問もしてきましたし、できる限り他町村に劣らな

い町にしたいという、私なりの思いもあるものです

から、嫌われ覚悟で、ここで何回も質問してまいり

ました。 

 近隣、美瑛は５市町村には入りませんけれども、

周りの市町村がみんなやっていることが、なぜ上富

良野でできないのかというような町民が不安を持っ

ているということに対しまして、町長はどういうふ

うに考えているのか、伺いたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ３番佐川議員のふるさと納

税に関します御質問にお答えさせていただきます。 

 同じお答えの繰り返しになる部分もあろうかと思

いますが、まず、ふるさとに思いを寄せいていただ

く寄附という形での納税、これと返礼品、要するに

言葉を変えて、私はこうあってほしいという思いを

込めて申し上げますと、上富良野町のいろいろな特

産品、あるいは上富良野ならではのものを対外的に

ＰＲ、あるいは産業の振興に資するような、そうい

う仕組みとして現在のふるさと納税を活用していく

ということは工夫の余地があるかと思いますが、私

は、ふるさと納税はあくまでも御寄附の行為だとい

うふうに考えておりまして、まして、私の思いとい

たしましては、他と競い合うというような性格をそ

もそも有するものではないというふうに考えており

ますので、町民の皆さん方の思いと私は思いが共有

できれば、ふるさと納税制度に返礼品を絡めて、他

よりすぐれているとか、他より早いとか遅いとかと

いうことで、これを判断する事案ではないというふ

うに受けとめているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ３番佐川典子君。 

○３番（佐川典子君） 何回もお答えいただいてい

るのですけれども、私は町議会議員として活動させ

ていただいておりますけれども、予算委員会も、決

算委員会も、何のためにやっているのだろうと、議

員必携にも書いてありますけれども、やはり最終的

には、町民の利益に準ずるように行政もしていかな

ければならないというふうに考えていて、１円で

も、１０円でも、１００円でも、１万円でも、町民

の利益にかなえるようなことで動くための予算であ

り、決算であり、議員活動であるべきだというふう

に思わざるを得ないというふうに判断しております

して、町民が生活、活動していく上で、この町にい

て納得できるような有効的なお金の使われ方という

部分に関しまして、ぜひ自主財源をふやして、町民

の方が利益をこうむるような方向に持っていくとい

うのが、それは首長が判断していただいて、やると

いう町長の意気込み一つで、マイナスになるという

ことはあり得ないと思うのです。 
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 納税してくださったら、もう絶対にそこの町にお

金が入ってきますので、お金を納税してくださった

ら、気持ちをいただきながら、その気持ちと地元の

ＰＲも兼ねた産物を提供して、その気持ちに応えな

がら、そのお金の中から地元を商品をあるふるさと

納税という店舗を利用して上富良野町の商品を売る

のですよ。そうすることによって、また、たくさん

の方がふるさと納税をしていただく。その上富良野

町の体制をつくっていかないと、これは他町村にだ

んだんおくれていくのではないかというふうに、本

当に危惧しているのですよね。 

 だから、先ほども町報に載っているのが、それは

間違いないということをおっしゃったのですから、

ぜひ返礼品の内容も十分に検討されて、町民のため

に動くという根本であれば、みんなが理解していた

だけると思いますので、そこは町長の判断ではなく

て、町民のための判断ということで、やるというこ

とを言っていただかないことには、前に進めないの

ですよね。 

 私の知っている人には、負の発言をする人がいる

のですよ、私の周りにも。議会の中にもいるような

気がしますけれども。一度やらないと町長が言った

のに、やるというふうに言ったら、それはおかしい

のではないかとか、人に言われてやるのかとか、そ

ういうようなことを言う人がいるのですよ。それだ

とか、やらないと言ったのに、今回やるというのは

選挙のためではないかとか、そういうような、私に

したら負の発言ですよ、そういうことを陰で言って

いる人がいるのですよ。私は、これはすごくだめだ

と思うのですよね。 

○議長（西村昭教君） 佐川議員、質問と余り今の

発言は関係ありませんので注意しますので、気をつ

けてください。 

○３番（佐川典子君） はい。 

 こういうことを不安材料として周りの人が言うこ

とに対しまして、やはりそれは町長として決断を強

く持っていただいて、前に進むことが大事だと思う

のですけれども、それについて伺いたいと思いま

す。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ３番佐川議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 行政運営を行っていく上で、その時々の客観情

勢、あるいは私なりの思い、そういったものを総合

的に判断して行政運営というものを進めていく責務

を負っているというふうに思いますので、その時々

の状況を総合的に私なりに判断して、そして町民の

皆さん方に御理解なり、お示しをしていくというこ

とは、これからも変わりないところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ３番佐川典子君。 

○３番（佐川典子君） ２８年２月１７日に、財務

行政懇談会というのがありまして、財務省の方から

かみんで講話をいただいたのですけれども、町長が

公務でお忙しくて帰られた後に、私もちょっといろ

いろな用事がありまして少し入れ違いになったので

すけれども、その後、財務省の方が、地方自治体の

財源不足の解消のために、施策としてふるさと納税

ができているのであるから、ふるさと納税の要する

に返礼品をどんどん利用して、そして自主財源をふ

やすようなことで頑張ってもらいたいと、そういう

ようなことを言われたのですけれども、それは、町

長は回って耳に入っているかどうか、それを伺いた

いと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 佐川議員の御質問にお答え

させていただきます。 

 財務局の方がどういうふうに御発言されたかにつ

いては、承知していないところでございます。 

○議長（西村昭教君） ３番佐川典子君。 

○３番（佐川典子君） いろいろ話して、個人的な

見解もあったかと思いますけれども、そうではなく

て、町長は上富良野町民の代表者ですので、ぜひ早

急に商工会なり連携をとって、前に進めていただけ

ると、ここにも書いてありますし、まだまだ私は活

路がたくさんあると思うのですよね。 

 他町村が先にやったからといって、上富良野に思

いを寄せる人がいなくなるということではございま

せんので、ぜひ、まだまだたくさん上富良野町を

思ってくださる方をふやす。そして喜んでいただ

く。そして地元の経済も活性化する。地元の産物

も、こよなく愛する人の気持ちも含めて全国的に配

信することができると、そういうような活性につな

げるためのふるさと納税の返礼品についての町長の

前向きな発言を、もう一回伺いたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ３番佐川議員のふるさと納

税についての御質問にお答えさせていただきます

が、寄附を通じました納税という形での御寄附、一

方では、上富良野町の振興の発展につながるような

仕組みとしてのふるさと納税、これは少し切り分け

て判断して、そしてそれをうまく融合させるような

仕組みづくりということを研究する必要も私は認め

ておりますので、どういうような仕組みづくりがで

きるかということは、これは町が旗を振ってすると

いうよりも、むしろ、そういった民間の方々も同じ

立ち位置で、お互いに知恵を絞り合うことがまずス

タートラインだというふうに考えておりますので、
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御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） ３番佐川典子君。 

○３番（佐川典子君） 最後に、前回も発言させて

いただいておりますけれども、この町から他町村に

ふるさと納税の申告をして、要するに、ほかの町に

納税をされた方の２６年度の申告者数、そして申告

額を伺いたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） ３番佐川議員の御

質問にお答えいたします。 

 平成２６年度上富良野町民が他の団体等へ寄附し

た金額は、１０６万３,０００円と申告になってお

ります。件数につきましては、４７件ということで

把握させていただいております。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） ３番佐川典子君。 

○３番（佐川典子君） 今言っておきますけれど

も、何とか食いとめるというか、検討をふやしてい

ただきたいなというふうに思います。 

 次に、がん教育の推進についての質問に移らせて

いただきたいと思います。 

 教育長のほうからお答えをいただきました。本当

に重要に考えているということですし、私、さきに

通告いたしましたとおりですので、教育の場でも命

を守るということに関しましても、学習指導要綱に

のっとるというのは、それは当然のことですけれど

も、上富良野町は健康づくり推進の町ですし、そこ

ら辺も含めて、そういった内容の濃いものにしてい

くために、今後まだ時間もございますので、保健福

祉課等町の全体として、いろいろな意味で連携をと

りながら進めていただきたいなと思うのですけれど

も、これについて伺いたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ３番佐川議員のがん教育

に対する御質問にお答えをしたいと思います。 

 先ほどもお話ししたとおり、繰り返しになる部分

もありますけれども、まず学習指導要領において、

保健体育の単位数も当然決まっております。その中

でできること、一番効果のあるやり方というのが、

今国から示されるようであります。それに基づい

て、しっかりとがん教育に対して対応をしていきた

いなというふうに考えております。 

 健康づくり推進の町という部分のお話であります

けれども、がん教育にかかわらず、健康教育全体の

中で取り組んでいかなければならないものだという

ふうに考えております。教育委員会が主体的にやっ

ておりませんけれども、うちの町独自でかみふっ子

健診というものをやっております。これは極めて独

自性の強い事業と思っております。この中で健診も

やりますし、健診のやった結果をお子さんと保護者

に説明をして、改善する部分も含めて支援している

事業があります。学校の枠内でやると単位というも

のが決まっておりますので、なかなか難しいですけ

れども、その枠から外れた中で、町の事業としてや

ることで、よりその効果が上がるものというふうに

考えております。これがうちの町の独自性のものか

なというふうに考えておりますので、今も連携を

図っておりますけれども、さらに他の課とも連携を

しながら、健康教育を進めていきたいなというふう

に考えております。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 ３番佐川典子君。 

○３番（佐川典子君） 郷土の学習資料についての

再質問をさせていただきますが、前回の副読本の内

容と比べて、すごく前進的な、「らべとん」とも含

めて町の売り込みも入りながら、ＰＲもしながら、

そういった副読本を、地域性豊かなものをつくって

いただけるのかなというふうに、今後拝見させてい

ただくことになると思いますが、やはり副読本です

ので、学習資料、社会科というのが３、４年生に現

在はないことですので、郷土を愛する子どもたちを

育てるという公平な観点から、ぜひ授業で必ず採用

していただけるということで、そこに関してのお答

えをいただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 教育長、答弁。 

○教育長（服部久和君） ３番佐川議員の社会科副

読本に関する御質問にお答えしたいと思います。 

 質問的には、社会科の教科においてしっかりと使

われるようにというようなお話しかと思いますけれ

ども、社会科の副読本につきましては、当然現状で

もしっかりと使用されておりますし、今後において

も学校において副読本として活用を図られまして、

子どもたちにより、ふるさとを知ってもらうと。そ

してなおかつ、他の教科も含めて、ふるさとを愛す

る気持ちを子どもたちにそれぞれ育んでいきたいと

いうふうに考えているところであります。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 再質問ございませんか。 

 以上をもちまして、３番佐川典子君の一般質問を

終了いたします。 

 暫時休憩といたします。再開を１０時半といたし

ます。 

────────────────── 

午前１０時１５分 休憩 

午前１０時３０分 再開 

────────────────── 

○議長（西村昭教君） 休憩前に引き続き、会議を
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再開いたします。 

 次に、９番荒生博一君の発言を許します。 

○９番（荒生博一君） さきに通告しております２

点の質問に関しまして、町長に所信をお伺いいたし

ます。 

 まず、開基１２０周年に向けてのまちづくりにつ

いてお伺いします。 

 来年は、上富良野町開基１２０周年を迎えます。

また同時に、三重県津市との友好都市提携から２０

年目の年でもあり、そのほかジオパークの認定が決

まるかどうかなど、我が町にとっては節目の年と考

えます。 

 そこで、町長は、開基１２０周年の位置づけをど

のように考えているのか、お伺いいたします。 

 次に、子育て支援に関して、お伺いします。 

 現在、東児童館と西児童館は、子育て支援の一環

として重要な役割を担っております。平成２６年度

には、東、西合わせて、述べ１万４,２３３人の児

童生徒が利用しております。このことは、児童福祉

法第４０条に基づく児童に健全な遊びを与え、その

健康を増進し、または情操を豊かにすることを目的

とした事業と考え、今後、児童館を利用する子ども

たちのために、施設をどのように運営していくの

か、お伺いします。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ９番荒生議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、１項目めの開基１２０周年に関する御質問

にお答えさせていただきます。 

 議員御発言のとおり、来年は１８９７年三重県か

ら入植した田中常次郎一行により本町に開拓のくわ

がおろされてから１２０年を迎える年に当たるとと

もに、津市との友好都市提携から２０年目となるな

ど、本町にとりましては将来に向けた節目の年とな

ります。 

 さらに、第６次総合計画の策定作業や総合戦略へ

の対応、ジオパーク認定申請など、極めて重要で意

義深い年と受けとめております。 

 開基１２０周年に当たり、記念式典等の開催は予

定はしていないところでありますが、ことしから来

年にかけて、開基１２０周年へ向けて、町民意識が

盛り上がっていくようなアプローチは必要と捉えて

おり、その中でも、まず１２０年の幕あけとなる平

成２９年の北の大文字事業が３０周年を迎えること

から、多くの町民の皆様と輝かしい１２０周年の幕

あけを喜び合える事業内容となるように、増額予算

化したところであります。 

 また、平成２９年につきましては、町が主催いた

します事業や町内の各団体等において実施されます

諸行事におきましても、１２０周年と連携した事業

として位置づけをして開催していただくことなどを

お願いしてまいりたいと考えております。 

 さらに、現在、美瑛町とともに取り組んでおりま

す十勝岳山麓ジオパーク構想につきましても、来年

の申請に向けて準備を進めているところでありまし

て、認定と１２０周年が重なれば、大変喜ばしいこ

ととなりますので、その実現に向けてしっかりと対

応を図ってまいりたいと考えております。 

 いずれにいたしましても、まちづくりは一朝一夕

でなし得るものではありませんが、開基１２０周年

を契機とし、これまで多くの苦難を乗り越え、今日

の上富良野の繁栄を築いてくれた歴史の重さをかみ

しめ、新たなまちづくりの大きな出発点となるよ

う、地域の皆様の声をしっかりと受けとめ、一歩一

歩着実に政策の実現に当たってまいりたいと考えて

おりますので、御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、２項目めの子育て支援に関する御質問にお

答えいたします。 

 町では、児童福祉法に基づく児童厚生施設である

東児童館と、これに準じた事業所として西児童館を

運営しているところであります。 

 西児童館につきましては、泉栄防災センターを活

用しており、設備基準を満たしていないため、児童

厚生施設として法的な届け出はしておりませんが、

児童館に準じた事業を運営しているところでありま

す。また、東児童館につきましては、昭和５７年に

建設した児童厚生施設で、児童館のほか、地域の集

会施設としても利用をしております。 

 児童館の年間の利用人数は、東児童館が述べ８,

０００人から９,０００人程度、西児童館が述べ５,

０００人から６,０００人程度でありまして、子ど

もたちの放課後の居場所として、その役割を担って

おります。開館時間は、平日は午後１時から午後５

時まで、学校が休みの日は午前１０時から午後５時

までとなっており、指導員を各施設に配置し、子ど

もたちがさまざまな体験ができる場所として、また

年齢差がある子ども同士の交流の場としても機能し

ているところであります。 

 今後の児童館の運営につきましては、施設の維持

管理、指導員の人材確保、利用児童の減少などが課

題となってくることが想定され、さらに特別支援児

童への対応や不登校児の居場所づくりなども、新た

な課題として捉えております。 

 上富良野町の子ども・子育て支援事業計画におき

ましては、放課後の居場所づくりとして、児童館の

ほか、放課後クラブや放課後スクール、図書館や社

教センターの施設開放、少年団活動など、多様な選
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択肢の中で、自主的に活動できる環境づくりに取り

組んでいるところでありまして、今後の児童館のあ

り方につきましては、さきに申し上げました諸課題

への対応も踏まえ、子育て支援の重要な施策として

位置づけしており、これからも子どもたちの居場所

づくりも含め、安心して楽しく過ごせる環境づくり

に取り組んでまいります。特に、老朽化してきまし

た施設につきましては、地域の状況や課題への対応

などを考慮した中で、今後の方向づけを見きわめて

まいりたいと考えておりますので、御理解を賜りた

いと存じます。 

○議長（西村昭教君） 再質問ございますか。 

 ９番荒生博一君。 

○９番（荒生博一君） １２０周年に向けての答

弁、まず、記念式典等の開催は予定していないとい

う答弁でしたが、町民意識が盛り上がっていくよう

なアプローチは必要と捉えており、その中でも幕あ

けとなる北の大文字事業が３０周年を迎えることか

ら、多くの町民の皆様と輝かしい１２０周年の幕あ

けを喜び合える事業内容となるよう、増額予算化し

たところでありますとのお考えをお伺いできまし

た。金額的にも１５０万円計上いただきまして、来

年度幕あけの花火などが今から楽しみで待ち遠しい

ところです。 

 その中で、１点確認したいのですが、本年度予算

の中で、こちら商工費の中に産業連携協議会負担の

中の収穫祭事業負担に３０万円の予算計上をしてお

ります。これは、私の勝手な判断ですが、来年の記

念イヤーに向けた事前準備、もしくはプレイベント

として、今後継続的に行う事業かどうか、まず、そ

こを確認したいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ９番荒生議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 ただいま御質問いただきました産業連携におきま

す予算計上につきましては、以前は、本町にも一年

の収穫をみんなでお祝いする、あるいはそれと一緒

にあわせて、商工業者の方々も、当時の呼び方は

「はだか市」と言ったのかな、要するに、産業を超

えて皆さんで集ってお祝いする、一年に感謝をする

というイベントが、かつてはありました。 

 私といたしましては、特に農産物についての収穫

を感謝するイベントは、他の地域では常態化してい

るところがいっぱいありますので、やはりそういっ

た上富良野のにぎわいを取り戻すそういうイベント

がまた復活することは大いにいいことであろうとい

うふうに捉えておりまして、できましたら、ことし

そういったきっかけをつくりまして、願わくば、こ

れから毎年そういう、形はどういうふうになるか、

これから検討してまいりますけれども、毎年行われ

るイベントになることを期待して、ことし施行しよ

うというところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ９番荒生博一君。 

○９番（荒生博一君） ぜひ来年度以降も継続を目

指し、また来年の記念イヤーに向けて、少しでも大

きく予算がつくように御期待しております。 

 ２点目に、１２０周年に向けて、津市との姉妹都

市提携が２０周年を迎えるということで、今、私が

お聞きしたところによると、町内における三重県人

会、こちらが開店休業状態であるということをお聞

きしました。これは、理由は事務局不在であるとい

うことでお聞きしておりますが、２０周年を節目に

三重県人会の復活などというのは、どのようにお考

えか、お聞かせください。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ９番荒生議員の県人会につ

いてお尋ねがございました。 

 私も、津市と、あるいは三重県との交流を深めて

いく中で、県人会が担われる、果たしていただく重

みというのは非常に重いというふうに理解しており

まして、関係者の皆さん方に機会あるごとに、ぜひ

県人会の皆さん方が大きな役割を果たしていただき

たいということで申し上げておりました。おかげさ

まで、大きく動きが出まして、多分ことしの早いう

ちには、しっかりとした自分で歩くことができるよ

うな組織になるというふうに聞いておりますので、

現在そういった作業が進んでいるというふうに聞い

ておりますから、多分大丈夫でしょう。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ９番荒生博一君。 

○９番（荒生博一君） ありがとうございます。大

変期待しておりますので、ぜひ今年度中、もしくは

来年早期には復活、御支援、よろしくお願いしま

す。 

 また、１点目の１２０周年に向けてのまちづくり

について、最後の御質問をさせていただきます。 

 こちらジオパークに関しましては、私も議員に

なって以来、９月、１２月、３月の今回で３回目と

なる質問なのですが、現在、美瑛町と連携し、推進

協議会等で一生懸命１年後の認定に向けて取り組ん

でいることと思います。その中でも、まだ私自身も

町民の皆様が盛り上がっていないというふうに感じ

ておりまして、町民の皆様が本当に立ち上がってい

ないという現状を認識しております。 

 その中、本年度より、町としては地域おこし協力

隊事業を始められ、ジオパークに関しての専門員を

確保することと、努力されているのはわかるのです
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が、例えばこれに関しまして、専門員を迎えた以

後、庁舎内において特別なジオパーク推進室みたい

なそういった部署を設けたりとか、こういったス

ペースに関して何かお考えがあるか、お聞かせくだ

さい。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ９番荒生議員のとりわけジ

オパークについての御質問にお答えさせていただき

ますが、私も荒生議員と全く同じでございます。な

かなか町民の皆さん方に浸透するような環境ができ

ていないということを、私も反省を込めて自覚して

いるところでございます。 

 地域おこし協力隊等の活用も考えながら、それら

も含めて、いかに町民の皆さん方の意識を盛り上げ

ていくか。また、それにはどういうような仕掛けを

しておかなければならないのかということを、今部

内で日々検討させていただいているところでござい

ます。あわせて、担当の持ち方、組織としてどうい

うふうに位置づけていくかということも、できれば

４月１日からの新年度入りを前に、何とか、そうい

うジオパークも含めた部門を少しウエートをかけて

取り組めるような組織づくりも、実は検討に着手し

ております。 

 今、議員から御質問にありましたようなことを総

体的に、重層的に重ねて、何としても２９年の認定

に向けてしっかりとした足固めをしたいというふう

に考えております。 

 それと、実は指揮者の方からアドバイス、御指導

を受けておりますのは、先ほど佐川議員からも御質

問いただきましたように、やはり首長としての向か

い方、取り組み方というのも非常に重要だというこ

とで私も聞いておりますので、佐川議員にもお答え

いたしましたように、そういった部門にも、これか

ら町内も含めて、対外的にも大いにアピールできる

ように取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ９番荒生博一君。 

○９番（荒生博一君） ボトムアップ型で、町民の

皆様と一緒に、この活動を盛り上げるというポス

ターを見てから、私も常々念頭に、この思いは町民

の皆様と共有し、毎年予算を計上して、この事業に

美瑛町と取り組んでおりますので、ぜひ確実な認定

を目指して、来年度に向けてしっかりとタイムスケ

ジュール等を作成し、なし遂げていただきたいと思

います中で、１点ちょっと確認をさせていただきた

いのですが、既存の団体様等を町民活動と奨励し、

その後押しをしていきながら歴史などを検証し、活

動の推移を行っていくという、前回の答弁でいただ

きました内容の中に、いろいろと町内においては主

になる、いわゆる民間活動、民活の主体というもの

は、町長のお考えではどのような団体を主体と捉え

ているのか。 

 また、お聞きするところによりますと、先日３月

２日に岡田弘教授を招き、十勝岳ジオパーク推進協

議会協賛で、いろいろと火山活動、また十勝岳の歴

史等を社教センターで講演を賜りました。そのジオ

活動においても、我が町の歴史等、既存団体として

は一生懸命取り組んでおられる「郷土をさぐる会」

のメンバーが推進協議会の委員に入っていないとい

うことを聞いております。 

 今後、推進に向けては、なくてはならない核にな

る団体と私も考えておりますが、その件に関して御

確認させてください。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ９番荒生議員のジオパーク

の推進についての御質問にお答えさせていただきま

す。 

 民間の組織だとか、団体の皆さん方との協調です

ね。これは大変重要な部分でございます。実は、昨

年、両町で協議会を発足させたときには、それぞれ

の町で、どちらかというと、公的な性格を持ってい

る組織だとか団体等をお互いに出し合って、それら

で協議会をスタートした経緯がございまして、今ま

さに荒生議員からお尋ねありましたような、民間力

をどのようにこの中に組み込んでいくかということ

は、まさしく今、それを美瑛町と、どういうふうに

組み込んでいくかということで協議がされておりま

す。 

 おっしゃるとおり、そういった方々がやはり一番

根強い底力になりますので、そういった方々、当町

で申し上げますと、今１例をお話しされておりまし

たけれども、「郷土をさぐる会」のような、そうい

うような組織、団体の方々に、これから協力を求め

ながらしっかりと活動が根づくようにしてまいりま

すので、御協力を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 ９番荒生博一君。 

○９番（荒生博一君） では、ジオパークに関して

は、とにかく一生懸命認定に向けてぜひ頑張って取

り組んでいただければと思います。 

 ２点目に、確認させていただきたい点は、子育て

支援の質問に関して、一つお伺いいたします。 

 現在、児童館運営に関しましては、答弁にもあり

ましたとおり、子どもたちの放課後の居場所として

の役割を担い、子どもたちがさまざまな体験や遊び

ができ、年齢差がある子どもたち同士の交流の場と

しても機能しているとのことでしたが、子育て支援

の観点からも、とても現在は上手に機能していると
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思います。 

 その中で、近年の課題ということで、特別支援児

童への対応や不登校児の居場所づくりなど、新しい

課題をどのように、そういったものを踏まえた上で

今後運営していくか、確認させてください。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） ９番荒生議員の子育て支援

についての御質問にお答えさせていただきます。 

 児童館の運営等については、荒生議員も現況を御

理解いただいているようでございますので、新たな

課題として私ども捉えております特別支援を求めて

おられるようなお子様、あるいは不登校児、そう

いった方々、本町にとりまして、特別支援等につい

ては、どちらかといいますと、最近少し増加してき

ているのかなというような傾向で捉えております。

不登校児については、上富良野はとりわけて大きく

現在は課題とはなりませんけれども、いずれにして

も、ゼロではございませんので、今子どもセンター

等通じて、特別支援児等に対しましては、対応を学

校現場もしておりますけれども、やはりそういった

方々も皆さんと一緒に放課後なり、多くの仲間と行

動する、多くの仲間と過ごす時間を設けていく必要

もあろうかと思いますので、そういったことに現有

施設で対応できるのかどうか、そういったことをま

だ少し検討加えないと、なかなか方向づけできてお

りませんので、そういう意味で、そういったことに

も配慮した体制をどういうふうに構築していくか、

現在検討しているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） ９番荒生博一君。 

○９番（荒生博一君） 近年は、少子化に伴い、殺

伐とした世の中になり、子どもたちは携帯電話の普

及やゲーム機などを個々に持ち、人と人の結びつき

というのが薄くなっているように思います。 

 その中では、児童法に基づき、ゼロ歳から１８歳

までという年齢差の中で、子どもたちに健全な遊び

を提供するという児童館は、町においても重要な拠

点施設と認識しております。 

 再度、この件に関して確認ですが、拠点施設とい

う認識で間違いはないですね。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） 児童館の存在については、

子どもたちが年齢を超えて、あるいは多くの仲間と

ともに、いい意味で多くの仲間が群れるというよう

なことは非常に今苦手としておりますので、そう

いったことに児童館の果たす役割は大きいと考えて

おりますので、しっかりとそれらの役割を果たせる

ように意を用いてまいりたいと考えております。 

○議長（西村昭教君） ９番荒生博一君。 

○９番（荒生博一君） 今後におきましても、やは

り上富良野町の子どもたちのためにも、雨の当たら

ない公園である児童館は、必ず必要な施設として認

識しておりますので、今後とも児童館の運営に御尽

力するようお願いします。 

○議長（西村昭教君） 以上をもちまして、９番荒

生博一君の一般質問を終了いたします。 

 次に、１１番米沢義英君の発言を許します。 

○１１番（米沢義英君） さきに通告してありまし

た点について、町長に質問いたします。 

 まず第１点目には、地域生活支援事業についてお

伺いいたします。 

 地域生活支援事業は、市町村の裁量により地域で

生活する障害のある人の日常生活を支える事業であ

るということです。その点を述べまして、次の３点

についてお伺いいたします。 

 １点目は、移動支援事業は、屋外での移動が困難

な障害のある子どもたちと人に、余暇など社会参加

のための外出を支援するための制度ですが、町外へ

の移動は、上富良野町においては対象になっている

のかどうなのか。この点について、まず伺いたいと

思います。 

 二つ目には、日中支援事業について伺います。障

害のある人の日中活動を確保し、その保護者等の就

労や育児を支援するものですが、親の勤務時間が早

出・遅出などの勤務体系で、子どもを預けることが

できないという話も聞かれます。こういう状況の場

合は、日中一時支援で対処できるのかどうなのか、

お伺いいたします。 

 ３点目には、地域支援活動センター事業について

お伺いいたします。障害のある人に、創作的活動や

社会との交流促進の機会を提供する事業で、町では

富良野地域生活支援センターに事業を委託していま

すが、町内事業所に委託することも検討すべきだと

思いますが、今後の対応についてお伺いいたしま

す。 

 ２点目には、介護報酬の不正請求についてお伺い

いたします。 

 この間、新聞、テレビ報道等によって介護報酬の

不正請求が報道されました。旭川市と上富良野町で

介護施設を運営する事業所が、職員の待遇改善を目

的に事業所に支払われる介護報酬の加算分を不正に

受け取っていたという中身であります。これは、決

して許されるものではありません。次の項目につい

てお伺いいたします。 

 一つ目には、処遇改善加算金を職員に上乗せせ

ず、２０１３年度、１４年度にわたり不正請求して

いたとあるが、そのほかの年度には不正請求はな

かったのか。また、不正が発覚した経過についてお
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伺いいたします。 

 二つ目には、職員の賃金改善に使われなかった加

算金は、どのように処理されたのか、お伺いいたし

ます。 

 三つ目に、事業所に対する処分及び違約金を含め

た返還金額についてお伺いいたします。 

 四つ目には、不正請求がどのような経緯で行われ

たか。この間の町の調査では、必ずしも解明された

とは言えないと考えます。そういう意味では、今

後、調査と監査の体制が整わなければ不正が起こる

温床を残すのではないかと考えますので、この点に

ついてお伺いいたします。 

 ３番目には、地域医療構想についてお伺いいたし

ます。 

 地域医療構想とは、高齢化のピークとされる２０

２５年に向けて医療費の削減を目的にしたものと考

えます。また、この地域医療構想では、国の方針に

従わなければ、増床中止や病床削減を命令できる仕

組みづくりを盛り込みました。さらに、その中身を

見ますと、交付税算定基準を許可病床数から稼働病

床数に切りかえようとしているという事態も明らか

になってきています。上富良野町においては、緊急

医療など、不採算部門を担っている町立病院におい

て、このことが実施されれば、経営が一層厳しくな

り、地域住民の医療を守ることもできなくなると考

えています。そう述べまして、次の項目についてお

伺いいたします。 

 一つ目は、地域医療構想について、町としてどの

ような見解をもって協議会において臨まれ、示して

いるのか、お伺いいたします。 

 二つ目には、病床数が２４床削減されると報告さ

れておりますが、具体的な自治体における提示は

あったのか。この点についてお伺いいたします。 

 ３番目には、財政措置の変更や病床数等の削減等

は、上富良野町の緊急医療など不採算部門を担う町

立病院にとっては、経営が当然著しく脅かされるこ

とになることは明らかです。また、上富良野町立病

院に入院したり、また治療を受けたいと思っている

人たちの医療需要を満たすことができなくなるとい

うことも当然考えられるのではないでしょうか。こ

の３点についてお伺いいたします。 

 次に、子ども医療費の無料化についてお伺いいた

します。 

 中学校までの医療費の無料化を望む声が多数寄せ

られています。しかしこの間、何回か質問しました

が、一向にこの点については明確な答弁をされませ

ん。ある方は、私にこのように語ってくれました。

子どもさんを２人抱えて、子育ては本当に大変だと

言うのです。片方が風邪を引けば当然うつり、入・

通院費用などで数万円になることがある。この方は

パートで働いて仕事をしています。賃金もなかなか

上がらない中で、医療費の負担は大変だと話してく

れました。上富良野町にも中学校までの医療費の無

料化があればどんなにか助かるのになという話であ

ります。せめて通院だけでも小学校６年まで無料化

を拡大してくれたらという話です。 

 町長は、この点どのようにお考えでしょうか。医

療費の無料化を地方創生交付金や基金の積立などを

して、医療費の無料化を段階的に中学校まで引き上

げるなど、具体的な対策が求められていると思いま

すが、以上の点についての町長の見解を求めます。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 まず、１項目めにあります地域生活支援事業に関

する３点の御質問にお答えをさせていただきます。 

 １点目の移動支援事業についてでありますが、事

業の内容は、単独での外出が困難な障害者及び障害

児が社会生活上必要不可欠な外出及び日常生活、余

暇活動など、社会参加のための外出をする際にヘル

パーを派遣し、移動時に必要とする介助や外出に伴

い必要となる身の回りの介護を行う事業でありま

す。 

 利用時間は、午前８時から午後６時までで、１カ

月当たり３０時間を限度といたしまして、利用範囲

は片道１５０キロメートル、１日の移動距離は４０

０キロメートルを限度としており、これは町外への

移動についても対象となるところであります。 

 次に、２点目の日中一時支援事業についてであり

ますが、家族の就労支援及び家族の一時的休息を目

的に障害者等の日中における活動の場の確保をする

ため、一時的に見守りなどの支援をする事業であり

まして、多くは、放課後や土日の預かりなどで御利

用いただいている状況にあります。 

 利用時間につきましては、午前８時から午後７時

までとなっており、御質問にあります特に早い時間

帯や遅い時間帯につきましては、現在委託事業者に

おいて個別に対応していただいていると承知をして

おります。 

 これまで、町におきまして早出・遅出に対応する

支援についての御相談を受けていないところであり

ますが、支援の相談がありましたら、ファミリーサ

ポート事業やヘルパーの活用などを通じまして、対

応してまいりたいと考えております。 

 次に、３点目の地域活動支援センター事業につい

てでありますが、本事業は、障害者及び障害児が自

立した日常生活、社会生活を営めるよう創作活動や

社会との交流促進を行うものであり、平成１８年度
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から当町を含めました富良野圏域５市町村で、社会

福祉法人エクゥエート富良野に共同委託をしている

ところであります。 

 町内事業所への委託を検討してはとの御質問であ

りますが、当町には、地域活動支援センター事業を

委託するに当たっての設備基準を満たした事業所が

ないこと、また、この制度の利用者は精神障害者の

方が多いことから、既にその分野での実績があり、

精神保健福祉士を配置している当該法人に事業委託

をしているところでありますので、御理解を賜りた

いと存じます。 

 また、今後、町内で本事業を実施するための設置

基準や運営基準を満たす事業所が出てきた場合に

は、委託先としての検討はされるものと思います。 

 次に、２項目めの介護報酬の不正請求に関する４

点の御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の不正発覚の経緯についてでありま

すが、平成２７年１０月に当町の当該事業所介護職

員から、処遇改善手当が未支給であるとの訴えが旭

川市へありまして、旭川市の指導監査課より連絡を

受けたところであります。 

 旭川市におきましても、系列事業所の職員より同

様の訴えが複数あったことなどから、旭川市と連携

をとり、１０月２６日より監査及び立ち入り検査を

実施し、関係書類の精査や職員からの聴取を行った

結果、介護給付費の加算適用要件を満たしていない

にもかかわらず、虚偽の実績報告書を保険者である

旭川市と当町に提出し、介護職員処遇改善加算を不

正に受給したことが判明したものであります。 

 また、他の年度分につきましては、介護保険法に

より介護報酬の不正利得返還請求権に係る消滅時効

期間が２年間と定められておりますことから、平成

２５年度及び平成２６年度の２カ年間のみを対象に

監査及び立ち入り検査を行ったところでありまし

て、当該年度以外の不正請求の実態については、調

査の対象となっていないことから、承知できないと

ころであります。 

 次に、２点目の不正に受給した処遇改善加算金の

処理についてでありますが、監査実施の折、関係書

類等を確認いたしましたところ、加算金は他の介護

給付費同様に収入として処理されておりましたが、

介護職員への給与としての支払い実態はなく、その

ため、詳しい使途については不明であります。 

 次に、３点目の事業所に対する処分内容について

でありますが、行政処分として２月１６日付で事業

所の指定の効力の一部停止を行ったところでありま

す。効力停止の期間につきましては、本年３月１日

から５月３１日までの３カ月間とし、この間は利用

者の新規受け入れ停止及び介護報酬の２０％削減の

内容であります。 

 また、返還金額につきましては、上富良野事業所

分としては、不正受給に係る返還金８１万３９６円

に４０％の加算金３２万４,１５８円を加えた１１

３万４,５５４円となっております。 

 次に、４点目の不正請求の経緯についてでありま

すが、介護職員処遇改善加算金の支給実態がないに

もかかわらず、不正に請求を行ったものでありま

す。一方、監査体制につきましては、通常は６年に

１度の実地指導となっておりますが、当町におきま

しては毎年実施しており、さらに利用者からの通

報、苦情、相談等に基づいて、それらの情報に基づ

き監査を行うことができることから、今後におきま

しても、これらを的確に実施してまいりたいと考え

ております。 

 次に、３項目めの地域医療構想に関する御質問に

お答えいたします。 

 平成２７年４月１日に改正医療法が施行され、厚

生労働省は、地域医療構想に関する事項として、一

般病床または療養病床の機能区分ごとの将来の病床

数の必要数を定めるとされたことから、２０２５年

の医療需要と病床の必要量について、高度急性期、

急性期、回復期、慢性期の４機能ごとに推計し、今

後の医療供給体制を地域医療構想として策定するも

のであります。 

 北海道におきまして、道内の二次医療圏ごとに２

５年において必要とされる病床数の推計結果が公表

され、富良野圏域では、現在の５１０床より２４床

減となる４８６床が必要病床数として示されたこと

から、これを受けまして、将来の地域医療構想につ

いて協議する場として、本年１月２８日に医療関係

団体、市町村、医療機関、医療を受ける立場にある

者やその他必要な団体などで構成する富良野圏域地

域医療構想調整会議が設置されたところでありま

す。 

 御質問１項目めの、地域医療構想についての町と

しての見解についてでありますが、今後、本調整会

議において、富良野圏域の医療体制のあり方につい

て議論が進む中で、各医療機関や自治体の役割が示

されてくるものと思われますので、今後の話し合い

を通じて、上富良野町における医療の実態や公立病

院を持つ自治体の意思を伝えてまいりたいと考えて

おりますことから、あらかじめ何か前提を示して議

論に参加する考えは持っていないことを御理解を賜

りたいと存じます。 

 次に、２点目の自治体ごとに削減される病床数に

ついてでありますが、あくまで富良野圏域における

２０２５年の必要病床数が示されものであり、自治

体ごとの具体的な病床数の数値につきましては、地
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域の医療構想策定後に改めて議論されることになっ

ておりまして、現時点におきましては、特に示され

たものはありません。 

 次に、３点目の財政処置についてでありますが、

交付税に関しましては、平成２７年度から許可病床

数から稼働病床数に見直され、平成２９年度までは

激変緩和措置が講じられますが、いずれにいたしま

しても、交付税の削減は町立病院の運営において大

きく影響を受けるものであり、住民の安心した医療

を確保するためにも、今後、十分な財政措置が講じ

られるよう、北海道を初め町村会等とも連携し、要

望を行ってまいりたいと思っているところでありま

す。 

 次に、４項目めの子ども医療費の無料化の拡大に

関する御質問にお答えいたします。 

 子ども医療費の無料化拡大につきましては、昨年

６月と９月の定例会におきましても、同様の御質問

をいただきお答えさせていただいておりますが、乳

幼児等の医療費助成につきましては、北海道医療給

付事業と連携し、助成措置を講じるとともに、町の

独自事業として、受診頻度の高い乳幼児を抱える子

育て世帯の負担軽減を図るため、就学前の乳幼児の

医療費全額の助成を実施しているところでありま

す。 

 また、「健康づくり推進のまち」として、子ども

たちの健康増進を図るため、町独自の子育て支援策

として、小学５年生と中学２年生を対象に無料で実

施しております「かみふっ子健診」や小児において

任意となっているＢ型肝炎ワクチン、ロタウイル

ス、おたふく風邪の予防接種の無料化のほか、イン

フルエンザ予防接種につきましては、１歳から１８

歳までの自己負担１,０００円、非課税世帯は無料

化するなど、子どもたちが疾病にかからないよう、

各種予防事業に積極的に取り組んでいるところであ

ります。 

 議員御質問の中で触れられております、子どもの

医療費の無料化拡大における小学６年生までの通院

費負担軽減につきましては、ひとり親家庭等に対す

る医療費一部助成による軽減などの支援策を講じて

おりますが、今後におきましては、これまで取り組

んで来ました医療にかかる子育て支援策や健康づく

り支援施策により、町の医療費負担が改善されるな

どの効果が見られたときには、それらを新たな支援

策の財源に向けることも考えられることから、さら

に内容を精査し、支援の拡充が図られるよう検討し

てまいります。 

 なお、地方創生加速化交付金につきましては、個

人に対する給付事業は対象外となっており、また基

金の活用につきましても、子どもの医療費拡大に向

けた使途としての考えは持ち合わせておりませんこ

とを、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） 再質問を受けます。 

 １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 移動支援事業についてお

伺いいたします。 

 町外も利用できるということでありますが、ある

事業所に聞きましたら、旭川等に余暇等あるいは子

どもさんが社会の勉強のために買い物、あるいは余

暇でプール等利用したいというときに、その対象に

はなっていないというような話をされたということ

も聞いております。これは、事業所と町との話の詰

め方等が問題あるのかなというふうに思いますが、

この点で、あくまでもケースとして、旭川等に買い

物あるいは余暇等、プール等々利用する場合、その

ほか社会生活に子どもがなじむための、そういった

ものに対しては、こういう場合は該当になるという

ことですね。確認します。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の移動支援

についての御質問にお答えさせていただきますが、

今、議員から御発言のありましたような特定の事案

について、ちょっと私聞き及んでいませんので、担

当を通じてお答えさせていただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川和宏君） １１番米沢議員の

移動支援事業にかかわります御質問にお答えしたい

と思います。 

 町では、障害者地域生活支援事業の移動支援事業

実施ガイドラインというものを設けておりまして、

その範囲の中で支援をしているところでありまし

て、ただいま質問のありました旭川市への買い物で

あるとか、余暇活動等の部分については、対象の範

囲ということで理解をしているところであります。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） そのガイドラインで、も

しも制限されるとすれば、どのような中身が制限さ

れますか。 

○議長（西村昭教君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川和宏君） １１番米沢議員の

移動支援事業の対象とならない事業ということでの

御質問でありますが、それにつきましても、ガイド

ラインの中で示しておりまして、例えば経済的活動

に係る外出、通勤だとか営業活動、また通年かつ長

期にわたる外出ということで、通学、通所、通園等

の送迎等も入るところで、その他選挙活動だとか布

教活動等の外出等も、それに入っておりますが、一

応そのガイドラインの示した中で対象事業、対象と

ならない事業ということで区分をしているところで
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ございます。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） そうしますと、一般的な

ものについては該当になるということで、この辺事

業所との関係でどうなのか、ちょっとよくわからな

いので、もう少し詰めた中で、事業所との関係、ぜ

ひ詰めていただきたいと思います。 

 二つ目には、日中支援事業についてお伺いいたし

ます。これはある自衛隊の方なのですが、勤務体系

が６時になったりだとか、遅くなったりとかしま

す。そういう中で、ファミリーサポート事業だと

か、この範囲の中で支援するという状況があるのか

もしれません。しかし一方で、今の事業所等がこう

いったものを活用して、こういった支援をできる体

制というのは、現行の中ではファミリーサポート支

援事業しかないのか、あるいはヘルパーの事業でし

かないのか、そこら辺はどうなっているのでしょう

か。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の日中一時

支援事業につきまして、特に早出・遅出、所定の時

間外の部分についての御質問かと思いますが、現在

はファミリーサポートセンター、あるいはヘルパー

事業を通じて対応を想定しているところでございま

して、先ほどお答えさせていただいましたように、

そういった御相談等も町のほうに現在寄せられてい

る状況ではございませんが、町が事業所として対応

できるかどうかについては、今後そういった事案が

どの程度潜在しているのかと、あるいは利用をされ

るような状況が生まれてくるのかどうかというよう

なことも勘案しながら、町が前面に出て対応が必要

だというような判断がされる場合には、それは検討

してまいることになろうかというふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） そういう実態としてあり

ます。確かに事業所としては出てきていないのかも

しれませんけれども、しかし実態としてある以上、

こういうものに対して行政がかかわって、どういう

支援ができるのか、また、日中一時支援事業の範囲

の中で、あるいは時間を延ばすだとか、工夫をしな

がらできるのかどうなのかということも含めて、検

討すべきではないかというふうに思いますが、この

点確認いたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 現在、想定しておりますように、ファミリーサ

ポートセンター、あるいはヘルパー事業と、それら

の仕組みがまさるのか、あるいは町が事業所として

かかわることがふさわしいのか、これらは特に比較

する性格のものではないと思いますので、実際そう

いう、今、議員から御質問にありますような課題が

内在しているとすれば、そういった方々と、あるい

は事業をされておられる方々とのお話を十分に伺っ

た中で、仕組みとしてどういうふうにつくっていけ

ばいいかということは、今後検討する課題だという

ふうに理解しております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 次にお伺いしたいのは、

３点目の地域活動支援センター事業の問題でありま

す。 

 町の答弁では、精神保健福祉士の配置基準を持っ

ていない事業所については該当にならないのだと。

上富良野町では、そういう事業所がないので該当に

ならないのだということでありますが、それではお

伺いいたしますが、エクゥエート富良野は、１類、

２類、３類とあるというふうに思いますが、どの基

準によって運営されているのか、お伺いいたしま

す。 

○議長（西村昭教君） ちょっと答弁に時間をいた

だきたいということでして、ほかにあれば。今の質

問については後ほど答弁をいたさせます。 

 １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 例えば、地域活動支援セ

ンターの平成１８年、ちょっと古いのかもしれない

ですが、厚生労働省の省令１７５号というのがあり

ます。そこの中では、職員の配置基準について第９

条で、地域活動支援センターに置くべき職員及び職

員の数は次のとおりということで、施設長１人、指

導員２人以上、施設長は地域活動支援センターの管

理上支障がない場合は、当該地域活動支援センター

の職務に従事し、または他の施設等の職務に従事す

ることができるとしております。必ずしも精神保健

福祉士を配置するということは明確にうたっており

ません。そうすると、厚生省の通達の範囲で、上富

良野町の事業所がこういう基準に該当すれば、見れ

るということではないですか。お伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 厚労省で示しております人員の配置については、

精神保健福祉士という記述をもって表記されていな

いというふうに、それは私も理解をしております。

しかし、人員配置だけではなくて、先ほど冒頭でも

お答えをさせていただきましたけれども、施設設置

基準、あるいは満たさなければならない仕組み、そ
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ういったものも含めてのお話になりますので、それ

ら総体的に見たときに、町内にはそれらを満たす事

業所がないということで押さえているところでござ

います。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 町長、よくわかってい

らっしゃらないと思うのですよ。担当者がわからな

いのに、どうして町長、そういう判断ができるので

すか。 

 例えば、地域活動支援センター事業ということ

で、富良野市、深川市ということで、地域活動支援

センター事業の富良野市でやっている部分のところ

を見てみました。目的は、創作的な活動と生活を支

えるということです。その事業内容の中に、事業機

能を図るために、基礎的な事業に加え地域活動支援

センター１型、地域活動支援センター２型、地域活

動支援センター３型の事業を行うことができると。

４番目には、地域活動支援センターの利用人員は１

日当たり１０名以上、地域活動支援センター必要職

員は２名、うち１名は常勤という形になっていま

す。そうしますと、地域活動支援センター３型は、

１日当たり利用人員１０名以上で、当然富良野市と

３型に該当するという形になる、職員配置もね。 

 そうすると、上富良野町でもこういう配置で行え

ば十分可能になるし、富良野市においても、特に１

型、２型、３型のどれを指定しているということで

はないのです。１型から３型はできるとうことで、

支援センターの規則というか、そういうものを見ま

したらなっているわけで、そのことを考えますと、

上富良野町でも十分審査基準を満たして、話し合う

と可能ではないかというふうに私は考えますが、ど

うなのでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川和宏君） １１番米沢議員

の、まず、先ほどの委託先の事業所の区分でありま

すが、地域活動支援センター３型での事業所でござ

います。 

 それと、今の基準のお話でありますが、これにつ

いては厚生省の省令、それから北海道条例でも定め

てあるところでありますが、特に規模というこで、

議員もおっしゃっていました１０人以上の人員を利

用させることができる規模が必要だということでご

ざいまして、特にこの部分についての施設を備えて

いる事業所が、今のところ上富良野にはないという

ことでありますので、御理解をいただきたいなと思

います。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） こういうことなのです。

私の言いたいのは、地元にそういうことが、富良野

に行っている方がいるのであれば、上富良野でも設

置してくださいということです。そうすると、上富

良野でも設置すれば、上富良野町の身近なところで

利用したいという方もいらっしゃると思いますし、

当然行っているわけですから、そういう方が上富良

野町で利用できる環境をつくれば、わざわざ富良野

に出かけなくても、十分可能ではないかと。また、

他の市町村からも来ることも考えられますから、当

然そういうものも含めて、十分検討する課題ではな

いかというふうに思います。 

 私は、ただ一辺倒でできないできないと言うので

はなくて、そういうニーズがあれば、障害者計画の

中にもうたっているわけですから、きちっと必須事

業として、自治体はそれに対して対応すべきだとう

たわれているわけですから、この点お伺いいたしま

す。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 私もお答えの中で、今後そういった基準等を満た

す事業所が出てきたときには、委託先の検討対象と

なり得ますということを申し上げておりますので、

今後の展開の中で、そういう形ができてきたときに

は、当然そういう、今、議員から述べられておりま

したような方向も含めて検討することになると思い

ます。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 私、やはり地元でそうい

うことをやることによって雇用が生まれて、もう一

方では、地元にお金が落ちる話であります。また同

時に、そういう障害を持った方々が地域で、身近な

ところで、施設の中で安心して社会生活を営める、

そういう準備をできる環境を整えるということは、

絶対必須事業ですから、私はそういうことを行って

地域の障害福祉を支える、子育て支援を支える、こ

ういうことが今上富良野町で求められているという

ふうに考えております。 

 こういったところについて、もう一度確認いたし

ますが、事業所等と話し合い、また協議しながら、

今後どうあるべきかということも、話のテーマとし

て、まず、そこから事業所と話をすべきではないで

すか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の御質問に

お答えいたしますが、今、議員から御発言にありま

したような、そういう支援施策というものは常に念

頭に置いて行政運営をさせていただいておりますの

で、既存の事業者、あるいは新規の事業者も含めま

して、そういったアプローチがあるのか、あるいは
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町がもう少し能動的に発言をしていくべきかについ

ては、今後検討する課題だというふうに御理解をい

ただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） ぜひ検討して、前へぜひ

進めていただきたいというふうに思っています。そ

のことなくして、上富良野町の福祉の向上というも

のも含めて、なし得ないのではないかというふうに

思いますので、まず入り口として、きっちり協議を

テーブルに乗せて話し合うということで、検討する

ではなくて、その方向も含めて検討するという形

で、この年内等において開催をするということで、

確認してよろしいですか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の御質問に

お答えさせていただきますが、今テーマになってお

りますような、そういった事業所につきましては、

町がぜひそういう基準を満たすような形をとってく

ださいと申し上げることが果たしていいのか、ある

いは事業者のほうの思いを受けとめて町が応援する

のがいいのか。これは、どちらか一方的というよう

なことではございませんで、いろいろな、このテー

マではなくても、通常のそういう支援事業を通じて

の会話の中で一つのテーマとして取り上げることは

可能だと思いますので、そういう方向づけで進めて

まいりたいと考えております。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） ぜひその点、改善してい

ただきたいというふうに思います。 

 次に、介護報酬の不正請求の問題であります。 

 この間、町が議会に報告された調査の経過という

のがあります。その中では、グループホーム等の職

員の、いわゆる加算分については、実績報告書どお

りの支給がなかったということで、本部提示の書類

等については記名押印の事実がなかったということ

が明らかになりました。 

 また、組織的なかかわりというところでは、あく

までも経理担当者が個人的に行ったことであり、組

織的なかかわりはなかったというような話でありま

す。そして、２８年２月３日まで弁明の機会も与え

たにもかかわらず、法人より弁明書の提出はなかっ

たということの話であります。そして加算金の、い

わゆる違約金の返還納入期限は２８年３月３１日ま

でという形の内容でありました。私は、この報告書

を見ても、いかに不誠実な事業所なのかということ

が明らかになったというふうに思います。 

 そこでお伺いしたいのですが、この加算金は、一

体どこに消えたのかと。一般会計で処理したという

形になっておりますが、どなたが、どういう形で、

お金を使用されたのか、もしくは個人的な流用だと

か、組織的な流用というのはなかったのか。もう一

度この点確認しておきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川和宏君） １１番米沢議員の

グループホームほーぷにかかわります不正受給の関

係でありますが、町長が答弁したとおり、通常の介

護報酬と、同様の収入処理をしていて、加算金とし

ての支給がなかったというところの確認でありまし

て、あとの使途基準につきましては、法人の会計の

中で処理されておりまして、不正な流用であると

か、個人的使用というのは認められなかったという

か、確認のできなかったところでございます。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） この報告書の中に、その

使途がはっきりわからなかったと言っているのに、

個人的流用がなかったのかも、そんなのわかるはず

ないでしょう、本当に。そこら辺は、どういう監査

だったのかということですよ。どうなのですか。 

○議長（西村昭教君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川和宏君） １１番米沢議員の

御質問にお答えします。 

 あくまで加算金として支給されていたか否かの確

認でありまして、給与台帳と帳簿のほうが整合性が

あるかの確認をしていまして、支払っている給与

と、給与台帳は合っておりますので、加算分が支給

されていないということは、そこではっきりしたと

いうところでございます。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 要するに、十分監査とい

う監査らしき内容の監査は、されていないような気

がするというふうに思います。 

 いずれにいたしましても、不正請求ということで

ありますから、これは絶対事実として曲げることは

できない話であります。こういう形になって、入所

されている方が追い出されるようなことになれば、

大変なことになります。 

 例えば、次の点について伺います。加算請求の場

合、道と自治体に加算する計画書を出すようになっ

ているというふうに思いますが、そういう事実はあ

りますか。きちっと出されてきましたか。 

○議長（西村昭教君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川和宏君） １１番米沢議員の

御質問にお答えします。 

 計画書につきましては、書類で提出されておりま

す。答弁では少し漏れておりますので、加算支給を

するという計画書の内容で提出されております。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 答弁書の中では、通常は
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６年に一度の実施指導という形で、上富良野町は毎

年実施していたということの報告が答弁でありま

す。そうしますと、加算計画書も出されていて、こ

の部分についての町のチェック体制はされていな

かったのか。そこの点はどうでしょうか。 

 本来、毎年実施しているにもかかわらず、この部

分についての目が行き届かなかったのかどうなの

か、しなくてもいいと判断したのか。そこら辺はど

うですか。 

○議長（西村昭教君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川和宏君） １１番米沢議員の

介護加算の部分についての実地指導の関係でありま

すが、制度の中では職員の説明、それから職員の目

のつくところに加算しますよというのを張るように

ということのルールになっておりまして、その部分

について、職員の説明をしたかどうかの聞き取り、

それから掲示物を掲示していたかどうかの確認とい

うのは、聴取により実施しているところでありまし

て、事業所のほうからは、掲示もしておりますし、

職員の説明もしているという回答でございました。

また、実地指導の中においては、それ以上の調査と

いうのはできませんので、あくまでも聴取による確

認をしているところでございます。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 少なくとも、加算報告書

まで提出しなければならないということで出ている

わけですから、それにふさわしいような監査という

ことがあってもしかるべきではなかったのかと。そ

うすれば、職員との聞き取り等があれば、そこで少

なくとも未然に防げた可能性もあるのではないかな

というふうに、私はこう考えているところですけれ

ども、そこはされていなかったということで、どう

も腑に落ちない点ですが、この点もう一度明確に答

弁をお願いいたします。 

○議長（西村昭教君） 保健福祉課長、答弁。 

○保健福祉課長（北川和宏君） あくまでも実地指

導でありまして、監査につきましては、先ほどの町

長の答弁でも申し上げましたとおり、監査する要件

といたしましては、通報、苦情、相談等の情報に基

づいて行うことができることとなっておりまして、

通常の実地指導においては聴取の確認のみでありま

すので、そこでは説明していないとか、掲示してい

ないとかという聴取がとれれば、監査はできるとい

うことになりますが、その時点ではしっかりとして

いたということの聞き取りもされておりますし、実

績報告書等についても、そのとおりの報告となって

いることから終えているところでありまして、今回

のように通報等があった場合に監査に移行できると

いうことでありますので、御理解をいただきたいと

思います。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） ここで問題点が明らかに

なってきていると思います。国が、実地指導しか地

方自治体に求められないという問題点です。そうし

ますと、こういう問題が潜在していても聞き取り調

査ができないという、制限枠の中では地方自治体も

当然それ以上はできないのかもしれません、それに

基づけばですよ。そうすると、こういった部分に対

してきちっと監査ができるように、行政としても国

や道に対して改善を求めて、きっちりと監査できる

体制を構築できるような改善計画を持つべきだとい

うことを要求すべきではないですか。この点お伺い

いたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 制度のあり方につきましては、一自治体が何か 

判断をするような事項ではないと思いますが、た

だ、流れとして、こういう事案が出てくるというこ

とに対しての一自治体としてのいずさ、そういった

ものは機会を通じて上級庁に申し上げてまいりたい

というふうに考えております。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 次に、医療構想の件につ

いてお伺いいたします。 

 医療構想というのは、安倍内閣が進める社会保障

費の削減等にかかわって出てきた問題であります。

その中には、病院完結型から、医療から地域全体で

見る、支える、地域完結型の医療、いわゆる医療施

設から介護施設、介護施設から在宅へという流れを

つくろうという中身であります。 

 今回、そういう中身でいいますと、今上富良野町

は、答弁書の中にもありましたけれども、慢性期の

方だとか、回復期の方が非常に多いわけです。そう

しますと、診療報酬も当然入院日数も３０日という

形で制限されてきています。医師もいないという形

の中で、財政的にも非常に収入が落ちるという状況

になってきているわけです。 

 今後考えられることは、ベッドの無償化、あるい

は削減という方向になるわけでありますが、仮に、

現在４４床のベッドが稼働率で見た場合２７床、平

均的な、この間担当課の調査の話では８０万円ぐら

いではないかという話でありますが、仮に２７床と

したら２,１００万円です。これが７０万円になっ

た場合１,８００万円、４４床の場合で７０万円と

仮定した場合３,１００万円で、８０万円とした場

合は３,５００万円という形になって、非常に稼働

率が求められた場合、どういう体系になっているか
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わかりませんので単純な比較でありますが、ベッド

数、報償、交付税等が削減された場合、地域医療、

あるいは緊急医療を担っている上富良野町にとって

は、病院を縮小せざるを得ない方向に自動的にいく

話だというふうに思いますが、こういう方向になり

ませんか、町長。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の地域医療

構想に関します御質問にお答えさせていただきます

が、国の目指している方向につきましては、言及す

る立場にございませんが、ただ、私ども地方病院を

公立病院を維持する立場から申し上げますと、稼働

病床数等によって財政措置の基準が設けられている

ことに対しましては、医師の確保の仕方、あるいは

どういった専門医が在籍するか等によって大きく不

安定化する要素を持っております。 

 そういう観点において、これから特に、今、国の

ほうでは必要病床数をカウントする中で、レセプト

を通じてどういうような、上富良野町立病院であれ

ば町立病院の入院実態がどういう患者さんが入院さ

れているかということを追跡しておりまして、上富

良野であれば機能的には回復期や、例えば急性期の

人を診なければならないから、ベッド数は一定程度

確保しなければならないのだというような、私ども

としてはそういう思いを伝えておりますけれども、

実績として、そういう人はいないのではないのと、

少ないのではないのというようなことを既に厚労省

のほうは、そういうことを根拠に必要病床数という

ものの一つをカウントしているというふうに聞いて

おりまして、私どもとしては、地域の実態と合わな

いということは常々申し上げておりますので、財政

確保も含めて、私どもの地域事情はこれからしっか

りと伝えていこうというふうには考えております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 私、国のことだから遠慮

することではありません。地方自治として、当然町

長も言われているように、上富良野町の置かれてい

る環境をせきららに告白すべきだというふうに私は

思うのです。 

 例えば介護ケアシステムという形の中で、施設か

ら在宅という形の中で、老々介護だとか、ダブルケ

アだとか、いろいろなことがささやかれています。

見れない家庭の方も恐らく出てきています。今社会

的な要因で見れないという方も、実際、上富良野町

にいます。緊急指定病院になっていて、どういう患

者がいつどこで入院だとか、緊急で運ばれてくるか

わからないという潜在的な方もたくさんいるわけで

すよ。そういうことを考えたときに、安心してそこ

に必要なベッド数がなければ、緊急医療体制も成り

立たない。そして、高齢化の中で、在宅でも見れな

い、どこにいったらいいのかわからない、そういう

社会的な人たちも含めて、潜在的にたくさんいるわ

けです。ここをきっちりと国は見ていないのです。 

 道は、国は、それぞれ医療の適正化計画をつくっ

て、自治体と話し合って、多ければ、自動的にお互

い話し合って医療費の削減を進めなさいということ

で、特定健診率の受診率の向上に結びつけたりだと

か、そういう方向でいっているのです、町長。その

ことをきっちり実態を訴えるべきだと思いますが、

お伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 そういったジレンマを抱えているのは、私も議員

と全く同様でございます。冒頭のお答えで述べさせ

ていただいておりますけれども、どういう形でこれ

から具体的に私ども一自治体として起こす行動は非

常に微力でございますので、申し上げましたよう

に、北海道、あるいは町村会等を通じまして、地方

の医療を守る立場としての発信は、これから大いに

していかなければなりませんし、一つの例で挙げま

すと、前回の交付税の加算のときにも、本当に実情

を訴えた中で地域配慮をしていただいた実体験も

持っておりますので、しっかりとこれからは地域の

実情を、とにかく究極的には安心を担保できなけれ

ばなりませんので、しっかりと取り組んでまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 最後に、子ども医療費の

拡大の問題についてお伺いいたします。 

 私はこの間、見てきた自治体でも､防衛の交付金

を使った基金積立、あるいはいつまででもできない

というのではなくて、新たに医療費に向けた基金の

積立を行うのだ、こういうことをやりながら私は実

施すべきだというふうに思います。 

 この間、町長は、できないできないというばかり

で、その可能性すらも探ろうとしないのです。私は

その可能性がある以上、今述べたように､こういう

子どもさんを抱えた家庭が上富良野の中にもたくさ

んいます。別にひとり親家庭でなくても、きちっと

生活しているように見えるけれども、給料上がらな

い中で、医療費負担とか、学費負担だとか、いろい

ろな負担の中で医療費の負担は重いという声がたく

さん聞こえてきます。また、まちづくりアンケー

ト、子育てアンケートの中にも、そういうことがう

たわれています。 
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 この間、町長の答弁を聞きますと、そういう声が

上がってきていないからできないと言ってみたり、

そういう声があるけれどもなかなか財源の手当がで

きないからできないと言ってみたり、私は、何を言

わんとしているのかわからない。要するに、できな

いという話なんだと思っている。もうこれ以上でき

ないのか、それとも改善して前に進もうとしている

のか、この点を明確に答弁してください。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １１番米沢議員の医療費支

援に対します御質問にお答えさせていただきます

が、私は、常に変わらず思い続けておりますのは、

しっかりと光を当てていかなければならない分野に

は光を当てていくと、そして支援をしていくという

ことは、常に変わっておりません。 

 医療費の支援等につきましても、必要な方々につ

いての支援はしっかりと、そういう精査をした中

で、そういうことについては何らちゅうちょするも

のではありませんし、それはそれとして、安心して

暮らしていただけるような仕組みなり、改善してい

くことは、何も否定する思いはございませんので、

そういう部分についての精査、あるいは検討につい

ては、今もしておりますし、これからも継続してま

いります。 

○議長（西村昭教君） 以上をもちまして、１１番

米沢義英君の一般質問を終了いたします。 

 昼食休憩といたします。再開は、１時といたしま

す。 

────────────────── 

午前１１時５５分 休憩 

午後 １時００分 再開 

────────────────── 

○議長（西村昭教君） それでは、休憩前に引き続

き、会議を再開いたします。 

 午前中の一般質問を引き続き行います。 

 次に、１２番中瀬実君の発言を許します。 

○１２番（中瀬 実君） 私は、今回さきに通告し

てあります１点３項目について、町長に見解を求め

ます。 

 農業の今後の方向性について。 

 第７次の農業振興計画について、町長は、９月の

議会で農業振興審議会の答申を受けてから意見を十

分参考にして実践計画を策定し、農業関係機関と連

携を行い、振興計画の期間内に道筋をつけると答弁

いたしました。大きく六つの重点施策の中で、平成

３０年までに実行できるもの、また検討研究をする

ものを具体的に策定しています。今後、農業の方向

性を示す意味でも、大変重要な指針となり、町独自

の施策が求められています。六つの重要施策の中か

ら、次の３点についてお伺いをいたします。 

 １、農業用施設整備の中の共同利用による施設、

新技術の導入・施設整備事業について。コスト削減

のため機械施設に助成をするとあるが、どのような

機械施設を想定されているのか。また、この事業に

スマート農業は対象になるのか。一部助成とある

が、助成の限度額について伺います。 

 ２点目、農業の情報発信や地域拠点整備につい

て。農商交流機能を備えた拠点施設整備を行うとあ

るが、町の情報発信を行うための農業、商工業、観

光を含めた、人、もの、産業の交流の場としたい構

想のようであるが、現時点の考えをお伺いいたしま

す。 

 ３番目、農業窓口ワンストップ化体制の整備につ

いて。農業施策の円滑な効率化推進のため、窓口を

一本化する計画であるが、農業部門のどの範囲まで

考えておられるのか。また、事務を行う拠点をどこ

に考えておられるのかをお伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １２番中瀬議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 まず、農業の今後の方向性に関します３点の御質

問にお答えをさせていただきます。 

 御質問の３点につきましては、過日全員協議会等

で説明をさせていただきました農業・農村振興実践

プランの内容に関するものとしてお答えさせていた

だきます。 

 まず、１点目の農業用施設・機械の導入助成につ

いてでありますが、この事業は中山間事業を活用し

て、３戸以上の共同利用を前提要件として実施する

ものでありまして、施設整備事業では、農業用施設

に限定し、新技術導入機械・施設整備事業では、農

業用機械と施設の双方を整備できる事業となってお

ります。 

 これまでの施設整備事業では、豆の調製施設、水

稲の共同育苗施設や格納庫、また新技術導入施設整

備事業では、水稲の直播機械を整備してまいりまし

た。本事業は、補助対象事業費の２分の１以内、３

００万円を補助限度額として助成措置を行ってきて

おり、事業の目的につきましては、事業規模が小さ

いことなどにより、国や北海道の事業の採択要件に

満たないものを対象としておりまして、特に施設・

機械の共同利用は、効率化、省力化による経営改善

効果が大きいことから、今後も継続すべき事業とし

て位置づけております。 

 また、スマート農業への対応につきましては、今

後は普及が進んでくるものと考えられ、本事業にお

いても共同利用などの要件を満たせば対象となり得

ますが、スマート農業のための事業費は多額になる
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と思われ、これらを考慮いたしますと、本事業での

活用については予算も限られておりますことから、

現段階では、国などの制度、事業の活用が望ましい

ものと考えております。 

 なお、スマート農業につきましては、引き続き関

心を持って情報収集に努めてまいります。 

 次に、２点目の地域交流拠点施設整備についてで

ありますが、地域交流拠点施設の整備につきまして

は、農業を初めとする地域の産業全てが連携行動す

ることが今後非常に重要であると捉えており、これ

らの実現性をより確実なものとするため、さきの執

行方針でも述べさせていただきましたように、複合

的機能を持った拠点づくりを検討してまいりたいと

考えており、農業振興を図る拠点としても有効であ

ることから、重要施策の一つとして位置づけたとこ

ろであります。 

 現在の構想といたしましては、物産、観光等地場

産業の情報発信機能、さらに研修施設機能や防災機

能などを想定しておりますが、具体的な内容につき

ましては、今後十分な検討を行ってまいります。 

 次に、３点目の農業窓口ワンストップ化への体制

整備についてでありますが、議員も御承知のとお

り、今、日本農業は大きな転換点を迎えており、一

方、本町の農業におきましても、約１０年後には農

家戸数の半減が想定されるなど、これまでにない危

機感を抱いているところであります。とりわけ、Ｔ

ＰＰ対策を初め、農業所得の向上や担い手の育成、

確保など、待ったなしの喫緊の課題が山積している

状況にあり、この厳しい状況を乗り越え、上富良野

農業の維持発展につなげるため、農業者、農業団

体、行政が一体となり、課題や目標を共有し、強固

な農業基盤をつくり、各種農業振興策を効率的に、

またスピーディーに実行できる体制づくりが大変重

要であると捉えており、あわせてこの度の本プラン

策定において、農業振興審議会からも御提言をいた

だいたことから、農業窓口のワンストップ化を本プ

ランの重要施策と位置づけたところであります。 

 また、事務拠点につきましては、農業を支える直

接支払い制度や地域農業再生協議会等の事務事業の

拠点であり、本町の農業者のホームグラウンドであ

り、行政機関にとりましても生産者に一番近いＪＡ

ふらの上富良野支所内に置くことが望ましいのでは

ないかと考えております。また、行政のワンストッ

プ化に対応する部門といたしましては、農業振興班

及び農業委員会を想定しているところであります。 

 いずれにしましても、農業者の意向を最大限尊重

し、関係機関等との意思疎通、調整を十分に図りな

がら進めてまいりたいと思いますので、御理解を賜

りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） 再質問をお受けいたしま

す。 

 １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） １点目の農業用施設機械

の共同利用推進については、中山間事業を活用した

事業ということで、今までやってきたことの継続と

いう考え方、認識でよろしいのでしょうか。確認い

たします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １２番中瀬議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 中瀬議員から御発言ありましたように、中山間事

業を通じた事業ということで御理解いただいてよろ

しいかと思います。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） 今までの中山間事業の貸

し付けの中で、共同という名のもとに個人が利用し

て、そういった施設というものはないのかどうか。

いずれにしても、機械共同施設の共同利用というの

は、省力化につながり効果が上がると思われます。

継続して実施すべきと考えております。決して名前

貸しの名前だけの共同利用というものは極力避けて

いただきたいと思いますし、これらについては事業

主体になっております産業振興課の中では特に注意

を払っていただかなければならないと思っていま

す。この貸付限度額につきましては、事業費の２分

の１、金額で３００万円以内ということになってお

りますけれども、年間の貸付限度額のもとの金額は

幾らになるのでしょうか。教えていただきたい。よ

ろしくお願いします。 

○議長（西村昭教君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） １２番中瀬議員のた

だいまの御質問に私のほうからお答えをさせていた

だきます。 

 中山間事業につきましては、かなり柔軟性の高い

予算編成となっておりますが、こちらのほうの事業

につきましては、共同利用施設については、大体例

年６００万円、こちらの新技術導入のほうも、３０

０万円から６００万円程度で、当初予算を組んだ中

で対応させていただいておりますが、そのときの年

度の需要によりまして予算の変動はある中で柔軟に

対応しているのが実態でございます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） 金額的には１,２００万

円程度の事業なのかなというふうに思っております

けれども、当然のことながら１年間に申し込みの件
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数が何件かあると思われますけれども、それらの事

業を採択するときの、いわゆる何を目安にして一番

先に、申し込み順番で採択をしているのか、もしく

は事業の中身を検討した中で事業を採択しているの

か、お伺いをします。 

○議長（西村昭教君） 産業振興課長、答弁。 

○産業振興課長（辻 剛君） １２番中瀬議員のた

だいまの御質問にお答えをさせていただきます。 

 基本的には、事業の申し込み期間を設定してござ

いますので、その中で複数件出てきた場合には、順

番ということにもなろうかと思いますが、いずれに

しましても、事業の要件を満たしているということ

が大前提になりますので、あとは、その中で次年度

で実施できるものがあれば、言っていただくような

こともありますし、予算を多少オーバーしても年度

内の予算の中で対応できるのであれば、当該年度に

整備していくという実態にございます。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） 予算が限られた中であり

ますので、当然、その年に対応できない部分もある

かと思いますけれども、極力対応できるものについ

てはやっていただければなというふうに思っており

ます。 

 それと、新規事業は、今までの流れに沿って新規

事業は余り対象にならないような感じを私は受けた

わけですけれども、先ほども申し上げましたスマー

ト農業の関係につきましては、予定は今のところ考

えていないということでありますけれども、今後、

恐らく二、三年のうちには本格的なスマート農業の

事業展開が始まると思われますし、国の事業を利用

するのが一番望ましいと形ではあると思います。 

 ですが、それらの事業に取り組む前に、やはり町

として本当に関心があるのであれば、モデル事業を

取り組んでいくということも必要なのではないかな

というふうに私は思っておりますけれども、そこの

辺のところは、考えの中にはないのでしょうか。お

伺いします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １２番中瀬議員のスマート

農業に対します御質問にお答えさせていただきま

す。 

 当初のお答えでも申しあげましたが、町といたし

ましては、スマート農業に対します関心は非常に

持っているところでございます。既に、北海道内に

おきましても、何カ所か実証的な導入が図られてい

るところも承知もしておりますし、ただ、申し上げ

ましたように、現在の町独自で行っております中山

間事業の中での事業として考えた場合に、ＧＰＳガ

イダンス、あるいは基地局の設置などを想定します

と、事業規模が千万単位にまで恐らく及ぶであろう

ということ、さらには、そういった基地局を利用し

たスマート農業ということを考えますと、一自治体

だけで電波が干渉し合って、非常に十分な性能を出

せないというような危惧も聞いておりますから、そ

ういったことを考えますと、他の町村と共同事業、

あるいはそれらも考えますと、一町村の予算の中で

の事業として組み立てることは困難ではないかなと

いうことで申し上げたところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） 確かに予算的にも規模、

事業展開するに当たりましては、非常にお金がかか

るということは私も承知をしております。このこと

については、もう既に農業関係のメーカーあたり

は、農家にかなりの売り込みをしている状況にあり

ます。その中で、取り組んでいける部分もあるので

はないかと私は思っているのですよね。全てがＧＰ

Ｓの部分の範囲内でも取り組める部分があるのでは

ないかと、そう思っているのです。 

 それは、トラクターにＧＰＳをつけて自動操舵と

か、いろいろなことをやるのも一つの方法でしょう

けれども、その中でも、我々、スマート農業の本来

の目的はコストダウンが一番の目指すところ、そこ

だと思うのです。コストダウンには何が一番必要な

のかということになりますと、当然、先ほど町長が

申しましたように、農家戸数というのが当然これか

らさらに減少していく、この減少していった中で農

家戸数が減るということは、農業者１件当たりの耕

作面積がふえてくる、そのふえてくる面積をどうい

うふうに対応するかという部分で、これから一番注

目される部分が、先ほどから言っておりますスマー

ト農業の部分だと思っています。 

 その中で、ニコン・トリンブルで出しております

その中の我々作物をつくる上で一番、これからすぐ

取り組める部分のところにあるハンドヘルドという

部分の作物の生育調査、生育状況を色で判断でき

る、そういったものがこれから当然入ってくるわけ

だと思うのです。そういったものを、これから当然

検討課題の中に入ってくると思いますけれども、そ

れらをある程度検討の最重要課題の中の一つに入れ

ていただくことが必要だと私は思っておりますけれ

ども、そういった部分、部分的にそういうものを取

り入れていく考えというのはないのかどうかを教え

ていただきたい。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １２番中瀬議員のスマート

農業に対します御質問にお答えさせていただきま



― 80 ― 

す。 

 議員から話題を示していただきましたような部分

につきまして、実際、大きな投資をしないでも取り

組めるものはないのかなということに対しまして

は、ＧＰＳ機能だけを活用したような、富良野地域

に限って、傾斜地だとか平たん地だとかというよう

なことでの多少の適する適さないはあろうかと思い

ますが、私が普段見受けている中では、例えばタマ

ネギの移植時に、移植と砕土を同時進行、整地作業

についてはＧＰＳ機能を活用したトラクターの無人

走行、その脇では人による移植作業、そういうよう

なことはかなり実用に近い段階に来ております。あ

るいは水稲の直播作業の自動走行だとか、そういっ

たことは、かなりメーカーから提案も既にされてい

ることでございまして、そういったものは割と取り

組みが早いのかなというふうに考えているところで

ございます。 

 他方、もう一つお話ございました、例えば衛星画

像、衛星観測によります葉の作物の生育を葉の色に

よって分析して、追肥をどこにしたらいいかとかそ

ういうような、あるいは圃場の地力を見るとかとい

うことの活用につきましても、かなり現在実用に近

いものが整備されているというふうに聞いておりま

すので、事業費の絡みと、それと、どの程度の共同

の範囲で活用できるのかというようなことも含め

て、それと、最大は町単独の事業予算規模で対応で

きるのかという課題もありますけれども、先ほど申

し上げましたように、これからの本町農業の発展を

考える上で、大変大きな要素だということには変わ

りございませんので、御理解いただきたいと思いま

す。 

○議長（西村昭教君） １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） 今、答弁をいただきまし

たように、極力、今の中山間事業の関係での取り組

み、検討課題というのは、非常に無理かなという部

分もあると思いますけれども、当然のことながら、

国の事業を受け入れる前に、そういう事業がもし出

てきたときにいち早く取り組めれるような、そうい

う体制というのは必要だと思いますので、ぜひとも

そこら辺のところは研究検討していただきたいなと

いうふうに思っています。 

 ２番目ですが、地域の交流拠点施設整備について

ということでお伺いをいたします。 

 平成２８年度は研究検討、２９年度は一部実施、

３０年度一部実施ということで、具体的な内容につ

いては、これから十分検討して行っていくというこ

とでありますけれども、これらの部分につきまして

は、先ほども申し上げましたけれども、国のいろい

ろな我々の共同利用に対する助成と、それ以上に、

結局地域の農産物とか観光だとか、そういったもの

の中で、地域の力を発信する拠点としての部分につ

いては、最重要な部分であると私も認識をしており

ますし、それらについては、これからのことでしょ

うから、本格的な構想はまだできていないのかなと

思いますけれども、これらについて、今考えておら

れる全部の部分をすぐ実行するということは非常に

無理な面があるかと思いますけれども、一部分だけ

でも、手のつけられるところからでも手をつけてい

くという考えがあるのか、ある程度ここの中に入る

部分は条件が整い次第これらを取り組んでいくのか

という部分について、お伺いをします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １２番中瀬議員の地域交流

拠点施設整備についての御質問にお答えさせていた

だきます。 

 本構想につきましては、非常に多角的に、先ほど

申し上げましたように、産業振興、産業の中には本

町の全産業を想定しておりますこと、あるいはそれ

らを助長できるような産業活動を活性化できるよう

な研修機能を加えて、本町にとって外すことができ

ない機能としては、やはり防災機能を備えるという

ことは、外すことのできないというふうに私は考え

ているところでございまして、それらを全てどうい

う形で折り合いをつけて、一つの機能として拠点施

設として整備するかということは、相当これから、

町民、各層の各職域の御意見をいただいたりしなが

ら研究検討をして、そして町民合意をいただくとい

うような手順を踏むことが大変大事だというふうに

考えております。 

 当然そういう中には、想定としては、用地の問

題、あるいは設置位置の問題、規模の問題、そのウ

エートをどういうふうにバランスよく配置するかと

いうようなことの整合性、それらも含めて、まだこ

れからそういった構想に着手してまいりたいという

今状況でございまして、既にそういった研究検討す

る上において、必要となる情報収集等については産

業振興現場において既にしているところでございま

して、そういったことを一つのたたき台として、こ

れから実現に向けて進んでいこうという考えでござ

いまして、一部着手するというようなことは全体像

を固めてからということのほうが私はあるべき姿か

ないうふうに考えている状況でございまして、一部

というそういう組み立てはなかなか難しいのかなと

いうふうに理解しているところでございます。 

○議長（西村昭教君） １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） 今、全体像がある程度構

想が固まった時点で着手をしたいなという話であっ

たと思いますが、これらの拠点施設をつくるという
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ことになれば、当然のことながらかなりの投資をし

なければならないということは間違いないと思いま

すけれども、当然のことながら、この構想を考えた

時点での予算規模、これは当然どこかの補助事業と

かいろいろなものを活用しながらこれを進めていき

たいという方向で考えておられるのかどうか、まず

確認をしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １２番中瀬議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 当然のことながら、こういったビッグプロジェク

トを想定する中においては、財源確保というのがま

ず第一にあるべきことでございまして、それについ

ては、一つの単独事業としてではなくて、さまざま

な事業を組み合わせることなども想定の中に入れて

おりまして、事業規模については、今申し上げるよ

うな材料は持ち合わせておりませんが、少なくとも

数億円ははるかに超えるであろうというようなこと

は想定の中には持っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） 当然のことながら、金額

はかなり張る、予算はかなりつぎ込まなければなら

ないとは思っております。これらの機能を有したこ

の施設ができることは、町としても我々町民といた

しましても非常に期待をしている部分ではないかと

思っております。 

 これらが、ほかの町と同じものでなくても、町独

自のこういった施設ができれば、拠点となれば、各

産業、農業をはじめとする商工業全ての人たちが、

そこに物を集め、そこから上富良野の情報を発信で

きる、さらにまして、先ほど町長から話もありまし

たように、防災施設、これらも上富良野町は、防災

関係は十勝岳の関係もあるということもありますけ

れども、防災についての機能を備えることは大事な

部分ではないかなというふうに思っております。 

 そういった中で、もしこの拠点施設が予算化がさ

れてもし実行されるとしたときに、拠点施設はどこ

が主体となって運営をしていく予定なのかというこ

とは、これはまだ構想の段階ですから、わかればの

範囲ですけれども、わかれば教えていただきたいと

思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １２番中瀬議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 実際、実現した後に、どういう形で維持運営して

いくかということに対しましては、方法といたしま

しては、町が直営ということも想定できますでしょ

うし、例えば振興公社のような形で委託をすると、

そういうようなことも考えられますでしょうし、ま

た町で管理するにしても、どういうセクションが管

理するのかということは、まだまだそこまで、正直

申し上げて思いが至っていない状況でございますの

で、御理解を賜りたいと思います。 

○議長（西村昭教君） １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） あくまでも今構想の最中

でありますので、具体的なことを余り聞くことは無

理かと思いますけれども、とにかく拠点施設の構想

については、先ほども申し上げましたけれども、町

民の皆さんが一番期待をする部分だと思いますの

で、ぜひとも慎重に検討をしていただいて、そして

この事業が町民の期待に応えられるような形で実現

できるようにしていただきたいなというふうに思っ

ております。 

 ３番目ですけれども、農業部門の窓口のワンス

トップ化ということでお伺いをいたします。 

 今後においては、先ほども話しあったとおり、Ｔ

ＰＰの絡みが日本農業をこれからどういう形に変え

ていくのかというのは、まだ不透明なところであり

ますけれども、当然のことながら、これからはいろ

いろな農業政策が変わっていく、今までとちょっと

変わった形での農業施策が実行されるといったこと

も想定されますので、当然のことながら、事務手続

き、そういったものについては当然今までよりは少

しは手続きに時間がかかることもあるでしょうし、

我々農業者がその場所に行って手続きをするのに対

してでき得れば１カ所で済む、そういうのが理想だ

とは私も思っております。 

 ただ、今後のことはわかりませんけれども、事務

が簡素化するということについては私も同感であり

ますけれども、ただ、先ほどの答弁の中でいただき

ましたワンストップ化による事務所と想定している

ところがＪＡを、農協の上富良野町支所を想定して

いるということでありますけれども、ただ、町長も

御存じのとおり、ＪＡ上富良野ではなくて、ＪＡふ

らのは、平成２９年度以降にエリア制を引きますよ

ね。北エリア、南エリアということで、上富良野、

中富良野支所をいわゆる北エリアということで想定

をしております。ということは、なぜこういうエリ

ア制を引くかという根本的な原因は、職員の数を減

らす。いわゆる農家がこれだけ減ってきているのだ

から、農業関係のＪＡの職員もある程度減らさなけ

れば農協のスリム化が図れないと。役職員も当然減

らすことになりましょうし、事務職員も減ることに

なるというのは間違いないと思っています。 

 そんな中で、こういう農業関係の窓口を一本化す

るために、農協の職員と役場の職員とがそこに一堂

に集まって事務処理を行うときに、果たして農協が
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それだけ事務体制に協力でき得るような状況になる

のかどうか。そこら辺のところは私も非常に心配を

しているところでありますけれども、この構想につ

いては、ＪＡとの話というのは今までにあったので

しょうか。お伺いします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １２番中瀬議員の農業事務

の窓口のワンストップ化についての御質問にお答え

させていただきます。 

 本計画につきましては、非常に農業者が減少して

きている、そして一方では、きょうのニュースでも

流れておりましたように、政府においてはＴＰＰ関

連、事業関連に対します法案を閣議決定というよう

なニュースも流れておりました。非常に、我々今ま

で経験したことのないようなスピード、あるいは形

の変わり方をもって、農業というものがこれから進

んでいくのかという想定をしているところでござい

ます。そういう中にあって、本町の農業経営戸数が

これから１０年後には半減するというような数値が

想定される中で、何としても、この待ったなしの状

況の農業の振興策を、何らかの方策を持って組み立

てていかなければならない。 

 そうした中で、今回の重要施策にワンストップ化

を位置づけさせていただいたところでごさいますけ

れども、御質問にありますように、農協の皆さん方

と、あるいは何より生産者と思いを共有するという

ことが一番大事でございますので、農協の今後のＪ

Ａふらのとしての、組織としての経営形態がどうい

うふうになっていくかということによって、漠然と

した外郭的なものは伺っておりますけれども、そう

いったことによって上富良野町の農業者が不利益に

なるということは、これは農協も考えていないで

しょうし、ですから、そういうことから見ると、こ

れからも一番農業者が集う拠点でありますから、そ

れについては変わりはありませんので、農協とのそ

ういう、私が直接あるいは担当も通じまして、そう

いった思いの意見交換は既にさせていただいている

ところでございます。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） 当然、ワンストップ化の

窓口については、農協の上富良野支所が私も適当だ

とは思っておりますけれども、当然これらを実施す

るに当たっては、今回の対応する部門については、

農業振興班と農業委員会ということを想定している

のだということを、先ほど答弁でいただきましたけ

れども、農協に一本化するということになれば、き

ちっと理解を得た中で実行しなければ、強制的にこ

こにしたいのだということになると、いろいろなこ

とで支障が出てくると思いますので、これだけは慎

重にやっていただきたいなというふうに思っていま

すし、ワンストップ化についての考えそのものに対

しは私賛成でありますけれども、ただ、無理やりに

個々の考えが今回のワンストップ化の考えの中に

入っているから、とにかくこの形で実行しなければ

ならないのだということで強制的にそういうことに

なると、後でいろいろな面で支障が出てくる可能性

もありますので、そこら辺のところは十分に話し合

いをした中で進めていただきたい、そういうふうに

私は思っております。 

 上富良野町の基幹産業は、私が改めて申し上げま

でもなく農業だというふうに思っております。基幹

産業が農業だと言っている割には、こんなこと言っ

ては非常に失礼な言い方になるかもしれませんけれ

ども、目玉になる予算、いわゆる農業に対する予算

の措置がどうも特色のある施策が少ないような気が

私はしております。 

 そこで、我々は最終的には安心して営農ができ

る、そういう体制づくりをきちっとしていただきた

い。それが我々農家の切実なる願いだと思っており

ます。それに向かって、今後、実践プラン、六つの

重点施策をきちっと実施していただくということ

と、これらの実行するに当たっての決意と、それか

ら、特に六つの重点施策の中で、これから特にこれ

には力を入れていきたのだとう部門があれば、教え

ていただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １２番中瀬議員の御質問に

お答えをさせていただきます。 

 まず最初に、窓口のワンストップ化についてから

の御質問にお答えさせていただきますが、これは、

議員からの御発言にありましたように、私としても

一度もぶれたことはございませんけれども、やはり

主役は農業者でございますので、農業者が、中瀬議

員も私も同世代でございまして、農協をよりどころ

として我々行政も農業関係機関も、本当に一体感を

持った中でいろいろ農業経営というものがなされて

いるということは、体で会得してきております。い

ま一度、そういった思いに生産者の方、農業者の皆

さん方が、そこの思いに立ち戻れるような、そうい

う環境を我々がつくっていかないと、農業者の皆さ

ん方が情報が寸断される中を自分でつないで組み立

てるということより、やはりそういったことが一体

的に提供できるような中で農業経営を強化していた

だくための、私は大きな要素になると思いますし、

何よりも、重ねて申し上げますが、やはりこれは生

産者の皆さん方が求める姿にならなければなりませ

んので、それには十分な時間と検討は重ねていくと
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いうことは申し上げたいと思います。 

 それから、今回のプランの６項目全体につきまし

ては、それぞれ全て重要だということで位置づけを

させていただいております。共通して申し上げられ

ますのは、いずれにいたしましても、上富良野町の

農家の戸数、農業者を私としては１戸も減らしたく

ないという思いが大前提でございます。そのために

は、大規模経営もあり、小さな経営もあり、高収益

作物の作型もあり、あるいは大量生産の作型もあ

り、そういった全ての経営形態がなりわいとして成

り立つような、そして中瀬議員からもお話しありま

したように、まさしく名実ともに上富良野を支える

基幹産業となり得るようなことに、もう待ったなし

の状況だというふうに思っておりますので、全ては

大事な事業でございますので、意をもって推進して

まいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） １２番中瀬実君。 

○１２番（中瀬 実君） 今、町長から答弁をいた

だきましたけれども、私どもは、今後においても持

続的可能な農業、我々は職としてのなりわい、農業

として生きていくという考えのもとに、今残ってい

る農家の方々は一生懸命頑張っていると思います。

誰しも農業をやめたくてやっているわけではなく

て、可能な限り農業を続けていきたい、そういう気

持ちで農業をやっている方がほとんどだと思います

し、今までも何十年も農業をやってきて、そして、

その中で冷害とか、不作、いろいろな年があったに

もかかわらず、それを乗り越えてきた、今残ってい

る農業者は、ほんとうによく頑張っていると思いま

す。 

 それらの人たちに対して、町として少しでも手助

けになるような、そういう施策を確実に実行してい

ただきたい、そういうふうに思います。どうか、そ

の辺のところを含めて、町長、これから施策の実行

に当たりましては、特に力を入れていただきたいと

いうふうに思います。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 以上をもちまして、１２番

中瀬実君の一般質問を終了いたします。 

 次に、１０番髙松克年君の発言を許します。 

○１０番（髙松克年君） さきに通告しています２

点について、町長に質問をいたします。 

 第１、演習場騒音対策について。 

 平成２６年４月から自衛隊演習場の騒音の測定を

モニタリングポストを置いて行っております。２年

が過ぎようとしておりますけれども、演習場周辺の

住民にとっては、演習の増加や火力の増強と相まっ

て、騒音被害が増大しています。住宅の防音工事も

行われてはいるものの、十分とは思われません。現

況の騒音をどのように捉え、対策をどのように行お

うとしているのかをお伺いいたします。 

 第２に、農業、農村振興をふるさと納税に結びつ

け、自主財源の創造を。 

 昨今、多くの雑誌やメディアで取り上げられ、ふ

るさと納税の認知度は非常に高まってきています。

当町の農業振興計画の中でも、特産品や加工品の商

品開発を行い、産地化、ブランド戦略など地域商品

化を促しています。これらによって開発した商品を

ふるさと納税の返礼品として使用することにより、

商品開発を進め販売していくことで、厳しい財政状

況の打開に役立てることができるのではないかと思

います。町長の考えをお伺いいたします。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番髙松議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 まず、１項目めの演習場の騒音対策に関する御質

問にお答えさせていただきます。 

 国におきまして、平成２４年度に上富良野演習場

に係る住宅防音区域といたしまして、演習場の区域

外で８１デシベル以上の騒音が測定された東１２線

北、倍本農場及び第一安井農場の一部が指定され、

以降住宅防音補償工事として平成２６年度に２戸、

平成２７年度に１戸が施工され、平成２８年度にも

１戸の防音工事が計画されております。 

 国では、平成２６年４月に倍本浄水場に騒音測定

器を設置し、月ごとの測定結果を公表しており、町

では倍本地区演習場問題協議会の皆様へ、その結果

を報告させていただいております。平成２６年度の

砲撃音評価値は年平均で６５.３デシベル、平成２

７年度は公表されております１１月までで同じ程度

となっております。基準値の８１デシベルを下回っ

ておりますが、騒音レベルとしては「うるさい」と

感じるレベルと理解をしております。 

 また、同じ倍本地区内で防音指定区域に隣接して

生活されている住民もおられ、同レベルに近い騒音

でありながら、住宅防音指定区域に含まれず、新た

な地域課題が生ずる懸念もありますことから、町と

いたしましては、住宅防音区域の拡大や砲撃音評価

値の見直しなど、地域の実情を踏まえ、関係方面に

対しまして引き続き要望を行ってまいりたいと考え

ておりますので、御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、２項目めのふるさと納税に対する特産品等

を活用した返礼品に対する御質問にお答えさせてい

ただきます。 

 ふるさと納税は、都市から地方への税財源の移譲

を目的とした制度であることから、納税に対して返
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礼品を送るという考え方には、全国的に賛否両論が

あり、私自身も違和感を感じていることは、これま

でも御説明させていただいたところであります。 

 また、同制度は、納税とはいえ寄附制度であるこ

とから、多くが返礼品が目的とした寄附という昨今

の風潮は、制度の本旨とは少し離れた流れてあると

理解をしているところですが、本町に思いを持って

御寄附をいただいた方に、町として何がしかのお礼

の気持ちをあらわすことは否定するものではありま

せん。 

 議員御発言のように、本町は豊かな農畜産物に恵

まれ、さまざまな加工品開発も進められてきてお

り、これら特産品等のＰＲを行うことは必要なこと

であり、その手法の一つとしてふるさと納税制度を

活用することにつきましては理解するところであり

ますが、他方、多くの地元町民の方々も、それぞれ

思いを持って町に御寄附をいただいている実態もあ

り、全体的な整合性も考慮し、本制度の本質を踏ま

えた中で、地域振興策につながるような仕組みづく

りの可能性について、関係者の方々とともに研究し

てまいりたいと考えておりますので、御理解を賜り

たいと存じます。 

○議長（西村昭教君） 再質問ございますか。 

 １０番髙松克年君。 

○１０番（髙松克年君） この答弁書の中で、「う

るさい」と感じるレベルと理解すると書いてありま

すけれども、この年平均値と言われる６５.３デシ

ベルの根拠、どういうふうにとって、平均というの

を出しているのか。理解ちょっとしがたいところが

あるので、教えていただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） １０番髙松議員の御質

問にお答えいたします。 

 ６５.３デシベルというのは、防衛省が公表して

いる数値であります。それぞれ２６年度であれば、

４月から３月までの数値が既に公表されております

が、これにつきましては砲撃音の評価値ということ

で、砲撃につきましては振動等も伴いますことか

ら、実際の音に１８デシベルを加味した数値で計算

をされているというようなことで、それぞれ当然平

均として７０デシベルを超える月もありますし、も

う少し低い月もありますけれども、年平均として６

５.３デシベルというのは、防衛省で公表している

数値ということであります。 

○議長（西村昭教君） 髙松克年君。 

○１０番（髙松克年君） この平均のとり方という

のに問題があるように感じるのですね。砲撃の特殊

性というのを考えると、このことが果たして本当に

実態の評価をしているのかどうかということが問わ

れると思います。実際に、砲撃とか、後で使うデシ

ベルについても、大きな差があるということを、人

体が感じるときに差があるということをお知らせし

たいと思います。 

 平均値をどのようにとっているか、もう一回答え

ていただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） １０番髙松議員の御質

問にお答えいたしますが、町が確認をして数値を出

しているものではございませんので、一定程度防衛

省の中で基本的な計算の仕方をもって公表されてい

るというふうに思いますが、それぞれ、それぞれの

月の平均、それから砲撃の一定程度の基準値を超え

る数値を上回る回数もあわせて防衛省から公表が

あった都度、私のほうで毎月毎月の報告を協議会の

ほうにさせていただいておりますけれども、どうい

う計算をされているかにつきましては、防衛省のほ

うには直接確認したことはございませんので、その

計算式までは町で理解しているところではございま

せん。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 １０番髙松克年君。 

○１０番（髙松克年君） 町としては、では、この

数字についての確証は持っていないというふうに見

ていいですか。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番髙松議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 これは、上富良野町だけに示されている数字では

ございませんで、防衛省が全国同じ基準をもって測

定しておりますそういう数値でございまして、どう

いう計算の式をもって平均値というものを出されて

いるかということは、私どものほうに情報提供を受

けておりませんが、ただ、１８デシベルを加算され

ているということは、私どもお知らせをいただいて

いるわけでございまして、どの時点の数値をどのよ

うに捉えて、それを式を用いて平均値として町に示

してきているかということについては、上富良野町

のみならず、私ども北海道の基地協議会を通じて防

衛省にもたびたび要望活動を行っている中で、そう

いった説明は現在のところ一度もなされていないの

が実態でございます。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 １０番髙松克年君。 

○１０番（髙松克年君） このデシベルというの

は、ただ単に比例だけで示されている数字ではなく

て、対数尺度ということで、例えば今ここで言われ

ている６５デシベルと、８１デシベルとの差、これ

が実に一般的な物の見方からすれば、大きな差があ
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るということを示したいと思います。 

 今、我々がごく普通に生活しているこのレベル、

今マイクロホンを使っていますから、そして自分も

ちょっと声が大きいのであれかもしれませんけれど

も、日常生活に望ましいのが４０デシベルと言われ

ています。そして今、ここでお知らせしたいと思う

のは、倍本地区で昨年度２７年８月２１日、最高の

デシベルが１０３.５デシベルとなっています。こ

の差がどれぐらいの大きさかというと、１０の３乗

ですから１,０００倍の差があるのです。日常生活

しているところと、大砲を打たれたときに倍本地区

の最高デシベルとの差が、これだけの大きな差があ

るわけです。 

 これはどういうことかというと、先ほど言った対

数尺度ではかっているために、このようなことにな

るわけです。ただ単に、数字だけを見れば６０デシ

ベルという差なのですけれども、それぐらい大きな

圧力に、音圧と言いますけれども、圧力に差がある

ということなのです。そのことからすると、ここに

示されている６５.３デシベル、このことの信頼性

をしっかり町でも担保しないと、地域住民に対して

の説明に不足を生じるというふうに思います。 

 先ほど課長が言われたように、それに振動、また

今後問題となると思われるのが低周波、これが大砲

などの砲撃に関して非常に大きな影響を持つという

ことも、機械がずんずんよくなっていますから、知

れることになっています。そのようなことからして

も、演習のときの騒音レベルとしては「うるさい」

と感じるレベルいうことを書いてありますけれど

も、これは非常に数値だけの問題で、そこに住んで

いる人たちの体に受けている、また建物が受けてい

る騒音レベルとしては「うるさい」では済まされな

い問題だと思います。 

 ２６年度に、実に８２回演習が行われています。

その中に、８月までですけれども、今言った基準に

なる８１デシベル以上の演習回数、それは２７回に

及んでいます。２７年度は、先ほど課長も言われた

とおり、１１月までしか記録はありませんけれど

も、それでも２５回、１００デシベルを超えていま

す。１００デシベルというと、今先ほど「うるさ

い」程度と言ったところからどれぐらい、ちょうど

電車がとおるときのガード下、自動車のクラクショ

ンと言っています。それに、先ほど言ったように振

動低周波音が加わるわけです。 

 そのような状況の中で、この騒音レベルとしては

どのように考えるか、町長に考えをお伺いしたいと

思います。 

○議長（西村昭教君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） １０番髙松議員の御質

問にお答えいたします。 

 私ども、防衛省のほうから通知をいただいており

まして、２６年度であれば、先ほど町長が答弁させ

ていただきましたように、年の平均で６５.３デシ

ベルでありますというものにつきましては、振動等

を加味した１８デシベルを足したものとして６５.

３デシベルが平均値ということで報告をいただいて

います。同じように答弁にありましたように、６０

デシベルを超えるような音というのは、人間が感じ

る「うるさい」と感じるレベルということについて

は、そのように認識しておりますし、議員の御発言

にありましたように、１００デシベルという音がど

ういう音かということにつきましても、電車が通る

ときのガード下の音であったり、自動車のクラク

ションの音が、おおむね１００デシベルぐらいの音

をそのような音というふうなことで、非常に人間が

「うるさい」と感じる音であると、こういうような

砲撃音を伴うような演習が年に数十回あるというこ

とも私どもも承知しておりますし、あくまでも公表

されている数値は平均地ということで数値が示され

ておりますので、「うるさい」というのは、一般的

な表現として６０デシベルから８０デシベルぐらい

の音を人間が「うるさい」というふうに感じる音と

いうことで、町長のほうからそのような御答弁をさ

せていただいたところでありまして、実際にその近

隣に住まわれている方は、大きな音がなるとき、そ

れから演習のないときはそんなにそういうことでは

ないでしょうけれども、当然大きな音が一時続くよ

うな場合もありますでしょうし、そのようなことか

ら、町においては、基地協等を通じて毎年度それら

の基準値をもう少し下げてもらえるような仕組みで

あったり、区域を広げていただくような要望につい

ては、町においても、これまでも要望を続けており

ますし、これからもそういうような活動を続けてい

きたいということで、町長のほうからも御答弁をさ

せていただいたところであります。 

○議長（西村昭教君） １０番髙松克年君。 

○１０番（髙松克年君） また、地域に及ぼす影響

としてここに書かれていますけれども、砲撃音の評

価値の見直し、地域の実情を踏まえ関係方面に要望

していきたいというふうに書いてありますけれど

も、同じ倍本地域でも、倍本地域に隣接していなが

らも、同レベルに近い騒音でありながら、住宅防音

指定地域には含まれていない。指定地域の設定のと

きに、平成２４年だと思うのですけれども、そのと

きにどういうような経過から東１２線北、非常にわ

かりづらい表示だと思うのですけれども、倍本農場

及び第一安井農場の一部ということになっています

けれども、これはどのように設定されたのか、お知
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らせをお願いいたします。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番髙松議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 まず、思いに差異があるとしたら、これは解いて

おかなければなりませんが、騒音のレベル、数値

は、町と防衛省が協議をして定めた数字ではまずな

いということを御理解いただきたいと思います。髙

松議員からいろいろお尋ねございましたけれども、

町としては、町の意思を反映して置いた数字ではご

ざいませんので、そこは御理解いただきたいと思い

ます。 

 それから、どのような経緯で定められたかという

ことに対しましては、数年にわたりまして防衛省の

ほうで現地で騒音測定を重ね、そういったそれらの

数値をもとに、コンタを描きまして、そのコンタの

中から図上においてそこに地名として表記されてい

る場所をもって、３地区が対象地区ということで表

示をされているというふうに理解しているところで

ございます。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 １０番髙松克年君。 

○１０番（髙松克年君） 皆さんが承知のとおり、

演習場の地形的特徴というか、これは見てもわかる

とおり、背後につい立てのように大きな十勝岳が控

え、着弾地が高地にあると。しかも、音とか衝撃の

の直進設定からいっても、山林などの緩衝帯が十分

に機能を発揮できるような地域にはないというよう

なことがいろいろあるにもかかわらず、測定値を

もって決定されたということに、非常に大きな差と

いうか、誤りがあるのではないかというふうにも思

われます。 

 そのほかに、果たして本当に、言われているよう

なことで、この地域に特徴的な地形でありながら、

ただ単に何点かの測量地点をもって、先ほども火力

の問題もちらっと出しましたけれども、どのほうの

ときにどれぐらいの音だったかということがわから

ない。先ほど言った去年の８月２１日、何回砲撃が

このモニタリングに記録されているかというと、５

９３回。これが多いか少ないか、論議になるところ

だとは思いますけれども、これだけ大きな砲撃が繰

り返されると。このときの防衛庁が示している平均

のデシベルは７７.１デシベルなわけです。この数

字が６５.３デシベルより多いのは確かですけれど

も、どれぐらいのボリュームで多いかというところ

が問題になるわけです。３デシベル違うと１.４倍

違ってくるのです。それぐらいの差があります。掛

け算すればわかるわけですけれども、そのような大

きな違いが出てくる音、それでただ単にここで言わ

れているモニタリングポストで計った６５.３デシ

ベルが、本当にそこでとどまるものか。風の流れ、

いろいろな状況で変わってくるということからすれ

ば、この平均値についても、また十分な精査という

か、それが必要になるのではないかと思うのです

ね。それで被害が特定されるとすれば、それも大き

な間違いになってくるというふうに思います。 

 そして、指定地域の拡大の根拠としては、この音

のデシベルの差というのは、距離が倍になったとし

ても６デシベル、１００メーターで６デシベルぐら

いしか下がっていかないのです。ですから、先ほど

あったような１０３.５デシベルなどという大きな

音でいくと、その下がりが非常に遠くまで届くこと

はもちろんなのですけれども、下がっていく線が、

もちろんデシベルの差によってそれが違うというこ

とではないのですけれども、大きな音が伝わってい

くということも事実なわけです。 

 そのようなことからしても、地域の拡大はもちろ

んのことですし、町長には足しげく防衛庁に通って

おられるということをお聞きしますから、その辺に

ついても、十分なる説明をして地域の実情をお知ら

せ願いたいというふうに思います。どのように、そ

のことについても考えるか、お聞きしたいと思いま

す。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番髙松議員の砲撃音に

対します騒音問題についての御質問にお答えさせて

いただきます。 

 これまで、私も幾度となく、この事案に対しまし

ては北海道防衛局、さらには防衛省本省含めまし

て、あるいは関連関係いたします国会議員の先生方

も通じまして、地域の実情というものを、特に今回

防音工事対象区域が設定するに当たりましては、町

といたしまして、あるいは道の基地協を通じまし

て、非常に地域事情を酌んでいただきたいというこ

とで、かなり申し上げたというふうには私は思って

いるところでございます。加えて、そういった中

で、防衛省からいただいている見解といたしまして

は、役人の方々ですから決まり切った言葉しか出て

きませんですが、やはり国として持ち合わせている

基準を持って示させていただいたと。だけれども、

私どもは地域事情、あるいは髙松議員がお話しして

おりましたような人間の感性として受けとめる受け

とめ方に差があるよということは、私どもも申し上

げております。 

 そういう中から、まず防音対策工事の区域に指定

するということで相当高いハードルがありました。

これは、おかげさまで皆さんの御支援御協力をいた

だいて乗り越えてきましたけれども、まだまだ乗り
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越えていかなければならない途上だと思っておりま

すので、引き続き、地域事情を十分にお伝えしなが

ら、住民の皆さん方が安心して暮らせるような、そ

ういう環境が整うことについては、これからも努力

を続けてまいります。 

○議長（西村昭教君） １０番髙松克年君。 

○１０番（髙松克年君） 先ほど途中まで言ってと

めてしまった問題点として、低周波の問題があるわ

けですけれども、これは人間の耳に聞こえない１か

ら１０ヘルツ、人間が聴取可能なヘルツとしては２

０から２万ヘルツということになっております。こ

のレベルが２０ヘルツといっても、レベルが大きい

と人間にも聞こえるというふうになっています。 

 この中で、財団法人防衛施設周辺整備協会調査研

究というのがあるのですけれども、その中に書かれ

ている特徴として、砲撃音は、主要周波数成分が非

常に低い、衝撃性が強い、極めて短い事象の音であ

るといった特徴を有するため、測定が非常に難しい

ということもあるのですけれども、またこの中で書

かれていることの中に、環境省が示す低周波には物

的苦情、心身に係わる苦情としては、物的苦情とし

ては５０ヘルツが最高、心身によるものは１２.５

ヘルツが苦情として起きてくるが大きいとあるので

すけれども、この砲撃の中に占める割合としては５

ヘルツから８０ヘルツ、その中でも４０ヘルツから

５０ヘルツの砲撃音というか、そのヘルツが一番多

くその波の中であらわれてくるということが砲撃の

特徴だというふうに書いてあります。 

 これらも踏まえて、ぜひ町長には、防衛のほうに

も、そのような特徴がわかっていながら、そのこと

についての配慮はどういうふうにしているのかも、

ぜひ聞いて、地域の人たちにお知らせを願いたいと

いうふうに思います。 

 それに、騒音に対しての最後の質問にしたいと思

いますけれども、上富良野町は、いつも言われると

おり、自衛隊の人たちと共存共栄を標榜し、２８年

度の執行方針の中にも互いに信頼関係をより確かな

ものにするとありますけれども、防衛省との関係と

同じように、演習場の周辺の人たちとの関係でも、

町は十分なる意見の聴取と、町のために住民の人た

ち、町民の人たちが少しでも犠牲になっているよう

な感情が生まれることは、これは共存共栄に反して

いるのではないかというふうにも思いますし、多数

者が少数者の圧力になっては、この意味も反すると

思います。 

 十分な配慮、防衛庁の今以上の働きが必要と思い

ますけれども、町長の決意をお願いしたいと思いま

す。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番髙松議員の御質問に

お答えさせていただきますが、まちづくりの大きな

柱でございます自衛の方々との共存共栄、これは今

後も引き続き堅持してまいりたいというふうに考え

ております。一方、そういった関係を安定して築い

ていくための環境整備というのは、これもまた外せ

ない重要な部分でございます。そのために、これま

でも営々として町が築き上げてきたベースになって

いるもの、とりわけ演習場関係で申し上げますと、

さまざまな周辺対策事業を受けながら、あるいは演

習場の周辺に張りついて生活をされている方々に対

しましては、町独自といたしましても民生安定につ

ながるような事業も進めさせていただいておりま

す。 

 それより何より、地域の皆さん方と自衛隊、そし

てまた行政も含めて、いろいろな諸課題を共有し合

う、そしてまた課題解決に向けてお互いに知恵を出

し合う、そういうコミュニケーションは毎年しっか

りと築き上げてきておりますので、そういったこと

はこれからも継続してまいりますし、また、地域で

抱えておられるさまざまな個々の事案に対しまして

の御苦労は、これからも北海道防衛局は、あるいは

防衛省に対しても、地域の思いとして伝えてまいり

たいと考えておりますので、御理解を賜りたいと存

じます。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 １０番髙松克年君。 

○１０番（髙松克年君） ふるさと納税について、

質問をしたいと思います。 

 答弁の中でも、町長が非常に違和感があるという

ことをずっと聞かせてもらっているわけですけれど

も、これの差は埋めなければならないというより

は、もう外堀から埋まってきているという感じがし

てもいいぐらい、ふるさと納税は総務省の中におい

ても、ホームページを見ると「ふるさと納税で地方

創生」、「ふるさと納税で日本を元気に」のキャッ

チフレーズのもと、税制を通じてふるさとへ貢献す

る仕組みができないか、そのような思いをもとにふ

るさと納税は導入されました。 

 三つの大きな意義として、納税者が寄付先等選択

する制度、選択するからこそ使われ方に考えを至ら

すきっかけになる、納税の大切さを自分のこととし

て捉える貴重な機会になる。 

 第２として、生まれ故郷はもちろん、お世話に

なった地域に、応援したい地域、力になれる制度、

人を育て、自然を守り、地方環境を育む支援とな

る。 

 第３として、自治体が国民に取り組みをアピール

し、ふるさと納税を呼びかける。自治体の競争が進
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むことと、地域のあり方を改めて考えるきっかけに

つながる。 

 納税者が地方自治体への関心と、参加意識を高め

る効果として、一人一人の貢献が地方を変え、より

よい未来をつくる、活力ある地方が生まれることを

期待しているとあります。 

 町長のこれに対しての見解をお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番髙松議員のふるさと

納税についての御質問にお答えさせていただきま

す。 

 多くが、午前中の質問者のお答えと重複するかも

しれませんが、御容赦賜りたいと存じます。 

 ふるさと納税の、政府が、国が標榜しております

部分については、議員から今お話があったようなこ

とかなというふうに理解をしております。しかし、

一方では、こういった制度そのものについて否定的

な意見を述べられていることもまた多数あることも

事実でございます。 

 そして、大変危惧しておりますのは、本来の趣旨

から少し逸脱して、寄附の獲得競争に走りがちだと

いうことがございました。国において、総務省から

是正、あるいは自粛するようにというような通達も

出るぐらいにエスカレートしている実態もございま

す。 

 そういったことを踏まえまして、そういう趣旨か

ら大きく、私としてはずれてしまっている実感を

持っておりますので、これらについては慎重に、午

前中申し上げましたけれども、上富良野町としてな

じめる部分があれば活用していくことは想定できま

すけれども、今、国が言っているような姿が隅々ま

で浸透しているというふうにはちょっと理解できて

いない状況でございます。 

○議長（西村昭教君） １０番髙松克年君。 

○１０番（髙松克年君） これは、この質問をしよ

うと思ってから、いろいろ文献などをあさっている

間に、たまたま時間があって本屋さんへ寄ったので

すね。そうすると、ちょうど申告時期の前だったと

いうのもあるかもしれませんけれども、ふるさと納

税の雑誌というか、本というか、ノウハウものとい

うのですか、ハウツーもの、それが本当にそれこそ

ずっと並んでいる、本の真ん前にずらっと立ってい

て、ひえっと思うぐらい。それで、ちょっと奥のほ

うに行って、本を読みながら、どういう人がそれを

手に取るかと思って、少し時間がありましたから見

ていたのですけれども、やはり奧さんたちが多く

て、何かいいか、どれがいいか。もうその本に至る

や、カタログになっているのですね。ですから、非

常に安くも買えるのですね。もちろんそれの裏に

は、出している行政なり何なりがある程度の掲載依

頼というか、それらを払っていることは事実だと思

いますけれども、それぐらい。 

 そして、今ちょうど申告の時期ですけれども、た

またまこの間来たときに、１時間ぐらいの間でも、

どこの誰かはわかりませんけれども、奧さんらしき

人がふるさと納税について税務課の人に聞いている

というような状況があったりして、ふるさと納税

云々というのが一般的な認識というか、市民権を得

ているというか、当たり前になってきているという

ような状況なのかなという思いで、それらを眺めて

いました。 

 そういうことからいうと、ここに自分が書いたよ

うに、もう上富良野では、十分なそれの素地という

か、例えば今言われるようなことからいうと、それ

らあたりは返礼品がついているわけですけれども、

それらにも十分な素地は持っているといっていいと

思います。これだけの農業地域で、地域ブランド

米、支援米の復活、それらとか、どぶろく特区によ

る新製品、プレミアムビール、そして６次化による

トマトジュース、ニンジンジュース、地粉を使った

麺類など、本当に載せても何も遜色のないものがた

くさんあるのではないかというふうにも思います

し、これで、先ほどからもいろいろるる質問の中に

あるように、どのようなお金の使い方をしていく

か、町の財源として、今年間に５００万円前後です

か、の寄附があるわけですけれども、それらを倍加

していく可能性も含めると、特産化、６次化製品と

して、将来に向けて加工品を開発していく、それら

のことにも十分に向いていけれるだけの余力という

か、力というか、秘めた力というか、そういうもの

が十分に上富良野は持っているというふうに思うの

ですけれども。 

 確かに、町長が言われるような面もあろうかとは

思いますけれども、ここで町の財源確保をどういう

ふうにしていくか、ある意味では自由に使えるお金

というと語弊あるかもしれませんけれども、それら

をどういうふうに確保するかということからして

も、ぜひ、そのことに思いをいたしていただきたい

というふうに思います。これらの見解について、お

伺いしたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番髙松議員のふるさと

納税に関します御質問にお答えさせていただきま

す。 

 ふるさと納税制度というもの、性格的には寄附行

為だというふうに受けとめておりますが、仮にそう

いうような取り組みを想定したとき、私といたしま
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しては、その成果が、想定の中で申し上げますが、

こういう制度を活用した町の特産品、あるいはブラ

ンド品等がうまく全国の国民の皆さん方に関心を

持っていただけるような、そしてまたチョイスして

いただけるようなアイテムにうまくなれば、それは

一定程度の、議員御発言にあるような、効果も期待

できる可能性もあると思います。 

 しかし、本当にこれから途上のもの、あるいは試

行的なもの、そういったようものを仮に想定します

と、なかなか目を向けてくれるような状況に至らな

かったと仮定しますと、やはり金になるものを選ぶ

べきだと、金になるようなものを並べるべきだとい

うようなことで発展してしまうという経過をたどる

ことになるのではないかというふうに、私は非常に

危惧もいたしておりますので、午前中も申し上げま

したけれども、本当に純粋に上富良野町の知名度を

高めたり、産品の物産のＰＲにつながるような知恵

と工夫ができれば、これは大いに研究検討していく

ことは結構かというふうに考えておりますので、御

理解を賜りたいと存じます。 

○議長（西村昭教君） １０番髙松克年君。 

○１０番（髙松克年君） 加工場の話を、前回のこ

の一般質問の中でさせてもらったかと思うのですけ

れども、これらについても、新年度にどれほどの計

画予算というか、そいうものがつくのかなというこ

とを楽しみにしていた１人なのですけれども、それ

らも残念ながら、今のところ何も数字としては置か

れているものがないことを見て、本当にそれらにつ

いても、農産物をそのような形で使って、そしてそ

れのふるさと納税をしてもらったものを財源として

研究なり、それらに向けて使っていくということも

やぶさかではないのではないかと思います。 

 この単年度で成功した例として、今年度、根室市

が上がっているのですけれども、これを調べてみた

ところ、去年の実に６月から始めているのですね。

そして９月までで８,０００万円、４,６１３件。そ

して１２月ですか、この間新聞を見ると、１２億円

ぐらいまでいっているのですね。御承知のとおり、

北方の海域での漁というのは、今非常に厳しい状況

に置かれているということは、新聞とかいろいろな

報道関係のことでも承知かと思いますけれども、僕

もたまたま知り合いがいて、根室の自動車工場のお

やじさんなのですけれども、その人と話をしていた

ときに、本当に非常に厳しい状況に市はあるのだと

いう話ももちろんしていましたし、それがやはりど

こがどういうふうに音頭とったかということは別と

しても、このような成果を上げて、この間の道新の

小さな欄にですけれども出ていましたけれども、本

当にこの財源がなかったら、この町の新しい予算は

組めなかったというようなことを書いてありました

けれども、そのような自主財源を求めていくという

ことに思いをいたすと、ここで足踏みをしていてい

いのかなということを思います。 

 ぜひ、町長も、１回言ったらなかなか聞けないの

かなとは思うのですけれども、失敗したときにどう

するというのは、もちろん町長も責任をとらなけれ

ばならないということもあるのかもしれないけれど

も、そこに踏み出したら、みんなで一丸となって

やっていかなければならないというところへ向いて

いくのが、この町にとって必要なことではないかと

思うので、最後になりますけれども、もう一度その

ことに意を決して、飛び込んでほしいというふうに

思うのですけれども、答弁を求めたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町長、答弁。 

○町長（向山富夫君） １０番髙松議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 ふるさと納税制度の趣旨がしっかりとぶれない形

で維持されて、そして加えて、それを一つのツール

として上富良野町のさまざまな産業振興、あるいは

地域振興につながるようなツールとして活用できる

ような方策があれば、それはぜひそういうことは、

研究検討することは結構だというふうに思います。 

 ただ、先ほども申し上げましたように、昨今、私

の私なりの理解ということで受けとめていただきた

いのですが、過度に数字等がマスコミに踊って、そ

れがあたかも成功事例というように報道されていう

ふうに私は思っているものですから、そういうこと

ではなくて、本当に純粋に上富良野町を思っていた

だく方がふえて、そういった方々に何がしかのお気

持ちをお返ししていくということについて否定する

ものでございませんので、そういうようなことも踏

まえた制度となることを私は願っているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 以上をもちまして、１０番髙松克年君の一般質問

を終了いたします。 

 これにて、本日の一般質問を終了いたします。 

────────────────── 

◎休 会 の 議 決             

○議長（西村昭教君） お諮りいたします。 

 議事の都合により、３月９日から１５日までの７

日間を休会といたしたいと思います。これに御異議

ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、３月９日から１５日までの７日間を休会

とすることに決しました。 
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────────────────── 

◎散 会 宣 告             

○議長（西村昭教君） 以上で、本日の日程は、全

部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会をいたします。 

午後 ２時３３分 散会
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 局 長         林   敬 永 君     次 長         佐 藤 雅 喜 君          

 主 事         新 井 沙 季 君 
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午前 ９時００分 開議  

（出席議員 １４名） 

────────────────── 

◎開 議 宣 告             

○議長（西村昭教君） 出席、まことに御苦労に存

じます。 

 ただいまの出席議員は１４名でございます。 

 これより、平成２８年第１回上富良野町議会定例

会４日目を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

────────────────── 

◎諸 般 の 報 告             

○議長（西村昭教君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（林 敬永君） 御報告申し上げます。 

 予算特別委員会、村上委員長から、本定例会で付

託されました議案第１号から議案第９号までの議案

について、審査報告書の提出がございました。 

 なお、さきに御案内のとおり、人事案件の議案第

２９号固定資産評価審査委員会委員の選任の件につ

きましては、後ほど議案をお手元にお配りいたしま

すので、御了承願います。 

 以上であります。 

○議長（西村昭教君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名の件 

○議長（西村昭教君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、 

     ７番 北 條 隆 男 君 

     ８番 竹 山 正 一 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程追加の議決 

○議長（西村昭教君） お諮りいたします。 

 本日、町長から議案第３０号平成２７年度上富良

野町一般会計補正予算（第９号）が提出されまし

た。これを日程に追加し、直ちに議題といたしたい

と思います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、議案第３０号を日程に追加し、直ちに議

題とすることに決しました。 

────────────────── 

◎追加日程第１ 議案第３０号 

○議長（西村昭教君） 追加日程第１ 議案第３０

号平成２７年度上富良野町一般会計補正予算（第９

号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（石田昭彦君） ただいま追加上程いた

だきました議案第３０号平成２７年度上富良野町一

般会計補正予算（第９号）につきまして、提案の要

旨を御説明申し上げます。 

 １点目は、国の平成２７年度補正予算（第１号）

に伴う事業費の補正で、１億総活躍社会の実現に向

けて緊急に実施すべき対策として、年金生活者と支

援臨時福祉給付金の給付に向けた準備作業に伴う事

業費の補正、並びにマイナンバー制度の情報連携の

実質運用に向けた自治体情報システム強靭性向上事

業の実施に伴う事業費の補正、地方債の追加及び繰

越明許費の設定、並びに利用者負担軽減策に対応す

るよう、子ども・子育て支援システム改修に伴う事

業費の補正及び繰越明許費の設定を行うものであり

ます。 

 また、ＴＰＰ関連政策大綱実現に向けた施策とし

て、東中中央地区ほか５地区の道営経営体育成基盤

整備事業及び島津第２地区道営農業水利施設保全合

理化事業の事業量に伴う事業費の補正及び地方債の

補正、並びに繰越明許費の設定を行うものでありま

す。あわせて、地方交付税の調整額分に伴う追加交

付と個人番号カード通知関連事務委任の実績に伴う

減額補正を行うものであります。 

 ２点目は、クリーンセンターＢ系の誘引送風機が

故障したことから、その修繕に伴う事業費の補正及

び繰越明許費の設定を行うものであります。 

 以上、申し上げた内容を主な要素として財源調整

を図った上で、財源余剰と見込まれる部分につきま

しては予備費に留保することで補正予算を調整した

ところであります。 

 以下、議案の説明につきましては議決項目の部分

を説明し、予算の事項別明細につきましては省略を

させていただきますので、御了承願います。 

 議案第３０号平成２７年度上富良野町一般会計補

正予算（第９号）。 

 平成２７年度上富良野町の一般会計の補正予算

（第９号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

２億５,１０２万７,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ８２億９４８万９,０

００円とする。 

 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ご
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との金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 繰越明許費の補正。 

 第２条、繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明

許費補正」による。 

 地方債の補正。 

 第３条、地方債の追加及び変更は、「第３表 地

方債補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額の

み申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 １０款地方交付税、４３１万５,０００円。 

 １４款国庫支出金、７,６５２万２,０００円。 

 １５款道支出金、４,０２９万円。 

 １８款繰入金、１３０万円の減。 

 ２１款町債、１億３,１２０万円。 

 歳入合計、２億５,１０２万７,０００円でありま

す。 

 ２、歳出。 

 ２款総務費、２,７８１万８,０００円。 

 ３款民生費、９８万６,０００円。 

 ４款衛生費、５４０万円。 

 ６款農林業費、２億３,３３６万９,０００円。 

 １２款予備費、１,６５４万６,０００円の減。 

 歳出合計は、２億５,１０２万７,０００円であり

ます。 

 ２ページをごらんください。 

 第２表、繰越明許費補正について申し上げます。 

 自治体情報システム強靭性向上事業、子ども・子

育て支援システム改修事業及び東中中央地区、東中

南地区、東中西地区、東中第１地区、東中東部地区

の道営経営体育成基盤整備事業並びに島津第２地区

道営農業水利施設保全合理化事業につきましては、

国の平成２７年度補正予算に対応する事業として、

町においても平成２７年度の予算に計上し、事業は

平成２８年度に繰り越して実施することから、ま

た、一般廃棄物処理施設誘引送風機修繕事業につき

ましては、修繕に２カ月程度の時間を要し、年度内

の完了が見込まれないことから、それぞれ追加設定

するものであります。 

 第３表、地方債の補正について申し上げます。 

 繰越明許費の追加設定でも申し上げました国の補

正予算に対応する情報システム強靭化及び６件の道

営基盤整備等に伴い、地方公共団体情報セキュリ

ティー強化対策事業及び道営農業農村等整備事業の

２件を追加し、限度額をそれぞれ５９０万円、１億

２,２３０万円と定め、利率及び償還方法等に記載

しております。 

 また、東中中央地区、東中南地区、東中西地区、

東中第１地区、東中東部地区の道営経営体育成基盤

整備事業及び島津第２地区道営農業水利施設保全合

理化事業の６件について、平成２７年度分の事業の

確定に伴い、それぞれ変更するものであります。 

 以上で、議案第３０号平成２７年度上富良野町一

般会計補正予算（第９号）の説明といたします。 

 御審議いただきまして、議決くださいますようお

願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） まず、総務費の一般管理

費で電算化推進費、自治体情報の委託料の問題につ

いてお伺いいたします。 

 今後、システムの強靭化向上という形の予算に

なっているかというふうに伺いました。その中で

は、認証制度の見直しやセキュリティー対策を強化

するということの内容でありますが、もう既に早く

から実施している他国の状況を見ますと、不正侵入

等があったりだとか、持ち出し等があったりだと

か、いろいろなことがあって、このシステムになじ

まないだとかいろいろな状況があると思うのです

が、今のセキュリティーの現状と、今後向上される

部分というのはどういうところが違うのか、まずこ

の点を伺っておきたいと思います。 

 それと、上富良野町においてもマイナンバーカー

ドが間違って発送されただとか、そういうようなこ

とが、実態としてはないとは思いますが、実情はど

うなのか、この点、まずお伺いしておきたいと思い

ます。 

 次にお伺いしたいのは、衛生費の保健衛生費でク

リーンセンターの管理ということで、誘引送風機の

機械が故障したということでありますが、２カ月間

停止するのだろうというふうに思いますが、これ、

処理能力、あるいは従来のごみがきちんと処理され

るのか、Ａ系だけで十分足りるのかどうなのか、そ

の点を伺っておきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） １１番米沢議員の御質

問にお答えします。 

 私のほうからセキュリティー対策の強化に伴いま

す部分についてお答えをさせていただきます。 

 この情報システムのセキュリティー強化に向けま

しては、マイナンバー制度の情報連携が２９年の７

月から実質運用されてくるということになりますの

で、国においても、セキュリティー対策をそれぞれ
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の自治体においてしっかりと対応していただくよう

なことを目的に、一定程度補助制度も設けた中で、

それぞれ対応を全国的に強化を進める内容となって

おります。 

 当然、マイナンバーの利用系の情報システムにつ

きましては、インターネット回線と完全に分離をす

るようなことが国においても示されておりますし、

また、それぞれのシステムに職員が侵入して業務を

する場合においては、認証システムをしっかりと強

化するような、そういうことが求められていること

から、個人番号利用系のシステムの導入に当たって

は、私どもの町の現在の状況は、ＩＤとパスワード

をもってその職員を認証して、システムに入ってい

くという形で作業しておりますけれども、国におい

ては認証制度を複数設けることということが一定程

度の基準で示されましたので、今のＩＤ、パスワー

ドを含めて、さらに静脈認証システムを導入するこ

とでしっかりと職員を把握して、そのシステムに参

入するような予定としております。 

 あと、一番大きなものとしては、今現在、上富良

野町はもともと総合行政システムの部分と、それぞ

れ我々がふだん使っているインターネットとつがっ

ている業務用のパソコンとは完全に分離されており

ますので、基本的にそういうところから情報が流れ

ていくということは私ども想定はしてございません

けれども、私たちの業務の中で、ふだん使っている

パソコンの中で、エクセルのシステムを使ったりし

ながら、個人情報といいますか、名簿等を管理した

りということも当然あり得ることでありますので、

そういうインターネットとつながっているパソコン

側からインターネットを通じて情報の漏えいという

ことも考えられないわけではありませんので、ふだ

ん私たちがインターネットを通じていろいろな調べ

ものをしたりとか、そういう回線もしっかりと分離

するような形にする対応を、新しいシステムを導入

することによって、今はそれぞれの個人のパソコン

から直接インターネット回線につながって、いろい

ろな検索作業をしておりますけれども、検索される

ものを固定をさせて、個人のパソコンからは画面の

表示を得られるような形を導入しますので、そうい

うようなことから、ふだん私たちが個々の机で使っ

ているパソコンからもインターネット回線には直接

つながらないような、そういうシステムを導入する

ことで、より強固なセキュリティー対策を構築しよ

うということで今回対応するものであります。 

 あと、ふだんの業務の中でもＵＳＢメモリーを

使って業務をすることもありますけれども、これら

についても、管理されている、所定されているＵＳ

Ｂ以外は自由にＵＳＢを差してパソコンが起動する

ようなことにならないように、決まったもの以外は

起動しないような、そういうシステムを新たに導入

することで、外部に情報の持ち出し等ができないよ

うな、そういう仕組みもさらに強化する予定として

いるところであります。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） 町民生活課長、答弁。 

○町民生活課長（鈴木真弓君） １１番米沢議員の

御質問にお答えします。 

 ２点目のマイナンバーの通知カード、個人カード

の発送の関係で、誤送はなかったかという御質問に

対してですが、現在、上富良野町では誤送はござい

ません。 

 あと、３点目のクリーンセンターの今回の修繕に

関してでございますが、今回、発注してから２カ月

ほど要するということで御説明させていただいてお

りますが、その間も、実はもう既に部分修理をさせ

ていただき、Ｂ系につきましても稼働をさせていた

だいております。週６日稼働している中、Ａ系を４

日間、Ｂ系を２日間ということで、この内容につい

ては委託している管理会社とも調整し、事故のない

よう、この期間稼働することで現在対応させていた

だいています。 

 なお、Ｂ系の誘引送風機につきましては、機器の

劣化が激しいことから、今回部品を取り寄せての改

修ということで御理解いただきたいと思っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑、討論を終

了いたします。 

 これより、議案第３０号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決しました。 

────────────────── 

◎日程第２ 議案第２７号 

○議長（西村昭教君） 日程第２ 議案第２７号上

富良野町公共施設整備基金の一部支消についてを議

題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（石田昭彦君） ただいま上程いただき

ました議案第２７号上富良野町公共施設整備基金の

一部支消につきまして、提案の要旨を御説明申し上
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げます。 

 このたびの平成２８年度一般会計予算におきまし

ては、町税を初め地方交付税などの減少が見込ま

れ、一般財源の大きな伸びが期待できない中で予算

編成を行ったところであります。 

 しかしながら、緊急性や必要性の高い上富良野中

学校整備事業及び日の出公園整備事業など、公共施

設等の整備に当たり多額の財源を必要とすることか

ら、その財源に充てるため、公共施設整備基金の一

部を支消することで財源調整を図ったところであり

ます。 

 このようなことから、同基金の支消に当たり、公

共施設整備基金条例第６条の規定に基づき、議会の

議決を得ようとするものであります。 

 以下、議案を朗読し、説明といたします。 

 議案第２７号上富良野町公共施設整備基金の一部

支消について。 

 上富良野町公共施設整備基金の一部を次により使

用するため、上富良野町公共施設整備基金条例第６

条第２号の規定により、議会の議決を求める。 

 記。 

 １、支消金額、１億７,２２０万円。 

 ２、使用目的、公共施設の更新及び改善に多額の

経費を必要とするため。 

 ３、使用年度、平成２８年度。 

 以上で説明といたします。御審議をいただきまし

て、議決くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第２７号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第３ 予算特別委員会付託 

○議長（西村昭教君） 日程第３ 予算特別委員会

に付託審査の議案第１号平成２８年度上富良野町一

般会計予算、議案第２号平成２８年度上富良野町国

民健康保険特別会計予算、議案第３号平成２８年度

上富良野町後期高齢者医療特別会計予算、議案第４

号平成２８年度上富良野町介護保険特別会計予算、

議案第５号平成２８年度上富良野町ラベンダーハイ

ツ事業特別会計予算、議案第６号平成２８年度上富

良野町簡易水道事業特別会計予算、議案第７号平成

２８年度上富良野町公共下水道事業特別会計予算、

議案第８号平成２８年度上富良野町水道事業会計予

算、議案第９号平成２８年度上富良野町病院事業会

計予算を一括して議題といたします。 

 本件に関し、予算特別委員長の報告を求めます。 

 予算特別委員長、村上和子君。 

○予算特別委員長（村上和子君） ただいま上程さ

れました予算特別委員会付託の件につきまして、朗

読をもって報告とかえさせていただきます。 

 予算特別委員会審査報告書。 

 本委員会に付託されました議案は、審査の結果、

次のとおり決定したので、会議規則第７７条の規定

により、審査の経過等を付し報告する。 

 予算特別委員長、村上和子。 

 １、審査の経過。 

 本委員会は、平成２８年第１回定例会が開かれた

３月２日に設置され、同日、議案第１号から議案第

９号までが付託された。 

 ３月１０日に委員会を開き、正・副委員長、分科

長を選出し、直ちに議案審査に入り、議案第１号の

一般会計予算、歳入各款と歳出１款から４款まで款

別に質疑を行い、理事者の答弁を求めた。 

 ３月１１日に委員会を開き、議案第１号の一般会

計予算、歳出５款から地方債に関する調書まで款別

に質疑を行い、理事者の答弁を求めた。 

 ３月１４日に委員会を開き、議案第２号から議案

第９号までについて、それぞれ歳入歳出を一括して

質疑を行い、理事者の答弁を求めた。その後、二つ

の分科会で、それぞれ審査意見の取りまとめを行っ

た。 

 ３月１５日に委員会を開き、各議案の審査意見を

集約し、理事者に提出を行った。その後、町長から

所信表明を受け、議案ごとに討論と採決を行った。 

 ２、表決及び結果。 

 議案第１号から議案第９号までの討論を行い、議

案ごとに起立による採決を行った結果、平成２８年

度上富良野町一般会計予算及び平成２８年度上富良

野町ラベンダーハイツ事業特別会計予算について、

審査意見を付し、全議案が賛成多数により原案可決

となった。 

 ３、審査意見。 

 別紙、裏面に記載しております。 

 平成２８年度予算特別委員会審査意見について

は、御高覧いただいたものとして省略させていただ

きます。 

 以上で、予算特別委員会審査報告といたします。

議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 
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○議長（西村昭教君） これをもって、予算特別委

員長の報告を終わります。 

 お諮りいたします。 

 本件に対する委員長報告は、意見を付して全て原

案可決であります。 

 委員長の報告のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号から第９号までは、委員長の

報告のとおり決しました。 

────────────────── 

◎日程第４ 議案第１９号 

○議長（西村昭教君） 日程第４ 議案第１９号上

富良野町行政不服審査会設置条例を議題といたしま

す。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（石田昭彦君） ただいま上程いただき

ました議案第１９号上富良野町行政不服審査会設置

条例につきまして、提案の要旨を御説明申し上げま

す。 

 平成２６年６月に行政不服審査法関連三法が成立

し、改正行政不服審査法に基づく新たな不服審査制

度がこの４月から施行されるところであります。 

 改正法では、行政処分等における審理結果につい

て、公正な手続により裁決が行われるよう地方公共

団体の長に対して第三者機関への諮問が義務づけら

れていることから、上富良野町行政不服審査会を設

置し、対応を図っていくため、当該条例を制定する

ものであります。 

 以下、条ごとの概要を御説明し、議案の朗読は省

略をさせていただきます。 

 第１条は、本条例の趣旨規定で、当審査会の組織

及び運営に関し、必要な事項を定めることとしてお

ります。 

 第２条は、審査会の組織及び委員に関する規定

で、当審査会の委員は、上富良野町情報公開審査会

の委員をもって充てることとし、あわせて、委員の

守秘義務や中立性とあわせて、審査会の庶務は総務

課が担う旨を規定しております。 

 第３条は、審査会に委員の互選による会長を置

き、当会を代表する旨規定をしております。 

 第４条は、会議の招集や採決の方法等について規

定しております。 

 第５条は、公正な審査に資するため、委員の除斥

及び回避について規定をしております。 

 第６条は、委任規定で、条例に定めるもの以外に

ついては、会長が審査会に諮り定める旨を規定して

おります。 

 なお、附則においては、施行期日を平成２８年４

月１日とすることとあわせて、委員の任期に係る経

過措置、さらに、特別職の職員で非常勤の者の報酬

及び費用弁償に関する条例において、当条例別表に

当審査会を追記するよう改正を規定しております。 

 以上で、議案第１９号上富良野町行政不服審査会

設置条例の説明といたします。 

 御審議いただき、議決くださいますようお願い申

し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 確認いたします。 

 現在、情報公開の兼務という形になっているかと

いうふうに思いますが、現在の委員の任期というの

は、２９年の９月３０日ということで理解してよろ

しいですか。ちょっと確認したいと思います。 

○議長（西村昭教君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） １１番米沢議員の御質

問にお答えします。 

 今、議員御発言のように、現在の情報公開審査会

の委員の任期は、２９年の９月末であります。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第１９号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第５ 議案第２０号 

○議長（西村昭教君） 日程第５ 議案第２０号行

政不服審査法の改正に伴う関係条例の整備に関する

条例を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（石田昭彦君） ただいま上程いただき

ました議案第２０号行政不服審査法の改正に伴う関

係条例の整備に関する条例につきまして、提案の要

旨を御説明申し上げます。 

 改正行政不服審査法の施行に伴い、行政処分等に

対する不服申し立ての制度が審査請求の手続に一元
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化されたこととあわせ、裁判所への出訴期間に比べ

申し立て期間が短いことから、６０日以内であった

期間を３カ月に延長するなど、制度の使いやすさの

向上と国民の救済手段が拡大されたところでありま

す。 

 このことから、本町において当該法令を準用して

いる条例について、同法の全部改正に伴う法律番号

の改正のほか、異議申し立てを審査請求、６０日を

３カ月に、決定を裁決に改めるなど、所要の改正を

行うものであります。 

 第１条は、情報公開条例の一部改正、第２条は、

個人情報保護条例の一部改正で、前段御説明した法

令準用に伴う用語の整理のほか、情報の公開決定や

個人情報の開示決定などにおける不服申し立ての場

合は、それぞれ情報公開審査会及び個人情報保護審

査会にお諮りすることとなることから、行政不服審

査法に基づく審理手続を要しない旨の規定を追加す

るものであります。 

 第３条は、職員の給与に関する条例の一部改正、

第４条は、町税等の滞納者に対する行政サービスの

制限措置等に関する条例の一部改正で、引用する行

政不服審査法の法律番号の改正を行うものでありま

す。 

 第５条は、固定資産評価審査委員会条例の一部改

正で、行政不服審査法及び同法施行令が広く準用さ

れていることから、審査の申し出に必要な書類の書

面審理の手続、証拠書類等の写しの交付手数料等に

ついて改正を行うものであります。 

 第６条は、前条の固定資産評価審査委員会条例の

改正に伴い、平成２８年度以後の固定資産税に係る

固定資産について、固定資産評価台帳に登録された

価格に係る審査の申し出等に適用する旨、適用区分

を規定するものであります。 

 第７条は、手数料条例の改正で、同条例別表に行

政不服審査法の規定に基づく意見書等の写しの交付

に係る手数料及び固定資産評価審査委員会条例の規

定に基づく証拠書類等の写しの交付に係る手数料な

どについて規定するものであります。 

 なお、当該条例の施行期日は、平成２８年４月１

日とするものであります。 

 以上で、議案第２０号行政不服審査法の改正に伴

う関係条例の整備に関する条例の説明といたしま

す。御審議いただき、議決くださいますようお願い

申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第２０号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第６ 議案第２１号 

○議長（西村昭教君） 日程第６ 議案第２１号上

富良野町人事行政の運営状況公表条例の一部を改正

する条例を議題とします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（石田昭彦君） ただいま上程いただき

ました議案第２１号上富良野町人事行政の運営状況

公表条例の一部を改正する条例につきまして、提案

の要旨を御説明申し上げます。 

 当該条例の制定趣旨の根拠となる地方公務員法が

改正され、本年４月１日から施行されることに伴

い、同法に規定する人事行政の運営状況の公表項目

の追加改正がされたことから、当該条例における任

命権者が報告すべき事項について、職員の人事評価

の状況、職員の休業の状況及び職員の退職管理の状

況を追加するとともに、一部文言を修正するもので

あります。 

 なお、施行期日は、平成２８年４月１日とするも

のであります。 

 以上で、議案第２１号上富良野町人事行政の運営

状況公表条例の一部を改正する条例の説明といたし

ます。御審議いただきまして、議決くださいますよ

うお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 何点か質問させていただ

きます。 

 従来から比べて、新たに人事評価の状況と退職管

理の状況等が加わりました。この管理の目的と公表

の目的等というのは何を目的として公表されようと

しているのか、この点をまず伺います。１点目で

す。 

 それと同時に、今、国のほうでは人事評価にかか

わって、個人の、これはどこまで、いわゆるさきの

執行方針等の答弁等においては、管理職等をまず優

先するということの話でありますが、そうなのか。

それと、一般職についても、今後、人事評価等にか
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かわって、追随してこういったものに評価を公表す

るような状況になるのか、まずこの点。 

 それと、個人の評価というのは非常に厳しいもの

で、誰が誰を評価するかによって、非常にやはり評

価が分かれる点であります。この間、民間等におい

ても個人評価等を導入して、給与や、いわゆる成績

によって給与に反映したり、手当に反映したりだと

かいうようなことが行われてきました。しかし、そ

ういう状況の中でも、なかなかやはり個人に対する

評価というのは難しいということがありまして、い

ろいろな問題を抱えているということがあります。 

 行政の場合でしたら、特に評価の対象は何になる

のかということになります。一般的に言えば、サー

ビスで言えば、売り上げが伸びたかどうか、これに

よって、わかりやすく言えばですよ。Ａは成績優秀

だと。７０％を目標として、１００％に到達した

と、８０％到達したと。これは優秀だと。それ以下

については全く評価がなされないというような、そ

ういう状況の中で、いわゆる給与や諸手当に反映す

るというような、職責にもかかわってくるという問

題も抱えている大変な問題なのです。こういうもの

を行政が導入するということについて、違和感を私

は感じるものでありますが、これらの点については

どのようなお考えなのか、お伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） １１番米沢議員の御質

問にお答えいたします。 

 人事行政の運営状況の公表につきましては、公務

員につきましては広く国民の目の中で業務をする仕

事でありますので、そういう意味で、人事行政がど

のようにそれぞれの地方公共団体、国においてもで

すけれども、行われているのかということをしっか

りと国民に見ていただくといいますか、知っていた

だくということのために公表するのがこの条例の趣

旨になっていますし、国においてもそういうことで

これらが公表されているところであります。 

 あと、どういった、その個人を特定するような公

表になるのかということにつきましては、そういう

ような公表はしておりませんで、組織全体の中で、

例えばこの公表項目については、給与の状況等につ

いても公表しております。毎年広報を通じて、これ

ら人事行政の状況を公表しておりますが、既にこれ

までの状況はごらんになっていただいているという

ふうに思いますけれども、あとは給料がどういう状

況にあるのかという、例えば職員の平均年齢やその

年齢に応じた給与の実態、それから国との比較等が

そういう形で公表されているというふうになりま

す。 

 今回、地方公務員法の改正に伴いまして、新たに

人事評価制度が全国的にスタートすることとなって

おりますし、あと退職管理の状況につきましてもス

タートすることになりますので、こういったものに

ついても公表の対象とするように、法に基づいて追

加されましたことから、私どもの条例においても、

これらをつけ加えさせていただいているところであ

ります。 

 なお、退職管理の状況につきましては、退職管理

に関する条例などをきちんと整備することも今後の

課題になってくると思います。これらについては上

川管内の総務課長の会議等においても確認をさせて

いただきながら、それぞれ町村会等についても状況

等について確認しているところですけれども、今、

国が求めておりますような、そういう状況のものが

実態としてはなかなか見受けられないようなもので

ありますので、管内において、町村レベルで条例等

の制定を準備しているところがないということか

ら、どういうような公表の仕方になるのかというこ

とも、私どももまだわからない部分もありますの

で、そういうものが少し見えてきた段階で、我が町

においても退職管理に関する条例等の整備が必要に

なってくるようなこととなれば、そういうものは準

備を今後していきたいというふうに思っているとこ

ろであります。 

 また、人事評価につきまして、私どものほうでは

この４月から、管理職を対象に、まずトレーニング

ということで試行的に実施をしていきたいというこ

とを予定をしております。基本的に、人事評価につ

いては、これまでも御説明をさせていただきました

ように、しっかりと、個人の職務に応じた、求める

能力というものを一定程度きちんと把握をして、課

長職にはこういう能力を持っていただきたい、主幹

職にはこういう能力を持っていただきたい、以下、

スタッフ職にはこういう能力をきちんと持っていた

だきたいという、その能力に達しているのかどうな

のかということをしっかり評価をしていくようなこ

と、これについては、自分自身の自己評価とあわせ

て、評価者とともに評価をし合っていくということ

になると思います。 

 それと、あと、業績評価をあわせて実施をするも

のであります。 

 業績評価につきましては、それぞれの年度の早い

時期に、その年度に達成しようと、行おうという業

務等についての目標を設定して、その目標がどの程

度達成できたのかということをそれぞれ、こちらに

ついても自己評価と評価者の評価を通じて行うよう

な、そういう仕組みを今予定をしているところであ

りまして、基本的に客観的な評価がお互いにできて

いくような、そういう仕組みをこれからもトレーニ
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ングを重ねながら、制度の熟度を高めていきたいと

いうふうに考えております。 

 そのようなことから、今、町のほうでは、当面、

管理職を対象に、こういう人事評価制度を導入して

いこうというふうに考えておりますが、基本的には

全職員を対象にする制度に広げていくことが必要と

いうふうに考えておりますので、そういうことで、

それぞれの職員がみずからの客観的な評価をしっか

りと理解する中で、自分の、例えば評価をされてい

る部分、あるいは自分の思いとは違うような評価に

なっている部分等を客観的に理解した中で自己研さ

んを高めていく、ひいては組織力を高めていく、そ

ういう制度にしていきたいということで導入をする

ものであります。 

 以上であります。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 課長、あるいは今後は一

般職にも広げたいということでありますが、その評

価の基準は、課長に求められるもの、その役職、あ

るいは一般職に求められるものという形の細かい評

価になるかというふうに思いますが、この評価基準

というのは、これから設定されようとしているの

か、何をもってこの評価の基準をされようとしてい

るのか、その点。 

 これはどなたが評価するのか、この点も伺いま

す。 

 それと同時に、チーム力を上げるという点であり

ます。個人の力を上げるという点であります。 

 それではお伺いいたしますが、現在のスタッフ制

の中でのチーム力を高める、そういうものは不可能

なのかということなのですが、私は、そういうス

タッフ制がだめであれば、それを見直す、改革をす

るということも必要でしょうけれども、こういう人

事評価をする前に、そういったものも要素として必

要ではないですか。 

 私は、いろいろなところの事業者、公務員の方や

一般のサービス業なんかの人と話しますけれども、

非常にやっぱり個人の能力を見きわめるのは難しい

のだと。上から個人Ａという評価をしてくれといっ

たって、個人的な感情も入るだろうし、なかなか難

しいのだと言うのですよ、やっぱり。それを評価す

るという立場にあった人が逆に評価されて、もうは

るか遠くに見えなくなってしまうような社会の現象

も今はあるのです、実際。 

 それは何を目的としているかというと、これは平

成２８年１月２５日の事務連絡ということで、総務

省自治財政局財政課の通達なのですが、ここに書い

てあるのは、地方公務員法の改正に当たって、任命

権者は、人事評価を任用、給与、分限その他の人事

管理の基礎としながら、勤務成績、あるいは昇給、

手当に十分反映できるようにしなければならない

と。しない団体については、速やかに改善の措置を

講ずることが必要だという厳しい基調で書かれてい

るのです。 

 こういうものをもとに、恐らく人事評価制度が導

入されると思うのですが、私は、やはりチーム力を

育てるというのだったら、そのチームの中、スタッ

フ制の中で、やっぱりどういう仕事をそれぞれがし

なければならないのかと話し合って、そこで自己を

高める。これが本来のやっぱりチーム力を高めるこ

とにつながるのだと思う。逆に、一方的に上から、

あなたは５段階の、例えばあなたの場合でしたら３

段階を求めてきたけれども到達していませんという

ことになったら、相手はどう思いますか。精神的な

ダメージを受けて、さらに精神的な不安定に陥って

病気に陥ることも考えられるでしょう。そういう危

険を伴ったものがこの人事評価の内容に含まれてい

るというふうに思いますが、そういう弊害も出てこ

ないのかどうなのか、お伺いいたします。 

 私は、そういうものも含めて、自発的な、あるい

は職員が足りなければ、やっぱり職員を適切に配置

するだとか、抜本的な改革をまずして、その段階で

改めてこの人事評価をどうのこうのするかいうの

だったら別ですけれども、私は認めませんけれど

も、そういう段階を踏まないで、いきなり人事評価

ということにはならないと思いますが、この点もあ

わせてお伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） １１番米沢議員の人事評

価にかかわります御質問に、私のほうからお答えを

させていただきます。 

 まず、１点目の誰が誰を評価するかという御質問

ですが、基本、全職員に拡大した場合には、一般

職、一般のスタッフ職については課長が評価をする

と。一方、自己評価もやりますので、先ほど総務課

長からも言いましたように、評価する側と評価され

る側のほうも自分で評価をすると。その中で、お互

いどこが少なくてどこがプラスになっているのか、

能力が高いのか、どこが少ないのか、それらをお互

い見詰め合って、わかりあおうと。そういうことで

組織力を底上げしていこうというのがこの目的であ

ります。 

 課長職については、私が評価者になる予定になっ

てございます。 

 あと、議員のほうからも御指摘ありましたよう

に、特に公務の場合、グラフに成績が毎月出てくる

わけではございませんので、その評価の基準という

のを置くのは非常に難しいというのは議員おっしゃ
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るとおりだと思います。今、国も北海道も、人事評

価に基づく給与制度についても制度化がされてござ

います。一定程度、国で評価に関するマニュアル等

が示されておりますので、私どもも、その物差しを

参考にしながら、この４月から以降、その物差しを

しっかり、評価する側も評価される側も理解を深め

ようというようなことで試行事業を行うこととあわ

せ、今、管理職だけを評価をしながら練習をしてい

こうというような内容になってございます。 

 それと、スタッフ制の話もございましたが、ま

ず、この制度は、もちろんスタッフ総出で、みんな

でいい仕事をしていこうというのが大前提ですが、

私どもは、職員一人一人が町民の皆様の負託に応え

るという責任を有してございますので、そういう意

味では、何となく、少し能力が高まったななどとい

う、その何となくのようなものでは町民の皆さんの

負託に応えることができませんので、少なくとも職

員一人一人の能力が向上したということがしっかり

目に見える形で、そういうことをお示しする責任を

有しているというふうに考えております。 

 そのようなことから、ちょうど地方公務員法で、

この４月から各自治体に人事評価制度の義務づけを

されたこともあわせ、上富良野町においても、そう

いう評価手法をしっかりとって、いわゆる組織力を

高めていこうという趣旨でございますので、ぜひ御

理解をいただきたいというふうに思います。 

○議長（西村昭教君） １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 副町長がおっしゃったよ

うに、非常に難しいのですよ。評価する側も評価さ

れる側も、本当にどういうふうに、みずからの自己

評点をするのかといったって、仮に副町長が担当の

課長で僕が部下だとします。そこでお互いの評価は

どうなのですかと聞かれたら、平均点ぐらいかなだ

とか、多少落ちているかなというふうに評価する場

合もあるでしょう。しかし、やはりそこに、意識の

問題ですから、やっぱり求められる基準に達してい

ないと感じれば、それは達していませんという形の

評価もするかもしれません、僕は上司として副町長

に。そういったときに、気も心のストレスというの

がすごく高まって、逆に仕事に対する意欲が低下す

るということが、いろいろ報告もされてきておりま

すし、僕もそういう立場だったら、本当にこの場所

にいていいのだろうかと。なかなか、一生懸命やっ

ているとは思うけれども評価はされないし、これ以

上ここにとどまっていいのだろうかというような、

本当に自己嫌悪に陥る、そういう危険性をはらんだ

ものが、この人事評価の内容だというふうに思いま

す。 

 そういうことがあるということを、町長、よくお

わかりなのですか。副町長によく答弁させるけれど

も、最高のトップは町長ですから、町長みずからが

評価される立場に立ったらどうなのですか、これ。

そういうことも考えた内容になっていないと思う。

人事評価をするということであれば、スタッフ制の

問題や、やっぱり課のあり方、職員の配置はどうな

のかというそもそも論から始まって、そこで議論し

ながら高みを目指してチームの力を引き出すという

のが本来の行政の役割だと思いますが、この点どの

ようにお考えなのか、町長。こんなことがあっては

なりませんよ。職員もだめにしますし、力のある人

はどんどんいくかもしれませんよ、それなりの。だ

けれども、自治体に求められているのは、行政全

般、入るときにも全体の奉仕者として頑張るという

ことを宣言して、認めて入ってきているわけですか

ら、その自覚を、やっぱりチームで高める努力、こ

の人事評価によってないがしろにするような傾向が

あってはならないと私は思うのですが、確認してお

きたいと思います。 

○議長（西村昭教君） 副町長、答弁。 

○副町長（田中利幸君） １１番米沢議員の再度の

御質問にお答えをしたいと思いますが、まず、冒頭

申し上げましたように、人事評価をもって、その者

の全ての評価を、人間的にいい、悪いも含め、そう

いう物差しにするものにはすることにはなりませ

ん。具体的に物差しをつくりますので、まず能力評

価と業績評価、この二つに分かれて具体の評価をし

ます。 

 能力評価は、企画力、指導力、管理職に必要なそ

ういうものを評価しますから、確かにそこの部分で

は、個人の、例えば好きだ、嫌いだが入らない具体

の内容になってございます。 

 あともう一つは業績評価ですが、私ども、少なく

ても１年間の中で、この仕事、この仕事、この仕

事、具体に事務事業を全て、そしてこの１年間でこ

の事業はここからここまで仕上げるという目標を立

てますが、それらを具体に評価する手法はございま

せんでした。何となくここら辺までいっているねと

いうような、何となくここまでいったのではないか

というようなことをしないように、客観的に、今言

いました１年間の行動計画を、例えば半年たったら

振り返って、５０％この事業はいっています、この

事業はまだ３０％です。これを業績評価と言います

が、それをしっかり振り返ると。そして、そういう

行動をすることで、その組織力をしっかり高めてい

きましょうと。結果、それが町民の皆様に、その負

託、期待に応えていく、そういう手法になるだろう

というようなことでございますので、米沢議員が

おっしゃるように、もちろん難しいことは当然ござ



― 104 ― 

いますが、それを制度化するのはまだ時間を要しま

すが、決して米沢議員の言うように職員をだめにす

るために用いる制度ではないということを、ぜひ御

理解をいただきたいというふうに思います。 

○議長（西村昭教君） 他にございますか。 

 ５番今村辰義君。 

○５番（今村辰義君） 勤務成績の評価というもの

を削除して人事評価という項目を入れるのですけれ

ども、その内容の違いというのはどういうところに

あるのでしょうか。 

○議長（西村昭教君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） ５番今村議員の御質問

にお答えします。 

 これまでの言葉の中では勤務成績等の状況という

ことを公表する項目になっておりましたけれども、

今回の地方公務員法の改正に基づいて、この４月か

らは人事評価制度をそれぞれの自治体が導入するこ

とが義務づけられましたので、言葉が変わったとい

う言い方がいいのかあれですけれども、これまでは

勤務成績の状況というものについての公表項目が、

具体なものがありませんでしたので、広報等の中で

公表していく内容の中にも、そういうふうなことが

読み取れるようなものというものの公表事項はあり

ませんでしたけれども、これからは人事評価制度が

導入されますので、人事評価制度の実施状況につい

ては一定程度、どのような形の公表の仕方になるの

かということも示されてくると思いますが、一定の

形をもって公表するようなことになるのかなという

ふうに思っています。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 ５番今村辰義君。 

○５番（今村辰義君） 従来からやっていて、法が

かわったから言葉をかえたというところと、人事の

評価ですから人物等なんかも入ってくるだろうと。

大きな評価になってくると思うのですね。 

 評価に関しては、私は、学校でもどこでもやって

いる話ですから、必要だと思います。ただ、人が人

を評価するのは非常に難しいのは同僚議員が言った

とおりでございますし、評価の仕方というのは二つ

あると思うのですよね。ぜひ私が言う評価のほうが

いいなと思うのですけれども、まず悪いほうを言う

と、旧海軍方式と言いまして、減点方式でいくわけ

です。だめなものをチェック、チェック、チェック

で。それだったら、同僚議員が言うように、非常に

殺伐とした組織になっていく可能性があります。だ

から、いい面を評価するというのがいいと思いま

す。 

 やはり、人事評価するという、まず目的から入っ

ていかなければいけないと、なぜ人事評価をするの

か、なぜこういうものをやるのだと。これは組織の

活性化でしょう、目的は。組織の活性化をするため

にやるのだ。例えば活性化する手段としては転入、

転出がありますね。人を入れかえる、人事を一新す

るというのもありますし、あるいは人を評価する上

で特別昇給を導入したり、昇任を導入したりして、

やる気を助長するわけです。やる気を助長するため

にも人事評価というのは私は大事だと思う。そのよ

うに申し上げればもっといいのではないかなと思う

のですけれども、私も賛成の立場ですから、ぜひそ

のように言ってほしい。まずやっぱり目的は組織の

活性化だと思うのです。私が言ったように前向きな

捉え方でいい面を評価していくこと、そういった項

目もぜひ入れてほしいと思うのですが、いかがで

しょうか。 

○議長（西村昭教君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（石田昭彦君） ５番今村議員の再質問

にお答えいたします。 

 この４月から、管理職を対象に人事評価制度をス

タート、試行的に実施していこうというふうに思っ

ていますが、基本的に、能力評価の評価指標につい

ては、加点の部分と、物によっては減点をつけなけ

ればならない部分もあると思いますが、そういう

シートをもって、中間分ももちろんあると思います

けれども、加点評価があったり減点評価があったり

というようなことが、一定程度、国が示しているモ

デルの評価シートがありますので、そういうもので

まずトレーニングを開始していきたいというふうに

思っています。当然、試行的にやっていく中で、

シートを見直していったり、評価の仕方を、さらに

検証も深めていかなければなりませんので、そのよ

うな形で今は試行的に実施をスタートしたいという

ふうに思っています。 

 それと、議員の御発言にもありますように、人事

評価制度を導入する目的は、個々の職員の能力を

しっかりと高めていって組織力を活性化する、組織

力を高めるための手法の一つとして、この人事評価

制度の導入の目的としておりますので、町において

は組織力、職員の個々の能力を高める一つのツール

として人事評価制度も導入したり、当然、組織間で

いろいろと、職員がお互いにコミュニケーションを

高めていくような、ふだんの職場での生活も職員の

個々の能力を高める一つの要素になりますし、あ

と、職員研修も大切なものになりますので、そうい

う一つ一つのことをきっかけにしながら、職員が自

己啓発につながるような、そういうものにしていく

ための一つのものとしてこの人事評価も捉えており

ますので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 
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 ほかに質問ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第２１号を起立によ

り採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（西村昭教君） 起立多数であります。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第７ 議案第２２号 

○議長（西村昭教君） 日程第７ 議案第２２号上

富良野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一

部を改正する条例を議題とします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（石田昭彦君） ただいま上程いただき

ました議案第２２号上富良野町職員の勤務時間、休

暇等に関する条例の一部を改正する条例につきまし

て、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 当該条例の制定目的の根拠となる地方公務員法が

改正され、本年４月１日から施行されることに伴

い、同法における根拠条文の条項移動がなされたこ

とから、根拠条例を第２４条第６項から第２４条第

５項に改正するものであります。あわせて、上富良

野町非常勤嘱託職員及び臨時職員の給与等に関する

条例及び上富良野町教育委員会指導主事の給与、そ

の他の勤務条件に関する特別措置条例においても同

様の改正を行うため、附則において改正を規定する

ものであります。 

 なお、施行期日は、平成２８年４月１日とするも

のであります。 

 以上で、議案第２２号上富良野町職員の勤務時

間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の説

明といたします。御審議いただきまして、議決くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了しま

す。 

 討論を省略し、これより議案第２２号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第８ 議案第２３号 

○議長（西村昭教君） 日程第８ 議案第２３号上

富良野町職員等の旅費に関する条例の一部を改正す

る条例を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（石田昭彦君） ただいま上程いただき

ました議案第２３号上富良野町職員等の旅費に関す

る条例の一部を改正する条例につきまして、提案の

要旨を御説明申し上げます。 

 近年、外国人観光客の増加等により国内の宿泊料

が高騰していることとあわせ、消費増税等に伴い交

通費なども値上げされていることから、出張の際に

現行の既定額では賄えない状況が見受けられるとこ

ろから、宿泊料及び日程の日当の額を見直すもので

あります。 

 また、赴任に係る移転料について、実態に合わせ

た対応となるよう用語の意義を改正するものであり

ます。 

 以下、条文の朗読を省略し、改正内容の概要につ

いて御説明申し上げます。 

 まず、日程についてでありますが、近隣市町村の

日当不給地域以外の日当を、これまでの一律１,７

００円から、道外について２,２００円に増額する

もので、東京及び指定都市の加算は、現行を踏襲す

るものであります。 

 次に、宿泊料についてでありますが、これまでの

指定都市以外を７,８００円、指定都市を８,７００

円との定めから、区分を道内と道外に改め、道内を

９,８００円、道外を１０,９００円に増加するもの

で、加算額は、東京の場合のみ２,５００円を加算

する内容に見直すものであります。 

 また、このたびの改正によっても、観光のトップ

シーズンなどにおいては既定の宿泊料で賄えない場

合も想定されることから、そのような場合には実費

額を支給できる旨の規定を盛り込んだところであり

ます。 

 赴任に伴う移転料については、これまで本町の要

請などにより国、道、その他の地方公共団体等から

引き続き採用となった職員などを対象に支給してい

るところであり、これら実態の対応が定義上明確と

なるよう赴任の用語の意義を見直すものでありま

す。 

 なお、施行期日は、平成２８年４月１日とするも

のであります。 

 以上で、議案第２３号上富良野町職員等の旅費に
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関する条例の一部を改正する条例の説明といたしま

す。御審議いただきまして、議決くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了しま

す。 

 討論を省略し、これより議案第２３号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第９ 議案第２４号 

○議長（西村昭教君） 日程第９ 議案第２４号上

富良野町乗合自動車の設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例を議題とします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（石田昭彦君） ただいま上程いただき

ました議案第２４号上富良野町乗合自動車の設置及

び管理に関する条例の一部を改正する条例につきま

して、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 町営バス十勝岳線において、停留所名としている

バーデンかみふらの及び戸田商店について、現在名

称が変更となっていることから、停留所名の変更を

行うものであります。 

 以下、議案の朗読をもって説明といたします。 

 議案第２４号上富良野町乗合自動車の設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例。 

 上富良野町乗合自動車の設置及び管理に関する条

例（昭和４６年上富良野町条例第８号）の一部を次

のように改正する。 

 別表１中「戸田商店」を「本町３丁目」に、

「バーデンかみふらの」を「翁公園前」に改める。 

 附則。 

 この条例は、交付の日から施行する。 

 以上で、議案第２４号上富良野町乗合自動車の設

置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の説

明といたします。御審議いただきまして、議決くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） 以上をもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了しま

す。 

 討論を省略し、これより議案第２４号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１０ 議案第２５号 

○議長（西村昭教君） 日程第１０ 議案第２５号

上富良野町立病院諸手当支給条例の一部を改正する

条例を議題とします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町立病院事務長。 

○町立病院事務長（山川 護君） ただいま上程い

ただきました議案第２５号上富良野町立病院諸手当

支給条例の一部を改正する条例につきまして、提案

の要旨を御説明申し上げます。 

 平成２６年の薬剤師法の改正により、薬剤師の業

務が従来の情報提供に指導が義務化されたため、町

立病院の薬剤師を複数化し、外来患者はもとより入

院患者などにも薬剤管理指導業務などを実施するも

のでありますが、今後も地方では薬剤師の確保は困

難で、欠員の補充が難しいことから、初任給調整手

当を支給し、優秀な人材を確保するものでありま

す。 

 議案第２５号上富良野町立病院諸手当支給条例の

一部を改正する条例。 

 以下、条文を省略し、条を追って改正の内容を説

明いたします。 

 第２条は、薬剤師の初任給調整手当として、薬剤

師の免許取得後２５年以内の者に対して、最大月１

０万円を上限に初任給調整手当を支給するものであ

り、薬剤師の免許を取得し２５年を経過した職員に

は当該手当を支給しない旨の１号を追加するもので

あります。 

 附則は、本条を平成２８年４月１日から施行しよ

うとするものであります。 

 以上で、議案第２５号上富良野町立病院諸手当支

給条例の一部を改正する条例の説明といたします。

御審議いただきまして、議決くださいますようお願

い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 確認いたします。 
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 現状の薬剤師の確保の状況等はどのようになって

いるのかという点と、例えば採用時で４０歳、ある

いは３０歳等で採用されたということになれば、そ

の年数によって手当が支給されるという形になると

いうふうに考えられますが、この点は、当然、基準

表に基づいて支給されるものかというふうに思いま

すが、この点をお伺いいたします。 

○議長（西村昭教君） 病院事務長、答弁。 

○町立病院事務長（山川 護君） １１番米沢議員

の御質問にお答え申し上げます。 

 現在の確保ということにおきましては、いろいろ

な手を打っておりますが、該当するといいましょう

か、採用に至るまでの内容ではございませんでし

た。やはり、それについては相手側の出す条件、ま

た、うちの持っている制度の中における内容がかみ

合わない、合致しないということが確かにありまし

て、今の段階においては若い薬剤師の応募が全くな

かったというのが現状でございます。応募があって

も、５０歳過ぎている薬剤師が来られまして、その

薬剤師に対しては、うちの制度で言うと、それらの

人たちに対しての補塡するものがございません。

よって、今回のこの条例によりまして、免許取得２

５年間を初任給調整手当を支給していきたいという

内容でのことでありまして、これはあくまでも若い

人たちに対しての内容でございます。 

 もう１点でございますけれども、４０歳の方が来

た場合にはどうなるのかということになりますが、

４０歳の方が来られた場合には、２２歳で免許を

取っていれば１８年経過しています。よって、支給

する初任給調整手当は７年間になります。 

 初任給調整手当は、最初のほうは１０万円で最大

月ですけれども、最後のほうは１万円まで細くなっ

ていきます。よって、４０歳の方が仮に採用という

ことになりますと、１カ月３万５,０００円の初任

給調整手当になってしまいます。制度そのものが若

い人たちをターゲットにした制度だということでの

御理解をいただければと思います。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） なおかつ、こういう制度

が有効的に働くことを私は期待しておりますけれど

も、事務長のお話ですと、こういう制度をつくった

としても、給与との関係だとかがあって、なかなか

難しいというような状況かというふうに思います。

そこで、平均的な新卒で、一般、民間等で薬剤師等

が採用される場合の初任給というか、どのぐらいに

なっているのか、あわせてお伺いしておきたいと思

います。 

○議長（西村昭教君） 町立病院事務長。 

○町立病院事務長（山川 護君） １１番米沢議員

の御質問にお答えします。 

 当町におきましても、薬剤師の初任給については

２６年の６月に改正をしております。改正をした段

階で、２２万８,７００円が当町の薬剤師の初任給

でございます。 

 地場の薬剤師の大学の説明会等の資料からひもと

きますと、地場の調剤薬局の２０社の平均でいいま

すと、薬剤師の初任給と薬剤師手当がほとんどつき

ますので、それでいきますと２７万４,０００円ほ

ど、また、病院でいきますと、民間については薬剤

師の手当が乗りますので２３万９,０００円、とも

に１万円から５万円の差がございます。よって、こ

の差を埋めるための初任給調整手当ということで御

理解願いたいと思います。 

 以上です。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第２５号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１１ 議案第２６号 

○議長（西村昭教君） 日程第１１ 議案第２６号

上富良野町看護職員等養成奨学金貸付条例の一部を

改正する条例を議題とします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町立病院事務長。 

○町立病院事務長（山川 護君） ただいま上程い

ただきました議案第２６号上富良野町看護職員等養

成奨学金貸付条例の一部を改正する条例につきまし

て、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 看護師や医療技術者の確保は、病院運営には欠か

せないものであり、平成２０年から奨学金の貸付制

度を実施しておりますが、医療技術の高度化に伴い

入学金や授業料等の負担も増大しており、看護師等

を計画的に確保するために、新たに薬剤師の奨学金

を１０万円に、放射線技師の奨学金を７万円に新設

するとともに、看護職員等の奨学金を増額し、優秀

な人材を確保するものであります。 

 議案第２６号上富良野町看護職員等養成奨学金貸
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付条例の一部を改正する条例。 

 以下、条文を省略し、条を追って改正の内容を御

説明申し上げます。 

 第１条は、奨学金の対象者に、新たに放射線技師

及び薬剤師を追加するものであります。 

 第２条は、奨学金の対象となる学校または養成所

を規定するものであります。 

 第３条は、奨学金の金額を規定するものでありま

す。 

 附則は、本条例は、平成２８年４月１日から施行

しようとするものであります。 

 以上で、議案第２６号上富良野町看護職員等養成

奨学金貸付条例の一部を改正する条例の説明といた

します。御審議いただきまして、議決くださいます

ようお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 １１番米沢義英君。 

○１１番（米沢義英君） 確認させていただきま

す。 

 それぞれ増額、看護師等もなりましたけれども、

実際、看護師、保健師、理学療法士等に至っては、

大体、月額の学費というのでしょうか、いろいろ要

素はありますから変動すると思いますが、基本的な

部分でお伺いいたしますが、どのように実態となっ

てつかんでおられるのか、わかればお話しいただき

たいと思います。 

○議長（西村昭教君） 町立病院事務長。 

○町立病院事務長（山川 護君） １１番米沢議員

の御質問にお答えします。 

 学費関係につきましては、公立病院から私立の大

学、また専門学校各種ございます。今回の押さえて

いる学費については、今、やはり民間の学校を中心

にした中での学費ということで、例えば薬学部であ

れば６年制で１,１４０万円の学費がかかります。

それから、看護学科で申しますと４年制で６００万

円、それから、理学療法士で言うと４年制で５３０

万円の学費がかかるという大学のデータをもとに内

容を組まさせていただいております。そのほかに、

やはりこの町でいきますと、通学できるような学校

が少ないものですから、それらも含めての奨学金の

設定ということになっております。 

 以上でございます。 

○議長（西村昭教君） よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより議案第２６号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩といたします。再開を１１時といたしま

す。 

────────────────── 

午前１０時２３分 休憩 

午前１１時００分 再開 

────────────────── 

○議長（西村昭教君） 休憩前に引き続き、会議を

再開いたします。 

────────────────── 

◎日程第１２ 議案第２９号 

○議長（西村昭教君） 日程第１２ 議案第２９号

固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題

といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町長、向山富夫君。 

○町長（向山富夫君） ただいま上程をいただきま

した議案第２９号固定資産評価審査委員会委員の選

任の件につきまして、提案の理由を御説明申し上げ

ます。 

 固定資産評価審査委員会委員につきましては、３

名で構成されておりまして、この３月末をもって任

期満了を迎えるところであります。 

 任期満了後の新しい構成につきましては、うち２

名の委員は引き続き、１名については新しく選任さ

せていただきたく御提案させていただく次第であり

ます。３名いずれの方も人格、識見ともにすぐれた

方でありますので、何とぞ選任賜りたく議会の同意

をお願いするものであります。 

 なお、３名の方の経歴等につきましては別添配付

させていただいておりますので、御高覧を賜り、参

考としていただければと存じます。 

 以下、議案の朗読をもちまして説明とさせていた

だきます。 

 議案第２９号固定資産評価審査委員会委員の選任

について。 

 固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任した

いので、地方税法第４２３条第３項の規定により、

議会の同意を求める。 

 記。 

 住所、上富良野町ẼẼẼẼẼẼẼ、指名、船引武

通、ẼẼẼẼẼẼẼẼẼẼẼ生まれ。 

 住所、上富良野町ẼẼẼẼẼẼẼ、氏名、谷本博
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昭、ẼẼẼẼẼẼẼẼẼẼ生まれ。 

 住所、上富良野町■■■■■■■■■、氏名、村

岡昌仁、■■■■■■■■■■生まれ。 

 以上でございます。 

 御審議賜りまして御同意賜りますよう、よろしく

お願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由を

終わります。 

 お諮りいたします。 

 本件は、先例により質疑、討論を省略し、３名を

一括して採決いたしたいと思いますが、これに御異

議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております固定資産評価審査

委員会委員の３名の方の選任について同意を求める

件は、これに同意することに御異議ございません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり同意することに決し

ました。 

────────────────── 

◎日程第１３ 発議案第１号 

○議長（西村昭教君） 日程第１３ 発議案第１号

町長の専決事項の指定について（上富良野町税条例

等の一部を改正する条例）を議題とします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 １番中澤良隆君。 

○１番（中澤良隆君） ただいま上程いただきまし

た発議案第１号町長の専決事項の指定について（上

富良野町税条例等の一部を改正する条例）を、朗読

をもって説明とかえさせていただきます。 

 発議案第１号町長の専決事項の指定について（上

富良野町税条例等の一部を改正する条例）。 

 上記の議案を次のとおり、会議規則第１４条第２

項の規定により提出します。 

 平成２８年３月１日提出。 

 上富良野町議会議長、西村昭教様。 

 提出者、上富良野町議会議員、中澤良隆。 

 賛成者、上富良野町議会議員、佐川典子。 

 町長の専決事項の指定について。 

 次の事項に関しては、地方自治法第１８０条第１

項の規定により、町長において専決処分することが

できるものとして指定する。 

 記。 

 平成２８年度の地方税法の一部改正に伴う上富良

野町税条例（昭和２９年上富良野町条例第１０号）

等の一部を改正すること。 

 以上であります。御審議賜り、御議決いただきま

すようお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより発議案第１号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１４ 発議案第２号 

○議長（西村昭教君） 日程第１４ 発議案第２号

ＴＰＰ「大筋合意」内容の徹底した情報公開を求め

る意見書についてを議題とします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 １番中澤良隆君。 

○１番（中澤良隆君） ただいま上程いただきまし

た発議案第２号ＴＰＰ「大筋合意」内容の徹底した

情報公開を求める意見について、朗読をもって説明

とかえさせていただきます。 

 発議案第２号ＴＰＰ「大筋合意」内容の徹底した

情報公開を求める意見について。 

 上記議案を別記のとおり、会議規則第１４条第２

項の規定により提出いたします。 

 平成２８年３月１日提出。 

 上富良野町議会議長、西村昭教様。 

 提出者、上富良野町議会議員、中澤良隆。 

 賛成者、上富良野町議会議員、佐川典子。 

 裏面をごらんください。 

 ＴＰＰ「大筋合意」内容の徹底した情報公開を求

める意見書。 

 ＴＰＰ交渉は、米国アトランタの閣僚会議におい

て、大筋合意に至ったと発表された。国の「大筋合

意」内容によると、農水産物は全体の８割が即時も

しくは段階的関税撤廃の対象となり、聖域とされた

米や麦、牛肉・豚肉、乳製品、砂糖・でん粉の重要

５品目についても３割が関税撤廃となっている。 

 農業が基幹産業である上富良野町においては、Ｔ

ＰＰ「大筋合意」の結果に対し、農業者をはじめ多

くの人々は「不信・怒り・不安」を抱えている。さ

らに、国会決議との整合性が問われる「高い水準の

市場開放」によって、農業の担い手が将来にわた
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り、意欲と希望をもって営農を継続できるかどうか

途方に暮れており、家族農業を中核とした農村及び

地域経済へのさらなる疲弊を招きかねない。 

 ＴＰＰは、食の安全・安心や投資、サービス、貿

易、金融サービス、政府調達、知的財産などの分野

にまたがる広範な連携協定であるにもかかわらず、

情報の開示が不十分である。 

 よって、国においては、国会の承認手続に入る前

に交渉過程を含めた徹底した情報公開を行い、ＴＰ

Ｐ「大筋合意」内容の全容と影響などについて、さ

らに国民に対して積極的に情報公開するよう強く要

望する。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により提出す

る。 

 平成２８年３月１６日。 

 北海道上富良野町議会議長、西村昭憲。 

 提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大

臣、外務大臣、ＴＰＰ担当大臣、農林水産大臣。 

 以上であります。 

 御審議いただきまして、お認めいただきますよう

お願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） なければ、質疑を終了いた

します。 

 討論を省略し、これより発議案第２号を採決いた

します。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１５ 閉会中の継続調査申出について 

○議長（西村昭教君） 日程第１５ 閉会中の継続

調査申出についてを議題とします。 

 議会運営委員会並びに各常任委員会から、会議規

則第７５条の規定により、各委員会において、別紙

配付の申出書の事件について閉会中の継続調査の申

し出があります。 

 お諮りいたします。 

 各委員会からの申し出のとおり、閉会中の継続調

査とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

 よって、各委員会からの申し出のとおり、閉会中

の継続調査とすることに決しました。 

 以上をもって、本定例会に付議された案件の審議

は全て終了しました。 

────────────────── 

◎退任・退職挨拶 

○議長（西村昭教君） ここで、今月３月３１日を

もって定年退職されます管理職の方から御挨拶をい

ただきたいと思います。 

 また、３年間にわたりまして北海道から派遣をい

ただいておりました産業振興課商工振興担当主幹の

北創君が道庁に戻られることになりましたので、あ

わせて御挨拶をいただきたいと思います。 

 最初に、教育振興課長、野﨑孝信君。 

○教育振興課長（野﨑孝信君） 議長の御配慮によ

りましてこのような席を設けていただきまして、深

くお礼を申し上げます。 

 私は、昭和４９年ということで、４２年間この役

場に勤めさせていただきました。思えばいろいろあ

ります。山川事務長からも、何かおもしろい話をし

ろよなどと、笑いをとれなどと言われましたけれど

も、２年前、北向課長が蛇の卵の話をしたり、毒キ

ノコを自分で人体実験したりだとか、エピソードを

語って、この会場を沸かせた記憶がございます。で

も、自分にはそのようなキャラもございません。で

も、何となく昔のことを思い起こせば、やはり、人

との出会いというか、そういったことが一番大事で

あったし、自分の人生の中では役立ったかと思いま

す。 

 そのようなことで、昭和４９年といいますと、当

時を振り返ってみますと、人口も１万５,０００

人、農家の方も９００戸以上ありました。そのよう

な中で、当時の児童、小学生だけでも１,５００

人、今は６００人ですから、当時と比べると、この

４０年を超える中で随分と時代も変わったなと、そ

のような感じがします。ましてや私が入ったときの

初任給は４万４,８００円、今は１６万円ぐらいで

すから、４分の１程度だったと。そのようなこと

で、時代背景も大分変わりましたし、当時は田中角

栄総理がちょうど引退をした年であったり、狂乱物

価ということで、トイレットペーパーを買いあさっ

て、スーパーには長蛇の列ができたと、そんなよう

な時代でもありましたし、巨人軍しか知らない私に

とっては長嶋さんがそのときに引退をしたと、そん

なような記念の年でもあったかと思います。 

 そのようなことで、私、農家の長男坊で、役場に

入って当時の上司から、何でお前は農家しないで役

場へ入ったんだと面接のときに言われまして、返す

言葉に苦慮した思い出があります。そんなようなこ

ともあって、当時、農政課に配属になりまして、そ

こで８年間、土地改良係から分家した耕地課に２年
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ということで、入った部署は農業部署に１０年間実

は勤務させていただいて、農業のことは大体わかっ

ていましたので、農家の人と会話することはそんな

に苦ではありませんでしたが、春には作付実態調査

というものを役場でやっていまして、そういった調

査票をするのに農家の人と会話しながら、縦横合わ

ないそろばんを駆使して奮闘した思い出もありま

す。 

 また、夏になれば、当時は水田の転作の現地確認

ということで、１枚１枚休耕田を確認に行く作業

を、農業改良普及員の方ですとか農業共済組合の

人、そして農協の人とか、それぞれの部署として連

携しながら、３日間かけて全ての田んぼを皆さんと

一緒に回った記憶があります。 

 また、秋になれば、今度は作況調査ということ

で、農業委員会の方々ですとか、あとは実測調査と

いうことで、税務課の方と畑に出向いたりですと

か、当時は結構現場に行くことが多かったと、そん

な記憶があります。 

 秋になれば、今度はキノコが出たり、フキ、ワラ

ビということで、これまた町有林というのが当時は

１８０町ぐらい、そこに出向いて、つけ届けするフ

キやワラビをとってこいという上司の命令がありま

したので、そこでとったり、あと、当時は産業連絡

協議会というのがありまして、農協、まだ上富良野

町農協時代、それとかデイジー食品とか合同缶詰で

すとか、結構民間の会社も、そういう産業の連絡す

る会議がありましたので、そういう会議の花見のと

きには当時の食肉センターからサガリを１０キロ箱

を買ってきて、ひとりで皮をむいて、脂ですとかを

とって、そして焼き肉する準備をするのが下っ端の

仕事でして、そんな仕事ばかり、結構、その８年間

の中で随分とやった記憶があります。 

 あとは霜予防ということで、当時は稲が冷害です

とか低温で品質が落ちるので、古タイヤを集めてく

るのに農協とトラックに乗って修理工場ですとか自

動車整備工場に行って積んできて、ライスセンター

の横に山のように積んで、それを今度は農家の人に

配って、あぜのところに置いてもらって、火をつけ

て燃やす。そして、その火の番兵を朝までやった記

憶があります。 

 あと、自衛隊には、燻煙器、当時、煙幕を張る装

置、それを力強く押していただいて煙幕を張って、

国道、道道はもう真っ白で、一面何も見えない状況

の中で、何とか米の品質を守ろうと、そんなような

苦労も皆さんと一緒にした記憶が、思えば懐かしく

思いました。 

 そのようなことで、当時はそういった各組織の人

と一緒になって仕事をさせてもらいました。 

 また、あと、雨も結構多くて、昭和５０年には東

中の倍本地区が、農地も家も、当時の家が流されそ

うになって、救援に行った記憶もあります。 

 あとは、昭和５６年には大雨ということで、上富

良野高校の裏の堤防が決壊して大変な思いをした

と、そんなようなことも目の当たりにしながら、い

ろいろな経験をさせていただきました。 

 一番に入った農政課の時代が一番思い入れが深い

かなと今は思っております。 

 そんなようなことで、１０年間は農政畑にいまし

た。 

 その後、今度は総務課のほうに行きまして、庶務

係というところで、そこでもまた長くて１０年間、

ほぼ前半２０年はその部署で過ごしまして、総務課

庶務係ではいろいろな部署というか、寄せ集めの部

分がありまして、選挙であったり、防災であったり

ですとか、いろいろな、町長の秘書もあったりと

か、雑用的な仕事が多かったです。 

 特にその中では、私、思い出としてあるのは、選

挙人名簿ということで、コンピューターに入れる仕

事をしたときに、住民票とつけ合わせするのに合わ

なくて、同僚の亡くなった坂弥君には朝まで一緒に

仕事を手伝ってもらったと、そんな同僚の記憶もあ

ります。 

 また、私の向かいには職員係というものがあっ

て、ミヨシタケシさんという優秀な方がおられて、

条例ですとか法律のつくり方はその人に教わりなが

ら、一緒に苦労した思い出というか……御冥福をお

祈りしたいと思います。 

 最後は言葉にならないことになりましたけれど

も、しっかりと２人の遺志も引き継ぎながら、何と

かこの４２年間、ここまで来られたのが思い出で

す。 

 余りしゃべると、１分間３,５００円の議事録に

なってお金がかかると、ここにいる佐藤雅喜君に言

われておりますので、この続きはまた別な機会でお

話をさせていただきたいと思います。 

 そんなようなことで、本当に４２年間ありがとう

ございました。 

 そして、私、人の話をさせていただきましたが、

戦国の武将に、「人は城、人は石垣、人は堀」、そ

んなようなことで、立派な城を築くことも大切かも

しれないけれども、人の大切さというのが一番大事

だと、そんなようなことを少し思い起こしながら、

この人生を歩んできたかなと思っております。 

 そんなようなことで、これから若い人たちにバト

ンを託して、この上富良野町、そして役場を背負っ

ていただきたいと思います。 

 そのようなことで、４２年間の感謝、お礼という
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ことで、皆さんに御報告と、今後皆様の議会の御活

躍を祈念しまして、最後の言葉とさせていただきま

す。 

 長い間、本当にありがとうございました。（拍

手） 

○議長（西村昭教君） 次に、商工振興担当主幹、

北創君。 

○商工振興担当主幹（北 創君） ３年前、平成２

５年の４月に、道からの派遣ということで、こち

ら、上富良野町に参りまして、以後、産業振興課で

商工業の振興を担当させていただきました。 

 仕事の面では、企業振興措置条例に基づく企業誘

致の補助金などの支出ですとか、あとは平成２５年

度に新たにつくられました新規開業等支援事業と

いった補助制度、そういったものを担当させていた

だきましたほか、商工会の関係の仕事ですとか、あ

るいは、最後、３年目には、今、最後の仕上げにか

かっていますけれども、商業振興計画の策定、そう

いった仕事にかかわらせていただきました。 

 また、ちょっと筋が違っているのですけれども、

どぶろく特区の関係も担当させていただきまして、

昨年の国の計画の認定から、ことし、やっとどぶろ

くの製品ができてきたというところまで見させてい

ただきまして、本当にいろいろな経験をさせていた

だいたと思っております。 

 その中で、道職員として勤めてきた経験と、こち

らで新しく経験させていただいたことの違いという

ものも感じたことがありました。一つは、やはり住

民の皆さんとの距離感、心理的な距離感というもの

だとは思いますけれども、そういったものが違う

と。格段に町役場にいるほうが距離感を近く感じま

した。 

 また、地方自治の基本は、やはり住民に身近な自

治体にあるということも感じました。道庁にいる

と、どうしても道民がちょっと遠く感じるというふ

うに思います。どうしても行政サービスの対象とい

うような形になってしまいます。こちら上富良野町

では、協働のまちづくりということで、本来の自治

の主人公である住民の方々と一緒になって町をつ

くっていくと、そういう理念があり、条例化もされ

て、きちんと運用されているというのを拝見させて

いただいて、非常に参考になるなというふうに思い

ました。 

 また、そういった住民の方々、新しい若い方々を

育てていくという面で取り組んでおられる人材育成

アカデミー、これは直接の担当ではなく、隣で深山

主幹が担当なさったわけですけれども、そういった

ようなものも見させていただいて、上富良野町の取

り組みというのが私の公務員としての仕事の上でも

きっと大変意味を持つだろうというふうに思ってお

ります。 

 また、この議会に関することで言えば、昇格で初

めて、一応管理職というような肩書きがつきまし

て、それまで経験したことのなかった、委員会質疑

ですけれども、議場での説明ですとか、そういった

経験もさせていただきまして、非常に多くのことを

この上富良野町では学ばせていただいたと思ってお

ります。そういう意味では本当に皆様にお世話にな

りました。 

 ありがとうございます。（拍手） 

────────────────── 

◎町  長  挨  拶 

○議長（西村昭教君） 次に、本年最初の定例会で

ありますので、町長からも御挨拶をいただきたいと

思います。 

 町長。 

○町長（向山富夫君） 議長のお許しをいただきま

して、第１回定例会の締めくくりに当たりまして、

お礼の御挨拶を申し上げたいと思います。 

 ３月１日に開会されました第１回定例町議会、と

りわけ日程につきましては、新年度の予算に対しま

す御審議を賜る大事な定例会でございます。その審

議を通じまして、私どもが今回提案させていただき

ました全ての議案を御議決いただきましたこと、ま

ず心から感謝を申し上げなければならないと思って

おります。 

 この定例会を通じまして、議員各位から賜りまし

たまちづくりに対する思いを私どももしっかりと心

にとめて、そして町民の皆さん方に最大限のサービ

ス提供ができるような仕組みをさらに強く持ちたい

というふうに考えております。 

 間もなく新年度を迎えますが、これからも引き続

き皆さん方から御指導を賜りながら、議長が常に

言ってくれておりますように、ともに車の両輪と

なって本当に歩んでいけるように心がけて職員一同

取り組んでまいりますので、御指導賜りますようお

願い申し上げたいと思います。 

 今回のこの長丁場の定例会に御協力いただきまし

たことを本当に感謝申し上げ、議員各位がますます

御隆盛をきわめることを御祈念申し上げまして、お

礼の御挨拶とさせていただきたいと思います。 

 本当にありがとうございます。（拍手） 

────────────────── 

◎議  長  挨  拶 

○議長（西村昭教君） それでは、私のほうからも

一言御挨拶を申し上げたいと思います。 

 ３月の定例会ということで、それぞれ予算委員会

で長丁場の中で御審議をいただきまして、無事、
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きょう全て御承認をいただきましたことに厚くお礼

を申し上げたいと思います。 

 できました予算案につきましては、２８年度、こ

れが執行されるわけでありますけれども、今、町長

が申し上げましたとおり、車の両輪としてこれから

進んでいくわけでありますが、車のサイズが違って

も方向が変わりますし、ましてやそれをつなぐ、横

にある車輪といいますか、軸になるものが、これが

皆さん方に審議いただきました２８年度の予算だと

思っております。そういう意味では、それぞれ出さ

れた意見、あるいは疑問点等もあって、そういう中

で認めていただきました予算であります。これから

車の両輪として執行していく理事者の皆さん方とと

もに、議会もまちづくりの先頭に立って頑張ってい

かなければならないと思いますし、常に町民の声や

意見を念頭に置いて、進んでいく内容についても、

またその都度、我々の立場としてよく見ていかなけ

ればなりませんし、また、進むに当たっては、議会

も一緒になって、やはり進んでいかなければならな

いと思っているところであります。 

 そういう意味ではまた、ことし１年間、議員各位

のそれぞれの、その時々の部署での御活躍を御期待

申し上げますとともに、今、国が言っております地

方創生の、ことしはスタートの年であります。目指

す予算ではありませんけれども、着実にこれを定着

させて、５年後には大きな成果になるように、これ

から頑張っていっていただければありがたいかなと

思いますし、特にこの５年間というのは非常に地方

が試される期間だと私は思っておりますので、それ

ぞれ気を許すことなく、またまちづくりに向かって

頑張っていただければありがたいかなと思っている

ところであります。どうぞよろしくお願いを申し上

げます。 

 また、長年にわたりまして、３月いっぱいで定年

を迎えます野﨑孝信君には、４２年間という、町の

行政職として非常に頑張っていただきました。先ほ

ど御挨拶をいただきましたが、まだまだ申し述べた

いことが思い出の中にたくさんあったのかなと思っ

ておりますけれども、何はともあれ、その４２年間

の御苦労に対して心から感謝を申し上げる次第であ

ります。 

 本州では、定年になりますと農業をやる方が非常

に多いので、簡単に言いますと定年帰農と言って、

そういう方が非常に本州は多いわけでありまして、

そういう意味では、これから野﨑君もそういう道

で、農業者の先頭に立って頑張っていただけるのか

なという期待もありますけれども、まずは健康に留

意をされて、また、今までの経験を生かして、農業

とはいわず、まちづくりにまた、その立場で御活躍

いただければありがたいかなと思います。 

 本当に長い間頑張っていただきましたことに改め

て厚くお礼を申し上げたいと思います。特に議会事

務局長として、わずかな時間でありましたけれど

も、お世話になったことも重ねてお礼を申し上げた

いと思います。 

 また、道から派遣をされました北創さんには、３

年間にわたってうちの町の振興発展に御貢献をいた

だきました。まだやめるわけではありませんので、

また道に帰りまして、北海道の発展のために頑張っ

ていただければありがたいなと思います。 

 非常にお酒が嫌いではない方だなという印象があ

るのですけれども、最後には上富良野でどぶろくを

つくって、実現をさせていただきましたことに厚く

お礼を申し上げたいと思います。あわせて、どぶろ

くを忘れないように、飲みに来ていただければあり

がたいなと思っているところであります。 

 何はともあれ、２８年度の予算が決まって、これ

を柱に理事者も議会もまちづくりに向かって頑張る

ということでありますので、ことし１年、それぞれ

御活躍いただきますことを御祈念申し上げまして、

一言私の御挨拶にかえさせていただきます。 

 どうもありがとうございます。よろしくお願いい

たします。 

────────────────── 

◎閉 会 宣 告             

○議長（西村昭教君） これにて、平成２８年第１

回上富良野町議会定例会を閉会といたします。 

午前１１時３２分 閉会 
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